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はしカミき

本書は，長期の外国出張者などを除く京都大学東南アジア研究センタ ーの全

教官が，過去5年間に公表した論文のなかから各自一編を選び，あるいは新た

に書きおこした論文を加えて一間に収録したものである．私どもは，本書と同

じような形で， 6年前に『東南アジアの自然 ・社会 ・経済』（創文社， 1974）と

題する一書を刊行している．当時の同僚たちが，センター創設時から約10年間

にあげた研究成果の一端を世に問うた論文集で、あるが，宰にして多くの方々か

ら好評を受ける ことができた．東南アジア研究センタ ーは本年をもって創設15

周年を迎える ことになったが，本書はそれを記念して出版する 2冊目の論文集

と、いうことtこなる．

15年とL、う年数は，内外のこの種の学術研究機関とくらべれば，きわめて短

い日数にしかすぎない．にもかかわらず，この歳月は，私どものセンタ ーにひ

とつの「学風」を芽ばえさせるにも足る年月であったかに，思える．ここに収録

した多くの論文を通l宜してみると，そのいずれもが長期間にわたる現地での研

究と生活に根ざし，それぞれの学問的立場から具体的な諸事象を分析しようと

していること．そしていまだ不十分ながらも東南アジアという独自な内在的世

界像を構築することを，共通的な問題意識としてもちはじめていることがわか

る．センターにおける地域研究の方法論的展開の過程については，巻末の解説

で矢野l陽教授が詳しく述べているが，私は，センタ一発足当時から考えてきた

東南アジアを対象とする地域研究のあり方についての模索の一過程として，本

書を江湖に問い，ご批判をいただきたし、と思う．

ふりかえってみると，前著『東南アジアの自然 ・社会 ・経済』に労作を寄せ

られた本阿武教授は定年で‘センターを去られ，また昨年10月には水野浩一教授

が病魔のため不帰の客となられた．センタ ー創設当初からの関係者であるおふ

たりの論文を，本書のなかに発見できないことが寂しい． しかし，新進の若手



2 はしがき

研究者の力作が，前著に増して多いことがまことに心強い．これら気鋭の諸論

文を読むにつけ，東南アジア研究の将来に希望を感ずるのは私ひとりではある

まい． 6年前の論文集の序文に，市村真一教授（前所長）が「この論文集を読

む青年のなかから，アジア研究を志す若き学究が輩出してほしし、」と切望され

ているが，本書を編むにあたって私も全く同じ感慨をいだく．本格的な東南ア

ジア研究の成否は，若い学徒の精進に期待するところがきわめて大きL、からで

ある．

最後に，過去15年の間，センターの研究活動を力強く支えてこられた諸先輩

と，かつての同僚諸氏に心から感謝すると共に，さらに次なる20年，30年への

研究の飛躍を期することによって，私どもは学内・外からのご支援にもこたえ

たし、と思う．

1980年5月

京都大学東南アジア
研究センター所長

渡部忠世
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マレ一人家族における隔世代関係

はじめに

一夫一婦とその未婚子女からなる核家族論は家族を扱う社会学者・人類学者

に安易に受け入れられている．それは「構造」的にそのような形態の世帯構成

を抽出することが大体の社会において比較的容易なために普遍的な分析概念と

して用いられ易いということであろう．しかしこの核家族に関する理論が，核

家族が「規範」として明瞭に存在しているアメリカの中間階層を基盤としてい

ることを我々は忘れてはならない. • V 、ーたずらに核家族孤立化に代表されるよう

な核家族論をふりまわすことは，対象がアメリカ社会ならばし、ざ知らず，他の

社会ではその社会における家族の本質を見失うことになる.1) 

我々は本論において通常の家族論からはマージナルな問題と見られる点一一

祖父母と孫との関係一ーをとりあげる ことによってマレ一人の家族の本質を明

確にすることを意図する． 「家族の本質」というのは，家族の実態とし、う意味

ではない．家族あるいは広く親族制度がマレ一人によって実生活において概念

操作される場合に，どのように概念化されているかということである．我々は

マレ一人の家族概念が集団としての家族意識に基づいているのではなく，家族

関係の臨模であるということを祖父母・孫関係の実態を摘出することによって

示したい．

データは主としてマレーシア，クランタソ州のガロック村とマラカ州のプキ

ッベゴ一村において実施した調査の集計による.2）祖父母・孫関係に関するデ

ータはこの調査のいわば副産物であって，諸種の祖父母・孫の役割を検証する

にたるだけ完全なものでないことはあらかじめお断りしておきたい．マレ一人

に関してはもとより，他の社会においても，祖父母・孫関係を本論のように取
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り扱った論考は，我々の知る限りにおいては無く，直接比較するデータ も得ら

れなかった.3) 

調査地のガロックはクランタンナi'Jバシルマス郡の郡役所所在地バシルマス

（人口約l万l,000）からクランタン川に沿って約 15キロ離れ，クランタン川の

河岸段丘上にJ11から 400～800メート ル離れて道路に沿って約 1.5キロにわたっ

て細長く続いている．調査時点（1971年6月）における人口は680人，世帯数は

146であった．この地域は水団とコeム園の混在地域で，人々は小規模な天水田

から自家用の米を得ると同時に，零細なコ‘ムのタッピンクを通じて現金収入を

得ていた．西海岸の米どころケダー州の稲の収穫期における出稼ぎはかつては

村人の経済において重要な意味をもっていたが，ケター州で二期作化の進行に

ともない収穫期に変動が生じたこと，ガロック近辺に水田の裏作としてタパコ

耕作が導入されたことのために，出稼ぎは従来の意味を失い，現在ではタパコ

耕作が重要な生業のーっとなっている．

もう一つのマラカにおける調査村ブキッベゴーは，マラカ市街から12キロほ

ど海岸沿いの道を南東にむかった地点にある．主要道路から約 1キロ弱内陸に

入ったやや高地になった地形上に集村として存在している．調査時点（1971年

10月） において，人口は 438人，世帯数は 89を数える．集落の周囲は水田で

あるが，純粋に稲作に依存する世帯はごく数えるほどしかなく，コ’ム栽培，ゴ

ム・タ ッピング，賃銀労働に従事し，出稼ぎによる不在者も多い．

両村は，マレ一半島の北東と南西とに対称的に位置し，一方はリボン状街村，

他方は塊村とことなる集落形態を示している． クランタンは保守的で近代的開

発が遅れ，マラカは都会的で狭小な州の土地はほとんど開発されつくしている．

我々は，この両村をもって各々クランタンチト｜ ・マラカ州の代表的な農村とし，

さらにはこの二つの村がマレーシアの農村の典型であると主張するのでは毛頭

ない．この二つの村に顕現する諸特徴を吟味することによって，マレー的な本

質に到達せんとするものである．対象の特殊性は必ずしも普遍化を妨げない．
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I Datukと nenek

マレ一語の親族名称の基本語となる語は決して多くない．辞書などを探せば

世代に関しては，自己を中心として上下6世代にわたる名称が得られる． しか

し都市農村を問わず現在の一般マレ一人がそれらの語を知っているということ

は極めて稀であり，日常に使用するのはせいぜい曽祖父母（rnoyang），曽孫（cicit)

までにすぎない．我々の調査した村で、は曽祖父母にあたる人も存在してはL、た

が， rnoyangが直接呼びかけに使用されることはなく，祖父（datuk）祖母（nenek)

呼称が用いられる.＜）下の世代に関してはより混乱が少ないが，それでも後述

するような人口学的な条件から cucu （孫）と cicit （曽孫）との混乱はあり得る．

単純化して言えば，マレ一人の村落社会は親族名称によって， (1) datuk/nenek 

の世代， (2) bapak/emakの世代， (3) saudaraの世代， (4）未成年（anak）の世代

の4世代に分断されているように見える.5）父母の世代にあたる人々J主，オジ ・

オパ呼称でもって呼ばれ，祖父母の世代にあたる人々は祖父 ・祖母呼称でもっ

て呼ばれる． 単に特定の個人から見た場合に限らず， コミュニティ全体として

見た場合をも含むので上述のような世代区分が可能となる． コミュニティ全体

というのは，各個人個人の系譜上の関係に関わりなく，子供があって親として

コミュニティで認められ出すと，一般に非親族からもオジ・オパ呼称で呼ばれ，

孫ができてそれ相応に年とった者は祖父母呼称で一括されるということである．

この際このような世代区分は，年齢階梯制度とは違って，構造的に斉一に行な

われるのではない．父母の世代で言えば，ある一定の年齢に達すればすべての

者がオジ・オパ呼称で称されるというのではない．社会的地位，経済力などの

条件が考慮されねばならない．もう 1世代上の祖父母名称になるとその適用は

より限定されてくる．広くコミュニティ全体の人から tok あるいは nek と常

時呼ばれるのは限られた人で、ある．それらの人々は大なり小なり周囲の者の指

導的存在といえる.6) 

Datuk （あるいは Tok）としづ語は，たんに老齢者を指すばかりでなく，人
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人を指導する地位にある者への表敬称号としても用いられる．村のリーダーは

Datuk Penghulu, Datuk Sidang であり，宗教上の先達は Datuk Imam, Tok 

Guru である．わさらに中央の行政制度と結びつけられて，古くはスルタン制下

の役職名に付随した称号として用いられ，新しくは政府の授与する勲章とセッ

トになって用いられる．たとえば，20歳の青年が penghuluに選ばれれば，彼

は Datuk と呼ばれ， orangtua ・ tua （長老）の一員として扱われる．しかもこ

の DatukPe珂 huluの支配下の村人は彼の anakbuah （原義はオイ・メイある

いは傍系の子供の世代親あるいは子係）と称される．村人から見れば penghulu

は単なる父母の世代の「親方」ではなく，強力な父即ち祖父に相当すると言え

る

Datukが リー ターシ ップと密接に結びついていることに対する解釈は種々成

立することと思われるが，その中でも重要なのは， datukに対するイメージが

老齢化して役に立たないオジイサンというのではな くて，未だ活動力が旺盛で

経験を蓄積した父の父すなわち強力な父のイメ ージであると我々は考える．

いままで，datuk を祖父としてきたが， tok を祖母に用いることも広くおこ

なわれる．またケダー（AlorSetar周辺）におけるように祖母を tokwanとす

ることもある．マラカでは祖母は nenek である．これもヌ グリスンビラン州

などでは曽祖父母の世代親名称として用いられることもある． クランタンでは．

フォーマルには datuk/nenekが使用されるが，日常的な呼称には cek/makと

いう語が祖父／祖母に対して用いられる．興味あるのは， makというのは母の

示称であるが，比較的年とった （40歳を越えたくらいの）母親の呼称として用

いられるとし、う事実である．母の呼称は mek である． 父名称は ayahまたは

abahで，祖父との混用は見られない．本稿ではこれらの地域的・状況的差異を

整理して呈示することはしないが，父母の世代より上の尊属親は orang-orang 

tuu (old men）と して扱われ， 日本語で言う先祖に近いマレ一語は祖父母世代

親より上の親族名称 （例えば nenek moyang）によってあらわされるこ とを指

摘するにとどめておきたい．

祖父母名称の地域的（或いは同一地成においても）多様性と，祖父母名称が
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一方ではリー ダーツップと結びつき，他方では先祖を指す語として用いられる

ことなどから，我々は上にのべた4世代の世代区分を訂正して，むしろ父母の

世代，きょうだいの世代，子供の世代の三つに世代区分されるとしたい．これは

親一子一孫とし、う系統観念が制度化されていないことにも関係する．血のつな

がりによる連続性が欠如しているというのではない．出自とし、う語は keturunan

によって表現され得るかもしれなし＼ ｝しかし，この語の基本となっている turun

としづ語が「下がる，下におりる」という意味であることからもわかるように，

ある尊属親の子孫を包含するものであって，一系統をたどる種類のものではな

い．卑属親から見れば彼は多数の尊属親の keturunanの幅鞍点に位置する．血

統に基づいた世代観念が必ずしも重要事ではないということになる.Aの「子」

であるということも， Aの親である Bの「孫」であるということも，相続とい

う物質的な面を除いては，大した差異が観念的に存在しているわけではない．

A=Bとしても何ら不都合は生じてこない．相続はこの tekeisonymyにかかわ

りなく実際の系譜上の関係によって処理される．そして上述のガロック村にお

ける年とった母親に対して祖母に対すると同じ makが用いられる慣行は，

祖母一孫，母一子関係の等価性を暗示しているようで興味深い．またケ 夕、ーの

Sikにおける祖父母と曽祖父母との名称の一致 （注4参照）も同様である．

祖父母の実名は往々にして孫によって記憶されていないことがある．これは

マレ一式の名前のつけ方にも関係することで，父母のフル ・ネームを知ってい

れば父方 ・母方の祖父に関してはその名前が自然に記憶されるわけであるが，

祖母の名前は正確に記憶されないことが多い．孫の知っている祖父母は実際に

生活上密接に交渉のある者に限定される傾向があるのは言うまでもない．次に

そのような接触の可能性を人口学的に見てみたい．

II 祖父母・孫関係成立にかんする人口学的考察

マレ一人における結婚は，概して早婚である． クランタンおよびマラカにお

ける調査村（以下クラン夕、ノ，マラカと略称する）の結婚経験者について初婚
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表 1 初 婚年曲S

V 』」：－；－I－」
9 
10 
11 
12 7 
13 10 
14 l 16 3 
15 5 41 18 
16 。臼 19 13 
17 3 26 5 
18 15 3 17 17 
19 9 2 5 3 
20 39 3 6 11 
21 9 3 1 3 
22 8 7 1 3 
23 6 8 1 
24 2 7 
25 10 12 2 
26 2 5 1 
27 2 4 
28 2 1 
29 1 1 
30 6 9 3 
31 1 1 
32 
33 
34 
35 
36 

151 86 

16. 4 18. 6 

年齢を示すと表 1のごと

くとなる．平均初婚年齢

は， クランタンでは男子

21. 5歳．女子16.4歳，マ

ラカでは男子25.2歳，女

子18.6歳である．都市の

影響をより強くうけてい

るマラカにおける初婚年

齢は， クランタンにおけ

るよりもやや高くなり，

夫婦の年齢差も大きい

クランタンにおいてもマ

ラカにおいても，女子の

受胎可能年齢の範囲内に

おL、て出産は無制限に行

なわれている．望ましい
計｜瓦 I-70 l 

豆瓦；；－「~「ゴ:U-\
子の数は4～ 5人くらい

であるとしみ者が多いが，間引きや堕胎を含む伝統的な人口制限の方法は全〈

といってよいほど実行されていなかった．従来かなり高かった乳児死亡率が結

果的に子の数をある程度減少させ，また，とくにクランタンにおいては，きわ

めて高い離婚傾向がある程度妊苧力に制限を加えていた．政府は主としてスベ

ーシングに主眼をおいた家族計画を指導しているが，調査時点においては農村

部においてはその効果はほとんど認められない．結婚経験女子について出生児

数と死亡児数を年齢階級別に示すと表 2のごとくとなる．

上述の条件の下においては，祖父母 ・孫関係は，祖父母が比較的若く，自分

自身の子を生みおわらないうちから発生しはじめると同時に，祖父母の死亡後

出生したために彼らの顔も知らぬ孫も存在することが期待される．ここにやや

誇張された一つのモデルを示してみよ う． 夫妻の初婚年齢をそれぞれ21.0歳，
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表 2 母の年齢階級5Jljにみた平均出生児数と乳児死亡率

a. pラソタン（ガロヲグ）

母の年齢 平均出生児数

10～19 1. I 

20～29 2. 5 

30～39 4. 7 

40～49 5. 1 

50～59 3. 7 

60～ 4. 6 

全体の平均 3.8 

b. マラ カ（プキッベゴー）

母の年齢 平均出生児数

10～19 2. 0 

20～29 2. 4 

30～39 5.7 

40～49 6. 8 

50～59 3. 6 

60～ 4. 3 

全体の平均 4. 9 

乳児死亡率（出生1,000に対する乳児死亡数）

83. 3 

70.7 

104. 3 

144. 4 

232. 6 

215. 9 

143.3 

乳児死亡率（出生1,000に対する乳児死亡数）

0 

34. 5 

75. 6 

120. 0 

240. 0 

264.7 

138. 8 

11 

16.0歳，初子誕生は結婚後 2年，末子誕生は妻の妊苧力がほぼ消失する45歳と

する．このパターンが2世代にわたって継続され，しかも第 1子は女，末子は

男であるとすると，祖父母・孫の年齢差は次ページの図に示すようになる．す

なわち，初孫は自分自身の末子に先立つこと 9年，夫（祖父） 41歳， 委（但ほ）

36歳で誕生する．他方末子の結婚は夫71歳，妻66歳のときに行なわれるから，

この時点において夫妻はしばしば既に死亡している．初孫誕生以後孫は連続的

に出生し，初孫（第 1子の第 1子）出生から最後の孫 （末子の末子）出生まで

の期間は59年間に及ぶ．

クランタンとマラカの調査村における20歳未満の未婚子女について，生存す

る祖父母の有無を調べると表3のようになる．生存者の割合が MM>FM>MF

>FFとなっていることは主として 2世代にわたる夫妻の年齢差，および男女

の平均寿命の差から説明される.Bl クランタンにおける祖父母の生存率は不明
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初婚年齢．夫21.0歳，妻16.0歳

初子誕生のと きの婆年齢 18.0歳

末子誕生のときの衰年齢：45.0歳
かつ初子Ii女，末子は男とした場合

年
齢
酎
初

祖
父
母
結
婚

50 

20 

60 

10 

40 

30 

12 

図 1 子孫の出生モデル

組父母＼」ン｜了ラカ ＼dンIごラカlグラム了ラカド4マラカ
(3§~~) ¥ (17 ~g) I （お）｜（お）｜品 I( /~) I (i~) I 

I (4i~i) I (3§~i) I (4§~g) I (1/~) I ( /~) I （部）｜

<2/~) I (S~~~) I <7~9g) I ( /~) I ( 1. i) I （部）｜

I (3i~6) I (4tト~） I ( /:) I ( 1. i) I （部）

｜（み） I (i/:) I （占） I ( 1. i) I 

264 
(100) 

264 
(100) 

264 
(100) 

(100) 

366 
(100) 日i

FF 

162 
(44. 3) 

148 
(40. 4) 

317 
(86. 6) 

FM 

MF 

MM  
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表4 5歳階級別にみた20歳未満未婚子女の祖父母の有無

年 I 1人もなし I 不 明 ｜ 齢 祖父母ありI夕ラソタγ｜マヲカタランタン｜マラカクランタンマラカ Pランタン｜マラカ

I 94 I 40 I ( 4. ~) I ( L 6) I ( 2j) I 98 43 
。～4 (95. 9) (93. 0) ( 3. 1) (100) (100) 

I 92 I 64 I 10 (8.~) I czJ) I 
。 105 70 

5～g (87. 6) (91. 4) ( 9. 5) (100) (100) 

I 81 I 68 I 10 
17 6 97 86 

10～l4 (83. 5) (79. 1) (10. 3) (1!?. 8) I ( 6. 2) (100) (100) 

I 50 I 51 I 13 13 3 1 66 65 
15～19 (75. 8) (78. 5) (19. 7) (20. O) ( 4. 5) ( L 5) (100) (100) 

計 I 317 I 223 I 36 38 13 3 366 264 
(86. 6) (84. 5) ( 9. 8) (14. 4) ( 3. 6) ( 1. 1) (100) (100) 

の分を考慮に入れれば初婚年齢の差を反映してマラカよりもやや高くなるので

はなL、かと思われる．父方および母方の祖父母のうち少なくとも 1人が生存し

ているケースはクランタン，マラカとも85%前後であるが，孫の年齢を 5歳階

級別にきざんで観察すると表4のように年齢を追ってその割合が低下してい く

ことが明らかとなる．視点をかえて祖母の立場から孫を有する者の割合を年齢

階級別に示すと表5のよ 表5 10歳階級別結婚経験文子の孫の有無

うになる. 50歳以上にな I Fランタソ ｜ マ年齢階級 一一一一
ると 8割以上が孫をもっ 総数｜孫あり ｜ % 総数｜孫あり｜ % 

ことtこなる． 30～39 35 6 17. 1 21 3 14. 3 

40～49 35 23 65. 7 24 16 66. 7 
この小論においてわれ

50～59 24 20 83. 3 15 12 80. 0 

われが当面する問題は， 60～69 16 15 93. 8 14 12 85. 7 

70～ 4 4 100.0 10 9 90.0 
上述の割合で生ずる祖父

計 52 61. 9 

母 ・孫関係のし、かなる部

分が，夫婦単位の独立居住を原則とするように見えるマレ一家族において，い

かにして同居という密な関係を構成するかということである．



14 第I部 史的展開と社会構造

III 祖父母・孫の同居

マレ一人の聞における婚後の居住は夫方を選んでも萎方を選んでもよい．ク

ランタンでは居住地の決定は夫方妻方の農地の所有状況に大き く影響されてお

り，夫方の経済力が強ければ夫方に， 妻方の経済力が強ければ妻方に居住する

傾向が強い（表6）.マラカでは農業以外の職業に依存する傾向が強いので婚

後の居住は土地所有と直接相関しない．近親婚の場合により多く妻方居住がと

られる傾向が見られる．即ち第 1イトコ婚の85%，第2イトコ婚の80%，その

他の親族婚の53.3%，非親族婚の62%にあたるケースが妻方居住である．

新婚夫婦はしばらく親の家に同居するが，やがて独立して一軒の家を構える．

成熟した 2組の夫婦は同じ世帯を構成しないのが原則である．老齢の夫婦のう

ちいずれか，あるいは子の夫婦のうちいずれかが欠けた場合には成人した親と

子は再び同居にもどる可能性を有している．このような原則のために，人口学

的には祖父母 ・孫関係の成立機会が多いにもかかわらず，彼らの聞に同居の関

係が成立するのは一時的あるいは偶発的な現象としてであるといえる．それに

もかかわらず我々の調査村では祖父母 ・孫同居は無視できない様相を示してい

る．

20歳未満の未婚の子女についてFF, FM, MF, MMのそれぞれとの同居の状

況を示すと表7のようになる． クラ ンタンにおいては，祖父母を有するものの

うちいずれかと同居しているものは 23.3% (74人）を占める．このうち 14.8% 

(47人）に相当する分は親がその片親または両親と同居しているために祖父母

のいずれかとの同居が実現しているものである．祖母との同居が祖父との同居

よりもおこり易いことが分かる. FMとの同居が MMとの同居よりもわずかな

がら高い比率を示すのは，前述の婚後居住地の選定に際して夫方が選ばれるこ

とが多いことに関連している．しかし母方祖父母と同居する割合は居住地選択

のデータから予測されるよりもずっと多い．これは， クランタン地方に多い離

婚の際，「娘とその子」のセットが娘の親にひきとられるために生じた現象で
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表6 タランタ γにおける婚後の居住と夫妻の土地所有状態・

居婚後住の＼土地ぞ所＼有れ＼ の 夫〉妻 夫＝妻 委 ＞夫 計

夫方 居 住 40 (70.1%) 6 (27. 3%) 6 (18. 2%) 52 (46. 4%) 

独 立居位 12 (21. 1 %) 10 (45. 4%) 6 (18. 2%) 28 (25. 0%) 

委方居住 5 ( 8.8%) 6 (27. 3%) 21 (63. 6%) 32 (28. 6%) 

計 57 (100 %) ¥ 22 (100 %) ¥ 33 (100 %> I 112 (100 %> 

・ガロック村における生存する夫婦に関するデータ

表7 祖父母との同居 （20歳未満未婚子女）

祖父母l…つ者 ｜同舵同居 l貌なしで 一 同 居 「 父 母 と 一

タランタン｜マラカクランタン｜マラカクランタン｜マヲカクランタン｜マヲカ

FF 45 I 7 I 1 I 5 I 1 I 12 2 
(100) (100) ( 5. 7) ( 2. 2) ( 4. 1) ( 2. 2) ( 9. 8) (4. 4) 

FM (100) 四 I 22 I 5 I 5 I (100) (13. 6) ( 3. 9) ( 3. 1) ( 3. 9) (16. 7) ( 7. 8) 

MF 148 
63 I 10 I 2 I 8 I 10 (100) (100) ( 6. 8) ( 3. 2) ( 5. 4) (15. 9) (12. 2) (19. 1) 

MM  203 150 I 25 I 17 I 20 I 16 
(100) (100) (12. 3) (11. 3) ( 9. 9) (10. 7) (22. 2) (22. 0) 

317 223 I 47 I 22 1 27 1 24 
(100) (100) (14. 8) (9. 9) ( 8. 5) (10. 8) (23. 3) (20. 6) 

ある．他方， 8.5% (27人） に相当する分は孫にとって孫の親を欠く形での祖

父母との同居 （以上隔世代同居とよぶ）が行なわれている．

マラカにおいては担父母と同居している孫の割合は20.6% (46人）とクラン

タンよりはやや少ないが，隔世代同居についてはクランタンより多い． 3世代

伺居がクランタンの 3分の 2の割合でしか現われないのと対照的である．マラ

カでは，祖父単独で孫と共住している事例はない．祖父母両者と同居している

のは，父方で2人， 母方で12人であるが，その内の10ケースは， 母方祖父母と

の隔世代同居にあらわれる．これは，クランタンでの同居が離婚娘とその子の

引き取りの形をとるのに対し，マラカでは出稼ぎ，離村による孫あずかりの形

をとるからであろう．
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表 8 引き取られた孫のカテゴリー

係 i； 由I~男｜二；；

娘の子［！品川：1;r,i11i11r.

！日・ill1, 
F
h
u
 

l
 

p
D
 

1
 

30 I 11 I 16 27 

関

と」
本論において我々が注目したいのは，このような隔世代同居である．親を含

む祖父母との同居の場合と異なり，この場合には母方の祖父母に対する関係が

より密接なことが明瞭である．とくに母方の祖母との同居が最も多く出現して

いることに注目したい．

隔世代同居において誰の子がどのようなきっかけで引き取られているかを調

べると表8のようになる．娘の子が祖父母に引き取られる傾向が高いことがこ

れからも明らかである． クランタンにおいては，表8から判断する限り孫の引・

き取りに際して，男女いずれかの性が好まれるという傾向は存在しないようで

ある．マラカにおいても，クランタンと同様圧倒的に娘の子が多いことは，引

き取り例が祖父母ではなく祖母であるということと相まって，母一娘関係の結

びつきの強さを示している．この場合は祖母一母の線が強いので，引き取られ

る孫の性別には相闘がない． しかし， 息子の子の場合は息子の娘が引き取られ

ることに注目したい．いずれにしても母系とか父系とかという性による系統の1

区別はないが，母一娘あるいは代親としての祖母一孫娘関係が強いことが知ら
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表 9 祖母の年齢階級別にみた孫引き取りの様態

母の （%） 者 I~すl陪き恥いてU一L り孫の平均年齢

祖年 齢｜Iフ ン｜｜マ フ ゾタン ｜｜マラカクランタン｜｜マラカ

30～39 6 3 。 。
40～49 23 16 8 (34. 8) 4 (25. 0) 8目 8 7. 9 

50～59 20 12 7 (35. 0) 6 (50. 0) 14.9 11. 2 

60～69 15 12 6 (40. 0) 7 (58. 3) 11. 2 14.9 

70～ 4 9 。 1 (11. 1) 28.0 

計 68 52 j 21 (30. 9) i 1s (34.刊

オ1る．

クランタンでは親の死亡あるいは離婚が孫引き取りのきっかけの約半分を，

父母のそろった正常な構成をもっ子の家族から孫が引き取られる場合が残りの

半分を占める．マラカにおいては，一般的には，父母のそろった正常な構成を

もっ子の家族から孫が引き取られ，親の死亡あるいは離婚を契機とする引き取

。りは4例（14.8%）を数えるにすぎない．マラカでの孫引き取りが，生活の危

，機を解決するタイプよりは，より当事者間の自由意志による結合であることが

うかがわれる．

孫を有する祖母をとりあげて隔世代同居が成立している割合を，祖母の年鈴

惜級別に示すと表9のようになる．全体としてみると， クランタンでは30.9%,

マラカでは34.6%の祖母が孫を引き取って生活している． 複数のうちから 1～

2名が選ばれる孫の立場と，複数のうちから 1～2名を選ぶ祖母の立場との相

違が，孫一般における祖母との同居よりも，祖母一般における孫との同居の密

度を高くしているのは当然である．年齢階級別にみた場合， 30代の若齢の祖母，

および70歳以上の老齢の祖母においては，マラカにおける 1例を除けば，孫引

き取りが皆無で、ある．孫の引き取りが子の大部分を生みおえ，かつ子供の面倒

をみる能力のある年齢において生じていることが分かる．マラカの例外的1例

は引き取られた孫が27歳と28歳との未婚女子で，祖母は80歳を越える年齢の上

難聴であるので，孫引き取りというよりは祖母の世話を孫が見ているといえる．

他方，祖父母のいずれか 1人以上を有する未婚子女について祖父母との同居
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表 10 5歳階級別にみた20歳未満未熔子女の祖父母との同居状況

｜ 1人以上の ｜ ｜ ｜ 
帥｜ 祖父母あり ｜祖父母親と同居｜ 隔世代の同居 ｜同居の合計

四＇；，ランタン｜マ ラヵ I？ランタン｜マラカl？ランタン｜マラヵ戸万可－－－－.；；－；；
年

0～ 4 40 23 
9 I 2 I 2 I 25 I 11 (100) (100) (24. 5) (22. 5) ( 2. 1) ( 5. 0) (26. 6) (27. 5) 

5～ 9 
92 64 10 

5 I 9 I 5 I 19 I 10 (100) (100) (10. 9) ( 7. 8) ( 9. 8) ( 7. 8) (20. 7) (15. 6) 

10～14 
81 68 10 7 I 11 I 12 21 19 

(100) (100) (12. 3) (10. 3) (13. 6) (17. 6) (25. 9) (27. 9) 

15～19 (100) ( 8. 0) ( 2. 0) (10. 0) ( 9. 8) (18. 0) (11. 8) 

223 47 22 27 24 74 46 計
317 

（叫 I, 9. 9) ( 8. 5) I （川 I(23. 3) I (20. 6) (100) 

状況を示すと表10のようになる． 0～ 4歳の子においては親を含む形での祖父

母との同居がかなり多いが，親を欠く形での祖父母との同居が非常に少ない．

これは若い夫婦が独立まで一時的に親の家に同居することと，母親の役割を最

大限に要求する乳幼児期においては祖父母はその役割を代替しにくいというこ

とに関係している．か くして，親を除外した但（父）母一孫の同居関係が発現す

るのは孫がある程度手がかからなくなってからである．

隔世代同居関係が成立するのは，孫にとっても祖父母にとっても一時期に隈

定される傾向がある．たとえば離婚した娘の子が幼ければ，母親の再婚に際し

て，祖父母に引き取られるよりは母親に従う可能性が高い．ある程度大きくな

っている場合に祖父母の許に残される可能性が増大するのである．正常な構成

をもっ子の夫婦から孫が引き取られるのは，複数の子が生まれたときの長子で

あることが多い．また若夫婦が奥地の新開地たとえばクランタン川上流のゴム

園地域に居住する場合，主として通学を考慮、して孫が引き取られることがある．

あるいは出稼ぎのため離村している夫婦が，宗教的な教育を慮、って村に在住す

る祖父母にあずけることもある．このような場合，孫は再び親の許にもどって

レくこともあり得る．親との死別は，祖父母 ・孫それぞれの年齢にかかわりな

く後者の前者への依存を余儀なくさせる場合もあるが，このような場合に必ず

孫の祖父母への依存が生ずるという訳ではない．祖父母以外の親族による代親
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も可能であるしまた，もう一つの代親のメカ ニズムすなわち養父母一養子関

係が機能しうるからである．祖父母と孫が親の同居を欠く形で共住する場合，

祖父母は養育の機能を親に代行する．孫はときには孫（cucu）と してよりも養

い子（anakangkat, anak piara, anak tut) として言及されることがある．祖父

母は引き取った孫を世話するが，将来孫に世話されようとL、う期待は必ずしも

もたないし，世話になった祖父母の老後の世話は孫の義務とはされない．この

ような考え方は親一子の聞においても存在している．同居している時期におい

て， 孫は幼少労働力と してある程度役に立つし，また祖（父）母が単身生活の場

合にはその孤独をなぐさめる役割を果たすから，祖父母一孫の共住はある程度

互恵的になり得る場合もある．

それでは孫を引き取らないで単身で生活している老婦のケースについて，そ

のよ うな例が多いマラカを見てみよう． 老寡婦単身居住者の平均年齢は 69.9

歳で9ケース見られる． 1人は実子がなく後妻となった夫 （死亡）の子供とは

仲が悪く，ひとり暮ら しを強いられている．他の 3人は成人した子供は孫と共

に遠方に居住している．いずれもプキッベゴーの生まれではないが好んでブキ

ッベゴーに住んでいる．残りの 5ケースは，いずれも成人独立した子供が同一

屋敷に隣接して住んでいて生活上の不自由は無い．その内 2ケースは長子夫婦

と，残りの 3ケースは末子夫婦と隣合わせて住んでいて，同一屋敷地内に住む

孫の数の平均は3.6人，村内に住む孫の総数の平均は13人である．娘夫婦が2

例，息子夫婦が 3(71Jであるから，これら老婦が子供夫婦と同居しないのは必ず

しも子供の性別によるものではない． 一般に気がねせず自由に過ごせるから別

居するのだという．ある意味では，これら単身居住の老寡婦達の家屋は，同一

屋敷地内の隠居小屋の様相を呈しているといえる．孫と同居しない消極的な理

由は， 周囲に助けとなる人手が沢山あることが考えられるが，正確なことはわ

からない．すべての祖母が孫から好かれるというものでもない．引き取りの最 ．

も重要な要素は引き取られる孫と引き取る祖母の選択であって，両者の聞の関

係が制度化されているのではないことをこれらの事例は示している．

マラカとクランタンとでは，祖父母 ・孫同居に微妙な差異が見られる． クラ
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γ タンでは，孫が祖父母とくっついたり離れたりすることが多く，両者は決っ

た結び、つきを示さない．一時的養育型が多いと言える． これに対しマラ カでは，

そのような型を含みながら，一方では組父母が完全な代親となる養子型と， 他

方では老齢の祖（父）母の世話を孫が見る養老型とに分極しているように見える．

クランタンでは，早婚早生により，初子と末子との差が大きいこと，離婚が頻

繁に生じていることなどが影響しているであろうし，マラカでは近親婚の多発，

出稼ぎ慣行などが上述の傾向を支えているものと思われる．

これらの差異を越えて，マレ一人家族において祖父母による代親が同居引き

取りという形をとって発生し易いとしづ状況を我々は示し得たものと思う．次

に補足的に相続の問題を取り上げてみよう．

N 相 続

7 レ一人の間ではイスラーム法による男子優遇的な財の相続法が採用される

こともあるが，男女均分的な慣習法もまた保存されており，相続はこれらのい

ずれかによって行なわれる．インフォーマントの親の死亡年，財産の相続した

時期などが一般にi凌味であり，かつ相続までの使用権と実際の所有権との区別

がl凌昧なため隔世代聞の相続 ・譲渡を厳密に把握することはできないが，法的

にはイスラーム法をとってみても慣習法をとってみても孫は祖父母の財産に対

する直接の権利をもたない．孫が祖父母に育てられた場合祖父母から恩恵的に

生前に財産を分与されることはあり得る．このような分与はガロックにおいて

3例，ブキッベゴーにおいて 2例存在する． ガロックにおけるその 1例は現在

47歳の男子で，母親は気が狂って離婚され，父親の再婚に伴って FFに引き取

られて生活したが，水田とそれに続く宅地計 0.75エーカーを分与されている．

第2例は， 44歳の女子で母親が離婚し， 再嫁した後MMと一緒に生活し，水田

2エーカーを与えられている．第3例は，現在34歳の男子で母親の離婚後，

M Mに引き取られて生活し， 20歳を越えた頃にゴム園と宅地計1エーカーを分

与されている．プキッベゴーの 1例は FF (1961年死亡）が死ぬ前に（1959年）
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いろいろ世話になったというので， 3人のブキッベゴ一村に住む子供をさしお

いて，匡敷地の 3分の 1を死んだ娘（1940年死亡，夫は1964年死亡）の子に譲

渡し登記した例で、ある．他の 1例はMMからの譲渡であるが詳細は不明である．

以上のような財産分与はむしろ例外的というべきであって，隔世代共住に伴う

ルールで、はない．祖父母から当然の権利と して土地財産を相続できるのは，祖

父母の直接の子がすべて死亡した場合で、あるが， このような例はガロ ックで3

例ある．第1例は， 42歳の男子で 1人子であった父の死亡に伴い弟妹（各 1人〉

とともにMMに育てられたがFMから弟妹とともに相続をうけ，自分自身は 2

エーカーのゴム園を得ている．第2例は， 30歳の女子で1人子であった母の死

亡に伴い妹とともにM Mと生活し，この祖母から水田 0.5エーカー， ゴム園 1

エーカー，果樹園 0.5エーカー，屋敷地0.25エーカーを相続した．妹もほぼ等

価の相続をうけている．第 3JYIJは， 29歳の女子で父死亡，母再婚に伴いFMに

引き取られ，この祖母から水田 4.5エーカーを相続している．

ガロック村では，かくして，生前の分与，および‘死後の相続を加えた場合，

祖父母から得られた水田は相続分与の結果得られた水田総計80.5エーカーの

9. 6% (7. 7エーカー），ゴム闘は総計71.9エー カーのうち 5.6%(4エーカー）と

なっている．ブキッベゴーでは祖父母から孫への直接の授与は極めて少ない．

家匿については，老後の生活費のために大きい家を売って小さな家に住んだり，

子供夫婦に譲って孫と小さい家に住む傾向が強い．これらの小家屋は長期に耐

えられるものではなく一時しのぎ的な簡単なものであるので，そのまま孫が住

むことはほとんどない． 屋敷地に関しては， datukから相続したと報告する例

は散見するが，これは直接与えられたものではなく，父母が相続権のある部分

を子供に譲ったのであり，祖父母一孫の直接の授受ではない．耕作地の孫への

直接の譲渡は，事例を見つける ことが出来なかった．

祖父母が孫に土地を小作させている例は， プキッベゴーにおいては見られな

いが，ガロックにおいては，貸し手としての祖父母からみた場合水田 4ケース

（村外の孫への小作を含む），借り手としての孫からみた場合水田 2ケース， ゴ

ム園2ケース（村外の祖父母からの小作を含む）である．祖父母から孫への小
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作は，親子間，きょうだい間，おじおば ・おいめい聞の小作よりも頻度が低

し、

上述のように，成人した孫と祖父母との関係は財をめぐる限り比較的稀薄か

っ偶発的であって，祖父母 ・孫関係の重要性は，主として孫が乳児期を過ぎて

から一人前になるまでの期間において，祖父母からの保護・養育という代親的

な機能を中心として認められるのである．居住に関係なく相続が決定されるが

故に，老人は自由に孫を引き取り養育しうるしまた相続権者（waris）の反対

をも受けず，ここに隔世代同居を容易にしている要因もある．

それでは，相続問題を離れて，成人した孫一般との関係はどうかとし、う事例

を調べてみると，次のようなことが言える． (1）幼少から実の子供のように育

てられた孫は概して両親より強い結びつきを示し，孫も祖母に対しての扶養義

務を両親に対してより強く感じる. (2）しかし孫は祖父母を見なければならな

いという意識はないし，逆に祖父母が孫に対して責任を持つなどということも

ない. (3）援助交換などに関しては，居住の近接という ことが重要であり，か

つ年寄りは好きな子供，孫と同居あるいはその近くに住む． (4）子供夫婦と同

居している老人に対しては孫からの援助はない．

おわりに

マレ一人の家族はネットワークである．し、し、かえれば家族は家族圏であって，

集団と しての家族があるのではない．同居集団としての世帯はこの家族圏の中

からぬきとられた若干の人員によって成立している．世帯構成原理としては，

そこに最小化傾向が見出される．すなわち， l組の夫婦関係とそれから派生す

る親子関係とを基本的な要素と して， それらの複合をできるだけさけようとす

る傾向が存在する．とはいえ，「夫婦と夫婦の聞のすべての未婚の子」の排他

的な結合と L、う核家族的なイデオロギーはまだ発生していない．隔世代世帯が

祖父母を代親として成立するのはこのような背景においてである．

しかしながら，我々は世帯最小化傾向や家族圏的家族概念があるが故に，隔
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世代世帯が必然的に生じると結論するのではない．なぜ代親に祖父母を選択す

るのかとし、う問題はこれだけからは解答を見出すことができない．我々は家族

。問題を簡単に家族関係の領域で片づけようとする態度には強い不満をもっ．

宥世代世帯は，老人の利害関心，親の利害関心，引き取られる子供の利害関心，

早婚，多産，世帯最小化傾向，均分相続，系統観念の欠如，老年者扶養のメ カ

ユズムの欠如などというマレー的制度・慣行の枠組の中でうまく一致したとき

三顕現するものである．このように複雑な契機をもっ隔世代世帯の現象を見る

ことによって，マレ一人が親子関係をどのように考えているかにア プロ ーチし

ようとしたのが本論で、ある．このささやかな試みによって，（1）容易なる親代

嘗の傾向，（2）親子聞の非互恵的関係，(3）母子結合の強さ，（4）祖母 ・母の

5i'.割等価，の特質がマレ一人家族にみられることが明らかとなった.9) 

2主

1) アメリカ社会においてさえ核家族を越えた血縁関係や3世代を通じての世代間の関係の重要性

については再評価きれている． 例えば，Litwak 1965, Sussman & Burchinal 1962a, 1962b, 

Sussman 1965など．さらに Smith1970なども核家族概念に対して疑義を呈している．また，

イギ リスにおける同様の研究傾向は Firthet al. 1969, Young & Willmott 1957などに見られ

る マレ一人の家族については，坪内 1972および前回 1974を参照されたい

2) 京都大学東南アジア研究センターとマラヤ大学との共同調査計画「マラヤにおける稲作農村の

総合調査」の一環として行なわれ，1970年9月より 1971年 9月まで坪内がクランタン州， 1971年

6月より 1972年6月まで前回がマラカ州で各々調査を行なった この総合調査の一般的な報告は

ロ羽・坪内・前回 1975参照．

3) アフリカの人類学で有名な冗談関係に関しては種々の文献がある．祖父母・孫関係を正面から

取り上げたものに， Albrecht1954, Apple 1956, Goody 1969などが見られる 祖父母 ・孫関

係は，家族の連続性とL、う問題から見て極めて重要であるにもかかわらず，従来社会学者，人類

学者は家族をあまりにも分析的にモデル化し過ぎて見おとしていたといえる

4) Kedahの Sikにおいては datuk が祖父 組母，曽祖父・曽祖母の四つのカテゴリーに用い

られうるという｛Banks1974 : 49). Kelantanの Perupokでは間後に to’が用いられる（Firth

1974). 

5) 親族呼称とくにテクノニミーと年齢階続的世代区分とに関しては Geertz& Geertz 1964 お

よび前回 1967.

6) 親族呼称を非主目族に対して用いる場合，オジ呼称の一つである pakcikは広く使用される．そ

れに対して. tokは相対的年齢が非常にかけ離れていない場合には，むしろ pakcik で代替さ

れる傾向が見られる．

7) もちろん，親しい者の間では適当な父母名称が用いられることもあるが，正式には datukす

こしくだけで tokが用いられる．同ーの語が用いられるからと言って，その使用の際の心理の

状態，動機などが同じであると主張するわけではない 親族名称とは何か，いわゆる親族名称、が

非貌族に対しでも使用されるのをどのように解するか，親族名称と社会の仕組みとの関係釦何な
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どについては今後の研究に待ちたい

:8) 1966年における西マレーシアのマレ一人の0歳平均余命は男子61.3歳，女子62.5歳である．な

お， FFは父方祖父， FMは父方祖母， MFは母方祖父， MMは母方祖母を表わす．

9) 本稿を含めて我々のマレ一人家族に関する論考は，坪内良博 ・前回成文『核家族再考ーーマレ

一人の家族圏』（弘文堂，昭和52年）に収められているので多照いただければ幸いである．なお

本稿の再掲載をこころよく許可下さった弘文堂に対して感謝したい. (1980年記）
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西スマトラ・ミナソカバウの社会構造場

一一母系制を中心と して一一

はじめに

インドネシアは， 140以上の種族から構成される多種族国家であるが， この

小論で述べるミナンカパウも，このような多種族国家インドネシアを構成する

代表的な種族の一つである．彼らの聞に古くから伝わる伝承｛tambo，タンポ）

によれば， ミナンカパウ人は，アレキサンダ一大王の末喬にあたる。大王には

3人の息子があり，長男はマハラジャ・アリフ，次男はマハラジャ ・ジィパソ，

そして三男はマハラジャ・ディ・ラジャと呼ばれた． 3人の息子は，後にそれ

ぞれ，ルフゥム，O 中国・日本，そして， ミナンカバウの支配者となったとい

われている．私がミナンカパウ社会に住み旅行をしていた時にも＇ 2）折々にこ

の伝説を耳にする機会があった．マハラジャ・ジィパンの子孫である日本人と，

マハラジャ・ディ・ラジャの子孫であるミナンカパウ人は， もとをたずねると，

アレキサンダ一大王を祖先とあおぐ血をわけた兄弟だと，特別に親愛の情を示

されることが少なくなかった．

ミナンカパウ発祥の地である西スマトラ州は，中部スマトラの西海岸に位置

する．その広さは，面積にして約 4万6,000平方キロメートルで，九州よりも

大きい．海岸近くの土地は平坦で，湿地帯が点在する．内陸部は山並に囲まれ

ているが，一般に地味は豊かである．西スマトラ州内の人口分布も，上記のよ

うな立地条件を反映して，歴史的にも早く聞けた内陸部の方が．概ね，村落部

の人口密度が高い．

州内の人口は， 86%が村落部に住み， インドネシアの他の地域と同じように，

都市化はあまり進んでいない．一番大きな都市は，西海岸に面した州都のパダ

ンで，人口は約20万人（1971年現在）である． もう一つの都市は，内陸部に存
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在する人口 5万人のプキティンギである．この二つが，西スマトラにおけるも

っとも重要な都市で，中国系を始めとして， ミナンカパウ以外の人聞の多くは，

この二つの都市に集中している．行政区分の上では，西スマトラ州は八つの県

(ka bu paten）に分れ，その下には73の郡（kecamatan）と， 500以上の村（nagari)

が存在する．

、西スマトラ州における主要な経済活動は農業で，特に水稲耕作の重要性が強

調される．その他の農産物としては，野菜，豆，唐辛子等，そして多年性の作

物では，ゴム，ココナツ，シナモン等が栽培されている．農業以外では，織物，

銀細工といった手工業が，一部の地域で見られる．

1930年の人口センサスによれば，オランダ領東インドにおける原住民総人口

にたいして， ミナンカパウ人の比率は，わずかに 3% （絶対数でいえば約 180

万）であった．しかし当時のインドネシアの中では，四番目に大きい種族で

あり，ジャワ人（人口比47%），スンダ人（15%），マドラ人（ 7 %）の次に位

置していた．

独立後の人ロセンサスは，政治的理由により種族別の人口分類を一切使用し

ていない. 1971年の人口センサスによれば，西スマトラ外｜の人口は約280万で

あり，恐らくその90%弱にあたる約250万が， ミナンカバウ人と推測される．

その他に， 100万人近くのミナンカパウ人が，西スマトラ州以外の地に移り住

み，その地で、生活を営んで、いるものと思われる.3) 

インドネシア総人口に占めるミナンカパウ人の数は少なし I、ものではあるが，

20世紀初頭以来，インドネシアの政治・文化の分野でミナンカパウ人が果した

役割は，人口統計の数字の比率では推し量れないほど大きなものがある. 1920 

年代から30年代にかけてのインドネシアの著名な小説家のうち，その大半はミ

ナンカパウ出身者であった．また，ハッタ，ハジ・アグス・サリムを始めとし

て，民族主義運動にも大きな貢献をしている．宗教界（イスラーム）での影響

力，そして商業面での活躍にも，目を見張るものがある．

これらの優れた功績のほかに， ミナンカパウは，イスラームの強い浸透と，

そして，ムランタウ（merantau）と呼ばれる，移住あるいは出稼ぎを好むこと
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でも知られている． しかし社会学者・人類学者にとって， ミナンカパウは，

その特異な社会・家族制度，すなわち母系制と切り離して考えることは出来な

し、

アメリカの人類学者H・ギアツが指摘しているように， U ミナンカパウ社会

にみる，父系制の色濃いイスラームと母系制との奇妙な結合は，いろいろな人

の興味を駆り立ててきた．このいかにも矛盾した結合関係のゆえに， ミナンカ

パウの母系制は，イスラーム化めの進行とともに崩壊した，とする意見を提出

する者も少なくはない．すでに19世紀半ば，オランダの官吏フランシスは，

ナンカパウの母系制は「堕落した」と記述している.6）それ以来，閉じような

意見が繰り返し述べられて来た.7l 19世紀初めのパドリ戦争，および20世紀初

頭のカウム・ムダに代表されるイスラームの宗教改革・強化運動の台頭から，

さらには，パドリ戦争後のオランダ支配の浸透，ならびに，社会・経済面の変

化（後述）を考えあわせて見る時，上記のような意見は，一見，納得のいく見

解であるようにも思われる．

残念ながら，実際には，現在のミナンカパウの母系制が如何なる形で存在し

ているのか，あるいは存在していないのかについて，現地調査を踏まえた研究

は今日迄のところ極めて少ない.8) この小論は，そのような研究面における空

白を埋めるための一助として執筆されたものである．

II 伝統的なミナンカパウの母系制

伝統的なミナンカパウの母系制には，次のような四つの特徴点をあげること

が出来る．

(1）血縁，そして血縁集団への参加は，母方を通して認知される．各々の村

(nagari，ナガリ）は，村内族外婚を原則とする幾つかのスク（suku，母系氏族）か

らなる.9）スクは，ムラユ（Melayu），ピリアン（Piliang），チャニャゴ（Caniago)

といった固有の名称を持ち，西スマトラには， 100ちかくのスクが存在すると

いわれる• 10）ミナンカパウ人は，ごく限られた例外を除き，自分の生れたス ク
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に一生所属し，結婚もこの関係に影響を与えることはない．スク自体は，通常

パユン（payung）と呼ばれる幾つかの血族集団から構成される．

(2) パユンは共同体的な血族集団で，プンフル（penghulu）という名の，儀

式にのっとって任命された男性の長を戴く．プンフルは「ダトック ・ラジョ ・

アデ ィル」といった， パユンに代々伝わる特別の称号を使用し，他のノミユン構

）或員よりも高い地位を占める.11) 

パユンには，農地，家屋，養魚池，家宝のような，共同体として所有する財

産が存在する．原則として， 共同世襲財産（hartapusaka，ハノレタ ・プサカ）は，

勝手に売買等の処分をすることが出来ない．さらに，個人財産，とくに土地，

家屋といった不動産類の個人財産は，一般に存在しない．

パユンは，幾つかの小血族集団であるパ

ルイック（paruik）に分れる（図2参照）．

パルイックの構成員は通常同じ家に住

み，正式に認められた男性の長（tungganai

rumah，トゥンガネィ ・ノレマ）に統率される．

共同世襲財産 （と くに土地） あるいはその

使用権（ganggam beruntuk，ガンガム ・フ勺レ

ウントゥク）は，各パルイックに配分され

ている.12】

(3) 結婚後の居住形態は，妻方母方両居

／、＼

／＼そ＼

／、子＼
図 2

制である．夫は結婚後，妻方の家に 「投宿」 し， 朝になると自分の母方の家に

戻る．結婚後も，夫は母方のノ勺レイック （小血族集団）に属する．

(4) スク（母系氏族）を始めとする母系集団内での権力は，父親ではなくマ

マッ ク（mamak）の手に握られている．ママッ クは，文字通りには母方のオジを

意味するが，広くはオジと同列・同世代の， 母系制によって親族関係にある男

性一般をさす．先に述べたプンフル， トゥンガネィ・ルマも，広義でのママッ

クに含まれる．

ママ ックに対応する言葉はク マナカン（kemanakan）で，男性からみた場合，
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図 3

自己の姉妹の子供たち

（すなわち，母系市lによ

って規定されるオイとメ

イ）および，それと同列・

同世代の母系親族を意味

する． ミナンカバウの母

系制においてもっとも重

要な人間関係は，このマ

マックとクマナカンの関

係であるといっても，過

言ではない．

伝統的なミナンカパウの母系制の特徴をもう少し具体的に理解するためには，

日常の家族生活がどのように営まれていたかをみる必要がある.13) 

かつてミナンカパウの家族生活は，ルマ ・アダット（rumahadat）と呼ばれ

る，大家族制の家を中心に営まれていた.14）ルマ ・アダットは長方形の家屋で，

独特の，水牛の角のような形をした屋根をいただいている（図 3参照）．この屋

根は，古くはしゅろの葉等を材料として用いたが， 20世紀の初頭には，すでに

トタン屋根がかなり普及していたようである．通常， 家の正面は東方を向き，

植物の紋様を主題にした彫刻装飾が壁面にほどこ してある．床は地面より 1.5 

メートルほど高くなっており，床下では， ニワトリ，羊といった家畜を飼って

し、Tこ

図4にみる ように，ルマ ・アダットの内部は，大きく二つの部分に分れてい

る．表に面した部分は突き抜けの大広間で， 居間，食堂，大きい子供たちの寝

床，儀式，宴会，会議のための場所といったように，いろいろの用途に使われ

ていた．これに対して，裏に位置する部分はいくつもの小さな部屋に分れてい

る．これらの部屋は，すでに結婚している女性，あるいは結婚適齢期の女性の

ための寝室で，まだ幼い子供たちも，母親と一緒にこの部屋で寝る．一つの寝

室は横3メート ル，縦 4, 5メート ルほどで，一軒についての部屋数はルマ・
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アダッ トによ って異なる．

西スマトラに現存する一

番大きな家では，100以

上もの寝室を備えたもの

があるが， これは例外で，

七つ位の寝室を備えた家

が普通であったようであ

る， 15) 

昔のミナンカパウ社会

では，ノレマ ・アダッ卜が

玄

.，，‘ <=I 

関

所

図 4
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表

裏

日常経済生活の中心単位であった． さきに述べた土地の使用権も，通常，各ル

マ ・アタットに分割されていた．共同世襲財産に依拠したルマ ・アダットでの

生活は，非常に共同体的な色彩の濃いものであったと思われる．閉じ家に住む

人たちは，その家に属する土地を共同で緋し，収穫された米は， ノレマ ・アダッ

トの前に据えられた穀倉に収められた．伝統に従えば， 正規のルマ ・アタット

は三つの穀倉を備えていなければならない．最初の穀倉はルマ ・アダットの構

成員の日々の生活の用に，二番目は，来客等のために，そして三番目は，儀式，

あるいは不時の場合に備えて用意されていたものである．

ルマ ・アダ、ッ トで生活する女性は，結婚の時，あるいは結婚適齢期に達した

のち，同じ家の中に寝室を一間与えられる．もし家の中に寝室の数が足り ない

時には，ママックは責任をもって余分の部屋をつけ足すか，あるいは新しい家

を建て増す義務を負っている．

ミナンカパウ社会では， 夫はスマンド（sumandoあるいは orangsumando）と

呼ばれる．一説によれば， mスマンドは，サンド（sando，質入れ）としづ言葉か

ら由来するといわれ， 実際スマンドの地位は， メスを受精させるために借り出

された種馬の感がなくもない．夫は妻の寝室を夜に訪ね，朝方までには引き上

げるのを常と していた．土地が比較的豊富であった時代には，スマンドは，自

分の母方の田畑を耕していたと思われるが，人口増加に伴い，焼畑の他には，
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余分な農地の有無によって，母方ないし妻方の土地を耕していたと考えられる，

夫の妻および子供に対する経済的義務は，子供の通過儀礼に伴う贈りものを

のぞき，ほとんど無かったといってよい．何故ならば，妻と子の生活は自分た

ちの共同世襲財産によって賄われていたからである．離婚，あるいは妻との死

別の後には，子供たちは母方のルマ ・アタットに残り，父親と子供たちとの日

常的な関係は，次第に縁遠いものとならざるをえなかった．

スマンドの妻の家における不安定な地位は，次のようなミナンカバウの諺に

良く現われている．「スマンドは，水牛の尾にとまっているアブか，切り株の

上にのっている灰のようなものである」17）一一ちょっと風が吹けば，どこかに

飛んでいってしまう．結婚後も，夫は自分の母の家の構成員であることに変り

はなく ，精神的紐帯も生家に属する． もし病気になれば，面倒をみるのは彼の『

生れた母方の家族で‘あり，また死後も，母方の墓地に埋められる．このような

スマンドと妻子との希薄な関係は，逆にいってみれば， ミナンカバウの人たち

がルマ・アダット内において，大家族制の共同体的な生活を営んでいたことと

表裏一体の関係をなしていた，という ことが出来るであろう．スマンドの妻の，

ルマ・ア夕、ツ トへの干渉の余地が少なければ少ないほど，そこに共同生活する

複数「母子家族j1B）聞の調和を保つことが容易になる．

いずれにしても，伝統的なミナンカパウ社会における男性の地位は，私たち十

の自には極めて奇妙なものと映る． ミナンカパウの男性は自分の財産と呼べる

ものを持たない．土地， 家を始めとして， 総ての共同世襲財産は男性が利用 ・

管理することはあっても，その「所有権」は女性のものである．母のルマ ・ア

ダットの構成員としてその家には属しでも，男性が母の家で過ごす時聞は限ら

れている. 6, 7歳といった小さい時から， 男の子は母親の家を離れ，スラウ

(surau，イスラームの祈祷所兼集会所〉に寝泊りするのが普通であった．食事ど

きには，母親のルマ ・アダットに帰るが，それ以外の時聞は，結婚するまでス

ラウで、夜を仲間たちと過ごす．結婚したあとであっても，男性は，妻の家にと

って，夜の間だけ彼女の家に訪ねてくる「お客さん」にしかすぎない．年をと

って妻と死別しあるいは離婚をした際には，往々にしてやもめとなった男性は炉
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またスラウに戻って，そこに寝泊りしなければならない．伝統的なミナ γヵパ

ウ社会における男性の世界は，何世代も続くようがっしりと建てられたルマ ・

アダットではなく，スラウ，モスク，ラパウ (lapau，駄菓子屋兼喫茶店〕，パレ

•(balai，集会所）， ダンガウ （dangau，田畑に~る収穫時の見張り小屋） といった，「生

活の場」とし、うよりは「集いの場」を中心として構成されていたので、ある．

皿 変化の要因

オランダが西スマトラに最初に到来したのは， 17世紀の初頭である．その目

的は，金の買いつけ，および，マンジュタを始めとして，西スマトラ南部で産

出された胡淑の買いつけであった．しかしながら，当時のオランダの影響は，

海岸沿いの港町にしか及んでいなかった．ダレック（darek）と呼ばれる内陸

部にまで，オランダの影響力が及ぶようになるのは， 19世紀初め以降のことで

ある．すなわちパドリ戦争（西スマトラ内陸部におこった，戦闘的なイスラー

ム改革運動のパドリ派とオランダの戦争）制圧の過程において，オランダは，

西スマトラ全域に勢力をのばすにいたる， 19) 

西スマトラにおけるオランダ支配の確立は， ミナンカパウ社会に多くの変化

をもたらした．その社会変化のなかでも，この小論の主題と関係して，特筆さ

れるべきものが二つある．一つは，急速な人口増加であり，他の一つは貨幣経

済の浸透である．

ジャワにおける場合と同じように，オランダ支配の確立以後，西スマトラに

峠，急速な人口増加がもたらされた．正確な人口統計は19世紀に関しては存在

しない．しかしある推計によれば， 1853年から1930年までのほぼ80年間に，

l西スマトラの人口は， 69万から190万にと，約 3 倍に増加した• 20) 

貨幣経済の浸透の速度も，人口増加に劣らぬほど顕著なものがあった．それ

まで自給自足中心の農業と農業社会に，コーヒー，ゴム，各種香辛料といった

備品作物が，つぎつぎに導入されていった．また，織物， 金 ・銀細工といった

手工業も，商品市場をめざして盛んになってゆく．商品経済の肱大は，流通機
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構の中間あるいは末端で活躍する， ミナンカパウ人の商人や運搬業者の数を増

大させた．植民地官僚機構の確立と拡充は，下級官吏や教師といった， ミナソ

カパウ人の給与所得者層を形成してゆくことになった．これらの現象は総て，

自給自足経済に頼る社会層を後退させ，貨幣経済に生活の糧を頼る社会層の出4

現とその伸長を意味していた．さらに， 1908年，金納税制が実施されると，

ナンカパウ社会の貨幣経済への依存性は，決定的なものになっていった.21) 

これらのミナンカパウ社会における変化が，伝統的な母系制に強い影響を与

えていったことは，想像するに難くない．急速な人口増加は，共同世襲財産と

しての農地の人口扶養能力と，実際の扶養人口との聞の不均衡をもたらした．

既存の農地だけでは，増加しつづける人口を養いきれなくなったので‘ある．こ

こに，共同体的な拡大家族に根ざしたミナンカパウの母系制は，その経済的な

基盤が脅かされることになる．増大する人口に比しての土地不足の問題は，歴

史的に古くから開発され，もはや充分に新しい農業用開拓地を持たない内陸部

の村々にとって，とくに深刻な状況を呈していた．

一方，貨幣経済の進展は， ミナンカパウ社会に，共同世襲財産とは性格を異

にする財産，すなわち自己取得財産（hartapencarian.ハノレタ・プンチャリ アン）

をもたら した． 特筆すべきは，この自己取得財産は，共同世襲財産を規制して

きたアダ、ット（adat.慣習法）の制約をうけないことである．自己取得財産は，

荒蕪地に栽培された商品作物の売上金，行商等の商売のあがり，あるいは給料

というように，個人の努力で得られた個人的な収入の形をとるのが常だからで

ある．

IV ミナンカパウの母系制の現状

ミナンカパウ社会にみられる明確な変化の一つは， 夫婦聞の紳，そして父子

の紳が，昔とはくらべものにならないほど強くなったことである．

共同世襲財産が，経済的に十分な生活保障を与えるものではなくなるととら

に，今までママックの指導をあおいでいたノレマ ・アダット （拡大家族用の家）
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の女性成員は，徐々に自分の夫の自己取得財産を，生活の糧を補うものと して，

頻りにするようになる．この傾向は，貨幣経済の浸透，すなわち，自己取得財

産の経済的意味，そしてその獲得の機会が増加するにつれ，顕著になっていっ

た• 22）現在では，西スマトラにおける一般的な消費 ・生産単位は， ルマ ・アダ

ットを中心とするパルイック （小血族集団）よ りは，核家族であるといった方

が適切である．

上のような社会変化にともなって，家族の居住形態にも変化がみられる．「通

い夫」 （sumando batandang）の制度はすでに過去のもので，妻の家で寝起き

の生活をする「常住の夫J (sumando menetap）が，今日のミナンカバウ社会で

は一般的に見られる現象となっている．この， 家族成員聞の物理的な生活距離

の接近は，核家族の内部における精神的な紳の強化と表裏一体をなしているこ

とは，当然であろう．

核家族構成員の紐帯の強化は，自己取得財産の相続のあり方の変化にも反映

されている．ヒパ（hibah）というイスラ ーム法の贈与制に従って，クマナカ

ン （母系制によって認められたオイとメイ）に財産を贈与するよりも，父親が自分

の子供に自己取得財産を与える頻度が， 20世紀初頭以来，とみに盛んになって

来た.23）現在では， このヒバによる相続が， ミナンカバウ社会における自己取

得財産の一般的な相続形態となっている．

「自己取得財産」とその「ヒパ相続」 といった社会制度の出現は，いってみ

れば核家族誕生の経済的な基盤をなすものである．そして， ルマ ・アダットで

はない，小家族用の家屋の普及は，居住単位と しての核家族が， ミナンカパウ

社会において一般化して来ていることを示している．

大家族を収容し，独持の建築様式を誇るルマ ・アダットは，普からミナンカ

バウの母系制度を象徴するものであった．しかし，絵ハカ’キや観光ポスターで

見ることは出来ても，今日の西スマ トラでルマ・アダッ トを実際に見ることは，

一部の地域を除いてまれになっている．私は，ブキティンギ近くの四つの村で

調査を行なったが，その調査結果によると， 19世紀末では，この地域における

家屋の70%近 くがルマ ・アタ．ッ トであった．今日，この地域に残されているル
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マ・ア ダットの割合は，たったの13%に過ぎない．伝統的なルマ・アダットに

かわり，近代的な，一世帯のための家屋が，現在の西スマトラでは一般的にな

っているのである• 24》

今日のミナンカバウ社会では，夫婦聞の紳は緊密になっており，離婚率は低

下し，一夫多妻婚の頻度は減少して来ている. 1930年，オラ ンダ植民地時代の

人口センサスによれば，西スマトラはインドネシアの中でも離婚率と一夫多妻

婚の率がもっとも高かった．この事実は，伝統的なミナンカパウ社会における，

スマンド（夫）と妻子との希簿な関係，そして，スマンドの妻子に対する経済

的責任の欠如という ことを考えれば，容易に納得のいくものであろう．

しかしながら， 20世紀初頭以来，安易な離婚と一夫多妻制は， イスラ ーム改

革運動者と西欧教育を受けた知識人から，攻撃を受けることとなった． たとえ

ば，カウム・ムダと呼ばれるイスラーム改革派のグループは，女性の解放と自

立ならびに女性に教育の機会を与えることを社会に呼びかけ，安易な離婚を非

難するとともに，一夫多妻制についても，イスラー ム婚姻法に対する厳しい解

釈 （たとえば，経済的扶養義務を総ての妻子に対して同等に扱うものとする）

を行なうよう，社会一般に呼びかけていった．西欧教育を受けた知識人の結婚

観は， 1920年代と30年代を通じて， ミナンカパウ出身の作家によって書かれた

小説の中に，よく表現されている．これらミナンカパウ作家の小説に共通する

テーマは，結婚の前提条件としての愛情関係と夫婦の紳の重要さ，そして父親

の家族 （妻子）に対する扶養義務等を強調することであった．

夫婦の紐帯の強化は，さきにのベた，ブキティンギ近くで私が行なった農村

調査の結果のなかにも，端的にあらわれている． 一夫多妻婚の割合から見てゆ

くと，四つの村で私が面接した400名近くの被面接者 （成人男子）の父親の世

代では， 80%近くが一夫多妻婚の経験を持っていた．ところが被面接者の世代

では，これは38%に減っている加離婚率についても同じような滅少傾向がみ

られた.26) 

上に述べたような数々の変化にもかかわらず， ζナンカパウの母系制が，父

系制あるいは双系制にかわったと結論をくだすのは，いまだ早計のようである．
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これまでに述べてきたミナンカパウの社会変化を正当に評価するためには，本

稿の最初にあげた，伝統的なミナンカパウの母系制の四つの特徴点に照らして，

考えてみる必要がある．四つの特徴点とは，

(1）血縁あるいは血縁集団の形成は母系による．

(2) パユンおよびパルイックは共同体的な血縁集団である．

(3) 居住形態は妻方母方両居制である．

(4）血縁集団内の権力はママック（母方のオジ）の手にある．

これらの特徴点のうち，第一点は変っていない．スクといった母系血縁集団

はいまだに存続しているばかりでなく，社会の中で重要な役割を果している．

自分の属するスクの名前は， しばしば苗字のような機能を果している．村の中

では，いまだにスクの名前をもって第三者に言及する ことが多い．「川向うの

スク ・ムラユのラピア（女性）に男の子が生れた」というようにである．また，

西ス7 トラ州では，結婚証明書を始めとして，種々の公的書類に，スクの名前

を記入することが必要とされている．これらの例は，スクの名前が，自己を規

定し他人と自分を識別する際に，いまだに不可欠なものであることを示してい

る．スクは，また，結婚相手の範時をも規制している．なんらかの形でのスク

外婚は，依然として厳しく守られているからである．

(2）から（4）までの特徴点についていえば，すでに述べたように，いくつか

の変化がみられる． しかしながら，それらの変化は，かならずしもミナンカパ

ウの母系制を覆すものではない．

共同体としての母系血縁集団に関しては，次のようにいうことが出来る．自

己取得財産の出現にもかかわらず， ミナンカパウの母系制のもっとも重要な基

礎である共同世襲財産の制度は，いまも基本的には変化していない．共同世襲

財産，とくに土地（の使用権）は，現在では生計 ・居住単位としての核家族が

一般的なために，「分割」されていることが多い． しかし共同世襲財産の「相

続」は依然として母系制によ っており，また，原則として，使用している共同

世襲財産を売却するなどの処分は出来ない．

自己取得財産の出現は，財産「相続」の形を，従来とはくらべものにならな
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いほど， 複雑なものに変えた．父親は，自己取得財産を，母系制度に規制され

ずに，自分の子供にゆずることが出来る． しかしながら，自己取得財産の「個

人処分権」（自分の指定した人に財産をゆずる権利）は，世代的な制約をうける．

というのは， ミナンカパウの慣習によれば，自己取得財産の（法律的）地位は，

永久的ではない．自己取得財産は，次に述べるように，私たちが理解している，

いわゆる，近代市民社会における個人財産とは根本的に異なっているのであ

る．

ミナンカパウの慣習法によれば， 2種類の財産一一共同世襲財産と自己取得

財産ーーが区別される．このうち，共同世襲財産は，母系制を通じて代々受け

つがれていくのに対し自己取得財産は，自分の （あるいは夫婦の）努力で獲

得したものであり，自分の指定した人にゆずることが出来る． しかし，自己取

得財産にまつわる「個人処分権」，と くに土地，家匿といった不動産について

の処分権は，最初の財産取得者から数えてー，二世代の聞に限定されているの

を常とする．つまり，父親 （あるいは両親）から相続した自己取得財産（とく

に土地や家屋など）は，相続した人から数えて次の世代，あるいは，そのまた

次の世代にいたると，その人の属する母系集団の共同世襲財産にかわってしま

うことになっているのである．

自己取得財産の地位，そして，それにまつわる「個人処分権」が世代的に限

定されているばかりでなく，不動産の類は，たとえ子供にあたえられたとして

も 実際には，息子たちよりも娘たちにあたえられる傾向が強く， mさらに，息

子にあたえられた自己取得財産の例をとってみても， 一， 二世代の聞に，娘を

中心として相続されるようになり，やがて，共同世襲財産となってかわるのが

一般的である．

こうしてみてくると， 自己取得財産の出現は，共同世襲財産制度の衰退，あ

るいは個人財産の隆盛を示すものではない．これは次の事例にもよくあらわれ

ている．州都であるパダン市は，西スマトラの中でも都市化，商業化のもっと

も進んでいるところである．にもかかわらず，パダン市において個人所有とし

て登記されている土地の市全体の土地に対する割合は，オランタ時代から数え
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て今日までの50年間，約40%と一定であり，それも，これらの個人所有の土地

は，主に旧オラン夕、人の所有地で，現在では中国人の手に握られているものが

多い．そして，その残りの60%は登記もされず，共同世襲財産であるか，自己

取得財産から共同世襲財産へというサイクルを，繰り返している土地と考えら

れる的

自己取得財産の重要性の増大，そしてこれらの財産が，子供によって相続さ

れる傾向が強くあらわれているために，この現象をして， ミナンカバウの母系

制の基礎である共同世襲財産自体の解体，そして母系制血縁集団の消滅，ひい

ては母系制それ自体の終駕をも画するものである，と理解する意見がある． し

かし本論で述べてきたように，そのような母系制終着を主張する意見は，少

なくとも今日の現状で言う限り，正しいとすることはできない．変化に対応し

つつも共同体的な世襲財産の制度は，いまだに強く社会の中に残っていると

言わさ。るをえないのである．

居住形態について言えば，現在は，妻方母方両居制が一般的ではなくなって

おり，妻方居住制となっている．すなわちスマンド （夫）は，母と妻の家を毎

日往復するかわりに，大部分の生活時間を妻の家で過ごすようになっている.29) 

後にのべるように，居住形態の移行は，スマンドにとって妻の親戚との関係に

ある種の変化をもたらした． しかし居住形態の移行それ自体は， ミナンカパウ

の母系刻に本質的な影響を与えるものではない．いまだに，女性は夫の親族で

はなく，自分の母系親族の社会的な網の自の中に世帯をもうけている．私がブ

キティンギの近くで行なった調査結果でも， 400あまりの被調査家族のうち，

98%の場合，結婚後，夫が妻の家に移り住んでいた• 30) 

女性を中心とした居住形態ばかりでなく，家は本来女性に属するという考え

方も，いまだに根強い．男が少年時代からスラウに寝泊りする風習 （し、までは

スラウの減少にともない，村の献菓子屋兼喫茶店や空屋などにも寝泊りしてい

る）は，昔ほど一般的ではないにしても，依然として続けられている．また，

私の知っている一つの村では，ある時から総ての家屋にその「所有者」の標札

をつけることになった．ところが，そうして掲げられるようになった標札に記



40 第I部史的展開と社会構造

された名前は，みな女性の名前であった．

「萎方居住」の一般化の結果として，今日，スマンドは，妻の親族の出来事

にも往々にして関与し，あるいは関与せざるをえなくなってきている．スマン

ド．の妻子への扶養義務は，以前は無きにも等しかった． しかし，現在では，ス

マンドは妻子だけではなく，妻の親族の安寧にもかかわるようになってきてい

る．スマンドは，しばしば， 妻の家族が生活上の困難に直面しているとき，何

らかの方法で経済援助をすること（たとえば，妻のオイの学費の援助）を期待

されている.81) このような妻方からの期待は，出稼ぎ地に居住しているスマン

ド’にたいしてとくに強い．たとえば，妻のオイがジャカルタに仕事を探しにき

た場合，スマンドは，そのオイの面倒をみるように期待される．スマンドの社

会 ・経済的な責任は，母方の親族のみに向けられているとは，今日かならずし

もいえないのである．スマンドは，妻方の親族の要求をも無視する ことは出来

ない．

さきにのベた，財産「相続」に関する理解が混乱している一一自己取得財産

は子供に与えられでも，共同世襲財産は依然として母系制によって継承されて

いるーーだけではなく ，現在のミナンカバウ社会についての誤解の多くは，家

族内部の権力関係の実態を，正しく見ていないことからも起っている．今日，

核家族内での一体感が強く，また，ママック（母方のオジ）ではなく，父親が

妻子の生活の面倒を見る例が一般的なことから， ミナンカハウの母系制は，父

系制，あるいは双系制に変化しつつあると説く人がし、る ことについては，さき

に述べたとおりである． しかし，現状をも っと深く立ち入って見てみると，そ

のような解釈は，表面的な事象を本質的な変化と見間違っているものであるこ

とがわかる．家族内部での権力の問題を考えるためには，家庭内での権力と，

血縁集団内での権力の二つに分けて見てゆくと，理解しやすい， 32）ここでいう

血縁集団とは，母系制によって規定される集団のことであり，「家庭」とは，

あくまでも子供の養育にたずさわる集団のことである．

以前は，「家庭」および血縁集団ともに，ひとりの人間，ママックの権力の下

にあった， 33）しかし現在では，時にはママックが，その姉や妹の子供たちに経
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済的援助をすることはあっても， 「家庭」 は基本的に は， 父親（と母親）の権

カの下にあり， 子供の面倒をみるのも， 父親（と母親）である． しかし， ママ

ックは， 自分の姉妹たちの「家庭」内の問題から完全に閉め出されたわけでぱ

ない． クマナカ ‘ノ（母系制によって規定されているオイとメイ）の進学問題，

就職問題， そして当然結婚の計画などについて ， ママックも， 逐一報告を受け�

助言と諒承を与えていることが多い．

rfn縁集団内のことに関していえば， 共同世襲財産の管理， 分配， また， 共同

世襲財産をめぐる争いの調停・裁定， 血縁集団の構成員の行動の監督など， こ

れらのすべては， ママックの権力行使の対象範囲内のことがらである． スマ ン

ドは， これらの事柄について， 意見や忠告を求められることはあるかもしれな

いが， 最終的な決定権は， あくまでもママックの手中におかれている．

クマナカソの結婚問題では， ママックは， 今日でも依然として重要な役割を

果している． ママックがクマナカソの結婚相手をみつけてくることは， 以前ほ

ど一般的ではなくなっているが， 結婚に対するママックの同意は， 今だに不可

欠なこととされている． ミナソカバウ社会では， イスラ ー ム法と慣習法に従いァ

二通りの結婚式を行なっている． 二通りの結婚式のうち， ニ カ(nikah)と呼ば

れるイスラ ー ム法に従う結婚式が慣習法に甚づく儀式に先行し， ニカ遂行後，

後者の儀式が行なわれるまでの期間が何力月にもおよぶことが珍しくない. 34) 

この場合， 二 カが済めば， 宗教的には， 結婚は正式のものである． しかし一般

的に， とりわけ村の中においては， 慣習法による結婚式が済まない限り， いか

なる結婚も正式なものとは認められない． 従って， 夫婦の契も行なわれない．

そして， ここで重要な点ほ， 慣習法にのっとった結婚式は， ママックの協力な

しにはとり行なえない， ということである． 何故なら， 慣習法による婚骰の仕

来たり （演説の交換など）は， ママ ックの同意と出席なしには成立しないから

である． 結婚について ママックの同意を求めることには， たんなる礼儀作法以

上の意味がある．

このように見てくると， ミナンカバウの母系制は， たしかに幾多の変化を経

験してきた． 生計単位として． そして， 居住単位としての今日の核家族の重要
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性を疑う者はいない．夫婦の聞の紳の強化と，そして父子関係の緊密化も 否

定しえない事実であろう．それにもかかわらず，母系制自身が消えつつある，

と結論するのは，早急にすぎる．

今日の都市部の中でも，教育程度の高いミナンカパウの男性の間では，自分

の名前の一部を，あたかも苗字の如く，子供たちに「受け継がせ」ている人た

ちがし、る． しかしこれらの事例は，父系制の一般化を意味してはいない．西ス

マトラ全体についていえば，血縁は，いまだに母方によるのであり，母系制に

もとづくスク（母系氏族）への帰属は，自己の意識や，スク外婚による結婚相

手の規制といった面で，重要な役割を果している．

財産 「相続」については，たしかに，タマナカンではなし子供が財産を

「相続」する場合が多くな っている．しかしこれは，あ くまで自己取得財産

の「相続」の場合に限られている．そればかりではなく，自己取得財産にまつ

わる「個人処分権」は，その「有効期間」が世代的に限定されている．

居住形態をみてみると， 妻方母方両居制から妻方居住制へと変化があったが，

このことすらも母系制の本質を覆すものではない． 家族内の権力の問題にして

も，父親の力の増大は，家庭内の問題に限られており，血縁集団内の事柄は，

依然、と してママックの権限と責任下にある．こうして見てくると，私には，

ナンカパウの母系制が，他の家族制度に変ったというよりは，時代と状況の変

化に対応して， 母系制の順応が進んできた，というように考えられる．

20世紀初頭以後， ミナンカパウ社会が経験した社会変動の速度と度合を考え

てみると，上に述べたような母系制の順応には，驚くべきものがある．私の調

査したプキティンギの周辺地域では， 70年前には， 13%程度の男子がなんらか

の学校教育を受けていたに過ぎなかった．今日では，95%以上の人が学校で学

んでおり，さらに， 33%の者は高等学校教育，あるいはそれ以上の教育を受け

ている．出稼ぎ，あるいは地理的移動についても， 70年前には，村外に働きに

出たことがある男性は，全男性人口の27%であったが， 今日ではこれが， 89%

になっている．同様に， 70年前，この地域の男性の74%は農業に従事していた

が，今ではその数字は15%にしかすぎない.35) 
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このような 目覚しい社会変動のテンポにもかかわらず，m ミナンカパウの母

系制は，いまだにその根本的な部分では性格を変えていない． 「ミナンカパウ

の母系制の崩壊」というテーマは，関係学界の中で，永い歴史を持ってし、る．

しカ通し，
アダツト

古い仕来たりと昔からの伝統，

雨びたしになって も腐る ことなく，

日照りにあっても地割れする ことがない．

この格言がし、し、あらわす通り， ミナンカパウの母系制は，いまだに健在である

といった方が適切で、はないだろうか．

ミナンカパウの母系制の存続を指摘するのはたやすし、かもしれない．だが，

その存続の理由を説明するのは，かならずしも容易ではない．この問題自体は，

他の場所でとりあげているので，ここでは深く立ち入らない.37）かL、つまんで

いえば，ム ランタウと呼ばれる出稼ぎ；ない し地理的な移動が， ミナンカパウ

社会の適応性の強さと大いに関係していると，私は考えている．

歴史的にみると，ムランタウは，三つの形態に分けて見てゆく ことが出来る．

その昔においては，人口増加と耕作可能な土地の減少にともない， ミナンカパ

ウ人は，新しい土地を求め，内陸部から周辺部へと移動していった. 19世紀に

なると，とくに内陸においては，未開拓地がなくなり，新しい土地を求めての

移動は難しくなった．この時点で，貨幣経済の進展が顕著になってきたのであ

る．なかんずく，19世紀半ば以来，各種の商業と産業がスマトラに発達し，こ

れらの商業と産業の中心地（たとえば東スマトラ）を目差して， ミナンカパウ

の男性が出稼ぎのために散っていった．この時期は，ムランタウも季節的なも

のであり，目的地も近距離の郡部中・小都市で，結婚していても，単身の出稼

ぎが主要な傾向をなしていた．しかし， 第二次世界大戦後，とくに1950年代以

後においては，どちらかといえば，核家族をともなった出稼ぎがふえており，

目的地もジャカルタのような遠距離の大都市に変り，何年も村に帰らないこと

が珍しくなくなっている．「中国風出稼ぎ」 l本国に帰ろうとし、う気持がありな

がら，結局帰らない・帰れない華僑のような出稼ぎ）が，今では主流となって
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おり，村の中に残る人は，どちらかというと，進歩的ではない，伝統を重んじ

る守旧派の人たちで、あることが多い．

ミナンカバウ社会の歴史を通して，ムランタウは，母系制の維持のために重

要な役割を果してきた．母系制の基礎である共同世襲財産制度は，人々が一つ

の村の境界線内に閉じ込められている限り，人口増加と農業適地の減少により，

いずれは崩壊する運命にある．ムランタウという習慣は，分村，あるいは男子

の単身出稼ぎ，あるいは核家族の出稼ぎと， ミナンカパウの歴史的段階に対応

しつつ，異なった形態によって，人々を一つの村の外に解放するものであった

のである．

ミナンカパウの母系制の将来を占うことは，容易ではないが，ここでは，二

つの変動要因をあげておこう．一つは，インドネシア政府が，農地法あるいは

農地税を，将来，導入 ・施行するかどうかである．農地法 ・農地税の導入・施

行は，ともに，なんらかの形での農地の個人登記を促し，やがては，共同世襲

財産の個人所有化をももたらすであろう．

第二は，出稼ぎ人と村との関係である．「中国風出稼ぎ」が一般的な今日，

西スマトラ州以外に住むミナンカパウ人は，概して，種族的にも多様で，コス

モポリタンな生活空間である大都市に集中している．インドネシアの他の種族，

たとえば，ジャワ人，パタック人，スンダ人と政治 ・経済 ・文化等の面で競合

関係にあるこれらミナンカパウ人にとって，母系制の伝統は，自己のアイデン

ティティーを確立・主張するうえで，特別な意味を持ってきている．「中国風

出稼ぎ」人自身は，ジャカルタ等で，母系制の伝統をそのまま守っているわけ

ではない． しかし彼らは，村に残っている親族が，母系制の伝統を継承するこ

とができるよう，物質的 ・精神的援助を惜しまない．実際，出稼ぎ人の援助無

くして，今日，西スマ トラの母系制は存続しえないといっても，過言ではない

であろう．

しかしながら，近年来の，出稼ぎ地生れのミナンカバウ人の増加と，出稼ぎ

ミナンカパウ人と他種族との結婚の増加は，まだ絶対数としては少ないとはし、

え，上のような，出稼ぎ人と村との「有機的関係」に，将来多大の影響を及ぼ
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すであろう．

この小論では，これ以上の説明を加える必要はないであろう．ただ，母系制

の存在とムランタウは， ミナンカパウ社会の歴史的過程を理解する際にどうし

ても見逃すことの出来ない相関関係にある，ということを，もう一度強調して

おきたい．

・早稲田大学社会科学研究所・インドネシア研究部会編 「イ γ ドネシアーーその文化社会と日

本」早稲田大学出版部1979年所収．

1) 今の トノレコにあたると思われる

2) 筆者の現地調査は，1972年の 1月から， 1974年の 5月にかけて行なわれた

3) これは1930年と， 1971年の人口セソサスをもとにして推計した
4) H. Geertz，“Indonesian Culture and Communities，” m Indonesia （目別配dedition), edited 

by Ruth T. McVey, New Haven, Human Relations Area Files, 1967, p. 80. 

5) イスラーム教がいつ西スマトラに導入されたのかについては，まだ定説がない．しかし17世紀

までには，酋スマトラの大部分がイスラーム化されたと考えられている．

6) E. Francis，“Korte Beschrijving van het Nederlandsch Grondgebied ter Westkust Sumatra 

1837，＇’ Tijdschrift voor Neerland’s Indii!, 2e Jg. I, 1839, p. 111. 

7) たとえば， J.V. Maretin, ＇‘Disappearance of Matriclan Survivals in Minangkabau Family 

回 dM訂 riage，” Bijdragentot de Taal-, Land-en Volkenkunde, 117, 1961. 

8) 例外は， Hans-DieterEvers, "Changing Patterns of Minangkabau Urban Landownership，” 

Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, 131, 1975; J. S. Kahn, "'Tra・

dition, ・ Matriliny and Change among the Minangkabau of Indonesia，＇’ Bijdragen ... , 132, 

1976. 

9) 村の中に存在する母系集団の種類・名称については，研究者の聞で意見が異なり，また．西ス

マトラの中でも，地域により違いがみられる．ここでは分析上の便宜のため， 3種類の母系集団，

すなわちスク，パュソ，パノレイッタのみを検討することにした．これらの集団の名称は，使う人，

場所によって途った意味を持つことがあり，かならずしも，筆者が使う意味のみに限定されては

いない なお， ミナソカパウの母系集団には，純血縁親族の他に，儀式にのっとって母系集団に

加入を認められた擬似血縁親族も含まれている

10) P. E. de Josselin de Jong, Minangkabau and Negri Sembilan: Socio-Political Structure 

in Indonesia, The Hague, Martinus Nijhoff, 1952 p, 67.なお，一つの村に存在するスクの

数は，最低2，最高25ほどであるが．おおむね， 4から10の聞である．

11) プンフルの地位の「相続」方法は，地域によって異なり，一般化するのは難しい．

12) P. E. de Joselinde Jong, ibid. p. 55. 

13) 20世紀初めのいまだ伝統的な村での生活の様式は，次の自伝にもっとも詳しい. Muhammad 

Radjab, Semasa Ketjil Dikampung (1913・1928):Autobiogγaft Seorang Anak Minang-

kabau, Djakarta, Balai Pustaka, 1950. 

14) 先にも述べた通弘通常一つのルマ・アダットが一つのパノレイック（小血族集団）を構成し

た

15) ウマーノレ・ユヌス「ミナンカパウの文化」『インドネシアの諸民族と文化』 1980，文遊t:!:.
p.296. 
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16) Muhammad Radiab, Sistem Kekerabatan di Minangkabau. Padang, Center for Mmang・

kabau Studies, 1969, p. 51. 

17) Zahara Daulay，“Minangkabau: A Preliminary Study of the Culture and People，” un-

published M. A. thesis, Cornell University, 1960, p. 87. 

18) 「母子家族」（semandai.スマンデエィ）は，ノレマ・アダットを構成する最小単位で，母親とそ

の子供からなる．父親は含まれていないことに注意．

19) パドリ戦争のもつ社会 ・文化的意味については，拙稿「矛と盾’ 一一ミ ナンカパウ社会にみる

イスラームと母係嗣lの関係について」『東南アジア研究』 18巻2号（1980年）を参照．

20) Elizabeth E. Graves，“The Ever-Victorious Huffalo: How the Minangkabau of Indonesia 

Solved their 'Colonial Questionソ’ unpublishedPh. D. dissertation, University of W町 onsin,

1971, p. 24; Volkstelling 1930 Volume IV, Batavia, Departement van Economische Zaken, 

1933, p. 114. 

21) B. Schrieke，“The Causes and E宜ectsof Communism on the West Coast of Sumatra，” In 

Indonesian Sociological Studies: Selected W円tingsof B. Schrieke, Part One, The 

Hague, Bandung, W. van Hoeve, 1955, pp. 95・99.

22) 女性が，何故ママックの自己取得財産ではなく，夫の自己取得財産を頼りにするようになった

のかは，かならずしも明らかではない．私の考えでは，これは，ママックとスマγ ド（夫）の人

口学的分布と関係があるように思われる．一夫多妻婚の場合を除き，夫婦関係は一対ーの関係で

ある．しかるに，ママックとママックの庇護下にある女性との関係は，より複雑である ........ ,, 

Pがひとりもいない女性もいるであろうし，複数のママッグを持つ女性もいる たとえ複数のマ

マヲクカ旬、たとしても，それらのママックの自己取得財産をL、かに集め，平等に再分配するか

（給料所得者は少ない）は，容易な問題ではない． このように考えると，ママヲクにくらべ，夫

は女性にとって，はるかに磁実で，信頼できる生計費供給者になる可能性を持っている．

23) P. E. de J田selinde Jong, op. cit., pp. 115・116.

24) 私の行なった調査によると．西スマトラ全体でも，ルマ・アダヲトの占める割合は， 12.3%に

すぎないと推計される．

25) 一夫多妻婚の経験率は，被面接者の聞でも，年齢によって大きな違い一一55歳以上では69%.

36歳以下では 7%ーーがある．

26) 離婚経験率も47%から22%へと，二世代の聞で減少している

27) J. S. Kahn, op. cit., p. 73. 

28) Hans-Dieter Evers, op. cit 

29) これにより，スマゾドと母方の家族との関係が消滅してしまったわけて・はない ママックとし

て，スマソドは，たびたび母の家族の安否を見に帰ることが多い．

30) 残りの 2%は，委が夫方の家に移り住んだ場合であるが，これは夫の仕事上など，便宜的なこ

とが多い．

31) もちろん，自己取得財産の出現をぬきにして，このような傾向は考えられない．何故なら，母

方の共同世襲財産を，妻の家族のために使うわけにはし、かないからである．

32) D. M. Schneider，勺ntroduction:The Distinctive Features of Matrilineal Descent Groups，” 

in Matrilineal Kinship, edited by D. M. Schneider and K. Gough, Berkeley, University 

of California Pre田， 1961.

33) より正確には，家庭内の権力l't，ノレマ アダットに住む一番年長の女性の手にあったようであ

る．

34) ＝通りの結婚式では，慣習法による結婚式の経済的負担が比較にならないほど大きく，しばし

tまかなりの準備期閣を要する．

35) これらの数字は，村の在住者だけではなく，村の出身者全体を含む．

36) 社会変動のテンポは，もちろん西スマトラの中でも一様ではない．一般的に，内陸中核地帯お
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よぴパダンを中心とした海岸部において変動のテンポが速い．

:37) Tsuy田hiKato，“S田 ialChaoge in a Centrifugal Society: The Minangkabau of West 

Sumatra," unpublished Ph. D.出田町tation,Cornell University, 1977. 

（加藤剛）



「原住民委員会」をめぐる諸問題

一一支配と抵抗の傑式に関連して一一

はじめに

1913年にオランダ、植民地政府はジャワにおいてナポレオン支配からのオラソ

ダ解放を記念する 100周年の祝典を行なった．この祝典の計画に対しチプト ・

7γグンクスモとスワルディ ・スルヤニングラットの 2青年を中心に幾人かの

原住民の知識人たちは「原住民委員会」を結成して，式典の計画を批判した．

政庁は彼らを逮捕しジャワから追放することによって反政庁の気運が拡大する

のを阻止したが，チプトとスワルディおよび彼らとともに反政庁活動の答に問

われて追放されたデッケルの 3名の名はその後民族主義者の間で抵抗運動の先

駆者として記憶にとどめられる ことになった． 事実この事件は今世紀初頭から

ジャワを中心に展開してきたインドネシア民族主義運動のなかで植民地支配の

正当性を公然と否定しその不当性を唱道した最初の事件であった．しかしこの

事件そのものについての研究は従来みられない．それは一つには事件の規模が

小さくその直接的な影響力が狭い範囲にとどまったためで－あり， 一つには民族

主義運動の主要な流れがプディ ・ウトモからイスラム同盟へと向かうこの時期

において彼らが拠った東インド党の意味がその主流のはざまにおちこんでしま

うとしろ特殊性をもっていたからであろう．故にこの事件はいわば一つのエピ

ソード以上に記されることはなかったのである．

この事件の引き金となったのはスワルディが1913年7月に記したー論文であ

ったが，この論文に対する政庁の対応とこの論文そのものの内容とを吟味する

と，そこにはオランダの植民地支配の様式とそれに対抗するジャワ的価値観の

様式という，インドネシア民族運動史と民族思想史の本質にかかわる問題が表

出されているように思われる．そして，そのことによってこの事件はたんなる
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エピソード以上の意味をもってくることになる．

本稿では先ず事件にかかわる主要な人物についての履歴を略記し次に事件の

概要を記す． 最後にすでtこ述べたような視点から政庁の対応とスワルテ‘ィ論文

の内容について検討する．なお本摘は後にスワノレディがその主宰者となるタマ

ン・ シスワ民族教育運動に関する研究の一環をなすものである．

前史

「原住民委員会」が結成されるまでの 3名の生いたちと彼らの活動を概観す

ると次の通りである．

1 ダウェス・デッケル（1879～1952) ダウ ェス・ デッケルは 1879年東

ジャワ北部の港湾都市パスルアンにオランダ人の父と， ドイ ツ人とジャワ人の

混血児の母との聞に生まれた.1) ムルタトゥリの筆名で小説『マックス・ハー

フエラール』 （1860）を発表し当時ジャワを中心に展開されていた「栽培制

度」の実態を暴くことによ ってオランダ本国に強い衝撃を与えたエドゥアル

ド・ タウェス・デッケル（EduwardDouwes Dekker 1820～1887）は，このタウ

ェス・デッケルの大叔父に当たる人物であった.2) 

パタヴィア（ジャカノレタ） ．のオランダ人高等学校を卒業後，コー ヒー農園や

砂糖工場に勤務したが，ボーア戦争（1899～1902）が勃発するとともに志願兵

として南アフ リカに渡 り対英戦争に参加した．のち捕虜となりセイロンで2年

聞を獄中で過ごし 1903年にジャワへ戻った．その後はジャ ワ島の各地で新

聞記者ないし編集者としての生活に入り『スラパヤ商業新聞』（Soerabajaasch

Handelsblad）， 『ロコモティフ』（Locomotief，スマランの日刊紙）．『パタヴィア新

聞』（BataviaaschNieuwsblad）等に勤務するかたわ ら，小説『ジャワ人シモン

の本』（Het boek van Simon de Javaan）を執筆したり 『新アルンへム新聞』

(Nieuwe Arnhemsche Courant）に一連の論文「オランダはし、かにしてその槌民

地をもっとも早く失う ことができるか」（Hoe kan Holland het spoedigst zijn 

koloni!!n verliezen ？）を寄稿したりした． 彼の思想は強い反西欧的感情に支え
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られたものであり，オランダが東インドで混乱を回避する唯一の道は，教育の

機会を拡大し道路や濯i既設備を整え，また地方分権化を促進する ことを骨子と

する倫理政策を推進することではなく，東インドの自治政府を承認することで

あると主張するものであった．

その当時，ジャワ医学校（STOVIA）は今世紀初頭の若い知識人が東インドの

各地から集い討論をする格好の場所となっていた．そこへは1906年に中ジャワ

からワヒデ ィン医師（Wahidin Soedirohoesodo, Dr. Mas Ngabehi. 1857 ？～ 

1917）が訪れ，当時医学校の学生であったス トモ （Dr.Soetomo, 1888～1939）や

グナワン（Dr.Goenawan Mangoenkoesoemo, 1890～1929）に大きな影響を与えて

いた.3）一方またデッケルの住居は当時医学校から歩いて行ける距離にあり，

何人かの医学生はデッ ケルの助言を求めて頻繁に行き来したために， そこはあ

たかも彼らの、読書室兼図書館兼クラ ブハウスグ的の観を呈したという．スト

モは後年にその当時を回顧して「ブディ ・ウトモ設立当時，われわれはタウェ

ス・デッケル氏から少なからざる援助と影響とを受けた．彼はパタヴィア新聞

の編集者としてわれわれの精神を広めてくれた．わたしと彼の関係はたいへん

密接なものであり彼の家へは木戸御免で訪ねる ことができた． 夕、ウェス ・デッ

ケル氏はその理想をやがて自ら政党を結成することで実現し，そしてそれはわ

れわれの容れるところとはならなかったけれども，彼はつねに誠実に新聞紙上

でわれわれを助けてくれたJ5）と述べているが，デッケルはストモやグナワン

等の結成当時のプディ ・ウトモを中心的に担うことになる学生たちに，一定の

感化を及ぼしていた．しかしその感化の内容は，ワヒディン医師が彼らに及ぼ

したものとは決定的に異なっていた．それはワヒディンがジャワ文化のすぐれ

た体現者として映じていた引のに対しデッケルが「政治的な福音の伝道者」と

して映ずるとし、う相違であった．

1909年から1910年にかけてデッケルは自らの相続権をめぐる裁判のためにヨ

ーロ ッパへ出かけたが帰国後パン ドゥソに居を構えて文筆活動よりも政治活動

に力を入れるようになった． 彼は，先ずオラン タ人の親睦団体と して1898年に

設立された「東インド団体」（lndi凹 heBond）のパン ドゥン支部に加入しこれを
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政党組織に変革することを画策した．彼が唱道したのは東インドに居住するす

べての住民が参加しうる政党東インド党を結成し，東インドを祖国とするすべ

ての住民の独立を獲得するということであった.7）彼はそのために1912年3月

『デ ・エクスプレス』紙（DeExpres）を創刊して彼の主張を掲げ，とくに 「東イ

ンド団体」を編成替えしてこれを政党とすることを強調しそのために同年9月

半ばにはパンドゥンからジャワ各地へ宣伝に赴き各地で支持者を組織し， 1912

年12月25臼にはバンドゥンで東イン ド党を正式に結成した．結成大会ではその

党の綱領の第2条に先にのべたように東インドの独立を目ざすことを掲げたが，

当時，彼の主張にもっとも強い支持を与えたのは，混血児（Eurasian）であり，

オランダ人中国人の共感を呼ぶことはほとんどなかった.1913年 3月に党員

7,000を数えたがその内5,500人は混血児， 1,500人はインドネシア人であった．

結局，デッケルの構想したのは，混血児を主体とする東インドの独立であり，

土着社会でこれに共感したのは，彼と個人的な交友関係にある少数の人々に限

られた． しかし，その中には，チプトおよびスワルディという後の民族運動史

に大きな役割を果たすことになる 2人の青年が加わっていた．

政庁はデッケノレらが東インド党を創立しこれに拠って政治活動を展開しよ う

としたことに対し， これを値民地の秩序と安寧を脅かすものとして同党を合法

団体として認めることを拒否した．このため1913年 4月以降，東インド党はそ

の活動を停止した．

後述するようにチプ トやスワルディが「原住民委員会」を結成するのは同年

7月初めであるがデッ ケル自身はそれ以前にヨ ーロ ッパへの旅行に出発し 9月

初旬までジャ ワへ帰還しなか った．「原住民委員会」事件はその彼の不在中に

発生した．

2 チプト・マンゲンクスモ （1886～1942) チプト ・マ ングンクスモは

1886年中ジャ ワ北部のアンパラワで11人兄弟の長男と して生まれた.Bl父は原

住民小学校のマレ一語教師，小学校校長，スマラン市の顧問等を歴任した下級

官吏であり父方の祖父はイスラム教師であった．兄弟はいずれも才に恵まれま

た両親ともに教育熱心であったために，チプト，グナワン，フ．ディアルジ ョ
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(Budiardjo），シャムスル ・マアリア（SyamsulMa'arif) の4人は医学校に学び，

7人自のダルマワン （Darma wan）はオランタに留学してデノレフ ト工科大学芳、化

学を修め，カルトノ（Kartono）も高等教育を卒えた．また末弟のスイットノ（Su・

Jltno）はパダヴィア法学校を卒えた．この内グナワンは生涯にわたってス トモ

の無二の親友として彼の社会的政治的活動をたすけ，ダルマワンとカノレ トノは

1926年にスカルノがバンドゥンに組織した一般研究会（AlgemeeneStudieclbu) 

に加わった．のちカル卜 ／はタ マン・シスワ学校の教師として民族教育の発展

に貢献した．プディアルジムシャムスルおよびスイット ノの3人は医師およ

び法学土としての仕事に遁進 し政治活動に参加する ことはなかったが，チプト

を長兄とするこのマングンクスモ兄弟は，次に述べるスワルディ・スルヤニン

グラット兄弟 （スワルディとスルヨプラノ ト）とともに，独立以前のジャ ワの

民族運動史上でもっとも光彩を放った兄弟であった．

チプトは幼少の頃から不腐の性格で1905年にはジャワ医学校を優秀な成積で

卒えたが，在学当時からひとりとじこもって読書と思索に時をすごすことを好

んだ．また，自 らをオランダ風の生活様式からもジ ャワの貴族 （プリヤイ）の

生活様式からもあい隔てて，もっぱら「クロモ （貧民）の子である」ことを強

調した． ジャ ワの初期の民族主義者の内，チプトとスワルディ とストモの 3人

についてすぐれた比較研究を行なったサプィトリ ・プラスティティはチプ トの

思想的立場を「異議申立人」9) と規定しているが，L、かにもチプトは植民地政

庁とジャワの貴族社会に対してつねに激しい敵意を燃やしていた．その点でデ

ッケルとチプ トとはま ったく合致していたと言える．ストモの回想によればチ

プトはその激しい正義感と辛競な批判精神によってつねに仲間たちに畏敬の念

を与えていたがそれゆえにまた狐独で謂介な人物として人々の自に映じていた

とL、う． ω

医学佼を卒業後チプトはただちに医師となつたが，当時たまたま東ジャワの

マラン地方にベストが発生した際に自ら志願してその撲滅のために赴き，その

行為によってジャワのオラン夕、人の聞にその名を大いに高めた．

その後プディ ・ウトモが設立されると ともにこれに参加しその初代の理事の
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1人に選ばれたがプディ ・ウトモの主導権が中ジャワの貴族層の長老の手に移

っていくのに反対して1908年10月には早 くもブディ・ウトモから離れ，その後

は次第にデッケルとの関係を強めていった.11) 

3 スワルディ・スルヤ＝ンゲラット （1889～1957) スワルディは 1889年

にパク ・アラム家のパンゲラン ・スルヨニングラッ ト（Pangeran Soerjoningrat) 

の次男として生まれた．山父は当時のパク・アラム家の当主パク ・アラム第五

位の甥にあたっていたが経済的に不遇で、あり ，そのためスワノレディと兄のスル

ヨプラノト （Soerjopranoto）の両名は当時のプ リヤイのエリートコースである

H.B.S. （オランタ式高等学校）へ行かずに専門技術者となる道を選んだ．かく

てス ワルディは医学校ヘスノレヨプラノトはボゴールの農学校に進んだが，スワ

ルディ自身は学費不如意のため中途退学せざるをえなかった．医学校を中退し

たスワルディは1910年の 1年聞を中ジャワのプロボリンコ、の砂糖工場で、書記と

して働き1911年にはジョクジャカルタへ移ってそこの製薬工場で働いた．その

当時からスワルディはいくつかの新聞や雑誌に投稿したりその依願で記事を書

いたりしていたが，それに注目したデッケルの要請で1912年にはバンドゥンに

移り『デ ・エクスプレス』等の日刊紙の専任編集者となった．

プディ・ ウ トモと スワノレディとの関係はチ プ トの場合と同様に当初これに参

加し初代の書記と して積極的に活動したが，やがて （1908年中には）そこから

離れ， バン ドゥンに移って以降はデッケルの影響で東インド党の設立に参加す

る一方，イスラム同盟のバンド ゥン支部長となった．

E 「原住民委員会」事件の概要

1 事件の概要 1913年7月初めパンドゥンで「オランダ解放100周年記

念のための原住民委員会」（“Inlandsch Comite tot Herdenking van Nederlands 

Honderdjarige Vryheid＂）ないし「原 住民委員会」（“Com凶 BoemiPoetra＂）と名

乗る委員会が結成された． 7月8日の 『デ ・エ クスプレス』紙がこの「原住民

委員会」の発足を宣言し， 4日後の12日には同委員会のパンフレット第1号が
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発行された.13）このパγフレットは．先ず，委員会の構成メ γパーを明らかに

し，次いで目標とする活動の一端を明らかにした．それによれば，同委員会の

構成員は，議長チプト ・マンクンクスモ，副議長スヤティマン ・スノレヨクスモ

(Soejatiman Soerjokoesoemo），会計ウィグニャディサストラ（A.H. Wignjadisas・ 

tra），会員スラジャ夫人（Soeradjageboren Oneng），ルム（Roem），アプドヮル・

ムイス（AbdulMuis），書記スワルディ ・スルヤニングラットの計7名であっ

た．山また委員会は，オランダ解放100周年の記念式典日にウィルヘルミナ女

王に祝電を送る一方，女王に対して， 1854年に制定された「東インド統治法」

(Indi hestaatsregerin昭g）第111条の撤廃と、東インド議会M の設立を求める請願

を行なう意、図を明らかにした.15) 

7月19日にはパンフレット第2号が刊行された．そこでは別冊の小論文の広

告が掲載されたが，同日この小論文がパンドゥンで少なくとも5,000部印刷され

その配布がはじめられた．山この論文の筆者はスワルディ ・スルヤニングラッ

トでその題は「もし私がオランダ人であったならば」（Alsik eens Nederlander 

was）というものであった．論文にはマレ一語訳（訳者アブドウノレ ・ムイ ス）が

付せられた.17) 

「委員会」の動きを警戒していた植民地政庁のパンドゥン外｜理事官ヤンセン

(T. J. Janssen）はこの論文を一読後，直ちにパタヴィアの検察当局に報告した．

25日にパタヴィアから法務官モ ンサント（H.V. Monsanto）がパンドゥンに到

着しこの論文を出版条令第26条に該当する危険なものと判断し，執筆者と委員

会のメンパーを25日， 26日の両日に訊問しかっ論文を押収した.18）これに対し

「委員会」は，翌26日にチプト署名の「権力と恐れ」（Krachten Vrees）と題す

る一文を『デ ・エクスプレス』紙上に掲載し権力側の圧力が強化されるほど

抵抗者の力も成長すること，それゆえにどのような辛い結果が待ち受けようと

「委員会」は闘争を続ける ことを明らかにした• 19）さらに翌々日の 7月28日に

は『デ ・エクスプレス』紙上にスワルディが再度執筆し「ひとりはすべての者

のために，そしてすべての者はひとりのために」（“Eenvoor alien en alien voor 

従n”）と題する一文を公に した• 20) 
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プリアンゲノレ理事州の理事官 （ヤンセン）は7月25, 26日の訊問と警告とに

もかかわらず，チプ ト， スワルディらの「委員会」のメンパーが「危険な執筆

活動」を中止しないこ とに対し， これを 「公共の秩序と安寧」の破壊を意図す

る扇動行為であると判断し， 7月30日午後，チプ ト， スワルディ ，アプドゥ

ル ・ムイス，ウィグニャディサス 卜ラの 4名を逮捕拘留した.21）ヤンセンは 8

月31日付の値民地総督イデンブルフ（Idenburg）への公信の中で，逮捕理由と

して秩序を回復するために強い措置をとることが必要であったと述べたあとで，

逮捕者が束インド党の領袖 （デッケル）およびイスラム同盟（SarekatIslam）の

指導部と密接な関係にあることの危険性を指摘し，次いで4名の内チプト，ス

ワルディを除く 2名については，長期の拘留を必要とするほどの危険性は認め

られないので訊間後ただちに釈放する予定であるが，チプ トとスワルディの両

名は彼らよりもはるかに極端なデッケルという手本によって「盲L、」にされて

おり．それゆえ近日中にヨ ーロッパからジャワへ戻るデッ ケルをパタヴィア港

で拘留しない限り完全な安寧の回復は実現しないと して，総督にデッケルを拘

留す0ように求めた.22】

デッケノレfi, 8月 1日パタヴィ アに帰還して，チプトらが逮捕されたことを

知るやただちにパンドゥン刑務所のチプト宛に、パンサ‘イ，われわれすべては

あなたを誇りとするグと打電した．山さらに 8月5日付の『デ ・エクスプレス』

紙に「われらの英雄，チプ ト・ マングンクスモとスワルディ・ スルヤニングラ

ット」（“OnzeHeiden: Tjipto Mangoenkoesoemo en Soewardi Soerjaningratつと

題する一文を掲載し， 彼ら両名は英雄でありまた犠牲者で、あって後の者がそれ

を手本とすべき先駆者であると称賛した• 24）デッケルのジャワ帰還を静観して

いた当局はこの論文の掲載を機に彼を逮捕した．

インデンブルフ総督は，植民地の秩序と安寧を破壊すると判断した者に対し

総督が通常の裁判を経るこ となしに東インド評議会（Raad Van Nederlands-

lndi邑） 25）の議決のみによっ て， これらの者を追放できる ことを定めた「東イ

ンド統治法」の第47条加を，同事件の逮捕者に対して適用する決意のもとに，

7月31日東インド評議会を招集し， 先ず，チプ トとスワルディの両名の処罰に
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ついてはかった．そこでは，事件の経過と両名の、公共の秩序と安寧’に対す

る危険性などが討議されたのち，統治条令第47条を適用することが妥当である

との結論を下した．その後，数度にわたってデ ッケルへの訊聞が行なわれたが

8月18日に評議会は再度開催されチプ ト，スワルディに加えてデッケルに対し

ても同じ条項を適用することを決定し，同日総督はこの 3名をジャワ島外へ追

放処分にすることを公表した.27）当初，総督はデッケルをティムーノレ島のク ー

パンへ，チプトをアンポン州のパンタ島へ． またスワノレディをバンカ島へ追欣

する決定を下したが， 特赦としてもし30日以内に要請があるならば東インド外

へ立ち去ることも可能であるとした.26）チプトらはその要請をした結果， 8月

27日にかれら 3名はオランダへ向かうことが許された．そしてかれらは同年9

月6日ジャワを離れ，その後デッケルは約5年，チプ卜は約 1年，スワノレディ

は約6年海外での追放生活を送ることになった．

2 植民地政庁の対応 以上に略述した「原住民委員会」事件の中で，事

件の導火線となったのはスワルテ‘ィの記した二つの論文，ことにその第一論文

「もし私がオランダ人であったならば」である．この論文の全訳は資料として

本稿の末尾に掲げるが，その骨子は，いまだ植民地のままである東インドでオ

ラン ダの独立を祝うというオランダ人の矛盾をきびしく 街し、たものであった．

続いてスワノレディが記した第二論文は，この第一論文がオラン夕、人の聞に生み

出した混乱と衝撃とを鋭く指摘した． 確かにこの事件の経過をみていくと，当

時の植民地政庁は異’市と思えるほどにそれが原住民社会に対して与える影響に

ついて神経質になっている．

その中でもことに問題とされたのは， 「原住民委員会」の宣伝文書がたんに

オランダ語によって記されたのみならず，それにマレ一語の翻訳が付せられて

いたことであった． イデンフ、ルフ総督は 7月31日の東インド評議会の席上でそ

の点をとくに強調して次のように述べている． 「今日おこりつつある状況と半

年前（東インド党が成立した頃）の状況との最大の相違は，当時はまだオラン

ダ語での新聞での活動にとどまっていたのに対し，今やそれがすべてマレ一語

でも出版されているという情勢の違いにある」.29）これは，スワノレディらの「委
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員会」のメンパーが，たんに出版条令（ことにその第26条）町の違反の対象に

とどまらず「総督大権条項」（“Exorbitante rechten") 3日と呼ばれた統治法の

第47条の適用対象とされた最大の理由であった．後にスワルディ自身．ジャワ

を追われてオラン ダへ向かう船上で，「私の論文がマレ一語に翻訳されること

さえなかったら，私が罰せられたりいわんや追放されたりすることはなかった

と法務当局の者が述べているのは，要するに民衆がそれ〔独立 100周年の矛

盾〕を知ったり民衆にそれを知らせたりすることは許されないという ことを明

らかにしたものにほかならなL、」加と述懐しているが，この述懐は植民地当局

の意図を正確に言い当てたものであった．そのさい当局がとくに警戒したの

は，「委員会」の一連の出版物がイスラム同盟に及ぼす影響であった．それはと

くに事件に関係した者の内，スワルディが当時のイスラム同盟バンドゥン支部

の支部長であり，アブドウル ・ムイスが書記であることに起因していた．その

ため総督は7月31臼ただちに東インド問題の顧問官リンケス（D.A. Rinkes）に

対L，スラバヤ在住のイスラム同盟の中心的指導者であるチョク ロアミノ卜の

動静，とくに彼とバンドゥン支部の関係を探るように命じた.33）総督は8月25

日付の植民大臣デ ・ワール（DeWaal Malefijt）宛の報告文書の中でこの点に

ふれ，当面，イスラム同盟への影響は見出されないと述べ，その危険のないこ

とを安堵の念とともに伝えている• 84) 

この報告の中で総督自身， やその危険グ（hetgevaal) とし、う表現をしている

が，その内容を構造化してみると，それは，デッケルなる、危険人物’の‘危

険思想グが，チプト，スワルディを経由して民衆に注入される ことへの警戒で‘

あった．イデンブルフをはじめとする政庁の要人は，デッケルを秩序を破壊す

る危険思想、の扇動者とみなしていただけでなく，彼の人格そのものに強い不信

感を抱いていた• 35）本国宛のいくつかの報告書の中でイデンブルフはしばしば

デッケルについて「まったく信頼できない男」「うそつき」といった印象を伝え

ている.3のその印象はすでに記したようなストモのデッケル評とはまったくあ

い反するものであった．政庁にと ってはこのデッケルなる、アナーキストグ87)

がチプトやスワルディを通じて植民地社会の下部へ影響を及ぼすことをおそれ
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ていたのであり，その場合，チプ卜やスワルディは，総督宛公信の中でヤンセ

ン理事官がいみじくも述べているように，デッケルによって、盲L、＂の状態に

陥っている舶のであり，デ ッケルと民衆をつなぐ 吋中立人グ （tussenpersonen）の

役割を担わされていると認識されることになる.3め このこ とは，7月31日の東

インド評議会における，東インド顧問官リンケスおよびパンドゥン地区監督官

ラーフェンスワ ーイ（G.D. van Ravenswaay）という土着社会の内部にもっとも良

く通じていた2人の役人の発言にも端的に示されている.•OJ 彼らは，スワルデ

ィの第二論文について論評した際その論文に二つの重要なジャワ語の成句が含

まれていることに注目して，それらのジャワ語が含意する暗示的性格のゆえに，

第一論文が「原住民にほとんど影響を与えなかった」のにひきかえ，はるかに

直接的にジャワ人の胸を打つであろうと述べた.41) そこでリンケスらが注意を

喚起したのは，換言すれば，スワルディが吋中立人’としての役割を見事に果

たしたということであった．

したがって植民地政庁のこの事件に対する対応は，事件そのものをデッケル

とし、う値民地支配者集団内部のー異端者，ことに，倫理政策の枠組を破壊しよ

うと意図している異分子のその扇動に基づく陰謀事件として捉え，デッケルと

彼に従う少数の士着知識人をできる限り迅速に現地社会から除去することによ

って，事件の鉱大ことに現地社会にその思想が浸透することを未然に阻止しよ

うとすることであった．仙しかし「原住民委員会」の結成とその活動にデッケ

ルが直接参画しまたチプトやスワルディの背後でその活動を指噂したという具

体的な証拠は何一つ見出せなかったばかりか，「委員会」の活動はデッケルの

不在中にもっぱらチプトとスワルディの両名によって領導されたものであり，

デッケルは彼らが逮捕されたという報に接して彼らの行為を讃えこれを声援し

たにすぎないということは，事件の経過から明らかであった．イデンブ．ルフが

第47条の「総督大権」を適用したのは「公共の秩序と安寧」を乱すか否かとい

う基準がもっぱら総督の判断にゆだねられるという、利点’を行使したのであ

り，その場合に明示的な証拠はさほど重要ではなかった．それゆえに総督らは，

彼ら 3名が樋民地政庁の支配の正当性を否定するという思想に基づいて言論活
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動を行なってきたという彼らの、確信犯グ的性格をもっぱら問題にしたのであ

った.4めそれはそのまま，彼らの活動が政庁に与えた混乱と衝撃の深刻さを物

語っていたが，それをもたらしたのは何よりも先ず，スワルディの第一論文で

あった．

m 支配と抵抗の様式

1 支配の様式 この事件に関する政庁側のさまざまな公文書の顕著な特

色はスワルディの第一論文すなわち「もし私がオランダ人であったならば」と

いう論文のタイトルに対する言及頻度がきわめて高いのにひきかえ，その論文

の内容について言及されることがほとんどないという点である．内容について

のコメントは， 7月31日の東インド評議会の席上でイデンブルフがわずかに

「この風刺文」“＞ (dit schotschrift）と述べている以外はすべて「オランダの権威

をおとしめるもの」ないし「異なる社会集団聞の不和を助長するもの」という

法律の条文中の語句が用いられているにすぎない．一方，この事件の一件書類

は，スワルディ署名になるオランダ語マレ一語併用の論文が出版されたこと，

そしてそのタイトルが「もし私がオランダ人であったならば」というものであ

ったことをくりかえし記載しているーこのことは明らかに，論文のタイ トルそ

のものが問題にされていたことを明らかにしている．

スワルディの第一論文そのものは，たしかに風刺文の性格を示しておりスワ

ルディ自身もそのことを文中で触れているが，しかし，それはどのような意味

においても，たんに郷捻を目的とした一文で、はなかった．「もし私がオランダ

人であったならば」とLづ時の「私」は結局ジャワ人スワルディ自身にほかな

らず，従って彼は実際に文中を通じて「オランダ人」で終始することは不可能

であった．論文の後半における「私」は「もし」とし、う仮定を捨てさって， 樋

民地社会に生きるひとりのジャワの青年そのものとなり，オランダの植民地支

配を告発している• 45）それにもかかわらず，総督がこの論文について述べた

「風刺文」とし、う感想は，この論文のタイトルを目に したオランダ人が先ず第
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ーに 「からかわれた」と L、う印象をもったこ とを示しているであろう．そして

また東インド評議会における東インド顧問官リンケスらのスワルディの第二論

文に関する発言は，この第一論文が「原住民にほとんど影響を与えなかった」

のにひきかえ逆にオランダ人に深刻な衝撃を与えたことを問わず語りの内に示

唆したものでもあった． しかし政庁はそのいわばすぐれて心理的な衝撃につい

て彼ら自身の解析を行なうとしづ経路をまったく経ることなしに，換言すれば

その第一論文が彼らの聞にひきおこした憎悪の念に基づいて情緒的に対応する

ことなしに，もっぱらそれを「事に即して手際よく処理する」（zakelijkheid)•5> 

こと，すなわち法律の条文の適用如何について顧慮することに専念した．その

I限りでイデンフヂルフ総督をはじめとする当時の植民地高官は有能な法律家と し

て機能することに徹したわけで、あり，スワルデ ィの論理に即してその論理に対

抗しそれを否定するとし、う立場をとることはついになかった．それは，東イン

ドの植民地政庁がもっぱら植民地官僚集団として機能しそのために先ず何より

も zakelijkheidに徹するというオランダの植民地支配の様式を典型的に示すひ

とつの事例であったといえよう．そこでは植民地支配の正当性を主張するイデ

オローグ （ないしデ、マゴーグ）の役割はさほど重視されることはない．すぐれ

た、政治家グでなくすぐれた、実務家’が先ず必要であり， 、実務家グの権限

の枠内で植民地の経営が可能であるというオランタの東インド支配の特徴がそ

こには顕著に示されている．だからスワルディが植民地支配の正当性そのもの

に疑義を提出したとき，政庁は，総督以下 、植民地主義者’とし てではなく ，

司実務家’としてそれに対応したのである．彼らにとってはスワルディの思想

の当否よりもそれがもたらす効果が先ず問題なのであった．また，彼らの関心

：は彼の思想、を否定したり彼に、転向グを迫ることにあったのではない• 47）彼ら

の関心は当面の、危険’を除去することに集中しており，そのために彼を植民

地社会から隔離することに専念したのである．

このようにイデンフeルフらは，スワルディやチプトに対する情緒的な対応を

・極力押さえたが，一方で，同じオンラタ人であるデッケルに対しては，「うそ

つき」ないし「まったく信用できなし、」等の憎しみを吐露している． 「デッケ
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ルこそもっとも危険」なのであり，デッケノレという「危険人物」がチプトやス

ワルディを「仲立人」としてその思想を土着社会に浸透させるとき「危険」は

限りなく増幅されるというのが彼らの、危険感グの根底をなしていた. zake・
lリikheidを行動様式の基底に据えるこれらの、実務家集団’（＝官僚集団）にと

って，デッケルはそれを否定する異分子であるがゆえに危険なのであり，一方，

土着社会はリンケスの言うように「ワヤンの神秘」にみちた不思議な社会であ

るがゆえに無気味であった．ここでは，土着社会は彼らにとって、了解不能’

な世界であり，その世界にデッケルというオランダ人にとって了解可能な危険

人物が影響を及ぼそうとすることが，何よりも、危険グであるとみなされてい

た．、了解不能グな世界についてはこれを封印し，そこから生じてきた具体的

な問題についてはそれをもっぱら zakelijkheidによって処理していくという支

配の型は，その土着社会からオランダ人にとって了解可能であるような新しい

知識人（それは先ず何よりも機能者集団（vakman）としての役割を果たすこと

を期待されていた）を創り出すことをその眼目のーっとしていた倫理政策の時

期を通じて，実は逆にますます強化されていたので－あった．そしてデッケルに

対する憎しみの根底にあったのは，彼の思想と行動とが土着社会とし、ぅ、パン

ドラの箱グを聞きかねないとし、う怖れであった．その怖れは， 実は，土着社会

が外からの、福音グの訪れを待っており，それゆえに倫理政策を通じて、西欧

の福音M を外からもたらすのであるという思怨と一対をなすものであった．そ

れは，、福音グとともに、悪魔の誘しグもまた土着社会の外からのみそこへもた

らされうるとし、う危倶の念であった．だから，この事件は，植民地政庁に即し

て考えてみれば，倫理政策のもつ二つの側面が典型的に示された事例として把

握されることになる．もう一つの事例とは，カルティニ（R.A. Kartini, 1879～ 

1904）の例であり，そこでは，アベンダ．ノン夫人に代表されるオランダの、福

音グがカルティ ニを、仲立人グとして土着社会にもたらされたと考えられたの

である．そしてこの事件においては，いうまでもなく ．デッケルが、邪教の伝

道者グであり，チプトとスワルディとがその使徒であるとみなされることにな

る．



「原住民委員会」をめぐる諸問題 81 

しかし果たして，hξンドラの箱グは外からのみ聞けうるものなのであろう

か．スワルディは実は箱の中からふたに手をかけようとしたのではないのであ

ろうか．

この点をスワルディの論文に即して検討してみよう．

2 抵抗の様式 すで、に述べたように，スワルディ自身が何故この論文を

記したか，また何故そのような題をつけたかについて，オランダ植民地政庁は

スワノレディへの訊問の中で、も彼ら自身の会議の中でも触れることはなかった．

彼らはその動機をもっぱらデッケルの扇動によるものとして片付けたので、あり，

せいぜいのところスワルディ自身がたしかにその論文の真の執筆者であること

を確認したにすぎなかった．当初，政府はこの論文が真にスワルディの手にな

るか否かについて疑問をもっていたようである．彼らは，真の執筆者 （おそら

くチプト）がし、て，スワルデイはたんに名前だけを貸したので

ていた節がある．外見上温厚なスワルディがこのように「反逆的」な一文を草

することはまったく意外であると考えられたようである..のまた，スワルデ ィ

自身も自らの動機について明らかにしなかった．

「もし私が～であったならば」とし、う仮定法現在形の用法はインド ネシア語

{Sekiranya saya ... ないし Seandainyasaya＇＂・）およびジャワ語（Saupamaaku・・・）

の用法として決して特殊な，従ってまれにしか用いられないとし、う用法ではな

い．ただその場合，通常はそのことが可能であるかないし生起しうる場合に用

いられるのであって，不可能で、あることを仮に想定してみるというオランダ語

の用法（Alsik・・・was）とはその趣きを異にしている スワルディは現にジャワ

人であり彼がオランダ人であることは不可能であるから，「もし私がオランダ

人であったならば」 （“Alsik eens Nederlander was＂）と いうタイトルは，ジャ

ワ語 （ないしインドネシア語）とオランダ語との徴妙な表現方法の差異をス ワ

ルテ‘ィが敏感に感じ，その差異をいわば利用しようとしたことを示すものであ

ろう．

この意味においてスワルディはたんにオランダ語に習熟していたというだけ

でなく ，言語を操作しまたは言語を武器とするという能力をこの論文のタイ ト
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ルそのものを創造することによって，見事に示したといえよ う．当時のオラソ

ダ人にと っては，「も し私がオランダ人であっ たな らば」 というタイトルその・

ものがすでに十分に衝撃的であり挑発的であった．山ひとりのジャワ人青年が

自らをオランタ人であるかのように自己規定した上で、その同じオランダ人を批．

判すると L、う方法を独力で獲得し，しかもその批判をオランダ語で記したこと

だけですでに許しがたいことに感ぜられたのであるそれは，カルティニがオ

ランダ語で綴った書簡集をほとんど無条件で賞讃 ・受容しその書簡集のタイト

ルを『暗黒を越えて光明へ』（“DoorDuisternis tot Licht＂） と名付けて倫理政

策の 、福音’（それはアジアの土着社会という閣に西欧が光を与えるという形

で示される）を謡歌した精神構造とほとんど対の関係をなしている．

一方，スワルディ自身はこの論文とともに後代の民族主義者の間でゆるぎが

たし、権威を確立することになる．それは，いうまでもなく彼がこの論文によっ

てチプ トとともに流刑追放とし、ぅ 、受難者’の、苦行の旅’（samadi）に旅立つ

ことになるというジャワ人の修業者のイメージと重なり合っていることに何よ

りも起因するのであるが，この論文自体に即して言えば次の二点を指摘するこ

とがで‘きる．

第一にスワルディのこの論文は，ジャワ人が植民地支配者に対してオランダ

語を駆使して政治的な自己主張を行なったもっとも最初の例であった．そこで

は，ー土着民 （Inlander）のスワルディがオランタ人と対等の言語で強い自己

主張をなしえたのであり，それは，ジャワ人にと っては，ワヤンの物語のなカ与

でただひとり神々と対等の言語（ngoko）で会話を行なうピーマ王子（Wrekodoro-

Bima）のイメ ージと容易に重なるものであった．スワルディはオランダ語に習白

熱しこれを操作する能力を獲得する ことによってオラ ン夕、．語をあたかもジャヴ

人の社会において身分の対等な者同士ないし上位の者が下位の者に話しかける

時に用いる言語である ngokoと同様なものとして用いることに成功したので

ある．スワルディはオラン ダ語を意識的に ngoko化して用いた最初のジャワ

人であったと言えよう．

第二に第一の点と関連して，スワノレディはこの論文において言語を操作し創
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造するすぐれた能力の持ち主である ことを示した．後年の民族主義者は彼の文

筆の才に畏敬の念を払った．彼の生み出すある言語，章句はしばしばある状況

ゃある運動の精髄を表現するシンボルと して用いられた．人々は時として彼か

ら託宣を待ち望むかのように彼の作り出す文章に注目 した． そして彼はそのこ

とにもっとも成功した民族主義者のひとりであった． 指導者の資質があるシン

ボルないしスタイルを土着の文化体系と関連づけて創り出しまたこのシンボノレ

ないしスタイルを操作することに何よりも関わっているということは，インド

ネシア民族主義の基本的な問題として別に論ずべきことであるが，いずれにせ

よス ワルディはすでにこの論文，なかんずくそのタイトルを独創することによ

って， ジャワ人の価値観をシンボル化しそれをスタイルとして示すことに独特

の才能を明示したので、ある．

それでは，この「もし私がオランダ人であったならば」としづ論文で様式化

されているジャワ人の価値観はどのようなものであろうか．すで・に述べたよう

にこの論文の顕著な特徴は先ず第ーにスワ／レディが本来そうなる ことが不可能

であるオラ ンダ人に仮になったと してとし、う前提で議論を展開していることで

あり，第こにはそこで示されているある種の戯文的な性格である．オランダ人

に対する皮肉と榔織がそこでは繰り返し記されているが，それは祝典の遂行の

ために土着住民から寄付金を募る ことに触れた一節に至って極点に達している．

そこでは「損得勘定に敏感なオランダ人」の計算高さが明示されるとともに，

その「計算」と同じ観点から土着社会の 「損得勘定」を計算しそれが土着民

にとって一文の得にもならないことを示してみせる．次に，実はオランター人の

その企画がオランダ人にとってもまた一文の得にもならないことを，オランタ

人とはまったく別の「計算の基準」を用いることによって証明している．先の

言葉を再び用いて言えば，それはオラ ンダ植民地支配の基礎をなす zakelijkheid

によ っては決して把握することができない「基準」である．そのことをスワノレ

ディは自らオランダ人であると措定した上でオランダ人に対して説得しよう と

したわけであるから，それを一読したオランダ人が「からかわれた」と感ずら

のは当然であった．
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ゃっし

この論文のこのような特徴は、風刺H および、婁グの精神として要約するこ
ゃっし

とができる．それではこの、風刺グと、婁’の精神はジャワの文化的伝統の中

でどのように機能しているだろうか．ジャワ文化の精髄と考えられるワヤンに

ついてその点をみてみよう， 50) 

ワヤンの中にはプノカワン（Pun品kawan）と呼ばれる道化者の一群が登場する．

プノカワンとは本来、随行者’の意味であるが，ワヤン劇の中では英雄に付き

添って動く道化者として現われ奇妙な容姿と振舞によって喜劇と笑劇とを演じ

観客の笑いを誘う．しかしまた彼らは英雄たちの出身階層で、ある貴族武士（サ

トリオ）の階層に所属しない庶民の出身であるがゆえにサ トリ オの提や道徳律

にしばられることはない．彼らはそのために時としてサトリオの価値観に対す

る鋭い批判者として機能することになる．その批判はつねに皮肉や郷捻という

、風刺’の形をとって現われるが，その、風刺’には笑いがともなう．一方また

ワヤンの中には神々がこの世につかわした使徒ないし神々の化身そのものであ

るような人物も登場する．彼らは貴族と庶民とを問わずこの地上の人聞社会に

たちまじって行動するがその究極の目的は神々の意志をこの世で実現すること

にある．彼らは典型的には王や王族の助言者ないし王子たちの教師として登場

し英雄たちが困難に遭遇した際にそれを克服しまた打開する指針を示唆する．

パンディト，アジャル， グ、ルなどと呼ばれるこれらの人物は危機的な状況が到

来すると突如舞台の前面に登場し予言者としての機能をはたすのである．

ワヤンの個々の場面（ラコン）の骨組となっているのは，以上に述べた道化

者と神の化身という 2組のあい異なる登場人物であると言うことができる．多

くの場面は，道化者のまきおこす笑いと混乱と風刺とを横糸とし，神の仮身に

よる神々の意志の実現を縦糸として成立している．

ところで，ワヤンの登場人物の中には道化者でありながら実は神の化身でも

あるというこつの要素を同時にかね備えた人物が幾人か現われてくる．その典

型がセマル（Semar）である．セマルは完全にジャワ起源の人物であると考え

られている．彼は神のこの世における婁の姿として現われ，プンドオ王国の王

子たちの養育者として登場する．しかも彼はこの世での出身は道化者であって
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まことに不自然で醜悪な格好をしており．道化者に似つかわしい愉快な冗談や

仕草を続ける.51) だが時としてそれはサ トリオの全価値体系に対する痛烈な風

刺となる．一方彼は実は偉大な智恵の力を賦与されており，彼がひとたび‘神の

化身として機能するとき（それは，彼の怒りと嘆きを契機としてはじまる）そ

の力を制御しうる者はこの地上には存在しないのである．ワヤンのすべての登

場人物のなかで，セマルほどジャワの庶民に親しまれている人物はない．

ワヤンの中で示され，このセマルとし、う特異な性格において一つに結品して

いる、婁’と、風刺’の精神は，先のスワルディ論文の中で相似形として表出

されていると言うことができょう．スワルディ自身，その生涯にわたってセマ

ルを自らの理想像ないし似姿としてこれに傾倒していた• 52）もっとも，青年ス

ワルディが先の論文を記すに際してセマルのことを明確に意識していたか否か

は明らかではない．これは定かではないにせよ，彼はセマルに象徴される、風

刺’と、宴’という二つのジャワの価値観を，彼自身の時代の局面にてらしそ

れに適応させつつ見事に様式化してみせたのである．

こうしてみると，スワルディは政庁が懸念したようなデッケルの、仲立人グ

であるよりも，むしろジャワ社会の、仲立人’としての役割を果たしたという

ことができる．

以下はスワノレディの論文の翻訳である．論文は次の6種がある オリジナノレ・テキ

ストは入手できなかったが（1）を原文テキストと考えて良いであろう (2), (3), 

(4）はそのインドネシア語訳（なお，（2), (4）は同一である）， (5）はジャワ語訳，

(6）は英訳である なお（1), (2）は白石隆氏（東京大学）の御好意で閲読の機会を

得た記して謝意を表する次第である．

(1） “Als ik eens Nederlander was”（Ki Hadjar Dewantara, Dari Kebangsaan 

Nasional sampai Proklamasi Kemerdekaan, Kenang-kenaπgan Ki Hadjar 

Dawantara, Jakarta. 1952, pp. 250-255) 

(2) “Anrlai Aku seorang Nederlander.…・・” (Ki Hadjar Dewantara, Da, , 

Kebangsaan Nasional sampai Proklamasi Kemerdekaan, Kenang・kenanganK, 

Hadjar Dewantara, Jakarta, 1952, pp. 256-262). 

(3）“Sekira aku seorang Belanda”（M. Balfas. Dr. Tjipto Mangoenkoesoeno. 

pp. 11-15) 
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(4）“Andai aku seorang Nederlander. ..” （Pusara, Yogyakarta,, Vol. 43, No. 

19, 197 4 pp. 373-377) 

(5） “Saupama aku Landa”（Mekar Sari, Yogyakarta. Vol. 3, No. 7, 1959, 

pp. 7-8) 

(6）“If l were a Dutchman" (S. Prastit Scherer, Harmony and Dissonance, 

pp. 298-304) 

（資料）

『もし私がオランダ人であったならば』（全訳）

近頃の新聞紙上には，オランダ独立100周年を祝うための一大祭典を催すことに関する

記事が大々的に報道されている．いうまでもなくこの国のすべての住民は，たとえオラ

ンダが当時の独立諸国のなかでももっとも後塵を拝する国であるといえども，オ ランダ

がきたる11月をもって君主王国として成立してからち ょうど100年が経過したということ

を忘れてはならない

この来たるべき祭典について，その妥当性の観点からいくつかのことを語ることがで

きる この祭典そのものが，オランダ人の父祖たちがその英雄的行為によって創りあげ

た国家に対する彼らの愛国の感情を十分に示すものである．きたる祭典で記念される こ

とは，一世紀前にオランダ人が自らを外国人の支配から解放し彼ら自身の国家を樹立 し

たということであろう．私も祖国の歴史にとって栄光ある日を祝おうとするオランダ人

の愛国心を容易に感ずることができる．何故ならば私もまた愛国者であって，その祖国

を愛しているオランダ人のように，私も私の祖国を筆舌に尽くしがたいほど愛している

からである

そのような大切な民族の日を祝いうるとは，何たるよろこび何たるしあわせであろう

か！ もし私が例え一時たりとも，オランダ人になれたなら，それも，名目上のオランダ

人でなく，すべての外国の支配から解放された、偉大なるオランダ国’の真実の国民に

なれたなら，それは何と楽しいことであろうか．もし来たる 11月の祭典が私の長らく待

ち望んでいた独立式典の日であったならそれは何と愉快なことであろうか．もしそうな

らばオレンジ色のリボンのゆわえられたオランダ王国の三色旗のはためくのを目にする

ことはL、かにうれしいことであろうか 私は声の酒れ尽くすまで、ウィノレヘノレミナ’と

、聖なるオランダの血’の歌をそのメロ ディーが流れるたびに歌いつづけるであろう．

私はその祭典の盛大なことを誇りとし教会で神の慈愛に感謝を捧げ，オランダの力が

この植民地においてもつねに確かなものでありその偉大さが植民地においても確かに維

持されていくようにと神に祈りを捧げるであろう 私はそのためにこの東インドにいる

すべてのオランダ人に寄付を仰ぐであろう．それはたんに式典を祝うためにのみで、なく，

オランダの自由を守ることを目的とするコリンの、海軍強化の計画’を支援するために
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も行なうのである．訟は．．．しかり私は，もし私がオランダ人であったならば，さらに

何を私が行なうか自分ではもはやわからない 何故ならば，私はありとあらゆることが

できると感ずるからである．

しかし，そうではない．もし私がオランダ人であったならば，私にはとてもそういう

ことはできない確かに私は，きたる独立式典ができる限り広範にとり行なわれることを

期待するだろう．しかし私は，この国の住民がその式典に参加することを認めないであ

ろう．そして私はむしろ，その祝祭の場所でわれわれの独立をわれわれが鹿賀している

のを原住民がたとえひとりたりとも自にすることがないように，その場所に垣叡をめぐ

らずであろう

私の考えでは，もしわれわれが（ここでは私は依然として観念上オランタ人なのであ

るが）土着住民に対してわれわれの祖国と民族の独立を祝うようにすすめるならば，そ

れはたんに適切で、ないというだけでなく，見苦しいことでもある．まず何よりもわれわ

れは彼らの名誉心を傷つけることになる 何故ならばわれわれは，現にわれわれが支配

している国でわれわれの独立を祝うからである. 100年前にわれわれは外国人の支配から

解放されたことを飲喜の念で迎えようとしているーそしてそれを今われわれが支配して

し、る人々の自の前で行なおうとしている．彼らもまた，われわれと同様に，彼ら自身の独I

立を祝福する時が訪れることを待ち望んでいるのではないであろうか それとも，われ

われは，これらすべての土着住民はわれわれの統治の結果その独立の精神をまったく喪

失させてしまったとでも考えているのであろうか．もしそう考えているのだとしたら，

われわれは自己欺臓をおかしていることになる．何故ならばすべての民族は例えし、かに

未開であるとしても，すべての植民地支配を拒否するものだからである もし私がオラ

ンダ人であったならば，私はわれわれ自身がその独立を剥奪している国で，独立の祝典

を行なわないであろう．

このように考えてくると，土着民に対して祝典のための寄付を押し付けるということ

は，正しくないばかりでなく適当なことでもない この地で祝典を挙行するという思想

自体がすでに彼らを侮辱して余りあるというのに，われわれはそのためにあまつさえ彼

らのポケットから金を盗み取ろうとしているのだ それはまさに彼らへの精神的物理的

な侮辱である．

この東インドで祭典を行なうことによってわれわれはし、かなる利益を期待しているの。

であろうか．もしそれが民族の歓喜を表明しようとするものであるならば，われわれがそ

れをこの植民地で行なうことはない．それはこの地の人々の心を傷つけるものである．そ

れともわれわれは，政治的権力を誇示しようとするのであろうか．もしそうなら．それ

は，現にこの東インドの地で人々がまさに覚醒しはじめそして自らを組織しはじめた と

きに，その彼らに対してやがて彼らが祝うべき独立の祭典についてその手本を示すこ と

にほかならないのであるから，まったくおろかなことと言わなければならない．それは駒
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われわれが無意識のうちに彼らの将来の独立に対する希望と欲求とを覚醒させることで

ある われわれははからずも彼らに対して次のように叫んでL、る 「みよ いかにしてわ

れわれが自らの独立を祝うかを．独立を愛せ 植民地から解放され．独立を獲得した人

民がいかに幸せであるかをしかと見よ！」

やがて11月がやってきて独立の祝祭が行なわれたならば，オランダの植民者たちはた

いへん危険な政策をとったことになる 私はオランダ人であるといえども，その責任の

一端をになうことを欲しない

だから，もし私がオランタ人で、あったならば，その記念祭典を行なうとし、う要求に対し

て抵抗するであろう 私はあらゆる新聞紙上でそれを行なうと願うことは誤りである と

記すだろう 私はすべての私の仲間たち，オランダ人の植民者に対して，いま独立祝典

を挙行することの危険性を喚起するであろう．私はオランタ人に対して，すでにわれわ

れに従わないという勇気を示しはじめている東インド’の住民たちの感情を傷つけないよ

うに忠告するであろう．私は，持てる力のすべてを，そのために尽くすであろうー

ああ，しかし，・－…私はオランダ人ではない．私は，ただ，熱帯に住む有色人種のひ

とりであり，オランダの植民地の土着民のひとりにすぎない．だから私は，抵抗する こ

とはないであろう

何故ならばもし私が抵抗すれば私はかならず彼らの怒りに触れるであろう．私は私の

国の支配者であるオランダ人を侮辱したとみなされるであろう．それは私の望むところ

ではないし私に許されていることでもない．もし私がオランダ人であったならば，やは

り私もまた東インドの人民を侮蔑することを好まないのではないであろうか

私はまた女王陛下に対して不敬を働いたとして告発されるであろう．そしてそのよう

な行為は，決して容赦されることはないだろうー何故ならば，私は女王陛下につねに忠

誠を尽くすことを義務づけられている植民地の土着民だからである

それゆえに私はそれに抵抗しないであろう その反対に私は祝典に参加するであろうー

そして寄付の徴収が行なわれるならば，例え私の生計費の半分がそのために削られること

になろうとも私はその寄付に応ずるであろう．蘭領東インドの樋民地住民として，わが

主人の国であるオランダ人の独立式典に参加することは，私の義務だからである 私は

また，女王陛下を主として頂くこの国の他の住民たちに対して，その祝典に参加するよ

うにと呼びかけるであろう 何故ならばその祝典は純粋にオランダ人のための祝典であ

り，そしてそうであるにもかかわらず，それに参加することはオランダに対するわれわ

れの忠誠を示す絶好の機会だからである それは何と楽しいことであろうか．神よ，私

がオランダ人でないことに感謝します！

さあもう十分だ，風刺はここまでとしよう．

この論文の冒頭で記したように，オランダ独立の一世紀を祝うという思想はオランダ

人が彼らの也国に対する忠誠心を示す機会を作るということに端を発している そのオ
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ランダ人に対して，彼らが民族の式典を祝うことに関する限り私はL、ささかも嫉視する

いわれはない その際に私の同胞の心を傷つけているのは，ただ，土着住民に対して彼

らがいささかの利益にもあずからない事業のために財政的な負担を負わせるという思怨

そのものである

われわれがその式典に援助を与えることが，いったL、どのような利益をわれわれにも

たらすと言うのであろうか．まったく一文の利益にもならないではないかそれはせいぜ

いのところ，われわれに，われわれがし、まだ独立していないこと，そして，イデンプノレフ

総督がこの地を支配している限りオランタはわれわれに独立を与えることはないであろ

うということを想起させるにすぎない それゆえにわれわれは，例えいかにそれがばか

げたことにみえようとも，その式典を通じて，あらゆる人々にとって自らの独立を想起

すること11一つの義務で‘あるとし、う教訓を得ることになるであろう．

そのゆえに私は，パンドゥンの日刊紙『カウム ・ムダ』および『デ ・エクスプレス』

紙上で唱道された式典に関する思想に特別の関心をそそられるのである．そこでは，土

着の知識人たちが委員会を結成したこと，そして彼らは，式典に際してそれを慶賀する

とともに，統治条令第111条の撤廃と土着民の代表議会の早期実現とを請願する電報を女

王にあてて送るということを計画していることが明らかにされたのである．

これらの請願の成果，とりわけその最後の項目に関して私はここで論じないほうが良

いであろう それがもっ意味はまことに大きくまた重要なものである そこに意図され

ている強固な要請は，それ自体現在まで政治問題について民衆が論議する権利はまった

く与えられていないことに対する抵抗となっている 換言すれば，われわれは自らの解

放を願うとしづ権利を失っているということである いまその独立記念の式典を予定し

ているオランダ人のように，独立を愛する民衆はその委員会の請願の正当性を承認しな

ければならない．

代表議会を形成するとし、う提案に関して言えば，この提案が明示していることはその

方法がどのようなものになるにせよ，民衆に言論の自由と参政権とを与えるということ

である それはきわめて必要なことである 東インドの住民が完全に目覚め，そして彼

らが急速に成長したという時がやってきたなら，その時，いまはまだ植民地の住民であ

る彼らが彼らの主人を追放する可能性があることをよく考えてみる必要があるだろう．

その時，どのようになるであろうか 実際，やがて4,000万の人々が目覚め，そして彼ら

が， 、人民代表’と称されているオランダ下院の 100名の議員に対して正義を要求した

ら，どうなるであろうか．そういう危機が訪れたとき，彼らはたちまち降伏を欲するであ

ろうか

ほんとうをいえば，先の委員会が代表議会を要求するというのは少々奇妙なことであ

る．目下のところ蘭領東インドの値民地政府は，いやいやながらであるとはいえ，われ

われの内の幾人かを指名してこれをわれわれの代表とみなし彼らを、植民地委員会’の
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委 員ないし、各地区委員’の委員に任命することによって，代表機関の成立を認めてい

る そこに先の委員会が結成され一つの強烈な提案を行なおうとしているのである す

なわちそれは，代表議会の成立というま さにそのこ とである

思うに委員会の主な意図は抵抗の姿勢を示すことにあって，やがてその成果がどうな

るかについて考慮しているのではない オランタ民族がその独立の記念式典を行なおう

とするまさにその当日に，委員会がオランダ女王に対して 4,000万人の民衆に対するオ

ラン ダの植民地支配を終らせるようにと要請することは，実に興味深いことではないで

あろうか それこそ，いま現に進行しつつある独立の祝典を挙行しようとする考えと態

度から生み出された一つの反応なのである

ほんとうに，もし私がオランダ人であったならば，私はいまだ循民地である国で独立

の記念式典を祝うことはないであろう．その前に，先ず私はわれわれが支配している民

衆に独立を与え，そしてその後ではじめてわれわれの独立式典を祝うであろう
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ウトモ研究およびプラステ ィティ の研究の成果とを用いて， ワヒディンとストモの出合いを考察

しもって世紀初頭の民族主義主義者にとって民族主義が彼らの 「あけぼ．の」となりえた理由を

洞察したすぐれた論稿として，次のものがある Benedict O・G.Anderson, A Time of Dark-
ness and a Time of Light: Transposititon in Early Indonesian Nationalist Thought, Paper 

for the Congress of Human Sciences at Mexico City, 1976 

7) 「東インド党」 の成立当時の状況とその綱領ならびにそれに対する政府の対応等については前
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述のVander Veurの論稿の他に次のものが資料を・周到に用いて詳説している Abdurrachman 

Snrjomihardjo，“An Analysis of Suwardi Surjaningrat’S Ideals and National-Revolutionary 

Actions [1913-1922〕J’MadjalahIlmu-ilmu Sastγa Indonesia, Jld. II. No. 3, 1964, pp. 

371-406. 

8) チプトの略伝には先のプラスティティの研究の他に次の伝記がある M. Balfas, Dr Tjipto 

Mangoenkoesoemo, Demok日 tSedjati, Jakarta/ Amsterdam. 1952 

9) S. Prastiti Scherer, op. cit., p. 102 

10) R. Soetomo, op. cit., pp. 82-85. なおストモはこの回想記の中で，チプトが盟友グナワンの

死で悲嘆にくれていた1929年当時にそのストモを評して 「まるでワヤンの人形が人形遣い（ダー

ラン）に先立たれたような有様だ」とのべたことを伝えている．（同書95ベージ）ストモはその

比喰を「言い得て妙」と述俊しているがそれにしてもチプトの批評はストモの胸にきびしくこた

えた様子がうかがえる

11) この間の事情は永積の前掲替のいずれにも詳説されている．

12) スワノレディの略歴はプラスティティによる. S. Prastiti Scherer, op. cit., pp. 60-64. 

13) 事件の概要は当時のプリアンヶ・ノレ州理事官ないし冨I］理事宮，パン ドヮン地区検察官，東インド

問題顧問官らの総笹宛公｛言，ならびに総督の本国宛公｛言等によった．これらの公信は Mailrapport

と呼；まれ年号と番号が付せられている また同種の問題を扱っている Mailrapportは 「一件書

類」（Verbaal）としてまとめられている Verbaalにはそれが綴られた日付が付せられている

本稿では先ず Mailrapportの年号 ・番号を記し次にそれが何れかの Verbaalに含まれている易

合にはその Verbaalの日付を記載する．

14) Mailr. No. 1695/1913 (Verbaal 25 September 1913, No. 56). 

これらの会員：の内，副議長のスヤティマン・スルヨクスモは当時 B.0. W (Burgerlijke 

Open bare Wer ken）の監督官であったとされているが，この B.0. W（公共事業局）の監督官はス

タットモ・スノレヨクスモ（SoetatmoSoerjokoe叩 emo）と しても記されている. R. C. Kwantes 

(ed.). De Ontwikkeling van de Nationalistische Beweging in Nederlandsth-lndie. 

Groningen, 1975 p. 622. 

いずれにせよ，このスヤティマンが後のスタットモースノレヨタスモ（1888～1924）と同一人物

であることはおそらく間違いないであろう スタットモはスワノレディと同じパク アラム家の出

身であり後 1918年以降「再建」（Wederopbouw）というオラソダ語の雑誌、を主宰しさらに 1920

年代初頭にジョ Pジャカノレタで結成された 「スラサ クリオン」としづ団体に入会さらに1922年

以降「タマγ ーシスワ」の議長に就任している．スタットモはこのように生涯の大半をスワノレデ

ィと行をと もにしているが，その彼が1913年当時すでにこの委員会に参加していることは大変興

味深い．次に会計のウィグニャディサストラは当時『カウム・ムダ』 (Kaoem Moeda）紙の編

集長をつとめていた． 彼はまた教師であった 一方1919年まで， 中央イスラム同盟の委員でも

あった． スラジャ夫人については不明である． ノレムは原住民の医師であった． アプドゥノレ ム

イス（1890～1959）は当時『ヒンディア・サレカット』 (Hindia Sarekat）誌の編集者であった

がイスラム同盟パンドク ン支部の書記を兼任していた．彼は西スマトラの出身であり，イスラム

同盟の有力なメンパーとして活躍した． しかし彼の才能は文筆活動で発揮されとくに 1928年に

『誤った教育』｛SalahAsuhan）を発表し， 現代 ｛ ＇／ドネシア文学の先駆者のひとりと して名声

を高めた．

15) Mailr. No. 1596/1913 (Verbaal 25 September 1913, No. 56) 

なお「統治条令」第111条の全文は，次の通りである．

（第1項）土着住民の結社及び集会の権利はこれを認める

（第2項）この編利の遂行にあたっては，公共の秩序の必要から，条令においてこれを監督ま

た制限する.W. A. Engelbrecht (ed), De Wetboeken Wetten en Verordeningen B四 evens

de Voorlo戸geGrondwet van de h仰 bliekIndonesie, Leider】， 1956.p. 216. 
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この規定により，政府は「公共の秩序の必要」から集会，結社を禁ずることでができた．

16) Mailr. No. 1596/1913. (Verbaal 25 September 1913, No. 56). 

17) アプドゥル ムイスがこの論文を翻訳したいきさつは，先ずスワノレディがオランダ語の原稿を

示してその翻訳を依頼したが，彼はそれをー銃後内容の過激なことに怖れをなしてこれを拒んだ

という その後，チプトがムイスに対し「心配するな，一切の責任は私がとる」と述べて彼を説

得して翻訳に踏み切らせたという（M.Balfas, op. cit., p. 18）.またこの論文が出版されると

同時に，先の 7名の委員の内チプト，スワノレデh ムイ；＜.を除く 4名の委員はそこから「よぎな

い事情のために」離脱した旨が「現住民委員会」自身によって公表された 〔Mailr.No 1695/ 

1913 (Verbnal 25 September 1913, No. 56）〕さらにムイスも 7月末に逮捕される とともにスワ

ルディとチプトに文書で「もはやあなた方の今のやり方について行けなし、」旨を述べて離脱する

ことを明らかにした． その中でムイスはスワノレディに対しては彼の意のあるところをチプトに伝

えてほしい旨を懇願し，チプトに対してはその激情性をとがめている〔Mailr. No. 1618/1913 

(Verbaal 25 September 1913, No. 56｝〕

この閣の事情は，チプトとスワノレディ が当時の進歩的な青年たもの目にさえいかに過激に映じ

ていたかを物語っている．

18) Mailr. No. 1596/1913 {Verbaal 25 September 1913, No. 56). 

19) Mailr. No. 1695/1913 (Verbaal 25 September 1913, No. 56）ーなおこの小文のイ γドネvア

語訳は次のものに全文掲載されている. M. Balfas, op. cit. pp. 22・24.

20) このインドネシア語訳もパルプ ァスの『チプト伝』に掲載されている. M. Balfas, op. cit., 

pp. 22-24. 

21) アプドクル ・ムイスが逮捕されたのは，彼が「委員会」の委員であったことによる．またウィ

グニャディサストラは彼の主宰する『カウム・ムダ』紙に「原住民委員会」関係の記事を載せて

し、Tこことによる．

22) Mai Ir. No. 1596/1913 (Verbaal 25 September 1913, No. 56}. 

23) Mailr. No. 1618/1913 (Verbaal 25 Spetember 1913, No. 56). 

一方，チプトの弟グナワンも， 8月2日に彼の勤務地であったベンクルーからチプト宛に「原

住民委員会」の活動は正しい あなたの活動が結実することを民衆は切望している」と打電した

〔Mailr.No. 1618/1913 {Verbaal 25 September 1913, No. 56）〕ーそのチプトは，スマランの

父にあてて「私の人生の任務がし、まはじまったところだ．きようなら」と打電したという (M. 

Balfas, op. cit., p. 1）.また，スワノレディの妻は8月3日に，パクーアラム家のパγゲラン・ス

ノレヨデイニングラッ トは8月2日にそれぞれ総督に打電しスワノレディに寛大な措置をとるよう懇

願した（Mailr.No. 1641/1913 (Verbaal 25 September 1913, No. 56）ユ

24) Marilr. No. 1694/1913 {Verbaal 25 September 1913, No. 56). 

25) 東インド評議会は総督の諮問機関として植民地問題の最重要事項を審議するために設置された

ものである その詳細は『蘭印百科辞典』 D.G. Stibbe (ed.), Encyclopaedia van Nedrland-

sch-Indie, Haag-Leiden, 1919, pp. 523-526に記されている．

26) これは5項よりなるがその骨子は総督は自らの判断である人物の居住地を特定の地域に指定し，

あるいはある人物が特定の地域に居住することを禁止しうると定めたものである W.A. Engel-

brecht (ed.) op. cit., p. 193. 

27) S. L. van der Wal {ed目）, De opkomst四 nde Nationalistische Beweglng in Nederlands-

Indie, Een Bronpublicatie, Groningen, 1967, pp. 326-329 

28) 政府がこの特例を認めたのは，デッケノレが法律上オラγダ人であり，チプトがかつてベスト撲

滅のために貢献したとL、う功績があり．またスワノレディはパク・アラム家に速なる貴族であると

いう事情を考慮したためと考えられる スワノレディに対しては総督の恩赦を求める要請が，プデ

ィ・ウトモの指導者からなされており，先のパク ・アラム家からの電報とともに，スワノレディを

他の 2名（デヲケノレおよびチプ ト）から区別するようにとの意向は．ジャワ人の側に強く存在し
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ていたよ うである（c,.Prastiti Scherer, op. cit., pp. 75・76) 一方，チプトに対する評判はジャ

ワ人の指導層，ことにジョクジャカノレタのプリヤイの間では悪かったと報告されているが，オラ

ンポ人の聞ではチプトを評価する者ないし彼の友人が何人かいたようである（Vander Wal, 

op. cit., pp. 336, 339-340) 後にスワノレディがジャワへの「回帰」を強めるのに対しチプトが

オラソダ的な思考様式に傾斜していく事実とてらし合わせるとこれは興味深い点である

29) Mailr. No. 1695/1913 (Verbaal 25 September 1913, No. 56) 

30) 当初パン ドゥン地区の検査官はスワノレディの論文を「オラ ンダの権威をおとしめ束インドの諾

住民間に敵対感を煽る」ことを禁止した出版条令の第26条に違反するとのこ とでこの論文を押収

した この条令の違反者は 1カ月ないし12カ月の懲役ならびに10ギルダーないし 500キツレダーの

科料を受けることが規定されている〔Mailr.No. 1695/1913 (Verbaal 25 September 1913, No 

56）〕

31) M. Balfas, op. cit., p. 56. 

32) Soewardi Soerjaningrat，“Vrijheidsherdenking en Vrijheidsberooving”（Douwes Dekker, 

Tjipto Mangoenkoesoemo, Soewardi Soerjaningrat, Mijmeringan van lndiers over Hollands 

Feestvierderji in de K olonie, Schiedam, 1913, p. 8). 

33) Van der Wal. op. cit., p. 311 

34) Ibid., p. 320 

35) 当時のオラソダ人の対デッケノレ観は，ヴァソ ・ニーノレのデッ ケノレ評にそのまま反映している．

彼はそこでデッケノレを神経質でエゴイ λティックでムノレタ トゥリへの劣等感にみちていた人物と

評している （Van Niel, Robert, The E例 ergenceof the Modern Indonesian Elite, The 

Hagaue, 1960, pp. 62-63). 

36} Van der Wal, op. cit., pp. 355-357 

37J Ibid., p. 340. 

38) Mai Ir. No. 1596/1913 (Verbaal 25 September 1913, No. 56). 

39) Mailr. No. 1618/1913 (Verbaal 25 September 1913, No. 56). 

40) Mailr. No. 1695/1913 (Verbaal 25 September 1913, No. 56). 

41) 二つのジャワ語の成句とは，一つは， ＂Raw長 rawerantas, malang malang putung”であり，

もう一つは聖なる“Kalimasada”というものであった 前者は「すべての困難は必ず克服されるJ
とLヴ 格言であり後者は，ワヤンの登場人物の内もっとも聖なる人物とされているユディスティ

ロが所有している宇宙の秘蹟について記されている書物の名である とのカリモソドを開いたも

のはいまだかつて君主ひとりとしていないと考えられている. 16世紀にイスラムが中ジャワで布教

し始められた頃，布教師たちはコ ーラ ンこそそのカ リモソドのこ とであるとしてイスラムの宣教

の効果をあげたという ．

42) ヤンセン理事宮は，「デッ ケノレこそもっと も危険な人物である」と報告している 〔Mailr.No. 

1618/1913 (Verbaal 25 September 1913, No. 56）〕。

43) このことは，彼らに対する適用法が出版条令第26条から統治法第47条へと変更されたことにも

うかがえる．なお，この経過は次に詳しい （Vander Wal, op. cit., p. 321) 

44) Mailr. No. 1695/1913 (Verbaal 25 September 1913, No. 56）〕

45) この手法は小説『マックス ・ハーフエラーノレ』において， 語り手の知人の体験を語り手が別の

人に託して記してもらう という，キノレケゴーノレ的な設定で物語が展開されながら，最後の数ベー

ジに至ってその複雑な道具立てをすべて打破して，真の作者ムノレタ トクリ が素顔で現われ，オラ

ンダ王に対して詰問するとL、う手法を想起させる しかし小説 『マックス・ハーフエラーノレ』が

スワノレディにどのような影響を与えたかは明らかではない．

i6) zakelikheid は字義通りには，zaak（事物，事実，客体等）にかかわる行動様式思考様式を表

現する場合に用いられ，とく にそれは，その様式が zaakに却している場合の性格や態度を合

意するものとして用いられる マックス・ウェーパーが近代官僚制の特質としてあげた引合理
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性”の概念と近似しているが，zakelikheid はも司と広く，しばしば，オランダ人が自らの民族

的特性を語る場合に引き合いに出される．したがって， 適当な訳語がさ し当たり見出せないので

原語のまま用いる なお，アγ ダーソ ンはこの用語が合意している概念はオランダに独自なもの

であり英語にもその適当な対応諮は見出せないと述べている. B. 0’G. Anderson，“Japan, The 

Light of Asia，＇’ J. Silverstein (ed.) Southeast Asia in World War II, New Haven, 1966, 

p. 36. 

47) スワノレディへの訊問に際して論文の内容に触れる訊問はまったく行なわれていない

48) M. Balfas, op. ciι，pp. 1-24. 

49) オラ ンダ＝イ ン ドヰシア両国間の文化協定にもとづくイ γ ドネシア側の活動に批判と勧告をす

るに際して，オラ ンダ人レネスは 「もし私がイγ ドネシア人であったならば」という仮定で独立

国イ ンドヰシアに対して発言する継利を，かつてスワノレテ．ィが与えてくれたと述べている これ

はこのタイトルがオランダ人に今日なお記憶にとどめられていること，またそれがどのような形

で記憶にとどめられているかを示す一例である. Bernard Renes, "Het Hoger Onderwijs in 

Indonesie: Mogelijkheden en Beperkingen，” Overzicht, Vol. V, No. 9, 1976, pp. 32・39.

50) 以下のワヤンに関する記述は次のものによる ところが多い．

B. o・ G. Anderson, Mythology and the Tolerance of the Javanese, Cornell Monograph 

Series, 1965. 

Pak Hardjowirogo, ~-edjarah Wa;ang Purwa, Jakarta, 1968. 

B. 0’G Anderson, "The Idea of Power in Javanese Culture，” Claire Holt (ed.) Culture 

and Politics in Indonesia, Ithaca, 1972. 

51) セマルは，肥満体でとくに胸と尻は飛び抜けて大きい 男の着物を着ているが女のような化粧

をしている 顔は男とも女とも判じ難い

52) スワノレディが生前に執務した室内の机の背後の壁にはセマノレの絵が掛けられている（ジョク

ジャ カノレタ市の「タマン・シスワ」本部） この遺室を管理しているスハノレ ト氏によれば，セマノレ

こそスワノレディがもっとも愛した人物であったという（筆者とのインタビュ ー， 1975年 5月19日｝．

（土屋健治）
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ASEANにおける政治協力の制度化

はじめに

1976, 77両年首脳会談を催したことによって ASEAN(The Association of 

:South-East Asian Nations ：東南アジア諸国連合〉は設立後 10年を経て一つの大

きな節目を迎え，東南アジアの政治を語る上で無視できない存在になった．

地域協力機構としての ASEANに対する認識は，従来は少数の例外を除い

て，消極的な評価と悲観的な見通しとから構成されていた.1) この傾向が，性

急な結論を避けながらも，ASEANを積極的に評価する方向に変化し始めたの

も， 1976一77年の節目を境にしてのことであった．幻同時に ASEAN認識につ

いても三つのコンセンサスが成立する方向に向った．むその第ーは，政治協力

を実際的経済協力の窮極目標 とみなすか政治協力と経済協力を二本の柱とみ

なすかとL、う程度の差こそあれ， ASEANの政治的側面が重要な意味を持っ

ているとし、う認識である．第二は，協力が実質的に始まるのは1971年以降であ

り，それ以前には見るべきものもなく，しかも協力が本格化するのは75, 76年

前後からであるという ASEAN協力の発展段階的認識である．最後の認識は，

ASEANの協力は大国を始めとする域外国際環境に大きく依存しているという

点である．

以上の収数しつつある ASEAN認識が定説となる前に，それらを再検討す

ることが本稿の目的である．まず第一点に関して言えば，重要であるはずの

ASEANの政治的側面は今日に至るまで実証的かつ体系的に分析されたことが

なかった．問題の重要性と研究の欠如とのギャップをいくらかでも埋める必要

がある．第二点に関しては，そのような ASEANの協力の発展説が実証的分

析に耐え得るかどうか検証する必要がある. ASEANの協力， 特に政治協力は
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その初期から一貫してなされてきたという仮説を対置したい．第三点に関して

は，国際環境要因を強調しすぎてはいないだろうか. ASEAN内部の自律的な

活動による協力推進が果して無視できる程度のものかどうか確める必要があ

る．

以上の問題点に答えるべく，本稿では政治協力が ASEANにL、かに定着し

ていったか，すなわち政治協力の制度化の過程を明らかにしたい．具体的にはト

(1) ASEANの最初の10年間， 1967一77年の期間について，（2）最高政策決定機関

である外務大臣会議の活動に焦点をしぼって，（3）構造と実際活動の二側面の安

定性と変化とに着目 して， ASEANにおける政治協力の制度化を議論する．本

稿の作業によって，機構の静的分析や事例中心の分析では解明され得なかった，．

動的で一貫性のある時系列が明らかになり，将来なされるべき動的要因分析の

一助になれば， ASEANの新たな社会科学的研究の方向を示唆できるである！

う．

本稿の構成は，まず本論に入る準備として，次節（IT）で ASEANにおける

政治と外相会議の位置づけと分析概念の整理とをしておく．本論では外相会議

に焦点をしぼって ASEANの実際の活動における政治協力の制度化を考察する，

Eでは機構の側面から， Nでは行動の側面から，議論を進める.Vでは制度化

から見た ASEANの時代区分論をあっかう．最後（羽；）に結論を提出し，討論をー

加える．

n 準備的考察

1 ASEANにおける政治協力の位置 1967年8月にインドネシア，マレ

ーシア，フィ リピン，シンガポール，タイの 5カ国によって結成された ASEAN'

が政治協力をどう位置づけているかは ASEANの本質を規e定する大きな問題守

であった．これをどうとらえるかは，従来二つのアプローチがあった．第ーは

組織，特に ASEAN 設立宣言，の分析である．まず，宣言の前文に相当する

部分では次のように地域の安全保障について述べられている.4) 
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東南アジア諸国聞に相互利益と共通の問題が存在することに留意し，現

存の地域的団結と協力を更に強化する必要を確信し，

平等と連帯の精神によって東南アジアにおける地域的協力を促進する共

同行動のための確固と した基礎をうち立て，もって域内の平和，進歩及び

発展に寄与することを希求し，

（中略）

東南アジア諸国は，域内の経済的 ・社会的安定の強化と諸国の平和的 ・

進歩的発展に主要な責任を有し，し、かなる形，あるいは言明であれ，外部

からの干渉に対しては， 諸国民の理想と希望とに従い，国民的一致を守る

ため，その安定と安全とを確保すべく決心していることを考慮し，

すべて外国の基地は，暫定的なものであり，関係国の同意表明によって

のみ維持され，域内諸国の国家的独立と自由とを直接又は間接に破壊し，

あるいは諸国の秩序ある発展を阻害する目的で使用されるべきではないこ

とを確認し，

（以下，宣言本文に続く）．

ところが，このように政治的に極めて重要な目標を設定しながらも， ASEAN

そのものの具体的活動の目的と して掲げられた7項目のうち，政治に関係して

いるものは第二項目の，

2 域内諸国関係における正義と法の支配を尊重し，国連憲章の諸原則を

支持し，もって域内の平和と安定を促進する．

とし、う抽象的なもののみであった．このような特徴から， ASEANは政治的理

念に奉仕する経済協力機構であるというとらえ方も可能になる．しかしまた，

同じ分析手続きを経て，上の結論とは正反対に， ASEANは経済協力を目的と

する機構であるとしづ結論を得ることも可能である．

現実に ASEANの政治協力についてコンセンサスができてきたのは，第二

のアプローチ，すなわち実際の活動を分析することによってであった．具体的

には 1971年のクアラ・ルンプル宣言， 73年のベトナム和平問題仲介の動きな

ど， ASEAN の政治活動を無視できなくなり， 76年の第一回首脳会談を評価
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するにあたって政治協力の重要性に対する認識が定着したのである. 1970年代

末になって，ょうやく ASEANを政治的協商（political entente）として見直

したり〔Morrison& Suhrke 1978: 272-275〕， ASEANの安全保障戦略を議論し

たり〔黒柳 1979〕できるようになった．

ASEANの活動を担う組織は，当初，構成田の圏内事務局，常務委員会，主

題別の各種委員会，外相会議の 4種類であった.S) 1975年以来 ASEANは機構

上大きな変革を遂げるが，外相会議は67年以来引き続いて最も重要で、あ り，特

に毎年開催される定例外相会議は最高政策決定機関である.ASEAN設立宣言

には，年次定例会議の他に，必要に応じて特別外相会議を招集できる ことが明

記されている．

政治協力を分析する際忘れてはならないのが，上記2種の外相会議に加えて，

第三のタイプの外相会議である．これは形式上， ASEAN諸国の外相が非公式

に聞く会議であり， ASEANの枠外の外相会議である．しかし，このタイプの

外相会議は ASEANの機構に大きく依存している． 後で詳 しく論ずるが，年

次定例会議に ASEAN諸国の外相が全員集まった折に非公式会議も開催され

る程密着しているのである．このタイプを事実上の ASEAN外相会議とみな

して，本稿の考察の範囲に含める ことにする．

経済協力ならば ASEAN設立宣言の規定に即して臨時委員会や常設委員会

を設置して，そこで実務がなされ，外相会議は委員会活動の了承と大方針の決

定とを行なえば良L、かも知れない．しかし政治協力に関しては手足となる実務

機関は形式上設置できない．訂 したがって外相会議が実務的な政治協力の場と

なる傾向がある．さらに， ASEANの政治協力の重要な要素は政府首脳レベル

の政治的協議である．また，政治協力に限らず，重要決定は必ず外相会議でな

される．こうした点から見て， ASEANの政治協力を論ずるには，最も重要な

外相会議にまず焦点を合わせなければならない.7) 

2 「協力」と「制度化」 本稿で用いられる重要な二つの分析概念につい

て，本論に入る前に説明しておこう． 第ーは「協力」である．国際関係は紛争

と協力のスベクトルとして巨視的にとらえられるが， 歴史的に協力よりも紛争
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が目立ちがちだったために，必ずしも明瞭な協力ではなくとも協力の範囲に含

まれる関係がある．国家の対外行動の分類（たとえば 〔McClelland& Hoggard 

1969〕）においても，東南アジア地域の国際協力の研究（たとえば〔Somsakdi

1973〕）においても，協力とみなされる行動や関係は，協議や意見交換のよう

な相手との接触自体を含んでいるのである．

本稿における協力の概念も以上のような国際関係論における概念に従ってい

る．まず，最狭義の「協力」として，文字通りの協力，すなわち共同行動ない

し集団行動を考える．次に，この定義の前提となるようなそれより広義の第二

の「協力」として合意を考える．「合意」には条約や協定のような法的拘束力

のある合意も宣言のような実質的合意の表明も含まれるものとする．古典的

だが，同盟の締結は「合意」であり，それに基づいた共同作戦は「共同行動」

である．最後に以上の二つの概念の前提となる最広義の「協力」として協議を

考える． 「協議」は，何らかの共通の目標をめざして関係国が意見を交換し，

相互に理解を深め，もし可能ならば目標を実現する方向で「合意」や「共同行

動」に発展するような行動である．したがって，必ずしも目標が達成されなく

とも，あるいは意見の一致を見なくとも，協議したこと自体が協力の一つの現

われとみなされるのである．

最広義の「協力」をまず利用して， ASEANの政治協力を分析するのは三つ

の理由から正当化できる．第ーに，本稿の課題は政治協力と呼べるような活動

があるか否か，もしあるならいつからか，とL、う根本的な問題に答えることで

ある．第二に，そのようなことが問題になること自体， ASEANにおける政治

協力が低いレベルのそれで、あり，したがってできるだけ広義の「協力」で分析

する必要があることを暗示している．第三に，「共同行動」のような高いレベ

ルの「協力」が存在したとしても，それはその前提となる「協議」によって検

知されているはずである．以上のような理由から，政治協力を初めて体系的に

考察しようとする本稿では，最広義の定義である「協議」を採用している．

第二の概念は「制度化」である．国際関係論における「制度」とは，国際社

会の行為主体の行動や役割の秩序づけられた集合で、ある．それが存在する結果
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として，ある程度の確かさで予測できるような安定した組織や活動を観察する

ことができる．行動や役割を「制度化」するということは，秩序も規則性もな

い非形式的な行動や役割を，より秩序づけられ規則性が見出される形式的なも

のに変えることである．

国際関係論において「制度化」は二つの側面から検討される．第ーは，機構

とし、ぅ形式的な枠組の整備である．この意味で， ASEANの成立と存続自体が

構成 5カ国の地域協力の制度化の一つの現われである.ASEANにおける政治

協力の機構上の制度化とは，政治協力を可能にし実現していくための機構が

ASEANの枠内に整備されてL、〈過程である． もう一つの側面は，行為主体の

実際の活動が，安定した規則性を獲得してL、く過程である. ASEANについて

言えば，その活動の中で偶然ないし散発的であった政治協力が規則的なものに

定着してし、 く過程である．

機構の整備と活動の規則化とが進む中で，全体的統ーを失わずに，特定の機

関が特定の活動を担うようになる過程を「分化」と呼ぶ．分化は制度化の顕著

な現われの一つである．本稿においても，政治協力の制度化を機構の整備と活

動の規則化の両側面から分析すると ともに，「分化」が観察され得るかどうかも

検討したい．

m 政治協力の制度化（1）：機構における

1 第二固定例会議における非公式会議 1968年8月6,7の両日， クャ

カルタで第二固定例外相会議が聞かれた．この会議後の共同声明（jointcomm-

unique）を読む限札そこでは実務的な経済協力のみが討議された印象を受け

る．

しかし 2日目に非公開の非公式会議が催されて，その場で重要な地域安全保

障の問題が話し合われた．パリにおけるベトナム和平会談の見通し，イギリス

軍の1971年までにスエズ以東から撤退する計画がマレーシア．シンガポールに

及ぼす影響，東南アジアにおけるアメ リカ軍駐留問題，核拡散防止条約調印問
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題などが協議の内容に含まれており，外相聞で意見の交換がなされた〔Bang-

kok Post（以下BPと略す） 8月9日付〕，〔StraitsTimes 8月 9日付〕. ASEAN諸国

の政治協力はこのようにして第一歩が踏み出された．

この非公式会議で安全保障の具体的な問題で合意が見られたかどうかは資料

的には明らかでないが，将来の問題として，極めて重要な合意ができた．これ

は， ASEAN地域の安全が脅かされる ような緊急な事態が生じたときには非公

式かつ緊急に会議を招集することが合意され，しかもそれは政府首脳レベルの

会議をも予想していた〔BPS月9日付〕．ただ，ここで注意する必要があるのは，

必要に応じた非公式会議開催を提案したタイのタナット外相がどのような脅威

を念頭に置いていたかとし、う問題である．非公式会議で取り上げられたような

安全保障問題があったことは否定できないだろう．しかし，サバをめぐって再

燃したマレーシアとフィリピンとの聞の，険悪化しつつあった対立も同時にタ

ナットが考えていた可能性も十分ある.8) 

2 パンセン非公式会議 1968年 11月マレーシア，フィリピン両国は互

いに大使館員を引き揚げて，大使館は閉鎖される事態に発展した．これを解決

すべく， タナットは 12月11～14日にノくンコクで ECAFEの第三回アジア経済

協力閣僚会議が聞かれる際，ラモス ・フィリピン外相とラサ’ク・マレーシア副

首相が釆タイする機会を利用して，非公式の ASEAN外相会議を聞くことを計

画した. 12月12日，当初予定外であったマ リク・インドネシア外相とラジャラ

トナム・シンガポール外相が相次いでバンコクに到着したが，マレーシアが最

後まで消極的であったために，会談場所はおろか開催するか否かさえ決定され

ていなかった〔BP12月13日付〕．

結局， ECAFEの会議が終了後， 14日にパンコク近郊のパンセンで非公式会

議は聞かれた．会議開催を計画したタナッ トは， ASEAN諸国の外相の関心が

あるのは地域の平和 ・発展 ・安定と相互理解とであると述べるだけで，サパ問

題が取り上げられることを明言するのは避けた〔BP12月 15日付〕． しかしこの

会議でサノ〈問題が中心議題となったのは当然で、あり．紛争当事国代表は他の

ASEAN外相らと協議を重ねながら，会議終了後の報道発表では，相互に理解
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し和解を進めることを確認し合ったので、ある．

定例会議以外にも非公式に ASEAN諸国の外相会議を開催できる ことについ

て合意ができてからわずか 4カ月後，こうしてそれが実現することになった．

地域協力推進のためのはずの非公式外相会議が内部紛争のために初めて聞かれ

たのは皮肉と言えないこともない．しかし紛争解決をめざす協議が国際関係に

おける重要な政治協力であることを思い出すと，この種の協力が ASEANとい

う枠組を利用してなされたことは重要な意味を持っていたので‘ある．

マレーシアとフィリピンの和解は ASEANの第三固定例外相会議の初日

(1969年12月16日）に発表された．

3 クアラ・ルンプル外相会議一一一いわゆる第一回特別外相会議 1971年

11月26, 27日の両日 ASEAN諸国の外相は，前月ニューヨークでの非公式会

議の合意を受けて， クアラ ・ノレンフ．ルに集まり，東南アジアを平和自由中立地

帯とする宣言 （クアラ ・ルンプル宣言，中立地帯宣言）を発表した.9）これが

今日， 第一回特別外相会議と称されているものである．この政治的意味に満ち

た宣言を発表したこと自体，検討すべき重要な出来事であるが，政治協力の制

度化という観点から見たこの会議の重要性は，いったL、どこにあるのであろう

台、一

この問題の要は，会議が設立宣言に規定されている特別会議のタイプかどう

かとい う点である．まず，会議の共同声明にも，宣言文にも，この会議が

ASEANの特別外相会議として開催されたと明記されていない． また当時の

ASEAN諸国政府の文書にも，新聞報道等にも，この会議を特別外相会議と称

している例は見当らない．表現形式は，「ASEAN構成諸国の外務大臣会議」

であり， 68年 12月の非公式会議の名称と同じなのである．したがって， 1971

年 11月当時においては，会議は非公式であり，クアラ ・ルンプル宣言は

ASEANのではなく ASEAN諸国の宣言であったと言える．

ところが翌年7月に再び非公式会議が聞かれると，それを第二回特別外相会

議と呼び，71年 11月の会議を第一回とみなすようになるのである.IO) 1976年

前後になると， ASEAN諸国政府の刊行物の中にも， 1971年11月以降の非公式
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会議の一部もしくは全部を特別会議とし、う呼称で表現するものが現われてぐ

る．山実際に，会議自体の文章で特別会議と明記したものは第一回首脳会議一

周年記念の会議（1977年2月，いわゆる第四回特別会議）が最初である．

結局， 1971年 11月の外相会議の意義は，非公式会議であったにも拘らず，

第一回特別外相会議と後日みなされるようになった点にある．政治協力は

ASEANの枠外の非公式なものであるという ASEANの立場は ASEAN諸国

自らが非公式会議を ASEANの特別会議と位置づけるようになることによって，

説得力を持たなくなった．換言すれば， ASEANの外相会議と ASEAN諸国の

外相会議との差が実質上なくなったことを意味している．したがって，この非

公式会議に即して設立された中立化問題を扱う ASEAN諸国の高官委員会が

ASEANの委員会として理解されたのも当然であった．

クアラ・ルンブ．ル宣言と L、う政治的に非常に重要な外向けの意思表示を公に

したために， ASEANの枠外の非公式会議を通じての政治協力が実は ASEAN

の枠内の協力であることを自他共に認める発端になったのである．

4 第五固定例会議における非公式会議 1972年4月13,14両日シンガポ

ールの第五固定例会議が開催された際， 5カ国外相は再び非公式会議を聞き，

その場で，以後最低限 l年に 1回は定期的に ASEAN諸国の外相が集まって，

地域に影響を及ぼすような国際問題について協議することに合意した．ここに，

政治協力のための非公式な外相会議の定例化が決定されたのである．

この合意に基づいて開催された非公式外相会議は次の通りである．

72年7月13～14日 マニラ（し、わゆる第二回特別会議）

73年2月15日 クアラ・ルンフ．ノレ（し、わゆる第三回特別会議）

73年4月17日 パタヤ（第六固定例会議の際）

74年5月8日 ジャカルタ（第七固定例会議の際）

75年 5月14日 クアラ ・ルンフ．ル（第八回定例会議の際）

76年6月25日 マニラ（第九固定例会議の際）

77年7月6～7日 シンガポール（第十固定例会議の際）

非公式会議の定例化が決定された第五固定例会議から第六固定例会議までのー
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年間に二つの非公式会議 （1,、ずれも特別会議と称されている）が聞かれている．

これらは，緊急な課題として浮かび上がったベトナム和平を最重要議題とする

ものであった． 結果的には特に貢献しなかったものの， ASEAN諸国が域外の

問題について積極的な政治協力を始めたことを示唆している．

また，非公式会議と特別会議との区別が無意味になったことは前項で‘述べた

が，それが定着するのが，この定例化した一連の非公式会議の開催によってで

ある. 1971年 11月のクアラ ・ルンフ。ル外相会議に続く，いわゆる第二回，第

三回の特別外相会議は， 定例会議期間中以外に聞かれた非公式会議を指してい

る．さらに，期間中に非公式会議を聞 くようになった第六回以降の定例会議を

定例 ・特別合同会議とする見方も出てきた．形式的には誤り である非公式会議

を特別会議とみなす見方も，非公式会議が実質的に ASEANの政治協力の場と

して定着しつつあった現実に対応していたので、ある．

5 ASEANの機構改革 大規模な機構改革は， 1973年の第六固定例会議

で中央事務局の設置が決定されたのを皮切に， 74年の第七固定例会議で経済協

力推進のための国家計画担当大臣会議の開催や全面的機構改革実施が合意され

るなど，次々と打ち出されていった.75年以来具体化が進み，外相会議の他に，

労相会議 （4月） や経済計画但当相会議 （11月）などの閣僚会議が次々と設置

された. 76年2月には初の首脳会議が聞かれ，その際に中央事務局の設立協定

が正式調印され6月に発足した．

ASEANの正統性を飛躍的に高めた首脳会議の開催〔矢野 1977〕は， ASEAN

協調宣言の発表や東南アジア友好協力条約の締結などの成果を上げ，政治協力

にとって大きな意義があった．政治協力の制度化とし、う観点から，首脳会議に

優るとも劣らない程重要な機構の改革は，経済計画担当相会議（経済閣僚会議）

の設置である．この結果，ASEAN プロジェクトや特恵関税などの経済協力の

問題は，経済閣僚会議の管轄下に置かれることになった.1976年3月の第二回

会議においては，常設委員会をすべて発展的に解消し，新たに五つの実務委員

会を経済閣僚会議の下部機関として創設することが決ま った．こうした実務レ

ベルの改革に伴って，外相会議の下には非経済的実務委員会四つが作られ，機
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構の形式上，経済協力は経済閣僚会議の担当，非経済協力は外相会議の担当と

ASEANの活動は分化したので、ある．非経済協力には文化科学協力も含まれて

はいるが，情報相会議，社会福祉担当相会議，教育相会議が ASEANの枠内で

設置された．したがって外相会議は非経済協力と言っても実際には政治協力に

専念できる体制になったのである．

6 第九固定例会議における非公式会議 第一回首脳会談後初の外相会議

は 6月の第九固定例会議であった．前述の一覧表（169頁参照）にあるように，

この際にも，第五固定例会議期間中における非公式会議の合意に基づいて，政

治協力のための非公式会議が聞かれている．

従来，この種の非公式会議が ASEAN の定例会議と形式的にはっき り異な

るという点は，定例会議の共同声明とは別に，非公式性を明示した報道発表が

出されてきたという事実によって確認できた． しかし，この第九固定例会議に

おける非公式会議がら，この種の報道発表は出されなくなったので、ある．同時

に，非公式会議は，定例会議2日目の非公開会議として扱われるようになる．

こうして，定例化した非公式会議は定例会議の秘密会に性格を変えて， ASEAN

の枠組の内部に完全に定着した．

そもそも非公式会議は ASEANの枠内では厳密にはあっかえないはずの政治

協力を実現するために作られ，以来その機能を果してきた. 1976年前後の機構

改革の結果，外相会議は非経済協力と全体的調整を担うこととなり， 実際には

政治協力を公にあっかえるようになった．この過程の中で，定例非公式会議は

積極的存在理由を失い， 公式の ASEAN定例外相会議に吸収され るに至 った

のである．

IV 政治協力の制度化（2）：行動における

1 分析方法論 この節では ASEANの外相会議の活動を分析する ことに

よって．政治協力の制度化をさぐる． ここにおける分析とは， 個々の外相会議

でどのような政治協力がなされたかを，個別的に逐一紹介するわけではない．
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前節の機構の側面における制度化の分析を質的なものとすると，この節の分析

は外相会議の活動を量的に把握することによって，質的変化である制度化を量

的側面から観察しようとする試みである．

本稿では「協議」を最広義の協力とみなしている．この定義に従えば，（1)

ASEANの最高政策決定機関である定例外相会議，（2）緊急の必要性によって

聞かれる特別外相会議，（3）政治問題を特に扱う非公式外相会議，などの各種

外相会議が聞かれること自体が政治協力である．この意味で，外相会議の頗度

は政治協力の程度の指標の一つになる.12）この指標の時系列パターンを見るこ

とによって，政治協力の制度化を探る鍵が見つかる可能性がある．

しかし，外相会議開催に政治協力としての意義を求めるとしても， ASEAN

本来の活動目的は専ら経済協力のはずである．外相会議の頻度では，全体的活

動の中で経済分野と政治分野とがどの程度の比率を占めているのかは判らない．

したがって，外相会議頻度を政治協力活動の第一次近似の指標とすると，一層

活動を忠実に反映するような第二次近似の指標が必要となる． 一つの考え方は，

各会議の協力項目のうち政治的な内容のものを数え上げることである．しかし

この場合，その重要性ゆえに協力項目がただ一つのこと もあるであろうし反

対に，さほど重要でないために多くの協力項目が一会議中に出て来るかも知れ

ない．したがって，第二次近似としては相対的指標の方が好ま しい．

本稿では，政治協力の第二の指標として，各外相会議における全協力項目中

に占める政治協力項目の比率を用いる．この方が，政治協力項目の絶対数より

も外相会議における政治協力の比重を正確に反映していると考えられる．

2 分析結果（1）一一外相会議頻度 ASEAN設立以後，第十固定例会議

の聞かれた 1977年までの外相会議開催の記録をまとめると表1のようになる．

ただし定例会議中に聞かれた非公式会議は別の会議として掲げてある．これ

を基礎にして，各年間頻度を求めて時系列的に示したものが図 1である．年間

頻度は Oから5回であるから，会議が 1回聞かれるか否かの差はかなり大きい．

しかし， 1回の差を意味的に大きく解釈するのは無理であるから，図 1におけ

る頻度の時系列パターンの解釈も暫定的なものとならざるを得ない．
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表 1 ASEANの外相会議の開催記録

A. 定例会議

第一回

第二回

第三回

第四回

第五回

第六回

第七回

第八回

第九回

第十回

B. 特別会鑓

1967年 8月 5-8日

1968年 8月6ー 7日

1969年 12月16ー17日

1971年 3月12-13日

1972年 4月13-14日

1973年 4月16ー18日

1974年 5月7-9日

1975年 5月13ー15日

1976年 6月24-26日

1977年 7月5-8日

1977年 2月24日

C. 定例的非公式会議日

1972年 7月13ー 14日

1973年 2月15日

1973年 4月17日

1974年 5月8日

1975年 5月14日

19初年 6月25日

1977年 7月6ー 7日

D. その他の非公式会議

1968年 8月7日

1968年 12月14日

1971年 10月2日

1971年 11月初ー27日

1972年 4月14日

1976年 2月9-10日

1976年 2月20日

1977年 8月1日

1977年10月5日

1) 詳しくは第四節 4を重量照．

2) いわゆる特別外相会議．

3) 首脳会議の噂側．

ノζyコク

ジャカJレタ

カメロン・ハイランズ

マニラ

シンガポール

パタヤ

ジャカノレタ

グアラ・ルンプノレ

マニラ

シンガポーノレ

マニラ

マニラ2)

Fアラ・ノレンプル幻

バタヤ

ジャカノレタ

タアラ・ルソプル

マニラ

シソガポール

ジャカノレタ

，ミユノ-tユノ

ニューヨーク

クアラ・ルンプノレ幻

シンガポーノレ

バタヤ31

，ミリ 31

Fアラ・ルンプノレ約

ニューヨ－!J
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年間開催頻度

（回）

5 

4 

3 

2 

。
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一一一う
1967 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 （年）

図 1 ASEAN外相会議の開催頻度

図 1の特徴を掲げると，

(1) 1968年をピークとする 67年から69年にかけての山，

(2) 1971年から 75年にかけての比較的平らな台地，

(3) 1976, 77年の急な高まり，

の 3点である. 1970年に会議が全然聞かれていないのは，その年末にマニラで

聞かれるはずの第四固定例会議が，フィリピンを襲った台風の大災害のために

翌年3月に延期されためで、ある．しかし，このことを考慮しでも， 69～70年に

かけての 「谷」は無視できない．また， 1976, 77年の急な高まりは，首脳会議

開催の影響である．なぜなら， 76年2月の首脳会議準備のための 2回の外相会

議，第一回首脳会議一周年記念の特別会議，第二会首脳会議準備のための会議

を除くと，外相会議開催頻度は 76年 2回， 77年 3固となり， 1971年以後の

「台地」の延長と考える こと もできるからである． しかし， 仮に首脳会議が全

く聞かれなかった場合，以上の 4回の会議は開催不要となったとしても，首脳

会議で合意されたような重要案件の処理などについて早晩外相会議が聞かれる

ことになったと考えられる• Iめしたがって，76年以後の高まりも無視できない

であろう．

政治協力の制度化と関連づけて，図 1の時系列パターンを解釈してみよ
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表 2 ASEAN外相会議における政治協力

年 月 ｜定例外特別相 非会公議式 ｜定政例治協特力別項目非の対比率 ｜一目総数

1967 8 1 

1968 8 2 

2’ 
1968 12 パソセソ

1969 12 3 

1971 3 4 

1971 10 ニュー ヨーク

1971 ll l 

1972 4 5 

5’ 
1972 7 2 

J.973 2 3 

;J.973 4 6 

6’ 
吐974 5 7 

7’ 
•l975 5 8 

B’ 
!976 2 パタヤ

"l976 2 パリ

1976 6 9 

9’ 
l977 2 4 

1977 7 10 

10’ 
1977 8 グアラ・ノレンプノレ

1977 10 ユューヨーク

1) NAは資料のないことを示す

2）いわゆる特別会銭

66.7 3 

66.7 3 

100.0 1 

NA NA 

22.2 9 

22.2 9 

NA NA 

100. 0 4 

25.0 12 

100.0 l 

85. 7 7 

80. 0 5 

20. 0 5 

100.0 9 

25. 0 4 

100. 0 4 

0.0 4 

75. 0 8 

NA NA 

NA NA 

33.3 6 

100目。 l 

60.0 5 

33.3 6 

NA NA 

NA NA 

NA NA 

t75 

注

1) 

2) 

2) 

2) 

う．山第一期は設立から70年までに相当し，政治協力の制度化が進む68年に一

つの盛り上がりはあるが，全体としては制度が定着iしていない不安定な時期

である．第二期は 71年から 75年にかけての比較的安定した時期で政治協力の

制度が定着したと解釈できる. 76, 77年の第三期は，新たな制度化をめざして

活動が活発化した時期で、ある．両年の高水準が持続するのか，あるいは制度化

過程が一段落した後再び第二期のような安定期に入るのかとしづ問題に関して

は， 78年以降の推移を考慮に入れなければならない• 15) 
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3 分析結果（2）一一相対的政治協力指標 ここで定義されている相対的

政治協力指標は，「各外相会議における全協力項目中に占める政治協力の比率

（%）」である．この指標の値を計算するには「協力項目」の識別が必要である

が，ここでは識別作業を行なう代わりに， 〔阿部 （編）1977 : 367-377〕の

「ASEAN主要会議要覧」を利用した〔Yamakage1980〕．各外相会議の説明の

ために付け られた， 〔共同声明 ・決定事項〕，〔新聞公表 ・決定事項〕，〔新聞公

表〕，〔討議事項〕に「＊」印でまとめられた 1項目を，「協力項目」とみなし，

各々を政治協力か非政治協力かに分類して，政治協力の占める比率 （%）を計

算した.16）〔Yamakage1980 : 10〕に基づいて，指標の値を表2に掲げた．まず，

全体的な特徴を示すために，平均と標準偏差とを計算すると以下のようになる．

定例会議（n=lO)

特別会議 （n=4)
（いわゆる特別会議を含む）

平均 （%） 標準偏差

31. 4 19. 7 

81. 4 14.4 

非公式会議（n=6) 95. 8 9. 3 

（特別及び非公式会議（n= 10) 90. 1 13. 6) 

これから明らかなように， 全体的に見て，定例会議は非政治協力を，特別会議

及び非公式会議は政治協力を主に分担していることが判る．山

もう少し詳しく特徴をとらえると，

(1) 1969年の第三回から75年の第八回に至る 6定例会議の政治協力の比率は，

0ないし25%と，一貫して低い値を示している．

(2) これに比べて，初期の 2定例会議，及び最近（77年まで）の 2定例会議

は，相対的に高い政治協力の比率を示している．

(3）いわゆる特別会議も非公式会議も，政治協力の比率は高く，レかも比

率のバラツキが小さい．

(4) いわゆる特別会議の政治協力の比率は漸減傾向にあるが，初めの 3特別t

会議が実は非公式会議であるこ とを考慮すると，有意味な傾向かどうか疑

問がある．
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図2 ASEAN外相会議の政治協力比率

以上のような特徴は図 2のように視覚化すると瞭然である．

177 

この相対的政治協力指標の示唆するところに従って，政治協力の制度化を考

えてみよう．まず指摘すべきことは， ASEANの正式な外相会議として，定例

会議はやはり非政治的協力を担ってきたこと，そして前節 （ill）で明らかにな

った非公式会議といわゆる特別会議との実質的 ・形式的同一性は会議の実際活

動を示すこの指標でも確かめられたこと，である．非公式会議 （し、わゆる特別

会議も含む）が一貫して政治協力に専念してきたことは指摘する迄もない．

次に制度化の過程を時期的に区切ってみよう．専ら政治協力を担う非公式会

議が聞かれるようになったものの，定例会議において比較的政治協力が高い，

設立から 1969年にかけてを第一期とみなせる．この時期では， ASEAN5カ国

外相が協議する際は政治が重要課題であったこと，その後政治協力を扱うこと

になる非公式会議がまだ十分制度化されていなかったこと， 具体的目的である

はずの経済協力がまだ不活発であったこと，などが指標によって示唆されてい

る．

第二期は 1969年から 75年までで， この時期では，定例会議は専ら非政治協
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力，なかんずく経済協力に特化しており，政治協力は非公式会議の場であっか

われている．つまり，相対的政治協力の指標は，外相会議がかなり鮮明に分イじ

していることを示唆している．

1976年から本稿の考察範囲の最後 77年までは，一つの時期とみなせる．こ

の第三期の特徴は定例会議において再び政治協力の比率が高まる ことである．

現象的に見る限り，第一期と似た状、況が再出現したと言える．しかしこれは第

三期に外相会議が再び未分化状態に退行したわけではない. 76年以後の定倒的4

非公式会議の記録がないことに象徴されるように，この種の非公式会議は定例i

会議の秘密会的性格に変わった． 第二期には定例会議の機能であった経済協力f

は， 76年からは経済計画担当相会議が果すようになった．定例外相会議の果す

べき機能が経済協力から政治協力に移行したことを，政治協力の比率の高まり，

が反映しているのである．

V 時代区分と要因分析

1 時代区分の実証性 ASEANの歴史はまだわずか十余年とはし、ぇ，そ

の発展経過を特徴づけるための時代区分が既に議論されている．〔矢野 1977〕

はクアラ ・ルンプル宣言を発表したいわゆる第一回特別外相会議と第一回首脳

会談とを画期点と とらえて，（1）設立から71年までの不安定で不活発な第一期，

(2)71年から 76年までの実質を備えるようになった第二期，そして，（3）正統性

と政治的重要性を高めていく 76年以降の第三期に ASEANを時代区分する．

経済的機能を高めるのも第三期である〔矢野1978・92〕．〔松本 1977〕の同様の

試みによる と，画期点は，いわゆる第一回特別外相会議と第八固定例外相会議

である．第一期 （67-71年）は徐々に前進するが，組織，機能両面とも未発達

の時期であり，第二期（71一75年）で ASEANは実質的協力を開始する と

ともに政治的機構に変わり始め，第三期 （75年以降）になると 経済と政治は

ASEAN協力の二本の柱となる．

以上で紹介した二つの時代区分の試みとその他の例をまとめると， ASEAN
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の時代区分に関しては，（1）設立から 71年までの不活動（活動準備）期， （2)71-

75/76年の活動開始（活動実質化） 期，（3)75/76年以降の政治 ・経済二面活動

期，という 3期区分が帰納的に浮かんで来る．このような時代区分の試みは，

ASEANの活動を全体的に検討した結果の判断である反面，文字通り 「画期的J

出来事を重視しており，区分のための実証的判断基準が予め示されていない．

したがって， ASEANの活動が実質化するのはいつなのか， などと逆に問うた

場合に，従来の時代区分がそのまま通用する保証はないのである．

本稿では，第E節と第N節とで ASEANの政治協力を制度化の観点から検討

してきたが，機構上の制度化と活動上の制度化とを統一的に考察して政治協力

の制度化の過程を整理し，吟味する作業が残されていた．この節では， 実証的

な ASEANの時代区分の一つの試みとして，政治協力の制度化過程をまとめる

とともに，従来の時代区分の理由づけ（特徴づけではなく）と制度化の要因分

析とを対照させる．

2 政治協力の制度化から見た時代区分 まず初めに機構の側面から見た

ASEANの政治協力をまとめてみよう. 1968年後半に第一段階 （8月）と第二

段階 （12月）の制度化が実現する．これらは ASEAN諸国外相の非公式会議の

可能性を明確にし，以後定例外相会議以外の場で ASEANレベルの政治協力を

進め得るようになった．次に， 第三段階 （71年11月）と第四段階（72年3月）

とが相次いで来る．前者は非公式外相会議をいわゆる ASEAN特別外相会議と

実質的に同一化し，後者は非公式会議の定例化を実現したもので，若干互いに

性質を異にするが，両者を合わせて， ASEANの枠外の非公式会議を ASEAN

の枠内に実質的に位置づけたと言える．最後に， 75年後半から76年前半にかけ

て機構改革と機能変化が生じる．外相会議は経済以外の協力と全体的調整を担

う最高機関となり，政治協力のための定例的非公式会議は ASEAN定例外相会

議の秘密会議と化すのである．

次に，外相会議の頻度分析の結果によると，設立から70年までは制度化が進

行中の時期で開催頻度がまだ不安定な第一期である.71年から 75年は制度が

定着し， 開催頻度も安定する第二期である. 76年から 77年現在まで第三期で
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政治協力の制度化からみた ASEANの時代区分
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ある．この時期は新たな制度化と 関連して外相会議の開催頻度は急に増す．

最後に，政治協力の相対的比重を表わす指標は次の時代区分を示唆している．

1967年，68年は政治経済協力の機能分化が確立していない第一期である. 69年

から75年までは，経済協力は定例外相会議，政治協力は非公式外相会議 （し、ゎ

にはっきりと分化している時期である．第三期は大規模

な機構改革に伴って定例会議も公に政治協力をあっかうようになった1976年以

降である．

政治協力の三側面から見た以上の時代区分の試みをまとめると表3のように

ゆる特別会議を含む）

時代を区分する「画期的」なこの表から重要なことが判る．すなわち，なる．

時間的幅を持った制度化の流れで、ある．第

ーの大きな流れは 1968年後半から 69年にかけて，機構面で政治協力を扱う非

公式会議の制度を作り，行動面で経済協力と政治協力の分化が起り始めるまで

画期的な出来事ではなく，ものは，

である．第二の流れは，外相会議の頻度が増す（つまり非公式会議が頻繁に開

それが非公式会議の定例化という形で機構的にとともtこ，

制度化される 1971年から72年にかけて生じた．第三の流れは75年後半から76

かれるようになる）
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年前半にかけて，機構改革に伴って，政治協力を ASEAN本来の定例外相会議

も扱うようになり，活動も頻繁になった流れである．

以上の三つの流れで ASEANの短い歴史を区切ると，第一期が1967, 68両年

の制度欠如による未分化的活動期，第二期が 69-71年（正確には68年末から

72年初まで）の活動分化と制度化との進行期，第三期が 72一75年の定着した

制度による安定的実質的活動期，とし、う具合になる．そして 1975年末から 76

年初の機構的機能的大変革を経て， 76年以来新たな制度に従う活発な活動の第

四期に ASEANは入った．

このように政治協力の制度化の流れに着目 して時代区分を行なうと，各時代

の直前の流れがその時代を特徴づけていることが判る．そして，制度化の流れ

は，第ーが機構先行型，第二が行動先行型，第三が機構先行のようだがほぼ同

時進行型，と各々異なった制度化パターンを示している．換言すれば， ASEAN

の政治協力の制度化は，協力の行動の側面と機構の側面とが相互に作用し合っ

て進められて来た．本稿で試みられた時代区分は，このように，政治協力の制

度化という ASEAN内部の発展に基礎づけられているのである．

3 制度化の内在的および外圧的要因 従来 ASEANはすぐれて他律的機

構として理解されてきた．つまり， ASEANの活動は大国を含む域外国際環境

に大きく依存し，環境変化に対する受動的な反応と考えられてきた.18）時代区

分が可能な程 ASEANの活動に変化が生じた原因を域外に求めるという点では，

この節の官頭で紹介した〔矢野 1977〕も〔松本 1977〕も共通している．

他方，前項の時代区分はASEAN内部にのみ着目して試みられている．この

意味では ASEANの活動には時代区分を可能にする程の自律的能動的変化があ

ることを強く示唆している．ただし，政治協力の制度化の原因が域外国際環境

にある場合には，間接的にせよ機構面と行動面との相互作用による変化も他律

的受動的な活動変化と言える．

そこで，この項では ASEANの政治協力の制度化の内在的原因，外圧的原因

をさぐることによって， ASEANの活動は自律的か他律的かとし、う問題を少し

展開してみよう．



182 第E部政治統合と経済発展

制度化の第ーの流れに対応する時期には，スエズ以東からのイギリス軍撤退

問題が 「軍事の季節」をもたらした〔黒柳 1979: 107-108〕だけでなく，ベトナム

和平が動き出しアメリカ軍の東南アジア大陸部からの後退が近い将来に迫り，

中国はいわゆる造反外交を進め， ソ連は暖昧なアジア集団安全保障構想、を発表

する等 ，々 ASEAN地域の安全保障に直接影響する国際環境の大変容が生じ

た．また，マレーシア・フィリピン関係の悪化も ASEAN諸国外相の憂慮する

問題であった. 1967年に結成されたばかりの ASEANが， 68年にはもうこう

した安全保障上の諸問題に直面し，まがりなりにも政治協力を開始したという

ことは，最初の制度化の流れが自律的な発展の結果ではなく，国際環境からの

刺激に受動的に反応したことを示唆している．

しかし，ここで見落しではならないのは，ASEAN諸国が ASEANの枠組を

利用して政治的コミュニケーションを開始し維持するとし、う選択を行なったこ

とである．当時， ASEANは数年前のマフィリンドの轍の跡を追っているようf

に多くの眼には見えた．山それが紛争当事国以外の構成国の仲介の努力によっ

て， ASEANは瓦解を免れ，政治協力への道を歩み始めたので、ある．したがっ

て，国際環境から幾つもの刺激が入ることによって ASEANは大きく揺り動か

されたが，その影響を政治協力推進の方向に収散させたのは ASEAN諸国の自

律的な活動であった．

制度化の第二の流れも国際環境の大きな変化と関連している. 1971年には 7

月にニクソン米大統領の訪中が発表され， 10月には国連における中国代表権も

交替した．この年の11月に発表されたクアラ ・ルンプル宣言はこのような変化

を直接的な契機として出されたと理解されている.20】第一回首脳会談が聞かれ

るまで，最重要のというより唯一の政治的合意の表明であるクアラ・ルンプル

宣言の重要性は否定すべくもない．しかし，これが設立以来不活発で未発達で

あった ASEANを以後の実質的活動期と分ける文字通りの 「画期的」出来事で

あるとみなせるかどうかは疑問である．マレーシアの積極的な工作が実ったク

アラ・ルンプル宣言は，むしろ，既に 1968年以来制度化が始まった ASEAN

の枠で政治協力を進めていこうとする動きの成果のーっとして理解されるべき
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である．政治協力が実質的に ASEANの枠内に位置づけられていく第二の制度

化の流れは，第一の流れの延長線上にある. 1971年の国際環境の変化は，第二

の流れの始まる時期を早める，ないしはその流れ自体を速める方向に作用した

ことは否定できない．しかし，それはやはり加速要因であって，第二の制度｛じ

の流れは第一の流れが ASEAN内部で自律的に発展した結果で、あると考える方

が，制度化の全体の流れと整合的に説明できるのである．

第三の流れと対応するのは，言う迄もなく，インドシナ諸国の社会主義化と

いう隣接地域に生じた政治的激変である．第一回首脳会議が多くの困難を克服

して聞かれたのはこの新たな安全保障問題に反応するためであった.21）ところ

で，首脳会議の重要な成果は ASEAN協調宣言，東南アジア友好協力条約締結，

中央事務局設置協定調印の三つである．このうち後の二つについてはインドシ

ナ情勢が激変する以前にその大綱が定められていた• 22）また，経済計画担当相，

会議の設置という ASEANの機構改革上も，政治協力の制度化上も，極めて重

要な決定は，第七固定例会議における工業協力推進のための会議開催決定，第

八固定例会議における一次産品問題のための会議開催決定の延長線上にある．

こうしてみると，制度化の第三の流れの中で，首脳会議が開催されたこと自

体と協調宣言の発表とを除くと， 重要な活動はすべてインドシナ情勢が激変す

る前に開始されている．山 1975年から76年にかけての第三の制度化の流れはイ

ンドシナ情勢の激変が原因のように見えるが，その流れの底流は74年頃から動

き始めていた．国際環境の激変はこの底流のエネノレギーを表層流に転化し，流

れを速める方向に作用したが，原因そのものではない．第三の流れの原因は，

その前の安定的実質的活動の成果が新たな制度化を必要としていたことに求め

られるであろう．

本稿では ASEAN内部の動きを分析しているので，この項でも制度化の要因

の中で内在的なものを強調し外圧的なものを強調しないように意識的に努め

た．その結果，政治協力の制度化の第ーの流れは外圧によってひきおこされた

ものの，その後第二の流れ，第三の流れが生じるのは ASEAN内部の自律的な

活動の結果であり，国際環境は自律的活動の促進（加速）要因であるという結



184 第E部政治統合と経済発展

論が出た． しかも第一の流れでさえ， ASEAN諸国の選択という自律性が大き

く寄与していたので、ある．

羽結 論

国家聞の協力を可能にしさらに実りあるものに育て上げるには，相互信頼

と安定的な接触の場とがある程度は保証されなければならない. ASEANの最

初の10年間における政治協力の歴史は，このような必要条件を ASEANの枠組

の中に備えるのにほとんど費やされた．

設立早々，域内外から難題を突きつけられた ASEANは，構成諸国政府の努

力によって ASEANとし、う枠を利用した非公式な政治協力の場を創り出すこと

に成功した．もちろんこの成功が問題解決を保証したわけではないが，その可

能性を大きく開いたと言えよう．従来の見解がえてして ASEAN初期の活動を

極度に軽視するのに対して，本稿の分析によれば，初期のうちに政治協力が開

始され，制度化の端絡が切り聞かれたのである．その後2年を経ずして，非公

式な政治協力は定例化され，政治協力の場はし、わゆる特別外相会議や定例外相

会議期間中の別会議として設定されるようになった．これと相前後して，純粋

に ASEANの公的機関である定例会議そのものは，経済協力を主に担当するよ

うになった． このよう な組織分化による ASEAN の分業体制は，ASEAN10 

年史の中で最も長く （といっても長く見積って6年，短く見積って4年）かっ

安定した ASEANの姿であった．

1976年を中心と した大規模な機構改革の結果，既に実質的には公式化してい

た政治協力が，形式的にも ASEANの公的活動であることが確認された．本稿

の考察限界の 1977年を越えて 1980年現在に至るまで， ASEANの政治的側面

はこのような状態にあると考えられる．

10年間に見られた ASEANの政治協力の制度化は ASEANとし、う組織体の漸

進的分化過程の一環として位置づけられる．すなわち，比較的単純で未分化で

あった ASEANは定例外相会議という唯一の組織の他に非公式会議を形式
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的に ASEANと切り離して創った．そして機能的には定例会議は ASEAN本来

の経済協力を担い，非公式会議は必要に迫られている政治協力を担うことにな

った．政治協力に関してはその非公式的性格を徐々に公的性格に機構的に変え

るとともに，経済協力に関しては実務化の道を進め，結局，経済計画担当相会

議を創設しそれに外相会議はその機能を譲ったのである．外相会議は非公式

会議を吸収し，政治協力と全般的協力調整を担当するようになった．こうして，

ASEAN の機構的にも機能的にも新しい分化が成立したので、ある • 24) 

以上のような ASEANの政治協力の制度化は，従来の見解に従えば，域外国

際環境の変化，具体的に単純化すれば安全保障の状況悪化によって引き起こさ

れたものである．本稿の分析に基づいて推論を行なえば，最初の制度化の流れ

は国際環境の変化に起因する部分があることは否定できない．しかし域内紛争

を解決しようとする努力や， ASEAN というまだ新しい枠組を利用しようとい

う合意は外部から押しつけられたものではなく， ASEAN諸国の選択であった．

こうした自律性が大きく作用して ASEAN成立後極めて早い段階に政治協力の

制度化が始まったので、ある． 続く第二，第三の制度化の流れも基本的には第一

の流れによって始まった ASEANの自律的な発展が引き起こしたと言える．

もちろん，米中ソの動きや隣接するインドシナ情勢が ASEANに影響を及ぼさ

ないわけはない．しかし今日までのところ，これら国際環境要因は基本的な

要因というよりむしろ ASEANの自律的な政治協力の制度化を早めたり速めた

りする加速要因として作用してきた.ASEANのような小国の連合体の場合に

は，どうしても大国や国際環境に対する依存性が重視されがちである．このよ

うな傾向の中で， ASEANにおける自律性を強調しておくことも意義があるで

あろう．

本稿の議論は「協議」とし、う最広義の，したがって最も弱L、意味での協力概

念に基づき，しかも外相会議のみに着目した分析が中心となっている．結論の

一般性や推論の妥当性を検証するためには，より狭義で強い意味における政治

協力の分析や，外相会議を補佐する政治協力的委員会の活動の分析などが今後

必要であるう．政治協力をより完全に理解するには経済協力とも関連させて，
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ASEANの全体的活動を把握してお く必要もある．しかし何より も必要なのは，

単に活動の実態や協力の制度化の過程を明らかにするだけではなく，本稿の最

後で試みられたような要因分析をさ らに本格的体系的に行なうことによって，

明らかにされた現象を ASEANの実体に即して社会科学的に説明することであ

る．

i主

l) たとえば〔Pollard 1970〕．〔Leifer1973〕，（Chawlaet al. 1974：・ 113-115〕， 〔vander Kroef 

1974〕なと．は多数派の見方を代表していた．問題点を指嬬しながらも，ASEANの可能性を積極

的に認めたものは，〔Gordon 1969］，その Gordonに指導された（Paceet al. 1970〕， 1970年

の Ph.D.論文を土台にした〔Solidum1974〕など数少なかった．

2) たとえば〔Shee1976, 1977〕，〔矢野1977〕，〔松本1977〕など もちろん.ASEAN諸国内部

にさえ〔Ariff1977〕のように悲観論は生き残っている．

.3) 収束しつつある見解は，〔松本1977〕．〔南1977〕，〔岡部 1977〕，〔矢野1977, 1978〕など日本人

の研究にも，〔Shee1976, 1977〕や〔Morrison& Suhrke 1978〕など海外の研究にも観察する

ことができる．ただし強調の程度や重視する出来事その他について，各見解には多少の差異が

存在している．ここでは相異点よりも類似点を強調してまとめた．

4) ASEAN 設立宣言を初めとする重要な宣言や条約などの邦語訳については〔阿部（編） 1977〕

を利用したなお，本稿においては会議の開催日と場所，共同コミ ュニケ，報道発表（pre詞

statement, pre田 release）等の出来事や事実についての基本的なデータに関しては，特に必要と

思われるものを除いて，逐一注を付すと煩雑になるので紙数の節約を兼ねて末尾に一括して依拠

した文献を載せた．

5) ASEAN設立宣言に規定されている

6) 事実上は特別委員会や調整委員会などと称する組織が実務を担当している これらがASEAN

のものか ASEAN諸国のものかについては各委員会が微妙な問題点を持っている．

7) 外相会議以外の政治協力も，もちろん重要である．特に域外関係は詳細に分析する必要がある

が，本稿の目的からはずれるので，別の機会に譲りたい

:8) サパをめぐるマレーシア・フィリピソ紛争に関しては〔黒柳 1977〕を参照．第二固定例会議終

了後，他の ASEAN諮問，特に:fJイ，インドネシア両国外相の働きかけて九両当事国代表は非

公式会談をしている．タナット自身がこの点について明言した記録を発見していないが，サパ問

題で緊急非公式会議を開かなければならない事態を予想していたと推測するのは，彼の予知能力

を過大評価しているだろうか．

唖） ASEAN諸国の中立地帯宣言をめぐる諸問題については〔Ott1974〕，〔Wils。n1975〕，〔岡部

1977〕を多照

lO) 第二回特別会議という呼称は，会議当時，インドネシアの報道のみに Sidang Khusus Ke・ II 

という表現で最初に出てくる．この用法が次第に一般化していったのではないだろうか．

!.1) たとえばインドネシア圏内事務局発行の ASEAN紹介書 ASEAN: the Association of 

Southeast Asian Nations (2nd edition, 1975）によると， 1975年中葉までの特別会議として，

71年11月，72年7月， 73年 2月 ・4月，74年 5月， 75年5月の非公式会議を掲げている．また，

第二回首脳会談の際のマレーシア外務省発行の広報番， Factson ASEANは会議のリスト こそ

公表していないものの，中立化構想などを協議するため特別会議が何回か関かれたと記している．

l2) 外相会議のような出来事（イヴェン ト） が協力か敵対かを判定し，その頻度や重み付け累積な

どで国際関係を分析する方法をイヴェント・（データ・） アナリシスと呼ぶ 第E節2で言及し
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た（McClelland& Hoggard 1969〕の国家行動の分類もイ ヴェント ・デ－！，.作成のためになさ

れる作業の一環である この種の分析方法でIi.，データ作成の基礎資料の選択を誤まると，紛争

的なイヴェントばかり集まったり，イヴェントが十分網羅されなかったりして，データに偏りが

生じる場合がある．本稿では外相会議とL、う重要な出来事を，政府文書や現地報道から拾い出し

ているので偏りの問題はないと思われる．

L3) たとえば， 1975年に草案ができた東南アジア友好協力条約，中失事務局設立協定の本調印，

（以上第一回首脳会議で調印），特恵貿易制度協定（77年2月特別会議で調印）などが，ここで言

う重要案件である．

14) 第IV節 3 で明らかになる ように定例会議は大体経済協力を担当し，非公式会議が政治協力を

担当しているので，後者のみに着目すべきかも知れない． しかし定例会議の 「定例性」により，

たとえこれを除いても，全体のパターンは全然変わらない．

15) 1978年以降は本稿の対象外である 78年の ASEAN外相会議は定例会議とその際の非公式

会議の 2回であったので，後者の可能性が強い． ただし， ASEANの対域外共同行動として域

外国と ASEANの外相会議が関かれるようになった78年以降は，このような新たな政治協力が

外相レベノレで実行されるようになったので，機を改めて十分に分析したい．

16) 指標計算における，「全協力項目」とは「・」印でまとめられた項目の数である したがって，

会議の共同声明の文章に掲げられている項目数とは一般的に異なっている．

正7) そこで計算した平均と標準偏差は記述統計学的考え方に基づく．推測統計学の考え方を応用し

て，母分散が未知でかつ異なる場合を前提と して母平均の差を検定すると， 定例会議より特別及

び非公式会議の方が政治協力の比率が高いことは， 0.5% （片側検定）の有意水準で主張できる

ことで分析している指標に関しては， 他に幾つかの帰無仮説を統計的検定で棄却できたり，適

合度検定を応用したりできる．しかし，この積のデータに対して母集団や確率変数の概念をあて

はめて分析することに問題がないわけではないので，本稿では一切省略する．別の機会に推測統

計学応用の妥当性をも含めて議論したい

18) 東南アジアの国々が大国の力関係の傍観者の立場を好まない〔Chawlaet al. 1974: 115〕にし

ても，外部の寄威が内部の結束を高める 〔松本 1977: 24-25〕にしても， ASEANないし

ASEAN諸国が域外国際環境に依存している点は疑うべくもない．

19) 設立された当時，ASEAN は， おそらく構成国聞の対立によって， 短命に終わるだろうとい

う予想、が常識だった〔Morrison& Suhrke 1978: 286〕．

20) 〔矢野 1977〕も〔松本 1977〕もこのクアラ ・ノレンプル宣言を出した外相会議をもって ASEAN

の第一期と第二期とを分けているのは， 1970年代初めの国際環境の諸変化に反応して初めて統一

的にうちだされた ASEAN側の活動がこの宣言であると考えているからである．

21) 第一回首脳会議までに多くの障碍があったことは， 開催が当初予定より半年も遅れ，開催直前

まで事務レベノレ・ 閣僚レベルの折衝が続いたことでも解るであろう． 〔矢野 1977〕はこの首脳会

議以後，〔松本 1977〕は 75年 5月の第八固定例会議以後を第三期としているが，この新しい活

動期に入る最大の原因は両者ともイソドシナ情勢の激変であったと考えている．

22) まず，友好協力条約については，ASEAN の強化と中立地帯擁立｝のための一環として地域内

紛争の平和的解決のための効果的手続きを確立することが第七固定例会議時の非公式会議で合意

されている．高官委員会でこの問題を協議した結果， 75年 5月の第八固定例会議で，すでに，各

国政府が検討すべき条約草案が受理されている また，中央事務局設置協定も第八固定例会議に

おいて仮調印されている．そもそも，第六固定例会議で設置を検討する委員会を作り，第七回定

例会議でジャカルタに設置することが決まっていたのである．

23) 首脳会議開催の声は以前から一部の構成国で上がっていたことは事実である．しかし開催の正

式決定は第八回定例会議でもなされなかった．

言4) 形態的にも機能的にも比較的単純なシステムが，複数の質的に異なるサプシステムに分解する

過程は分化そのものである．さらに個々のサブシステムの形態的機能的特殊化が進行し，特異性
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が擁立するという意味においても， ASEANの政治協力の制度化とそれに伴う全体的変容は分

化のプロセスである．
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適正技術の移転と文化的制度的要因

序

後進国に導入される技術は，その国の必要に応じて創出されたものではない

から，それが果して「適正技術」 Appropriate Technologyであるかどうかが問

題となる．たとえその技術を導入した企業の収益性からみて，その技術が最適

であったとしても，国民経済や社会の観点から見て「適正」であるかは慎重に

吟味せねばならない．その吟味は，どのような観点からおこなわれるべきであ

るか．それが本論文の主題である.I) 

この技術移転 TechnologyTransfer とし、う論題については，既に経済学のみ

ならず，農村社会学，社会学，心理学，教育学，地理学，地域科学，計量経済

学，情報工学，技術史などの分野に多くの優れた業績が散存している．これら

の主要なものを展望するだけでも容易なことではない．本論文の末尾に筆者の

管見に入ったものを一応列挙して参考に供すると共に，今後の研究に備えたい．

遺憾なことに，これらの研究の大半ば，必ずしもお互いの研究成果を利用し

合っていない．従って，その聞に重複も多く，用語の統一すら十分でない．技

術の伝播 TechnologyDiffusionを研究する以上，伝播研究の伝播が十分でない

のは皮肉であるが，学問分化のいきすぎの一例である．これを多少とも是正し，

とくに東アジアと東南アジアにおける技術移転ないし伝播の研究のためにー布

石を打つ事が，本論文の趣旨である． これを出発点として，なぜ近代技術の習

得 ・係用 ・修正から，固有の技術の開発に順調に進めないのか，その障碍要因

は何か，それを克服するには，どのような政策ないし配慮が必要かといった研

究に進むのは，今後の課題である．まず 2, 3の中心的な用語を定義する．

「技術」は，ひろく，財，用役の生産に関する知識の総体と定義する．それ
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は，（1）なんらかの投入物をより価値ある産出物へ転換するための生産技術のみ

ならず，（2）その生産組織の運営，（3）生産工程の指定，試験，運転といったソフ

ト・ウエア， 及び，（4）機械 ・設備等のハード ・ウエアについての知識をも含む．

教育も こうした技術を必要とし，また教育は，部分的には，技術伝婚の一翼を

になうものである．勿論，教育には，それ以外にも重要な課題があるが，それ

はここでの論外である．

「革新」 Innovation とは，同目的のために競争している多くの組織体のなか

で， ある組織体が他に先がけて，ある技術上の考えを最初か，もしくは極めて

初期に，採用することである．ここで大切なことは，考え方が新しいことでは

なくて，それを採用する際，互いに競い合っているという事である．だからこ

そ一つの技術革新が，すぐ追随者をうみ出すのであって，孤立した発明発見者

が，なんら社会的影響を残さなかった例は多い，革新ないし技術革新は，次の

いずれか， もしくはすべてを生じる．

(1）従来と同じ財や用役を生産する生産力の改善．

(2) 財や用役の質の改善．

(3）新しく有用な財や用役の導入．

技術革新は，ある特定の社会ないし国民経済について論議せねばならない．

たとえ外国では周知でも，その国で新奇な技術を採用した企業は革新者で、ある．

技術の「移転」とは，技術的知識がー授与者から他のー受領者へ移ることで

ある．技術の「伝播」とは，より多くの使用者に技術的知識がひろがることで，

時として，それが修正や適応を加えられる場合も含めていうことがある．

I 技術伝播の過程と文化的制度的要因

1 技術伝播の過程 後進国において実際に使用されている技術は，決し

て先進国から移転したものだけではない．と くに農業 ・食料品加工 ・繊維業な

どでは伝統的技術が存在する場合が多く，また手工芸の職人的水準はきわめて

高いことが少なくない．先進国からの技術移転が， これらの伝統的技術を無思
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慮にこわしていった事に対するガンジー翁などの嘆きは，よく知られている．幻

しかしこの事は，一国にとって適正なる技術とは何か，とL、う問題に答えねば

ならないことを示唆している．そこで討議の便利のため，外国の技術が伝統社

会に移転する過程を図示すれば，次のごとくである．幻
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d. 実

(a）情報蒐集 技術に関する情報を集めることは決して容易ではない．後

進国の技術者も企業も役所も技術情報をおこなう経路の多様化と改良につ

とめなければ，情報の評価も十分におこなえず，採否の主導権を外国にと

られてしまうことになる．

（ω社会の態度 外国の技術を導入しようとする産業の必要に応じて，そ

れを評価し，その受容 SymbolicAcceptanceか，拒絶 Symbolic Reject10n 

かを決定するに際して，一番ものをいうのは，その社会の異国の新奇な技

術に対する態度である．それを決定する要因には，

1. 異国文化の受容や新事業活動の歴史的体験．

2. 技術採用にともなう危険，便益，費用の情報．

3. 貯蓄と資本の蓄積高．

4. 試行の可能性．

5. 新奇異国風の文物に対する社会心理的圧力の大小．
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6. 近代的管理と行政の形式に対する態度．

等がある．極端な場合には，近代技術への拒絶反応となる．日本がかつて

鎖国したのは，このような例証である．現代の事情の下での文化的制度的

要因については，後に詳論する．

(c） 決定 決心をきめるのは，政府であれ企業であれ，常に少数の指導

者である．この企業者精神が高く評価されるような社会であるか否かが，

基本的問題である．マーシャルのいう「計慮」，マックス ・ウェーパーの

いう「計算合理性」を，どこまでそれら指導者が把握しそれに基づいて

決意がなされるかが問題である．

(d）実施 技術を実際に応用していくためには，技術の維持 ・管理 ・適

用を体系的におこなうような組織と機構がなければならない．技術は個人

で吸収できないもので，組織としてはじめて習得され，また実施される．

また実用に供してみれば，必ず修正適用が必要となる．それを適切におこ

なっていって初めて継続適用が可能となる．

しかも多くの後進国は，新興国として近代国民経済ないし民族国家 Nation・

Stateの形成とし、 う課題を背負っている．これに成功して政治が安定するので

なければ， 長期投資がおこなわれず，それなくしては技術移転はない．逆に経

済成長の達成なくしては，し、かなる政権も維持されないであろう．この国家統

一と発展の相互関係は，技術移転の問題を考える際とくに重要である．

2 伝矯の型 技術革新が社会全体にひろがる型は，企業者的能力の分布

によってきまる．上記の過程のどの段階についても，この型が問題となる．模

倣に関するタルドの古典的研究〔73〕，玉萄黍の新品種の伝播に関するライアン

とグロス〔63〕，技術較差と貿易に関するポスナ ー 〔57〕，生産物サイクルに関

するパーノン〔75〕やハフパウアー〔31〕，赤松要の雁行形態の議論〔1〕も，み

な伝播の型がS字型であることを主張した．図 1において， A図の背景にある

企業者能力の分布はB図のようである．初め分布の一番右の方の人が技術革新

をおこない，その成功を見て大多数の人々が追随する．この時A図の伝播率は

急上昇し， やがてB図の左半分の人々が革新を採用するときは，その数も少な
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伝播率

低 ／＼商

(A）伝播の型 (B）企業者能力の分布

図 1

く， A図の曲線は頭打ちとなる．

この型を数量的に分析する優れた研究が出現したことは，注意すべきである．

それはB図の計量分析からA図が推計できるからである．的

3 適正技術 ある技術がAからBに移転されたと して，それはBが選択

した結果で、もな く，また誰かがその技術の適正さについて吟味したので、もない

事が多い．適正技術という時には，

(1) 誰のために適正で・あるか．

(2) どのような目的や目標に対して適正なのか．

(3) どの時点またはどの段階で適正なのか．

を吟味しなければならない．

誰のためにという時に考えられるのは，（a）伺別企業，（b）特定の集団，（c）圏内

のある地方，（d）国民経済，（e)ASEANのごとき地域，（£）世界全体であろう．勿，

論（d）の国民経済がその中心ではあるが， 実際の技術移転の問題で，他の観点が

大切なものも多い，ASEANプロジェクトは，（e）の例で‘あるし，華僑と現地住

民との関係や， フィリピンの旧財閥対新財閥の問題などは（ωの例である．イ ン

ドネシアの外領，マレーシアのサパ ・サラワク，フィリピンのミンダナオなど，

(c）の例も多い．世界全体の立場で考えねばならぬことも多い．特許権や関税や

多国籍企業の問題やエネノレギー，気候の問題がその例証である〔7〕．

国民経済の発展という視点から通常いわれていることは，労働 ・土地 ・資

本 ・天然資源等を最適に利用しつつ国民総生産ないし消費の比較的長期にわた
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る最大を求めるということであり， 周知のその議論をここで繰返す必要はない．

しかし，そうした経済的要因のほかに，社会的 ・文化的 ・政治的要因が制約

要因になっている場合も多しそれを無視した近代化路線は社会的混乱や政治

不安定を惹起する．そこでそれらの要因と技術導入がし、かに関連するかを解明

せねばならないが，そのような境界領域を扱った論文は少なL、から，ここに提

供するのは散在する諸文献をぬって集めた知識による試論を出るものではない．

更に「適正」とし、う事は，国民経済の発展段階によって臭ってくる．この事

は工業発展の類型と国際貿易との関係で論じられる議論と凶係がある．その関

係を解明することも重要な問題である．例えば，多くの後進国で発展の初期か

ら一部とくに外資系合弁企業に最低賃銀法をきびしく適用する場合がある．こ

の事が要素価格を不必要に高くし，労働集約的な技術の採用を多少なりとも抑

制するであろうが，他面で、高利潤の形で、外国へ持ちさ られるべき所得を労賃の

形で圏内に保留する効果もあろう．いずれが重大かは経験的研究によらねば判

明しない．また軽工業から重化学工業へとしづ発展の型が，必ずしも適正技術

でないことは，戦後の日本における「傾斜生産方式Jの成功や技術習得のため

に機械工業の果す役割を重視せよと説くフ、ルートン 〔8〕やステュワー卜 ［72〕

の主張によって支持されるように思われる．要するに適正技術の問題は，経済

学の教科書の説くほど簡単ではない．

n 技術革新に対する社会の態度と政策決定者の行動様式

1 東および東南アジアの文化，政治，社会，経済の状況 中国の東方か

ら東南にかけて存在する多様な民族と国家の類型を， いくつかの視点から一応

整理して示すと表 1のごとくである．これら各国の文化と社会の特性が，技術

移転に与える影響を考える際，これらの国々が近代国民経済の形成という大き

な課題を国づくりの根幹として背負っている事がとくに重大である．国民各層

が生活の物質的福祉面の向上を切望していることは言うまでもないが，しかし

屡々それ以上に国家と しての持持や誇示から，記念碑的大事業の推進を経済計
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表 l 東および東南アジアの社会文化的状況
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（仏） L Soc s 仏
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注. J: Japanese, K: Korean, V: Vietnamese, L: Laos. S・ Siamese, B. Burmese, M: Malays 
FE: Free Enterprise. Soc Socialism. t・ tight. s：回ft.道道教，Ke: Kebatinan 

算を無視して，要望したりする．これが通常の費用便益計算から見て適正でな

かったとしても，その評価には慎重でなければならない．ここでは，適正なる

技術の採用と修正と創出にさいして， 宗教 ・社会構造 ・政治制度 ・政策などが，

どのように影響するかをさぐり，またその解明のための調査の視点を求めて考

察を進める こととする．

2 合弁企業と華商 東南アジアの近代工業が， ほとんどすべて外資系合

弁企業によって運営されていること，そのパートナーの大半が中国系現地人な

いし華商あるいは華僑であることは周知の事実である．例外の大半は，植民地

時代の宗主国の大企業を接収した国営企業か，政府出資の合弁企業である．こ

の事実は， 1945年から 80年にいたる 35年間の歳月では，東南アジアの諸民族

が長い歴史のハンディを克服するには，なお短すぎることを意味している．勿

論，中国系以外にも比較的企業者的能力を示すパタック，アチェ，パリーとい

った部族もあ り，それらについては詳しい研究も存在するが，め今までのとこ
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ろ華商が各国の経済活動の大きな部分を牛耳り，外資と協力して，利潤を得．

富を蓄積しつつある事はいなめない

この事は，技術移転の問題に対して，二つの問題を提起する．第一は，ナシ

ョナリズムとの抵触であり，第二は，華商のもつ商業中心， 短期投資型のゆが

みとL、う問題である．

華僑に対する現地人の側からの反感や警戒心は，相当のものである．その一

端は， 1972年にスイス系の世論調査会社が日本貿易振興会の依頼によっておこ

なった調査のなかにも見られる．それによれば，最初に排撃される国としては，

次の順である．

調査国 l 位 2 位 3 位 4 位

タ イ 日本 中国 アメリカ 西独

インドネシア 中国 日 本 イギリス アメリカ

香 港 日本 アメリカ イギリス 中 国

たしかに第二次大戦中から約40年間，中国本土との交流を極度に制約された

結果，中国系の人々の現地人との融和はいちじるしく進んだが，それにもかか

わらず間駄的に発生したピルマ，インドネシア，マレーシア，ラオス， カンボ

ジア，ベトナムにおける民族主義の倫理的中央集権 EthicalCentalizationが極

端な筆商追放をおこなった事実は深刻である．このため中国系現地人は民族国

家と一体感を保持していないとの疑念は払拭し難い．このため特に箪と警察へ

の参加，ついで政治と官僚制への参加は，公式非公式に制約されている場合が

多い．民間の経済活動や学界言論界には，そのような制約は比較的少ないが，

しかしそれにもかかわらず，彼等の経済計算が「短期的」 となり，且つ企業

を永続する実体と考えず，単に収益を生み出す機構と考え，のその上「危険分

散」の配慮から，資本をいくつかの経済活動に分散投資し，従ってさなきだに

少ない資本の投下単位をますます小規模にしてしまう傾向がある．

その結果華商の経済活動には，

(1）資本回転率の高さを重視し，従って懐妊期間の長い「長期投資」や，危

険度の高い大事業は回避する
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(2) 固定資本への投資をさけ，運転資本に限定し，販売網や短期融資の分野

に努力を集中し，かつ首都や港湾都市に集中して住む性向を持つ．

(3) 資本は極力一箇所に保有せず，安全なシンガポールや香港等に保留し，

投下・回収・送金 ・投下を繰返し，同一事業への再投資による拡大よりも．

多様化分散を好む傾向がある．

この結果，組立加工のような，産業が資本集約的でない産業を好む傾向が強

い．繊維産業，食料品加工，エ レクトロニクス ・カ メラ等の組立，機械修理業

等である．この事は工業化の初期の段階においては，国民経済の要請と一致す

るが，機械工業や重化学工業のごとき装置産業の確立に進まねばならなくなっ

た時， 果して華商が近代技術を基盤とする工業の担い手になるかし、なかは，ま

だ判らない． 1人当り所得3,000ドルに達したシンガポールで、すら，なお本格

的な製造工業の発展がないのは，この懸念、を裏づけるものである．

3 上座部仏教国 タイ ・ピルマ ・ラオス ・カンボジアがこれに属する．

ベトナムと後の二国については，現在の政治情勢にかんがみ，しばら くここで

の考察からは除外する．主としてタイ国の仏教に関する石井教授その他の叙述

に依処しながら，これら仏教国における近代技術の移転が，どのような特色を

もつかを考える．まず石井教授によるタイ仏教の特色は次のようである．

a. 宗派がない．

b. ｛曽職と俗人との区別が明確でない．

c. 一般大衆に対して僧侶が戒律を守って僧侶生活をおくる ことを助けるよ

う要請する．そしてそれによって一般大衆は仏の恩寵を受けると考える．

d. 平信者は，必ずしも厳しい戒律に従うことは求められない．

e. タイ国民に対して国教として唯一絶対的な影響力をもっている．

その上，タイの仏教はナショナ リズムと強く結合している．ピルマ等におい

ては一層そうであるが，植民地時代をへていないタイ国ですら，そのナショナ

リズムは反資本主義の性格をおび，社会主義といわないまでも，イギリス労働

党の人々のいうスティテイズム Statism（国家干渉主義）と同調する傾向がある．

カンボジアやピルマ仏教社会主義が語られることが多いのがその証明となろう．
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この事は， 資本主義ないし自由私企業制の根幹をなす計慮や計算合理性を理解

し，これと共鳴する歴史的体験を欠いていることを意味する．また上記のよう

な仏教の特色は，しばしば静穏な現状のなかでの安らぎを求め，近代化や経済

発展の挑戦にこたえられないと考えられてきた．発展のための経済倫理として

は，勤勉 ・努力 ・倹約 ・蓄財 ・推譲 ・技術革新への意欲などを強調せねばなら

ないのであるが，それには僧侶も在家者も共に自己革新ないし順応が必要と考

えられている.7) 

おそらくピーコックとカーシュ〔56〕の述べているように〔タイ〕社会と仏

教との関係は，宗教改革以前のヨーロッパ社会とキリスト教の世界に似ている

のであろう．そこでプラサート・ヤムクリンフング教授のいうごとく〔83〕，

仏教の中での改革が必要であり，事実そうした改革が進まざるを得ないと思わ

れる．なぜならば，ここ数十年の聞に進んだ経済発展は，とくに都市住民一一

それには中国系現地人が多いーーーの生活を豊かにし，在家者の生活慣習や経済

活動の型を一変せしめたからである．僧院の権威のためにも，生活方法の適応

のためにも，現代の国家的要請にこたえるためにも，仏教の教義の立て方は変

らざるを得ないであろう． しかし，その結果，在家者の企業者活動が仏教の教

義から賞讃されるか，企業による利得とその喜捨が，仏の教えにかなうという

ような信条が，農業をこえて工業 ・商業の分野にまで及ぶか等は判らない．

現在判った限りでは，タイ国における日本合弁企業のパートナーは殆んど例

外なく中国系現地人であり，また中国系でないタイ人が農業も しくは農産物加

工業の分野以外の産業の経営に成功しているという例も殆んどない．この事は

上に述べたタイ仏教の非革新性ないしナショナリズムの内向性と関係があると

思わざるを得ない．勿論，タイ国の 1人当り所得は1978年においても約500ド

ルで、あって，工業化の水準も高いものではない．従ってタイ人の技術革新への

性向の主要なテストの場は農業技術であった．ここでは他の東南アジア諸国の

場合と同じように，伝統的農業技術をふまえつつ「新技術を開発する」という

のが一番適正な技術を生み出す方法だという報告が多い.8）その時の技術革新

ないし技術移転の担い手は，多くは公務員である技術者であった．この事は，
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土屋が〔76〕で、述べたように，政府が革新者としての役割をはたした日本の歴

史的体験にもとづく東畑理論が妥当することを示している．しかし技術の伝播

が難しい事実は， 農村の社会構造が決定的な影響を持っていることを意味して

いる 後述するごとく，そこに難しい問題があり，タイ国農業にとって生産技

術上適正であっても，その実施が社会的制度的にむずかしい技術が少なくない

ことを暗示している．少額の資本投下により，伝統的民術を小修正することに

よって生産力をあげられるような技術革新が一番実施が容易であり一一乾季に

ポンプで揚水して新品種で、高収量をあげるような例ーーその変容の度と資本が

大規模になるにつれて，実施はむずかしい． タイ国では農業規模の拡大が必要

となったとき，また工業化が前述した華商の型を越えねばならなくなった時，

困難が大きくなるよう に思われる．

4 イスラム教集団 マレーシアとインドネシアのイスラム教徒を念頭に

おし、て考える時， イスラム教は仏教よりも近代化への抵抗が強いとは言うもの

の，とくに経済活動否認とし、うわけではない．その主張は，（a）強い平等主義，

(b）都市化への積極性，（c）商業活動重視として知られている．とくに歴史的に商

業は信仰を証明する道とみなされ，官険的商人への支持は強かったという．し

かし両国のイスラム教徒が華僑やクリスチャンに比して，とくに企業者的とい

うことはない．彼等は中近東のイスラム教徒とは異って，折衷派的で，マレ一

人ジャワ人等のイスラム伝来以前の考え方や信条と融合した信仰と，またその

米作農民としての農村構造や行動様式に規制されている．ギーツ教授のインド

ネシアに関する叙述に依拠して考えると，的ジャワ人は，その宗教と国家形成と

の関係では三つの段階を通ったという．

第ーは， 19世紀末葉から 1920年代に至る期間で，値民地統治の下で，イン

ド・ジャワ折衷派と商人層 ・富裕な農民の一部及び外領人の大半が所属してい

た正統イスラム教徒との聞に調和が保たれていた時代で『ある．第二は，この調

和が独立意識の高まりと共にやぶれ，あらゆる団体の政党化が進行した第一次

大戦以後 1965年までの時代である．この時代の問題は，分裂し多党化してい

く政治の動きを， m 誰がどうして結合していくかであり，スカルノ大統領の努
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力の中心はそこにあり，それが崩壊した時，軍がその役割を代って担ったので

ある．この期間中，経済発展はほとんど何らの注意をうけなかったといってよ

い．第三は， 1965年から今に至る期間で，弱体化した政党と政府が，軍の力に

よって再建され，精神的拠り所の立て方も大きく変ると共に，近代工業化が正

当な政策の中心にすえられた時代で、ある．

これが現在のインドネシアの状況であるが，その特色は次のように要約でき

るであろう．第ーは，イスラム教の影響力が減退し， Kebatinan と呼ばれるジ

ャワ神秘主義が復活強化されたことである．この結果，他の宗団においても儀

礼祭事中心より，経験実践を重視する方向の信条が強調されるようになってい

る．第二に，これとやや矛盾するようではあるが，ジャワ人特有の個人的内向

的超越的経験重視の神秘主義の考え方で諸宗教の解釈を纏めていこうとする動

きが強まっており，これが政府中心の最大政党 GOLKARの精神的背骨となっ

ている．しかしこのような単純な動きで多様の中で統ーが達成されるとは思え

ず，国民各層聞の精神的亀裂は依然として元のままであると言われている．山

第三に，この中で国家統一の中心に立った軍は，中心政党として GOLKARの

設立と選挙による支持の取付，専門家中心の政府樹立に成功，官僚機構の確立

とその政治運動からの隔離を辛うじて達成した．問題はなお多いが，ょうやく

経済政策と近代技術の導入を考え始めることが出来るようになったのが1960年

代後半のことなのである．かくしてインドネシア民族主義の課題は二つに要約

できる．それは，安定的政府の確立と文化的自己確立 CulturalIdent仰である．

近代技術の導入は，この二つの観点から吟味され，選択され，助成される．こ

の国で記念碑的大事業や輸出産業が殊のほか重視されるのは，この故である．

そして適正技術といった問題の吟味が政治と密接に連関せざるを得ないのは，

国づくりの現段階が，このような微妙な精神的課題をも っているからである．

ill 方針決定 ・実施と社会構造

1 技術と産業の選択 上述の社会的態度にもとづいて，政府 ・企業 ・工
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場の責任ある人々は，彼等が適正と考える技術の採用を決意する．まず政府の

計画立案者は，通常次のような選択に解答せねばならない．

A 産業の種類と規模．

B 企業の所有者，外資対民族資本，固有対民有，所有者の種族別バランス．

C 工場の地域別配置と規模．

D 設置されるべき資本設備および技術の種類．

まずAについては，その国の発展段階に応じた工業化の過程が計画にくみこ

まれていなければならない．初めから巨額の資本や高度の技術を要する大工場

の建設を計画するのは，典型的な誤りである．ここで大事なことは，各省庁の

提出する計画を調整する制度が確立されていることであり，その担当省庁が政

府的指導者のしっかりした支持をうけていることである．そうでなければ，産

業構成の調整とL、う難問は克服できない．一国の技術水準とその内容を決定す

る根本は，この産業構造と成長の経路の選択にあるからである．

図2は3種類の国民経済 （大規模国，小工業国，小農業国）について， 1人

当り所得の向上に伴う 1次，2次，3次の各産業の構成の変化を示したもので

ある．製造工業部門が第1次産業の構成比を上廻る所得水準に注目すると，小

工業国 335ドノレ，大規模国416ドル，小農業国841ドルで・ある． これによって工

業化のテンポをどう考えるかが， 一国経済の与件と発展段階に依存することは

明らかである．

重農主義と重商主義の対立は，この農工交叉点のやや前から生じる典型的議

論である．しかし疑いもなく，どんなに第 1次産業に恵まれた国であっても，

やがては工業化をせねばならない．それはただどの段階で議論をするかという

問題にすぎない．適正なる技術の問題により一層関連がふかいのは，製造工業

内での産業構造の選択の問題である．それにも国民経済の規模と所得水準に応

じて，いくつかの型のあることが判っている.12）その例示のため繊維業と基礎

金属の場合を示したものが，図3である．大国の時，前者では 600ド、ル前後，

後者でも1,000ドノレ前後で、その圏内総生産に占める比率が下がる．この よう な

軍史的経験を承知の上で経済計画をつくるのでないと，産業開発計画の方向を
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誤ることになり易い．

しかし図3を余り硬直的に考えてはならない．とくにこの種のチェネリ一流

の分析では，生産要素の価格の効果を無視しているが，特に 1次生産要素の価

格の国際較差は相当に大きL、からである．労賃においても，決してそれは 1人

当り所得とは並行せず，その国の内部における所得分配に応じて著しい差があ

ることが多い．産業構造の決定に対して，これらの諸要因を配慮しつつ経済計

画がつくられることは比較的少ないのが後進国の実情であり，従ってそのよう

な計画に基づく産業構造が適正な技術を採用しているとは思えない．

2 企業の選択 企業の所有権が，外国資本であるか民族資本であるかが

先ず問題である．東南アジアの有力企業の多くは，何らかの比重で外国資本の

参加している合弁企業である．政府が外資導入に対してし、かなる方針で望むか，

最低賃銀法をどこまで厳重に施行するか，労働組合を認めるか，ストライキを

認めるか，利潤の本国送金に制限を課すか，為替制限があるか，免税の特権を

何年くらい認めるか，金利はいくらか，実効関税はどれ位か等々が，その固に

外資がいくら投資されるかを決める．これらの政策が結局この国の外国資本に

対する方針の反映である．例えばフィ リピンでは外資の割合が30%以下の合弁

企業は自動的に認下されるのに対し，それ以上の場合にはきびしく審査する．

タイの場合は，原則として50%以下でなければならない．いずれの場合にも，

特別の場合のほかは外資の支配をおさえ，民族系企業の着実な成長を期待して

かるわけである．

これら企業の選択は，通常各企業よりの申請の許認可によってなされるが，

その基準は，「先着順」のこともあり，「最新式の技術の提供者」の場合もあり，

「本国の最優秀企業」の場合もあり，また「政治家や特別の企業との個人的関

保」である場合もある．いずれにしても採用される技術は，殆んど常にその企

業が提供する技術であるからである．選択は企業についてなされ，その技術に

までは限が届かぬ場合が多いが，企業を選ぶ一番適切な基準は，その企業の長

期的な成功の見通しである．ここで成功をはかる尺度は，必ずしもその企業の

刺潤率ではない．国民経済の視点から，次の諸目的について一応吟味してみる
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事が望ま しい．

1. 輸入に代替するか， 輸出を伸ばして，国内生産の増大にどれだけ貢献す

るカミ．

2. 圏内の天然資源と所与の環境条件を最大限に利用しているか．

3. 熟練および未熟練労働の雇用を改善するか．

4. 国民所得を増すか．

5. 外貨を差引した後で－どれだけ稼ぐか．

6. 政府財政の収入にどれだけプラスになるか．

7. 国家としての特権を高め，政治的指導力を固めるか

8. 個人または集団のL、かなる既得権を擁護するか， 損うか．

これらの目的にどう加重して判断を下すかは，政治家と高級官僚の責任であ

る．個々の企業の貢献度は，そうした共通の尺度で、測られ，判定されるのが望

ましい．外資規制法その他の規則は，ある時点でのこの判断の結果を示すもの

である．時間の経過と共に段々と変更される事が望ましいが，改革が遅れるこ

とが多い．個々の企業の採用した技術についても，それが外国からの移転であ

れ，圏内での創出であれ，やはりこれらの規準で判定して初めて適正か否かが

判ることになる．

ここで特に多国籍企業の役割にふれねばならない．その巨大な資本，近代技

術，経営能力，全世界にまたがる経済活動において，彼等は屡々一国の経済を

凌駕する力を発揮し， 従って政治家や計画立案者は，ナショ ナリ スムの反応に

配慮しつつ，その受入れを決めなければならない.13）多国籍企業は，後進国が

技術移転を受入れられる状況になった時， 初めて技術を移転させる．まず製品

を需要し， それに反応してみて， 模倣させたり，学習させたりして， 後進国が

技術を導入する用意、ができれば，その企業が独占的地位にない限り，もはや技

術移転をこばむことはむしろ彼等の利益に反する．その時は，ただ低賃銀の利

用のみが残された有利な点となっているからであり ，ぐずぐずしていれば他の

多国籍企業に先をこされるからである．しかしこのようにして持込まれる技術

が，その国民経済にとって適正であるとは限らなない．批判者の主張は，こう
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である．凶

1. 多国籍企業が推進する工業化は，輸入代替に傾きがちであり，金融 ・生

産計画 ・研究開発 ・マーケッティングに関する決定権を本国に保留する結

果，固有の工業発展を推進するための動力が圏内に樹立されないうらみが

ある．

2. 多国籍企業は，生産物もその販売も割当てる傾向があり，その推遵する

工業化は輸出を迅速に増加させない．

3. 圏内の不完全雇用という最も深刻な問題にあまり注意を払わない．

4. 外国企業の商標や特許に依存する結果，自分独自の適正な技術の開発が

妨げられる．

勿論， これらの問題点がある場合が多いであろう．しかしそれにもかかわら

ず，彼等の技術と経営の優秀さの故に，圏内の生産が急増し，圏内生産が成長

することの利益は強調しなければならない• 15）多国籍企業は，その製品のブラ

ンドの統一性の必要などから，持込む技術につわても全世界的視野から考える

であろう．これを国民経済の立場から再吟味することは， ？国の政治家と経済

計画立案者の課題である．

企業の所有権の問題では，圏内の種族別の配分が重要である．インドネシア

とマレーシアにおいて，経済活動が余りにも中国系現地人に牛耳られている事

を是正するため，ブミ ・プトラ政策をとって経済活動と教育の双方について非

中国人を優先している．その効果は，明らかに二重構造の程度を弱め，伝統部

門の成長率や技術進歩率を高めた．さらに彼等が国際的合弁企業に参加したに

その下請を引受けることを支援して，さらに彼等自身の近代技術と経営の習得

を促した．従って，そうでなければ所得分配の悪化の結果，種族聞の対立まで

発展したかも知れぬ摩僚や紛争の種を解消し，社会的ストレスを減少せしめた

と思われる．このような社会的条件は，たとえ短期的には成長率を下げること

があっても，安定した社会と政治の下で「適正な技術」を合理的に選択し実

施することを容易にすると言ってよい．

企業の所有の問題の第三は，固有対民有である．宗主国の大企業がもってい
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た大農園や大会社は，国営として引きつがれた．それらは屡々独占企業であり，

そうした企業の常として，非能率であり，技術の選択も適正でない．国民経済

の観点から見るとき，固有と民有との適当な配分を見つけるには研究が必要で

あるが，独占的企業の分割が経済的に望ましい場合でも， 日本の国鉄の場合の

ごとく，多 くの制度的制約と政治的制約が伴うことはいうまでもない．しかし

多くの国営企業が今日でもなお最善の事業分野を独占することによって， 民族

系の多くの企業者から最善のビジネスの機会を奪い，各地域各段階にふさわし

レ事業を創始できなくさせているかも知れないことは検討に値する．香港にみ

なぎっている小企業の生命力は，一つのショーウインドーになる．

3 工場と技術の選択 時として政府が個々の工場の立地点，規模，機械

の種類や技術の細部まで外国の政府や企業と話あう場合もある．この時適正技

術の内容を吟味する観点は，先にE節 1に掲げ‘たようなものである．通常狭義

の技術の選択に関連して，労働集約と資本集約との聞の選択が論じられるが，

これは現実の諸条件を考えると余り単純すぎて正しい結論に導くとは思えない．

国際貿易によって近隣の後進国から各種の消費財も輸入できるとし、う事実があ

り，また経済的効率を妨げ‘ているものは資本不足だけではなし、からである．例

えば， 熟練労働や基盤投資の不足のため，却って極めて高度の技術で必要な熟

練労働の少ない資本設備一一一電信 ・計算機 ・衛星通信一ーを導入する方が，急

速に国民経済の効率を高めるであろう．あるいは輸出産業を急速に発展させる

ため良質で、規格の統ーされた商品を生産しなければならぬようなとき，精密な

機械設備の導入は不可避であろう．勿論，大量の余剰労働力に仕事を与えるた

め，労働集約的生産技術の利用もせねばならないが，それと上記のような高度

の技術の導入の双方が必要なのである．換言すれば，二重構造になることは不

可避ということである．

技術はしょせん近代文化の一部であり，その採用は当然ある生活の仕方，訓

練，人間組織を要求し，近代経営と合理的判断が前提である．この事は伝統的

思考の変容，社会秩序の変革を求めることが多い．だからこそナイジエリアの

オニメルクエ〔55〕その他の人々は，技術導入が政治的 ・精神的問題を伴うこ
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とに注意を促したので‘ある．例えば，新興ビジネス ・グループの成功は既存の

財閥之の聞の力関係を変え，政治的権力の構造に影響を及ぼすであろう．また

技術者や経営者の地位の向上は，僧侶や学者や軍人の地位の相対的低下を引き

おこすであろう．これは既得権益をまもりたい人々の反擦をまねくかも知れな

い．工場の立地点の地域的分布も所得の地域的配分を変え，経済力ひいては政

治力の分布を変える．シンガポールがマレーシアから独立したことには，こう

した側面があった．近代的技術が伝統的技術にとって変ることには，しばしば

精神的抵抗をともなったことは初めに引用したカ’ンジーの言葉で察しられるで

あろう．異質文化の吸収には相当の時聞をかけねばならない．にもかかわらず，

物質的富の増大の要求が急速に膨脹しすぎるのである．しかし適正なる技術の

開発 ・採用 ・実施を，適度の生活の向上と並行して実現した例もある．例えば，

マレーシアの MADAの例がこれに当るであろう .16) 

前述の二重構造については，わが国に数多くのすぐれた研究があるが，とく

に通産省のいわゆる「産業政策」 17】が，近代部門に対しては輸出志向の技術開

発を支援し，山伝統的部門（中小企業）については，様々の保護育成策を講じ

て，雇用機会の維持をはかり，後にはその近代化を推進した．この事は，高度

の技術をもっ部門と，比較的労働集約的技術を用いた中小企業とが併存すると

いう事を意味した．日本の工業技術は，こうした二重構造から成立っていたと

いってよい．これが下請け，再契約を生み出した技術的背景で、ある．この事か

ら判るように「適正技術」は一つの産業をとってすら唯一つとは限らない．む

しろこのような技術の組合せの最適を考える方がよく，賃銀水準の上昇と共に，

，漸進的に最も労働集約的な技術から脱落していくと考えるのがよい．雇用とい

う観点から見る時，「適正技術」は，このような組合せであり，それを成立せ

しめるのは賃銀較差を成立させるような文化的 ・制度的要因が有効に働くとい

うことである．

技術は機械設備に体化されているが，同時にこの運転を維持し改善していく

技術者の一群が工場のなかに働いていなければならない．とくに移転された技

術を現地にふさわしいように適用し改良するためにはそうである．このために
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は，各レベルの技術者が各種の機械の要求する技術や技能を習得する機会が与

えられねばならない．この事は研修活動を強化することによっても可能ではあ

るが，資本財産業を初期の段階から徐々に育成していくことを考えるのがよい

とし、う主張が有力となりつつある.19) 

技術の適正を判断する基準の枠を拡大して，人々の生活環境，社会成員の間

の所得と生活条件の分配の不公平が限度をこえないこと，人々の陶冶性と勉学

の機会を維持すること等の観点からの吟味を重視する人々もいる.20）しかしこ

のような草の根からのパランスをとっての発展という行き方には，すぐれた指

導者が数多く存在することと時聞をかけることが必要で，それらの条件が満た

されぬ時，なおかつそれを「適正」なりとし、う判断を誰が是認するかが問題で

ある．しばしば地方の住民の因襲への執着は強く，それとの調和は他との較差

の拡大を生み出す．それでもよいという考え方は，発展におけるそうした孤独

な地域の併存を承認することではあっても，いま問題としている工業化に伴う

技術の選択とし、う問題とはやや異る.21) 

4 技術移転と創出の主体 技術の移転および創出の担い手は，人並み以

上に強い動機がなければそうしないであろう．その動機は，（a）個人，（b）会社，

(c）産業，（d）社会，（e）国家のためのいずれかであろうが，究極して決意するの

は個人であり，個人は必ず（b）～（e）のいずれかのために行動すると考える場合

が多L、から，これらのうちいずれが決意者を引きつけているかに，その国およ

びその個人の所属する社会集団の特色がうかがえる．政治的腐敗の少なくない

環境のなかで，誰が技術革新の担い手となるかは，まだ明確ではない• 22）技術

の伝播という点では，革新者と追臨者を区別せねばならない．どうすれば革新

者が増し，また追随者が一層速やかに反応するようになるかについて，一般的

に言えることは次のようである.23) 

業績主義 Meritocracyがもっと広汎にひろがらねばならない．次項で論じる

ように，東南アジアの大半の種族の社会では， 24）そのような文化的伝統は稀少

であり， 1945年から35年たち，一世代たった今でも，「企業者精神JEntrepre• 

neurship，「ビジネス」 Business，を「金もうけ」から切りはなして理解し，「計
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算合理性」「目的合理性」を身につけることの重要性の理解は進んでいない．

官僚とビジネス・マンの双方に，目的の達成と事業の遂行にたし、する責任感

一一家族や共同体への愛情と責任とは異る意味でーーをもった人々の数が少な

く，社会のどの層からこれらの人々が生み出されてくるかが問題である• 25）民

族独立運動を生み出した精神的基盤が，必ずしもそのまま このような新しい社

会集団を生み出すわけではない．フィリピンでのー研究〔10〕によれば，貧し

し、階層から企業者になる動きは，戦後はむしろ困難になってはし、るが，企業家

はなおあらゆる階層から出て来て，まず商人となり，それに成功して企業家と

なっているという．パリ島や中部ジャワの初期の企業家についてのギーツの研

究〔21〕は，インドネシア固有の企業者精神のそだっ文化的基盤の存在するこ

とを証明している．問題は，その現在の力と近代経営能力をし、かに獲得してい

くかである．

技術面においては，高級，中級，初級の技術者が一通りそろう事が必要であ

る．産業技術の応用は，大学における勉学や医学の場合と異り，チームとして

やらねばならない．その際，中型の技術者に成長できる者は，屡々伝統的産業

の技能者ないしは職人である．その基盤をうまく活用せねばならない．その際

大切なものは職業訓練所ないしは工業学伎のような教育機関 VocationalSchool 

である．それが時代おくれにならぬような配慮がなされるのでなければ，適正

技術は中堅ないし初等の技術者の不足によって，水準の低いものにならざるを

得ないし，また細部において自らの工夫による改良や固有の適正技術を創出す

ることができない．

国民経済が二重構造になり，所得分配の不平等に配慮せねばならない時に，

中小企業の重視が必要となることが多い．近年の東南アジア諸国ではこれが重

視されている．韓国，台湾が日本の中小企業を誘致し，その技術を活用して成

功したことから，これが適正技術の導入の近道だと思われることが多い．しか

し中小企業は，（a）危険負担能力が低く，（ω海外事情にくわしくなく，（c）国際

的人材に乏しく，（d）成功すれば現地の企業と競合するものもある． しかし小

規模で，経営の仕方がやさしL、から，いったんその技術が移転すれば，その伝
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事長 績 播は速く，製品のサイクルは短命で、あろ

う．

欧米人 日本人 5 社会権造と官僚制 ある組織体

の責任者として決意する人は，その組織

志イ向人国争ー

集
体の性質によって影響をうける．東南ア

→思
向 ジアの社会構造は，「しまりのない構造」

マレ一人 中 国 人
とか「軟性」 Softとか言われるが， m そ

れと企業および政府のなかでの官僚制

↓ との関係については，口羽益生教授の図
調 和

図 4 （図 4）を利用するのが便利である〔43〕．

東南アジアの大多数の種族の集落においては，業績や成果は日本やアメリカほ

ど重視されない．そこでは対人関係の調和が重視されるが， 日本人や中国人の

社会ほど集団志向ではない．この結果，農村では，農業協同組合の形成，組織

固め，存続が難しく，またその基盤が弱し、事が指摘されている．この性質が企

業にも官庁組織にも持ちこまれるため，東南アジアの近代組織体の中での上下

秩序聞の強制力は弱L、 そのため組織体の適正規模は小さくなり，その機能の

効率は低くなる． もしある限度を越えて規模が大きくなれば，組織は細部に分

裂する傾きが生じる．このような時に人をピラミッド型に組織する官僚制の確

立は難しい．部局がチームとして結集して仕事をすることが少ないため，大型

で時聞を要する仕事は中途で放棄されがちとなる．この事は，組織の性質から

来るだけではなく，人材の不足にもよる．

このため計画や予備調査が不適当となり，その実施は多くの困難に直面し，

時として計画は紙上計画に終らざるを得なくなる．この点から見れば，「適正

技術」とは大きい組織を必要とせず，またチームとしての強い団結と協力がな

くても運用できるものでなくてはならない．即ち工程が，いくつもの段階に分

れ，それが緊密な調整を要するものでない方がよい.27) 

さらに東南アジアでの社会組織の確立とその効率を難しくする事情として，

(a）多様な種族聞のパランスをとらねばならぬ場合の多いこと（Bachtiar〔2〕），
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（ω官僚の数の急速な膨張のため，有能な人材が得がたく ，また年齢構成の不

揃い等のため管理のむつかしいこと，加（c）多くの政策の政治的含意が問題と

される場合が多く ，官僚機構の中立性の保持がむつかしいこと， (d）専門的知

識を持った者の数が乏しいこ と，また，軍人が行政官になることが不足する人

材の欠を補ってはいるが，技術的問題の処理できる人材を補いえない（Holt-

Turner 〔30〕，Bacht町〔3〕）こ とがあげられる．

6 経済体制と市場機構 自由私企業制を建前と して経済を運営する国々

にとって，個々の企業の内部組織に加えて，市場および民間対政府，さらに外

国との取引などを結合している経済機構のあり方が，「適正技術」の内容を規

制する．まず第ーに，市場の規模が社会資本の不足によって小さくなっているー

交通 ・通信 ・倉庫 ・港湾 ・空港 ・金融機関 ・郵便貯金局等々の整備が，市場の1

空間的連結をつよめ，市場機構の能率がよくなり，外部節約が大きくなる．ま

た主として公共事業としておこなわれる電力 ・ガス ・水道 ・航空 ・鉄道 ・海運

などの諸事業の生産と分配の諸活動が適切でないため，民間産業部門の活動に

支障が多く，それらの相当部分を，自家発電のごとく，自己の事業としておこ

なうことを余儀なくされる場合が多い． これは外部節約を妨げる．従って，こ

れらの事情の改善に貢献するような技術は，適正なものとして重点事項であら

う．この事は経済効率ばかりでなく，政治的安定にも貢献する．

次に技術の伝播という点で市場機織が有効に働くためには，技術革新の価値

が正当に評価されることが必要である．これには技術に関する特許料の支払，

技術指導料の正しい評価，経営能力の正しい評価などが重要なる論点となる．

また当然それぞれの国の内部での発明 ・発見，実用新案の保護の政策も とられ4

ねばならない．東南アジア諸国の実情は，これらについては殆んど手つかずの，

状態であるといってよい．

第三に，私企業の採算制を高め，技術の選択を誤らしめぬためには，政府。

徴税の基準が確立し，許認可の事務が適時適切におこなわれることが重要であー

るが，東南アジアの実情は遺憾な点が多い．その結果，より多くの在庫と運転

資金を必要とすることになる．この事は資本の効率を低めることになり，資本
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不足に悩む後進国の技術革新の歩調をゆるめることになる．

最後に，資本調達の機構の問題がある．外資との合弁企業に対し，外資の割

合を 5割以下に制限するのみならず，15年以内にその比率を急減することを法

律的に規制する国がある．このような制度の下では，その企業がその期間内に

自主的に技術を開発ないし採用できる能力をもつようになるのでなければ，技

術を持込んだ外国企業は新技術への転換をおこたり，・新会社を近隣国に設立し，

そこに新技術を導入するかも知れない．ここで適正技術の新陳代謝が不断にお

こなわれるためには，それを採用し，継続採用してし、く企業それ自体の永続性

が保証される事が必要で、ある．そのような外資と民族資本との信頼関係の確立

なくして，適正技術の不断の維持開発はで、きないであろう．

i主

1) この論文は， 国連の国際労働機構のために執筆した＂CulturalAnd Institutional Factors In 

The Government Policies lnplementing Appropriate Technology-with particular reference 

to East and Southeast Asia”なる論文の縮訳である 詳しくは， それを見られたい．

2) ガソジーは言う，「私が自に描きたいのは，電力，造船，機波観造等が村の殺人と共存するこ

と，しかも将来て・は前者が後者をこわすのではなく，村と村の職人に奉仕 subserveしてもらい

たいのだ」 〔28〕が引用する CharanSingh, India’s Economic Policy, Vikas, New Dehli, 

1978によるー

.3) Klonglan-Coward〔41]を参考にして作成した．

4) 一例としてマンスフィ ーノレドの研究を示せば，次のごとくである. .lu(t)=i産業で1革新を

t期に採用し，t-1期までには採用しなかった企業の割合，π＝利潤， C＝費用，D＝他の要素

として，ん (t)=F〔ん1(t-1），π，；， Cり， D,1〕を推計する．それによ って様々の』（t）と.l(t -1) 

の聞の関係から，企業者能力の分布を推定した 〔46〕〔47〕．

類似の研究により，レイは技術革新と企業の規模との間には，殆んど何の関係もなく，大企業

が技術革新の担い手とは言えぬと論じた〔61〕 もしこの種の研究を国際比較すれば， 企業者能

力分布の国際比較ができるかも知れない．

.5) インドネシアの伝統的企業者能力については， Geertz の〔22〕や Siegelの〔67〕を見よ．

また日本と中国との比較については， Peacock=Kirschの【56〕を見よ．彼等は日本の道徳的

準則を北ヨ ーロッパのカノレピニズムに比し得ると判断しているが，儒教道徳については合理主義

は認められるが，日本の道徳ほど経済倫理において明磁でないといっている わが国の報徳思想

や心学の伝統を思えば，この発言は当っていよう

'6) しばしば指摘されている事実は，合弁企業の現地側パー トナーが，企業の内部留保の磁保を欽

迎せず，高配当を強硬に主援する事である．また株式の公開を必ずしも歓迎せず，所有を一家谷

属に集中することを重視する ここには「会社」としづ組織体の永続性に対する信頼を確立する

だけの歴史的経験の欠如が感じられるとともに，「親族」と「同郷」以外の団体形成の契機の熟

していないことが看取される．

7) 例えば，石井 〔38〕にいう ！「近代化の挑戦」多照. fl.イ国の諺にいう「身のほどを知れ」とい
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う言葉は，社会での身分を受入れ，その身分で最善をつくせば，次の世ではもっとよい身分に生

れ変れるというふうに解釈されているという．このような教戒を是とするところからは， 努力と

学習によって社会的地位の向上を求める近代社会の業績主義は生れない仏教教義の再解釈が果

して経済面での動きの追認以上に，新しい経済活動への誘因となり得るかは，石井教授による

も未知数のようである

8) とくに山田 ・小倉編 〔81〕にすぐれた実例報告が多い

9) Geertz〔21〕，〔23〕， Benda〔5〕

10) 独立後この動きから生れたものが PN! （急進民族主義派）， Masjumi （モスレム改革派），

NV （伝統的モスレム）， PK! （急進共産党）等の動きで，これらの聞の和合のスローガγが

PantjasilaあるいはNASAKOMであり，それは今でもスローガンとして重視されている

11) たしかに PK！は竣滅し， PNIは大打撃をうけ． NV は孤立している． しかしィ γ ドネγア

独立時にうずまいていた近代主義者，スカノレノ派，モスレム改革派，地域独立派，策謀家はなお

残存し，かつ軍もまたジャワ系とスマ トラ系の対立が消えてはし、ないとい う．

12) Chenery-Taylor〔14〕及び Chenery-Syrquin〔13〕を見よ

13) 多国籍企業や外国投資にしかるべき功績を承認する議論は多い 例えば， ECLA 〔16〕，

Prebisch〔59〕，小島〔42〕， Singer 〔68〕，〔69〕等．しかしこれをもっぱら拙判的に見る学者も

あり，とくに中南米に多い（Bhagwati〔6〕， Dos Santos〔66〕， Gough -Sharma〔25〕）．

14) Bagchi〔4〕， Craft 〔15〕参照 但しこれらの著者も，外資や多国籍企業への依存という迷宮

から脱出して，よし社会主義と準帝国主義に逃れてみても，困難がなくなるとL、う楽観を主張し

ているわけではない．

15) 多国籍企業の活動の平明な説明については，斎藤優〔65〕参照

16) Yamashita-Jegatheesan-Wang，〔82〕に詳しい報告がある．

17) 産業政策については，通産省の多くの報告書に詳しい 最もすぐれた研究は，上野裕也 〔「産

業政策」 （東洋経済新報社 ・経済学大辞典所収）〕である．一般的展望論文としては，市村真一

〔33〕を見よー

18) 通産省は，工業技術院に4,000人のスタップをかかえて，外国のすぐれた技術の修正，適応，

改善と，独自の技術の創出に力を注いだ 通産省の全スタッ 75,000人の 5分の 4がここにいた

事は，驚くべき技術重視である．

19) 例えば Bruton〔B〕， Stewart〔72〕のごときがそうである 日本の場合は軍需産業のための機

械工業が初期から育成されていた これが技術習得に果した役割が今論じている事である

20) Saens〔64〕参照 日本では川喜多二郎氏などがそうである

21) しかし先進国をも含めて工業文明からの逃避の性向を持つ人々，自然との調和を重視する人々

は多いから，全国的視野から見るとき，採用技術ないし産業や企業の地域分布をこの観点から

再吟味することは有意義である． これは既に論じた産業の地域分布の一つの側面である．また論

者のなかには，不適正な技術が採用されるのは，不適正な政治家と企業家のせいだと言いきる人

もある．そして今日先進国の側に「授助疲れ」があり，もっと競争原理のきびしさを貫徹すべき

だという考えもある（White〔78〕参照）．後進国の間に較差が生じて来たとき，それぞれの間の

技術移転と先進工業国からの技術との差異をどう取扱うかという新しい問題も生じる．

22) 西原〔52〕参照．

23) Edquist〔17〕は，ここに論じているような問題の一般的討議をおこなっている

24) 例外は，華僑，印僑，パタック人，パリ ー人，中部ジャワ人の一部，アチェ人等といわれる．

25) 日本の場合は，江戸時代の商人階級より武士の間から優れた企業者の出た例の方が多い．この

点市村〔34〕参照．東南アジアの軍人は多くの宮僚と少数の企業者になっているが，彼等がどこま

で成長して，新しい社会階層に変貌をとげるかは未知数である． しかし碍国でも，イ ンドネシア

でも，そうした動きが顕著である
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26) Embree〔18], Evers〔20].

27) 官僚制をめぐる Merton等の 〔48〕の議論には，後進国の湯合についても参考になる点が多

L、
28) インドネシアの官僚数は， 1971年に 54万 1,873人， 1932年 10万3,619人（内ヨーロッパ人 1

万7,034人）である 戦後35年間に 5倍強にふえ，44万人位の官僚をつくったことになる．
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水田の景観学的分類試案

まえーカミき

水稲圏をいくつかのグループに類型化するということはすでに行われている．

例えば，ジャポニカ，インディカ，ジャバニカというように栽培されている品

種による分類も一つである．プレ ・モンスーンとかモンスーンとかポス ト・モ

ンスーンといった作季による分類も考えられる．あるいは，栽培技術や使用器

具による類型化も可能である．例えば，移植とか散播とか，あるいは，脱穀は

水牛に踏ませるのか，打ちつけるのか等といった類で、ある．この小論では，こ

うした水稲耕作がその上で、行われる土地の自然地理学的性質を中心に分類を行

おうとするものである．ただこの場合，地形とか水文といった要素に分解して

分析的に見るのではなく ，もう少し， 総合的，鳥眼的にとらえようとするもの

である．その意味では景観的とし、う言葉が当てはまるかと考えている．

モンスーン ・アジアを覆う水田景観には極めて多様な変位があるはずである．

しかし，私には，どうもこれらの水田の多くが，結局はせいぜい四つか五つの

類型に分類されてしまうように思えてならない．私がすぐに想い浮かべる水田

景観の代表例は，第一に条里にそって水路が縦績に走る近江盆地の移植田，第

二にメコン ・デ‘ルタの広大な浮稲地帯，第三に水不足で今にも枯死しそうなイ

ンドの平原の天水田，そして第四に焼畑斜面の裾にこびりついたようにして作

られているマレーシアの小湿田宅、ある．以下に私は，f 上の四つの水田景観を，

それがどういう自然への適合を行って存在しているのかを描写してみたい
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I 扇状地の稲作

1 扇状地の分流系 アジアの稲作地の多くは，気候的に見るかぎり，基

本的には水不足地域である口2〕（以下プラケット内は章末の文献番号を示す〉．稲の

生育に必要な水量は作季中の降雨によってはまかなえない．いし、かえれば，天

水田は不可能である．どこからか水を運んで来て，降水の不足分を補助しては

じめて稲作は可能となる．この事実は稲作の技術や社会を考える上で決定的な

重要性をもっている．例えば，補助水を運んできやすい所ときがたし、所とがあ

ると しよう．前者は稲作の優等地ということになり，後者は劣等地である．又，

水は運んできうるが，水の絶対量に比して需要が大きすぎるとする．すると，

そこに水争いが起こる．争いをおさえて共存しなければならないとすると，そ

こに水利慣行が生まれねばならない．扇状地とは，こうした水にかかわる諸問

題が最も明瞭なかたちで，最も強烈に起こりうる所なのでるる．

まず，扇状地の地形的構造を考えてみよう ．理解を助けるために日本の扇状

地の一つを想い浮かべてみるとよい．例えば，琵琶湖に注ぎこむ姉川，犬上川，

愛知川，野洲川等は典型的な扇状地を形成する．これらの扇状地において基本

的な性質は，扇状地全体にわたって何本もの新・旧の川跡が発達していること

である これらの総ては，かつての本流が左右に暴れて，乱流跡として残った

もので，多くは今は小川か，時には自然堤防の高みのみを残している．これら

はいずれも現在の本流を中心に葉脈状にひろがっている．

第二の特徴は，扇状地の川は本流といえどもそれ程巨大ではない．特に梅雨

前でもあれば流れは小さく， したがってそこに井寝をかけたり，あるいは底樋

を入れたりする こと もそれ程困難ではない．たいてい村レベルの資力と技術で

そうした工事は施工可能である．すなわち，扇状地では，本流を含めてその流

れは制御可能である．

今もし，扇状地いっぱいに稲田が広がっていて，その回はどれも水不足に悩

んでいるとしよう． 比較的水量の多い本流に手を加えてそこから分水すること
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が当然考えられるであろう．幸いなことに，本流は制御可能であり，又，扇面

には本流に連絡した無数の分流が葉脈状に通じているのであるから，分流の通

水能力さえ高めれば，それらは水不足の稲田へ水を運ぶ濯甑水路に充分なりう

るはずである． 扇状地とは，かくして，分水を基本技術とした濯慨を行うのに

最も適した地形区なので、ある．し、し、かえれば，扇状地は稲作地としてまさに優

等地である．たとえ少々の降雨不足があったとしても，本流から水を号j1,、て来

ることができるから，毎年，安心して稲を作ることができる．かくて扇状地は，

まず例外なく，ていねいに移植を行う美田である．

以上が物理的に見た扇状地の特徴で、ある．次に，分流系上でみられる分水の

社会的な側面を，少しく検討してみよう．図 1は分流系のモデルで‘ある．今，

もし分流 aから水を引く Aが，より多く

の水を得たいと考えたとする.Aはその

希望を満たすためには分岐点αに行き，

分流bへの流入を阻止すればよい．そう

すればaには多量の水が流れAの希望を

かなえる．しかしこのことは実際には

許されない．何故ならば，それはbから

水を引く Bに直接的な打撃を与え， Bの

反対にあうからである．もし， A, Bが ι
共により多くの水を得ょうとすれば，彼

a 
等は， a, bの分岐点よりも，もう一つ b 

上の分岐点Pに到って，そこで他の分流 図1 分流系モデル

への流入を阻止しなければならない．しかしこれもそこから水を得る百姓の

反対にあう．結局，閉じことが最上流の分岐点にまであてはまり， AはXとで

さえ無関係ではいられなくなる．これが分流系の配水機構であるが，このこと

からは二つのことがし、えそうである．すなわち，（1）一つの分流系内にあっては，

どの百姓も他の百姓とは無関係ではありえない．いし、かえれば，どの百姓も分

流系の持つ極めて有機的なシステムの中に否応なしに，ガッチリと組み入れら
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れている. (2）下流部にいる百姓ほど水利に関しては不利である．水利的に最む

有利な者は扇頂点ωを掌握した者で‘ある．扇頂さえ握れば，彼は扇状地全域の

水を支配しうる．特に川の水が少なければ少ないほど，その権力は絶大になり

うる．伺放なら，彼は流れの総てを堰止めて下流に水を全く流さないことも可

能だからである．

以上のことは，分流系と対照的な支流系の場合と対比してみると極めて明瞭

になる．支流系では，各百姓は独自の水源を持っている．したがって，彼等は

お互いに無関係でありうる．又，分流系の扇頂のそれのように複数の百姓を支

配しうるような特殊な地点を見出せない．ここでは総ては平等である； L、L、か

えれば組織も序列もできる素地がない．

2 組織された水利社会 以上が最も単純化した扇状地の水利モデルであ

る．そこでの特徴は，（1）美田ができうる可能性が大きい，（2）水利に支えられた

強固な組織をもっ社会にならざるをえない，（3）扇頂を掌揮した者は特権を享受

しうる，といった諸性質が出て来そうである．

ここでは，こうした扇状地のーっとして，近江盆地に姉mの例を見てみよう．

姉川は伊吹山塊に発し西流して琵琶湖に注ぐ川である．今でこそ，井堰統合

が行われて，昔の井堰は姿を消してしまったが，戦後間もない頃までは，まだ

伝統的な井堰取水が残っていた．数ヵ村ずつが井郷を｛乍り，それぞれに井堰を

持っていたのである． 春先になると，その年の最初の仕事が始まる．まず，広

い河原の水みちを自分津の井口に近づけなけれぽならない．前年の洪水時に，

砂利は大抵，大きく移動してしまって，川は勝手な所を流れている．それを矯

正して，自分達の井口に近づけるのである．やがて，4月中旬から 5月初めに

なると，いよいよ，井だてが始まる．川中に杭を打ち土俵を積んで，水位を高

めると同時に，堰から水路にうまく水が乗るような作業を行う．こうした作業

は井郷に属する全員が総出で， 定められた日に行う．

以上が分水濯瓶の作業であるが，ごうした井堰を持つ川筋には，分水瀧甑特

有のあらゆる諸現象が見られる．以下喜多村俊雄〔11〕ι従って，姉川にその

2, 3の実例をひろってみよろ．
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まず水争いの例である．当然なことであるが，敵対関係は，相上下する井郷．

の間で最も頻繁に起こる．横井にまつわる争いでは， ーその最初の記録は寛永工3.

年（1636）のものである．この時の事件は，繍井郷に属する上坂村の百姓が武

具抜身をそろえ，堰を見守りに来ていた下流の三田，大路，野村の3カ村の者

を追立て，慣習に反して堰を強固にして，下流井堰へ水を流さないようにした

という のである．困惑した下流3カ村は， ここで、武具での寸こめた大勢で‘反撃に

出，結局，横井を切り落している．この時の争いで、は死人が出た模様という．

又同じ横井であるが宝麿9年（1759）には横井郷に属する 6カ村が底樋同様の噌

構造物を伏せて引水を企てている．このために対岸の三田等数カ村は井戸水ま

でが減少するとし、う被害を起こしている．明らかに，こうした構造物による引

水は慣行違反である．北岸の被害村の願いにより，奉行のしらべる所となっ，て，a

構造物は徹去させられると同時に，それを指導した横井郷の庄屋，横目 8名の

龍舎が申し付けられている．こうした事件はどの井堰にも必ず起こっている無

数の水争いのほんの一例にしかすぎない．

ところで，時々の水争いは絶えないとしても扇状地全体が，とにもかくにも炉

共存して行くためには，何らかの約束に従って水の配分を行って行くより他に

やり方がない．前項にも述べた如く，ここに慣行が生まれ，組織が育つ．そし

て，その組織は扇頂を掌撞した者を頂点とする一種の序列で固められる．姉川

筋の場合， この扇頂の特権を享受するものは出雲井郷の15ヵ村であり，その中

でも特に配水を支配するのは親郷間田村の孫助家である．孫助は，もし半夏生

左過ぎても水不足で植付ができない所がある と，報告を受けた後，井郷の総て

の庄屋を呼び集ぬ，配水に関して指示を与える．孫助の指示は絶対であり，又

それは歓迎された．伺故なら井郷の秩序維持のためには，同家の支配は必要と

されていたからである．このことは文政年間に至り，孫助家が経済的に行きづ

まり j 破産に陥りそうになった時，彦根藩』こより，近郷村に御用懸が命ぜられ，．

同家の再興が図られたことからも窺い知れる．

間田村を頂点、とする井郷の秩序は，あらゆる手段を用いてその維持につとめ

られた．そして秩序の破壊者に対しては，井郷メンバーの多数による制裁が加
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えられた．例えば，高香，井之口の 2カ村は御領であることを背景に井堰の入

用銀につき半役を主張し，負担金の出金を拒絶したことがある．この時に，こ

の郷内でとられた制裁は，契約に従って，この 2カ村の川戸山への出入りを禁

止したことである．草刈場から閉め出された2ヵ村は田作り用の肥料源を絶た

れるとし、う窮地に追いこまれ，さすがに他領の圧力に屈して，その主張をひき

さげるのである 〔11),

扇状地の分流系のかもし出すいくつかの典型的な現象が，上の簡単な諸事件

によってもよく代表されているのではなかろうか．

3 イロカノの例 扇状地稲作の最も典型的なものは，このように畿内を

はじめとする日本の農村に求められる． しかし，東南アジアにも同じような例

は，いくつか報告されている．こうした中で特に有名なのは，北タイの山間盆

地の例と，パリ島の火山山麓の例であろう．前者に関しては，最近田辺〔23〕

のモノグラフが出た．そこでは用水普請のやり方から堰組の組織， 運営まで，

きわめて詳細な記載があるが，本質的な所では，上記姉川の例と大差ないと考

えてよい．後者に関しては19世紀後半，オラン夕、の植民地官 F.A. Lifrinckが

残した記録をもとに編集された， vanBaalら〔24〕の記録と，藤岡保夫〔5〕が

くわしい．ここでは，水利慣行が村の組織とは勿論，宗教とのかかわりあいに

おいても詳述されている．より一般的な議論の例としては，家永〔9〕の如く，

たとえばフィリピンの米生産の基礎条件を水利集団の構造を通じて分析しよう

としたものなどがある．

ところで，ここでは上記の充実した業績とは全く比べるべきものではないが，

比較的知られていない資料の一つを紹介しておきたい．最近，私自身が，そこ

の旅行から帰ったばかりで，印象がまだ極めて強L、からである．フィリピンの

ルソン島北西海岸に面したイロコス・ノルテには背後のコノレディレラ山脈から

流れ出す河川が多くの扇状地を作り．そこにきれいな移植田が発達している．

以下に示すのは，ここで見られる水路建設時の規約書である．
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約定

ここに署名もしくは十字を記す我々はギマガの土地に給水する水路建設に同意する

ものである．ここには何の強制lも威圧もない，我々は我々の自発的な意志を表明して

いる．そして以下の如く云う

第1条：上記の水路建設に秩序を保つ目的で，主主々は我々に命令を下す1人の首長

（原註：父親の如く奉仕する 1人の人）を選ぶことに全員等しく同意する．

第2条：我々は又，組長を選ぶ，彼等をして上記の総指揮者を補佐せしめることに

同意する．

第3条：我々は更に又次の点に同意する．即ち上記の首長，組長等によって与えら

れた命令に対しては，我々は反対すべきではなく，全員等しく従うべきである．

万一，この申し合せに反する者がある時，彼は不服従の罰としてむち打ち 2回が

与えられる．また万一，彼が第2回目のあやまちを犯した場合，その不服従の罰

として，我々は，この土地における彼の持ち分を凍結させる．

第4条：我々は又次のことに同意する．即ち，作業に決められた日が到来し，首長

が，召集のホルンを吹いた時，我々は急ぎ馳せ参じるべきで，決して，第3，第4

回目のホノレンを待つべきではない．特別の理由がないかぎり，最後になった1人

には，その遅い罰として 6クマルト（原註；約2米七ント）の罰金が科せられる．

第5条：我々は又次のことに同意する．即ち，上記水路建設が始まったならば，他

所に行ったり，あるいは隠れたりしてはならない．万一， 隠れている所を捕えら

れると，その理由の如何にかかわらず，その不服従の故にむち打ち 5回が与えら

れる．

第6条：我々は又次のことに同意する．即ち， 7月に入って以後は，女や子供を代

人として出すことは許されない．このことは仕事が堰工事にかかっている聞は特

にしかりである．この申し合せに違反した者は，その理由の如何にかかわらず，

8分の lベソの罰金が科せられる．

第7条：；水路掘削であれ柵｛乍りであれ，一度仕事が割当てられたならば，他人の援

助をあてにして待たないで，可能なかぎり早くそれを遂行しなければならない． こ

の申し合せを軽んずる者は，その不服従の故に8分の lペソの罰金が科せられる．

第8条：我々は又次のことに同意する．即ち， 水路掘削であれ柵作りであれ，それ

に必要な労力と資材負担は我々の聞に均等に割当てられるべきである．

第9条：我4は又次のことに同意する 即ち，馬，水牛，牛，豚等の動物を通す柵

のある通路建設のための費用は，我々の聞に均等に割当てるべきである．何人と

いえどもこれに従うことを拒絶できない．

第10条：我々は又次のことに同意する．即ち，外部者を半日，又は1日仕事に参加

させることができる．しかし，監督者はこのことを．前もって，会議の席で我身
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に公表しなければならない 事前にこのことを行わないで契約に入る権限は監督

者にも与えられていない．

第11条我々の申し合せに反して，共同の土地を食い物にする者がある時は，その

悪しき習性への罰として，初犯の場合はむち打ち 5回が与えられる 再犯の場合

には，彼のあらゆる権利は剥奪される．この罪に対しては， L、かなるし、L、訳も許

されない．

第12条： ；水路掘削であろうが，柵作りであろうが，一旦仕事が割当てられるならば，

監督者の命令に背くことは許されない．もしこの申し合せに違反して行動する

ような者がある時は初犯に対しては，第7条に定める規定によって罰せられる．

再犯の場合は，不服従の罰として，この土地に対する彼の権利が剥奪される．

第13条．我々の回から遠くはなれた所への突然の召集はあってはならない 万一，

遠方への召集が必要となった場合は，我4は突然に呼び出されるのではなく，事

前に通告されているべきである．

第14条：：我々は総て自分の鍬，縄，まぐわを現場に置いておかなければならない．

持主以外の者が，上記の道具を用いるのはよくない．万一，他人の所有にかかる

上記の道具を使用しているのが見つかった場合は，初犯ならば，それ相当の罰が

科せられる．再犯の場合は，理由の如何を問わず，その土地における彼の権利は

凍結される．

われわれの共同の土地の耕作のための上記の約定の総ての条項は厳絡に順守される

べきである この約定作成に際しては何者も我々を強制していないし，又我々が強制

されねばならないような謀もしていない．我々は，我々の仕事に規律を持たせるため

に，我々の自由7言、志で，この約定に同意することを誓約するものである. 1894年の本

日，文字の書ける者は署名を，書けない者は彼等にかわって書かれた名前の上に認め

の印をつける

ピンコーノレ村．字デママガ

1894年9月15日

（以下に20個のマ－？と 3個のサイ ン）

(Christie 〔2〕： pp.195-196) 

以上の約定書は家永〔9〕の「内発的水利集団」を持つ「山地」に見られる一

つの典型例である．ところで，上の約定書を見て受けた感じは，日本の水利組

合の場合よりも，むしろパリや東ジャワの場合に近いというものだが，し、かが

なものであろうか．あるいは，共有地とし、う 言葉の出て来る所などがそういう

感じを与えるのかも知れない．ちなみにイロコスのこの地方には Zangjera と
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呼ばれる水利組合が多くあって，その中には土地の所有権は Zangjeraにあっ

て組合員は割地で稲を作っているという例もある．北西海岸のこの地方の濯慨

に関しては Lewis〔15〕が参考になる．

’ルソンの中央平原を広く歩いた後，イロコス ・ノ ルテに入ると，この川｜の河

川だけが実に多くの堰を持っているのに驚かされる．同じように，もう一つこ

の州で印象的なのは，時々村はずれに置いてある，手のこんだミ ニチュアの家

である．それはパヤニハンと呼び，日本のミ コシのよう に村の若者達が大勢で

かついでねり歩くのである．イロ コスの茶店の 1軒に，パヤニハンの写真をの

せたカレンダ．ーがかかっていて，きれいな乙女を 1人乗せたパヤニハンを大勢

の男達がかついでいるその写真の下には説明があって，最後にこんな文章が書

丸、てあった．

A bayani is a man who voluntarily gives his service to any members of 

the community for free. Be it to carry a house or to construct it. Bayanihan 

is the Filippino spirit of carraderic, service, unity, cooperation and together-

ness. It is a sense of belonging to a community. To a nation. To a people. 

パヤニハンはイ ロコ ス以外ではあまり見かけなかったように思う．濯j既の行

きとどいたこの扇状地の上で，こ とさらに senseof belonging to a community 

が強調されているのは面白いことだと思った．

II デ‘ルタの稲作

1 乾燥と水没をくりかえす広大な低平地 ガンジス，ブラマプトラ，イ

ラワジ，チャオプラヤ， メコン等の大河は，その下流にここでいう デルタを形

成する．ここでは， メコン ・デルタを例にとって，その性質を記載しよう．メ

コン・ デルタも扇状地と同様に扇形の広がりを持つ． しかし， 扇頂から扇裾ま

での距離は 200km 以上である．例えば，姉川の場合，その扇頂から扇裾まで

の距離が 10kmであるのに比すと20倍の長さになる．このことは面積でいえば

400倍ということになる．デルタが扇状地に比してし、かに巨大なものであるか
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のおおよその見当がっこう．又，メコンの場合，ほぼ扇頂部と考えられるカン

ボジア ・ベトナム国境附近の海故標高は3ないし 4mである．国境は河口から

200km の距離にあるから，仮に標高 4mとして，その平均勾配は 0.02m/km 

ということになる．これは例えば姉川扇状地の平均勾配 4m/kmと比べてみれ

ば， メコンのそれがいかに緩傾斜かということがわかる．デノレタとは，かくし

て，低平，広大とL、う形容詞が文字通り当てはまることになる．

ところで，この低平，広大なテ‘ルタ面に，モンスーンの周期に合わせて洪水

がやって来ることになる. 4月になると雨が降り出し， 5月， 6月， 7月と降

雨量は漸次大きくなってゆく．そして， 8月になると，上流のタイやラオス，

カンボジアに降った雨も流下して来て，デルタ全面は多量すぎる水に水没して

しまうことになる．モンスーン型の周期が存在する という意味では日本の扇状

地も同じである．梅雨の降水があり，上流山地からの流入は相当なものである．

おそらく，扇状地の単位面積が受ける水量はデルタのそれとは大幅に変ること

はない．いや，大抵の場合は，むしろ扇状地の方が多量の水を受けるであろう．

しかし，勾配の大きい扇状地では， こうした水は簡単に海や湖に流出 してしま

う． しかし勾配のほとんどないデルタではこの下方への排水はほとんど期待

することができない．こ うして，デルタでは一旦雨季が訪れると，全体が水没

しそれは何カ月も減水する ことなく，ま るで浅い海のようになってしまう．

これがデルタの雨季である．；湛水は10月に最深となり，やがて， 12月から 1月

と進むと，ゆっくり とヲ｜し、てゆく．降水がほとんどなく，上流からの流入も極

端に小さくなってしまうからである．そして， 2月から 3月， 4月にかけては，

デルタ面からはあらゆる水が無くなってしまう．平坦で無起伏なデルタの上で

は，文字通り一滴の水さえもなくなってしまい，乾ききった粘土を強すぎる太

陽が焼きつける というのが常態である．デルタとは，かくて数ヵ月間の一大湛

水と，数カ月間の粘土沙漠が交代する所ということになる．

デルタの洪水は扇状地のように破壊的な急激さはない．我々日本人が洪水と

いえば被害を想像するのに，デルタで、は洪水は恵みと して受けとられている．

洪水は，ゆっくりとやって来るだけではなく，ほとんどの所で 1m 以下の深さ
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でとどまり ，したがって，それは乾いたデルタ面に稲が再び伸び育ち，魚が帰

って来る時期と考えられているからである． しかしここで，附言しておかね

ばならないのは，その恵みは，与えられた水深，与えられた洪水期聞をそのま

ま甘受する者にとっては恵みではあるが，少しでもその有様に不満を抱き，し

たがって，それを改良しようとする者にとっては，どうしようもない大洪水で

しかないという 事実である．例えば， 70cm の水深は深すぎるから，それを

20cmにしたし、と考えたとしよう．この見渡すかぎりの広大なデルタの全面に

洪水がやって来る時，どうしてそれを押し止どめ 20cmに下げたらよいのだろ

う．湛水期聞を調節することも同様に不可能な事柄である．たった一つ可能か

も知れない方法は，自分の回を輪中堤で囲い，輪中の中の水を調節する方法で

あろう．しかし輪中の中に多量の降水がある時，それをどうして排水すれば

よいのであろう．輪中による洪水調節はその労力を考える時，必ずしも魅力的

なものとはいいえない．こう して，デルタでは，天から与えられた洪水をその

ぎまのかたちで、受け入れることのみが可能であり，その時にのみ，洪水を天の

恵みと考えうるのである．扇状地の百姓が力を合わせて，水を制御し利用し

たような，ああした水文環境の改変はデルタでは不可能なのである．

2 浮稲とポロ このような全面乾燥と全面湛水が人間の手で制御不能な

巨大さでやって来る所に行われるのが浮稲栽培である．より一般的には深水地

の直播稲といった方がよいであろう．

メコン ・デ‘ルタの直播田では最初の農作業は4月から 5月初めにかけて行わ

れる．この時期はまだ本格的な雨季に入っていないが，時々のマンゴーシャワ

ーがあり，それまではカチカチに固まっていて強力な水牛でも歯のたたなかっ

た重粘土も湿り気を帯び，ょうやく耕起が可能になる．荒起こしした図面は，

勿論まだ湛水はない．砕土をしない田面には 30cm角もある土塊がゴロゴロす

る有様である．そして， しばしば，このゴロゴロの土塊の上に籾がばらまかれ

る．やがて，もっと雨が繁くなり，土に湿り気が加わると稲は雑草といっし ょ

に発芽する． 6月には， メコン・デルタはほとんどの直播田が稲と雑草で緑の

ジュ ータンを敷きつめたようになる．
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この頃から 7月にかけての直播田でよく見かけるのは，この緑のジュ ータン

の上で水牛が草をはんでいる風景である．最初，私は，広いデ‘ルタの中には牧

場があるものと思った．しかも，実際に，水牛は直播固に入りこんで，そこの

雑草と稲とを何のみさかし、もなく食っているのである．多くの百姓は直播田で

のこの放牧を平然とやってのけている．こうして，やがて 8月になると湛水が

始まり，それは日一日と増水してゆく．こうなると稲をはるかに凌駕して茂っ

ていた雑草は総て水死し，稲だけが，水深の増加におくれじと，その葉先をわ

ずかに水面上につき出して背を伸ばしてゆく．直播回では，－.§.湛水してしま

うと，もう近づくこと自体が不可能である．やがて，約4カ月が経ち， 1月に

減水が完了すると，半乾きの地面の上に，稲はその長い茎を横たえて実りを完

結させる．

デルタでは何故こうした直播が行われるのであろうか． 1戸の耕作面積が大

きくて，労力不足から，より手間のかからない直播が好まれるというのもたし

かに一つの理由である．しかしもう一つの有力な理由は，植付準備に必要な

諸作業を行うことが物理的に極めて困難だからである〔6〕．まず第ーに，苗代

水を得ること自体が粘土沙漠の上では不可能である．第二に代掻きに充分な時

間がとれない．水がj留り出すようになってからでは，すでに代掻きを大湛水前

に完了することは困難なのである．乾季中，粘土沙漠になったデルタ面には

4～5cmにも開いたひび割れが 70～80cmの深さにまで達しており，最初の降

雨は簡単にその割れ目に落ち込んでしまう．そして，ょうやくにして割れ目が

閉じる噴になると，今度は多量の降雨が極めて早いスピー ドで湛水深を増加さ

せてしまう．あれよあれよという間に背の低い苗は植えられないことになって

しまう．こうして，粘土沙漠と大湛水が交互するデルタでは直播だけが唯一の

可能な方法となるのである．

それにしても，デルタの直播稲の生態は，きわめて特異なものといわねばな

らない．ここでは，雨季の初期は水が順調にえられなし、から直播を行っている

のである．生育の初期の 5月から 8月にかけての 3カ月以上， f/Bv工まるで畑植

えの雑穀のように育つ．あるいは，雑草のように，といった方がよL、かも知れ
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ない．そして，その後は，逆に，扇状地の移植田などでは想像もできないよう

な深水につかってしまう ．浮稲という言葉はこの後半期の状態を表したもので

あるが，こうして見ると，実際の生態は言葉が与える印象よりももっと複雑で

ある．つい 1, 2週間前まで、畑状態で‘育っていた稲が，深水に沈んでゆくのを

克る時，私は，この稲の自然への適応力にいつもあらためて感心させられるの

である．

デルタにかんしては，さらにもう一つ，ポロのことを付け加えておかなけれ

暗まならない．デルタの一部では，洪水は上に述べたよりも更に急激である．デ

ルタの頂部附近では，とくにこれが多い．このことはデルタの水文模型を考え

てみれば容易に理解できょう．山から出て来た洪水は，デルタの頂部で一気に

吐き出され，そこからデルタ全面にゆっくりと拡がってゆく．当然のことなが

ら，山からの吐き出し口にあたる所では，洪水は暴力的に強暴で、ある．こうい

う所では浮稲でさえ生育が不可能である．デ‘ルタのこうした吐き出し口では，

実際，雨季の稲作はあきらめられている．ポロはこうした所に作られるのであ

る．

ボロはインドやバングラデシュで用いられる名前だが， ピルマでマジンと呼

4まれる物やカンボジアの減水期稲もこれに相当する物である．今では見られな

くなったが，チャイナートのノくラジ建設前のチャオプラヤ河ぞいにもそれが作

られていたという．例の洪水吐き出し口は，雨季に入ると池，兼洪水通路とな

って深く湛水する． しかし，こうした池も乾季に向かうと，だんだんと水面を

縮め干上がってゆく ．こうした時にボロは作られる．干上がりかけた池底から

畦が顔を出しかけると，一滴の水も失わないように堅固に畦をかため，そこに

稲を作る．数日たつと，もっと深い池底に沈んでいた田も顔を出しかけて来る．

するとそこにも稲を植える．こうして，干上りかけた池の周辺から，順次池の

中央に向けて，まるで階段を降りるように植え進んでゆく ．文字通りの減水期

本市である．

3 新興地デルタ 浮稲地帯にしろ，ポロ地帯にしろデノレタの稲作地は扇

状地の移植地帯に比べると与える全体的な印象はひどく異なる．第ーに大規模
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であり粗放である．デルタ稲作を見た後で、扇状地の移植田を見るとまるで箱庭

である．第二に，デルタ農民の生活態度はすぐれて自然適応的である．何10万

haとL、う単位で洪水が押し寄せて来る環境の下では，このことはしご く当然な

ことである．彼等は扇状地の農民のように堤防で、洪水を防いだり，分水したり

等しようとはしない．そういう企ては想像すらできないのである．彼等にとっ

ては与えられた洪水は，そのままで天の恵みである．デルタ水文の制御を行う

かわりに，彼等は与えられた洪水の中で、よく育つ稲を探し出して，それでも っ

て自然に迎合しようとする．その前半を畑状態で生き，後半を深水中に育つ浮

稲の選択自体，すでにこの哲学の最も明瞭な実例と考えてよいであろう ．こう

した扇状地農民とデルタ農民の生活態度の違いを，石井口0〕は自然への工学的

適応と虫学的適応と表現したことがある．

工学的指向を持つ集団と農学的指向を持つ集団との聞には，その諸性質に差

異が生ずることは当然予想される．日本の農村の多くがそうであったように，

そして，イロコス ・ノルテの例にも示された通り， 扇状地では， 集団は，しば

しば濯班組織を通じてよくまとまっている．しかし，デルタにはそうし、う意味

でのまとまりはない．水防工事や濯概水路の建設等のように共同で、事に当たる

というようなことはなし、からである．人々はいわばひとりひとりが各自てんでh

に与えられた湛水を最大限に利用して稲作を行うという態度になってしまって

いる．そこにある集団はいわゆる“ゆるい構造”の社会 〔4〕である．

こういうふうにいうと，メコン・デルタやメナム ・デルタの水路網を知って

いる読者からは，あの巨大な水路網をもっデルタがどうして非工学的なのかと

いう反論が出るかも知れない．たしかに，デルタには水路網掘削とし、う大土木

工事があった．しかしそれらは百姓の共同作業とは関係のない工事なのであ

る．例えばメナム ・デルタの大水路網のうち，その最も代表的なラングシット

のものは， 19世紀の後半，それまで象の遊び場であったデルタの薮原が，シャ

ム運河掘削・水田濯i既会社のドレッジャーによって一気に掘られたのである．

会社を構成する 4人の株主は， 1人の王族， 2人の華僑徴税請負人， 1人の元

イタリ 一国籍の建築技師であったという〔22〕．会社はそうすることによって，
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時の国王から水路にそう幅 800mの土地の権利を得，そこに 農業労働者を投

入したので、ある．掘られた水路は入植を促進させるもので，それはちょうど，

ゴム園労働者を入植させるためにジャングノレにつけられた道と何らかわらない

のである．いわば，デルタは， 19世紀後半に金持によって突加として聞かれた

米プランテーションなのである．

デルタの水路網はかくて，決して農民の共同の作業の結果ではない．そして，

そこに入植した農民達はやっぱり農学的指向なのである．彼等が行う作業は，

その運河ぞいに，雨季の冠水をまぬがれるだけの小さな土盛りを各自で作り，

その上に各自で家を建て，乾季にそなえて家の後ろに家事用水確保のための小

さな池を各自で作ることだけである．農作業自体は前記の通り，洪水を天の恵

みとして直播を行っている．

開発の歴史が浅いということが，文，デルタの無組織性を一段と強いものに

しているのであろうか．今で、はデルタは生産量において扇状地をはるかに凌ぐ

大稲作地になっており，より近代化された産米地で‘さえある．そこにはしばし

ば扇状地にない立派なハイウェ ーが走り，ハイカラな町が見られる．しかし，

伺時にそこには開拓地特有の無秩序さが氾濫していて，私にはとうていまとま

った組織を感じさせない. 1970年代の今日，急速に成長しているハイウ ェーや

町はともかくとして，水田の拡がりだけを見ていると，私には，それが農村と

いうよりも新興米作団地としづ表現でよりうまく表現されるもののような気が

してならないのである．

III 平原の稲作

1 池の点在す－？＞水不足地 ここでいう平原とはインド直大陸の多くの部

分や，東南アジアでは東北タイ，カンボジアの大部分を想像すればよい．平原

の地形的特徴は，ゆるい起伏を持つやや高位の平坦面である．あるいは，これ

を台地と呼んでも良L、かも知れない．この平原は扇状地とも，デルタとも異っ

た独自の水文環境を持っている．まずそこには，扇状地が持ったような大きな
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後背山地がない． したがって集水面積は平原本体に比して極めて小さい．例え

ば，普通の扇状地やデルタだと，その背後には優にそれらの10倍を超す後背山i

地を持っていて，そこから極めて豊富な水の供給を受けることができるのに対

して，平原はこうした後背山地を欠いている． したがって，平原には他からの・

水の流入はほとんど期待できない．平原はこの意、味で、は基本的に絶対的水不足

地帯とならざるをえない．

第二に平原には傾斜が無い． したがって， 扇状地の場合のように水が勢よぐ

流れるということがない．むしろ，降水は停滞する．この意味で、はデルタに似

ている．しかしデ、ルタのような完全な平坦面ではなく，多少の起伏があるか

ら，水は凹所に集中し，そこに池を形成する．そして，凸所はよい乾いた状態

となる．か くて，平原は全体としては水不足地だが，所々に池が点在する地帯

ということになる．

粘土の卓越するデルタに比して，平原の地盤構成はしばしば，より砂質であ

る．このことは，水が容易に地下に浸透 し，浅層地下水を作ることを意味する，

多くの場合，平原上の池というのは，実際には単に降雨が凹所に溜っただけと

いうよりは，降水後，ゆっくりと周辺の高位部より凹所に向けて移動する地下

水によって泊養されているといった場合が多い〔21). この意味では平原山地下

水依存地帯ということも可能である．

平原とはかくして，集水面積がない，ゆるい起伏地で，凹所には地下水で泊

養される池が散在するが，全体としては， 極めて乾燥の強い土地ということに

なる．

2 天水回 全体的には高燥で、あるが，凹所に地下水で泊養される池が

点在するとし、う環境のもとでは，池や地下水依存の農業が起こりうることは当

然予想がつく ．インドには古くから，池や井戸濯慨が発達していたという． 仔』

えば， RigVedaには， ツルベ，ハネツルベ，水庫，そして前後に揺すって揚

水するカヌーの記載が多くある〔18〕．前二者は地下水に依存したものであり，

後者は小形の池や地下水利用に用いるものである．こうした地下水依存や池依

存は扇状地にもデルタにも，ほとんど見られなかった技法で・ある．
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しかし現在の平原で実際に，こうした池や地下水依存よりも，もっと広く

見られるのは天水田である．図2に示した模式図は平原上にしばしば見られる

最も一般的な土地利用の型であ

る．極めてゆるくスリパチ状にた

わんだ中央に池がある．そして，

ム

その外側に天水移植田，天水直播 ＼ ム l主ンペム天
＼ ム，~ 品、ふ水

閏がドーナツ状に開け，最も外側 ＼ － ＼移百＇（~』 -"-¥ 、 0 ' ¥ ；石lJ.、，A lム 錦長

に疎林が広がる．こうした平原農＼ I 冷ょ＼＇： " JL~l 白 け
地の中で最も重要なものは天水移 ＼ 。＼てよ、ょノ 4 ム

、 、、ーム

植田である．農民はしばしば，こ ＼ 

こを降雨前に鋤き起こす．土はデ ＼＼ ？ 
ルタのそれのような重粘土ではな 図2 平原における土地利用．池，天水移植

回，天水直掻田，疎林が同心円状に分布

いから乾いた状態で、もそれ程固結 しているー

せず，牛車井が可能である．こうして鋤き起こしておくと， モルタルのように締

め固まった表面よりは，はるかに吸水し易い．こうして，雨季前の緋起は貴重

な雨を有効に捕獲するための重要な手段と考えられている．勿論，土援水の蒸

散も少ない，同時に雑草除去にも効果がある．こ うしておいて，やがて雨季に

入ると本格的な耕起と代掻きを行って植付を行う．

ところで，この天水移植田は，極めて厳密な意味においては天水田ではない．

何故なら，それは，その外側の天水直播田や疎林からの流入を受けることがで

きるからである．実際，総ての天水移植田はこう した水を利用するような工夫

が施されている．この意味では謹慨に留意している．しかし，実際にはこうし

て受け止められる水量は全くとるに足らないものである．何故なら，その水源

は普通，数百メートルか，たかだか数キロメ ートルの範囲にとどまってしまっ

ているからである．更にもっと決定的にまずい事は，雨季初期の本当に水が欲

しい時にそこから水をヲ11,、て来れるような恒常的な水源には連絡していない．

深い山ふところから出て来る流れに直結された扇状地の水田に比べると，どう

しても，これは天水田というより仕方がない．
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天水移植田に外接する天水直播回は前者よりも高位の故により水不足である．

ここでは植付水確保が不可能で直播にならざるを得ない．ここでも乾季中の耕

起は，保水容量増大のために重要で‘ある．そして，雨季が来るとより念入りに

耕されて播種される．たいていは乾いた籾が散播されるが，播種時に図面に湛

水が見られるような所には水浸籾が用いられる．

天水直播地では，しばしば数年に一度しか用いられないような田がある．特

別に雨の多い時には利用可能だが，ふつうは直播田としても用いられない．こ

うした所は，例年は全面が草芝で覆われていて，牛や水牛の放牧地として利用

されている．

天水直揺田の外縁部で，特異な景観は，疎林の中に稲が侵入してゆく場合で

ある．東北タイやネパールのタライでよく見かけることだが，不注意な旅行者

は，自分がフタパガキ科の疎林の中を旅行していると思っている．ところが，

よく注意してみると，林の下には畦が築いてあって，しばしば稲が生えている

のを認める．これは，疎林を食いつぶす形で，その外綾を拡張している天水田

のフロンティアなのである．私はかつて，胸高直径 30～40cmのショレアが

見事に天をつき，「保護林」とし、う標識の建てられている， まさにその標識の

直下で稲の作られているのを見たことがある．こういう水田を，私は産米林と

呼んでいる〔20〕．

蛇足になるが， 1960年代の後半，いくつかの国で反収の増大がよく議論され

た．高い技術の導入が反収の増大をもたらしたとL、う議論であった．その時，

人々は総生産量を水田面積で割って反収を出していた．それが私には滑稽でな

らなかった．地目林地として水田面積からはずされていた産米林が， 実際には

生産増に大きく寄与していることを知っていたからである．当時，タイ国だけ

でも産米林は数10万町歩に達していたのではなし、かと私は考えている．

3 散播中耕 平原の稲は上の加く基本的には水不足地の天水稲作である．

それは，移植田のこともあるし，直播田のこともある． しかし，ここで平原稲

作にとって最も象徴的な技術を拾い上げるとするならば，それは散播中耕とで

も呼ぶべきものをおいて他にないであろう．この方法は，今ではほとんど消滅
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してしまっている． しかし，以前にはかなり広く分布していたらしい．

以下の引用は19世紀後半のインドのクマオン地方におけるこの種の農作業の

記載である．

In Baisakh (March-April) or Jeth (April-May), the land is ploughed again 

and the seed is sown in the furrows, which are closed by a flat log of wood 

drawn along them. When the young plants have risen to some three or four 

inches in height, a large rake or harrow is drawn over the ground to remove 

the weeds and tpin the plants. 

(At!口nson〔1〕： p.658) 

明らかに直播を行い，稲が 10cm ぐらいに伸ひ了こ時に，その上にまぐわをか

けている．ここでは，その目的は除草とまびきだと書かれている．

何故こうし、う直播と，それに続く中耕が行われねばならないのであろうか．

まず直播の意味である．今でこそ除草は除草剤の出現で大した問題で‘はなくな

った． しかし以前の直播田の最大の問題は除草であった．このことは， 湛水

が期待できないか， もしくは浅湛水の所で‘は特にそうであった．農民は 1本ず

つ摘みとる雑草の除去に大変な苦労を しなければならなかった．もし，深湛水

による雑草抑制が不可能であり， しかも除草のための労力の調達が不充分な場

合，いったい，どんな雑草抑制の方法が考えられるのであろうか．おそらくは，

唯一の方法は籾を厚揺きにして雑草の発芽をおさえ，ある程度，稲苗が成長し

た時点で‘それをまびきするとし、う方法であろう．上記の記載は文字通りそのこ

とを示している．まさに， 散播中耕こそは，除草に悩む平原稲作に最も適合し

た稲作技術なのである．

同じクマオンのガゼッ ティアは，しかし，その後段で次のようにも記してい

る．

The land is at once prepared for the rnandua in the same manner as for 

rice. The seed is sown broadcast, and, instead of a harrow, the bough of a 

tree is drawn over the newly-sown land to cover the grain. When the young 

plants have risen two or three inches, the whole field is harrowed two or 
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three times and the vacant spaces are filled up from those where the plants 

are in excess. Seeds of the gahat, urd, bhat, and other similar grains are then 

sown in the midst of the mandua, and their produce is collectively called 

kdn in Kumaun. 

(Atkinson〔1〕： p.690) 

ここで mandua はシコクピェで、ある．この地方では，シコクピエも稲と同

様に散播され，それが 5～6cmに伸ひ了こ時，まぐわがかけられている．

ところで，ここには極めて重要な記載が一つ付け加わっている．それは，ま

ぐわをかけ除草した後に， ひっくりかえされた土の部分に gahat,urd, bhat等

の雑穀の種が播かれている．明らかな混植である．混植のねらいの一つは一種

の保険である．多雨年には，それに適した作物が育ち，寡雨年にも何か別の作

物が生きのびて実を結ぶとし、う方法である．乾燥地では，実際，早魁は雑草以

上に深刻な死活の問題である．シコクピエを中耕し，そこに乾燥に強い雑穀を

播くことは，除草もさることながら，より本質的には，この保険の一方法とし

て行われるのではなかろうか．

シコクピエの混植栽培と稲の散播中耕が輪作の形で行われていたとし、う事実

は，私には極めて示唆的に思える．平原に広く分布していた稲の散矯中耕が，

他の雑穀との混植の目的で行われていたか否かは，今の私にはただちには分ら

ない．しかし，この技術がその起源において，少なくとも混植に関係していた

らしいことは興味あることである．散播中耕こそは，まさに平原稲作の面目躍

如という気がしてならないのである．

N 湿地の稲作

1 島と湿地 ここでいう湿地には大規模なものでは，スマトラやボルネ

オの大低湿地を考えればよいし小規模なものでは，小さな入江の奥の水草の

沼地を考えればよい．あるいは，熱帯降雨林を流れる河の背後の通年過湿な後

背湿地を考えても よい． 湿地は，扇状地や平原とはその多湿性の故に勿論全く
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異るものであるが，デルタともまた全く異る．

湿地はデ‘ルタとは二つの点で明瞭に区別することができる．一つは通年過湿

であり，今一つは泥の不足である．このうち，泥不足ということは，いささか

の説明が必要であろう ．デルタは山から流れ出した大河が，その河口に莫大な

土砂を運び込み，そこに展開した堆積面である．デルタには今でも毎年，上流

から多量の土砂が流入し，それはデルタの拡張に寄与している．ところで，む

しこうした大河がなく ，したがって土砂の供給がなかったとしたら，そしてな

おかつ，水分の充分な土地があるとしたら，どう し、う事が生ずるであろうか．

t.: ~、ていそれは優勢な植物で覆われ，半分腐ち果てた植物の上に，また別の植

物が生えるとし、う具合で， ピートの集積ができる．熱帯の湿地林の地面の多く

にはこうしたピートが発達している．泥不足地域とは，こういう ふうにして，

流入土砂が少なく，ビートが優先しているような所に一致するわけである．

こうしたピートを伴う湿地は島部に多い．島には巨大な河川の発達がなし

したがって土砂の供給も少なし、からである．大陸の大河の下流が，いわゆる沖

積平野とし、う土砂の堆積で特徴づけられるなら，島の環境は岩の磯と時おり入

江に拡がるピート低地の組合せで代表されるといってよいであろう．湿地は，

むしろ島l興的な環境に附随したものである．

2 無耕起と 2回移植 マレーは大陸から突き出した半島で、あるにもかか

わらず．多くの場合， 島l興部の一部に数えられ，島としてとりあっかわれてい

る．これは，この国が文化的に見て，ここからインドネシアにかけて拡がるマ

ラヤ世界に属するからである．しかし，同時に自然環境からいっても島唄的で

ある．例えば，ここには非常に巨大な河はないし，逆に広い湿地が存在してい

る．

ところで，このマレーシアを旅行する時，まず最初に受ける印象は緑が多い

ということである．山の斜面は必ずしも大木ではないが緑で深くおおわれてい

るし平地には，いたる所で人の背を越すカヤツリ草の原を見る．このカヤツ

リ草は多年生であり，これが生えている所が湿地なのである．そして，この生

い茂ったカヤツリ草の湿地が， 実際には湿地稲作の対象地なのである．旺盛な
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多年生のカヤツリ草は，稲の作季中に少しは虐げられて，そこは稲田らしくな

るが，稲が刈取られてしまうと，一気に勢力を盛りかえして，あたり全面を制

圧 してしまう．かくて，稲作季以外にそこを訪れた外来者には，まるで稲は全

くなく， カヤツ リ草の湿地ばかりではないかとし、う錯覚さえ覚えさせる．いや

時には作季中にさえ，しばしば稲は圧倒されて，まるでカヤツリ草の原のよう

に見えることがある．

もちろん，マレーシアの総ての水田が上の記述のとおりだという訳ではない．

例えば， MADAの濯概地域や，タンジョンカランの二期作地は見事な水団地

借である．このことは，マレーの名誉のために明確にしておかなければならな

い．ただ，私は湿地型水田を描写するために，マレーシアにおいてしばしば見

られる風景をやや誇張して書いているのである．さて，こうした湿地の稲作を

西マレーシアの西海岸を中心に簡単に記載してみる．

この地方では， 6月になると人々は本田の植付準備と苗代ごしらえを同時に

行う．本田準備には，まずカヤツリ草を切り払わねばならない．時には，カヤ

ツリ草に混って濯木が生えていることもある．こうした所に，男達はタジャッ

クと呼ぶ匁渡り 70～80cmはある万とナタのあいの子のようなものを持って

やって来る．彼等は，この重いタジャッ クを大きく横振りにして，カヤツリ草

を薙ぎ倒すのだが，その時，泥を 1～ 2cmの厚さで，はぎ取るようなかっこ

うにそれを振りまわしかくしてカヤツリ草をその根元で‘刈取ってしまう．す

でにこの頃，湿地は浅く湛水しているから，男達は一日中水しぶきを上げなが

らこの重労働をくり返す．そして刈られたカヤツリ草はその場に浮かされたま

ま放置される．やがて，何日かの後，それが適度に腐りかけた頃，今度は一家

総出で，再び元の回にやって来て，子や女達は，腐って浮いているカヤツリ草

を熊手様のもので掻き集めて畦にうず高く積み上げる．男達はこの時も，もう

一度，タジャックを振りまわす．何日かの聞に新芽を出したカヤツリ草をもう

一度薙ぎ倒すのである．本田準備は以上で完了である．耕起も，代掻きも行わ

れない．これで，この直後に植付が行われるのである．

一方， 苗代は普通には湿地の中で、は行われない．よ り正確にいえば，最初の



水田の景観学的分類試案 329 

苗代は高みで行われる．最初のというのは，苗代が 2段階，時に3段階に分才じ

ているのである．最初の苗代は，家の庭や，水路わきの堤防や，あるいは，最

近ではハイウェ ーの路肩で作られる．こうした高みで・湛水の心配のない所に，

パナナやココヤシの葉を幅 lmぐ・らいで短冊状に敷きつめ，その上に約 2cm

の厚さに泥をぬる．そして，その上に，普通は3日浸水の籾を極めて密に散播

し， 最後にその上から柔かL、乾草などの覆いをかける．これが最初の苗代であ

る．この苗代には普通は給水する必要はない．こうして 5日から 1週間ぐらい

経つと 7～ 8cmの苗が育つ．これを第 2苗代に移植するのである．第2苗代

は例のカヤツリ草の湿地に作られる．まだ本国準備が完了していないうちに4

～5筆に 1カ所ずつ6～ 7m四方ぐらいの所がきれいに整地され，そこに，最

初の苗代で育った苗の移植が行われる．移植には棒で穴をあけ，そこに 1束3(),

本ぐらいずつに分けた苗が植えられる．移植間隔は20cm前後である．こうし

て作られた第2苗代は，大抵の場合簡単な柵で固まれ，あひるや水牛が間違つー

てそこを荒らさないように保護される．

第2苗代には苗は 1カ月から 1カ月半ぐらい置かれる．そして， そこから引

き抜かれた苗は普通は数本ずつ本田に移植される． この際しばしば，ククカン

ピンと称して，先が二股に分かれた杖を利用して植付けられる．この二股の部

分に苗を挟んで，水中の泥に深くさし込むのである．この植付は比較的排7＿］（の

良い湿地では8月に，排水の悪い所では9月に行われる．前者の場合は12月に，

後者は 1月に刈取られる．

上に述べた方法は標準的なもので，勿論， 実際にはし、ろいろ変位がある.fJU. 

えば，最初の苗代は湛水のない高みに行うといったが，時には湿地中に行われ

ることもある．この時は，刈草を 15cmぐらいの厚さに敷きつめ，湿地中に

一種のベッドを｛乍るわけだが，こうしておいて，その上に，パナナやコ コヤシ’

の葉を敷いて同様の苗代を作る．これは一種の浮き苗代でスマイ ・ラキットと

呼ばれている．また，本田耕起に関しでも変位はある．例えば，ラニ ャックと

呼ぶ方法が行われることがある．これは，今では西海岸には全く見られなく な

ったが，例えば東海岸のパハン河河口附近には今でも時に見られる．これは水
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牛を直接カヤツリ草の湿原に追い込むので、ある．水牛は何かを引っぱったりす

る訳ではない．ただそのまま湿地を歩きまわるだけである．我々が，パハン河

プ河口のトウワオ（この村に関しては堀井〔8〕の詳しい報告がある）という部落で聞い

fこ一例で＇.ii, 2エーカ ーぐらいの田に一度に40頭の水牛を追い込んでいる．朝

6時に追込むと10時には2エーカーが完了する.40頭で 1日に 4エーカーの処

理ができるのである．こうして第1回目の踏み込みが終る．その後10日程して，

もう一度同じように踏ませ，この第2回目の作業の直後に植付を行うのであ

る．ラニャックを行うには各戸が4～ 5頭ずつの水牛を出しあい，ゴトンロヨ

ンで行っている．

最近では，ラニャックはほとんど完全に消滅してしまった．そして，タグャ

γ ク面積も減少している． それに代って，彼等がクボタと呼ぶロータリ一式の

寸t掻機がかなり多く進出している．もっとも，今でも，本当に地盤のゆるい所

ではクボタはよく入りえないで，まだタジャックだけが唯一の利器である．

3 自給稲作 以上の如く ，湿地稲作を特徴づけるものは耕起なしで植付

を行うことと， 2回移植であろう ．総ての湿地がこの通りだとはいえないが，

こうした場合が多くあり得る ということはいってよいように思う ．何故こうい

うことが起こりうるのであろうか．

まず~耕起である ． このことのためには，湿地の状態を今少 し く考えてみる

とよい．見渡す限りのカヤツリ草の原になるのは，この湿地がある程度の人為

』を受けるようになってからの二次植生のようである．手の加わっていない湿地

』工大小の湿地性の木で覆われていることが多い．そしてその地盤は木の恨が折

り重なった一種のピー トである．湿地の最初の稲作はこうした所に始められる

ものである．たとえ今はカヤツリ草の原になっている場合でも，その下には多

“量の木の視が入り組んでいることが多い．だとすると，こ うした所で、の牛車井と

寸まどういう ことになるのであろうか．おそらく ，鋤は木の根につかえて，全く

役にたたないであろう ．そもそも鋤というのは，大河下流の沖積層や平原の砂

質土の土のように，その刃先がスム ーズに土中を滑るような所でのみ使用可能

なものである．熱帯のビー ト湿地では鋤t:Jtは不可能である．
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2回移植に関しては，福井 （未発表）は次のような考えを持っている．も し，

ーヵ所に苗代を集中して，そこで大苗を育て，それを遠くの田に運ぶとしたら，

その輸送のための労力はこの軟弱地盤の上では大変なことだ．こうした難点を

避けるために，苗がまだ小さい聞にいくつかの第2苗代に分散して植付けて置

き，そこでかなり大きくしてから，至近距離の運搬でもって本回全体に植えつ

けるのだというのである．日本の苗のように，その苗長がせいぜい 20cmぐら

いであれば， 一度に20個の苗束を龍に入れて運ぶこともそれ程困難なことでは

ない． しかし，我々が湿地で出くわす風景は，人の背丈の半分に達する苗を両

方に2束ずつ重そうに引っばって，今にも泥に足を取られそうになりながら，

あえぎあえぎ運ぶものである．こうした場面を見る時，2回移植に関する省力

説は充分に説得的である．土地の軟弱性は，勿論，タジャック使用とも直結し

ている．タジャッ クを使用する農民は， しばしば水牛を使用しない理由として，

水牛は bog-in してしまうからだという．

湿地の自然環境は，以上の如く，我々になじみの深い陸の環境とはおよそ根

本的に異るものである．そして，それなるが故に， 陸で開発された稲作技術は

そのままの形では決して入りえないようである．第一，こうした低湿地は人聞

の生存自体に適した所で、はない．この意味では， 19世紀の後半まで、無人の地と

して放置されていたデノレタに似ているといってよし、かも知れない．

デルタの稲作村と湿地のそれとはたしかにいくつかの類似点がある．開発の

新しさがもたらす未熟な水田景観がその一つである．またひとりひとりが与え

られた自然、に適応して生きている自然適応型の生き方も類似点としてあげられ

る． しかし，こうしたいくつかの類似点にもかかわらず，決定的に異る点があ

る．端的にいえば，デ、ルタが商15主としての米の産地であるのに対して， 湿地は，

全く自給稲作の場である．

デルタの場合，稲作は雨季初期に耕起して播種しておけば，それで収穫が可

能であった．一度播いてしまえば，後の農作業はないのであるから，こうした

環境の許では経営面積は湛水前にどれだけの面積を耕起しうるかによって決定

される．そして，実際，水牛によるtit起は普通極めて広大なものであるから，
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飯米は勿論，それを超え何倍もの余剰を生み出すこともやさしい．余剰は商品

であり，かくて，デルタは商品生産の場という ことになる．湿地の場合も閉じ

ように，植付面積は植付期までに処理しうる面積によって決定される．しかし，

泥深い湿地でタジャックを振りまわして行う本田準備は，およそ大面積を処理

するには不適な作業である．一振りー振り水中で、根元を切って行かねばならな

い作業は並大抵のことではない．いっそのこと，斜面の焼畑のように焼けるの

なら，また大面積の処理も可能かも知れない．しかし 湿地ではこれは事実上

不可能である．かくて，たいていの場合百姓達は飯米を確保するだけの面積を

処理するのが精いっぱし、である．さらに又，彼等は， L、し、加減な薙ぎ倒しをし

て面積を拡げ，どこもかしこ も中途半端で草だらけにするよりも小面積を丹念

に切って，そこだけ，てし、ねし、に育てあげることの方が得だと考える．2回移

植の理由の際に検討した如く，この泥深い湿地では，動きまわれば動きまわる

程損なのである．なるだけ，運搬距離を少なく，したがって小面積にまとめ上

げナこ方が得で、ある．かくて，湿地では面積拡大はむしろ敬遠される．

同僚の福井捷郎とマレーシアの湿地水田で‘得た結論は，湿地稲作の開発の基

本的姿勢は小面積の集約利用ということではないかということであった．そし

て極めて荒っぽい推論だったが，その行きつく先は日本型の集約的土地利用で

はなかろうかということであった． 我々がそれを考えた背景にはもともと多湿

な日本の湿地が弥生の時代から変貌してゆく様への空想があったのである．実

際に現存するマレーシアの湿地水田のいくつかを見ていると，それは集約とい

う言葉が与えるイメ ージとは， およそ距離のあるものである． しかし，それに

もかかわらず，はっきりいえることは，湿地はデルタのように商品米の産地に

は進んで行かないだろうということである．あれ程の広がりがあり，あれ程の

小さい人口密度の地であるけれども，湿地は自給稲作地として進むのではない

かということである（これに関連した議論はすでに Kyumaet al.〔14〕： pp. 44-55 

にかなり くわしく述べられているに
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V 系譜へ の接近一一あとがきにかえて

湿地稲作には他にも興味をそそる事実がいくつか見られる．例えば，パハソ

河中下流域の湿地に関して次の記載は興味深い．

Actual initiation of each rice cycle begins with the selection and clearing 

of nurseries. Every year, a new site is chosen to supply the needs of from 

ten to twenty household plots. Ideally, the site should be centrally located 

close to, but not within the ρ1.yas. with access to running water and shade 

from afternoon sun. After agreement is reached, the householders working 

together fell, stack and burn off all natural vegetation completely, a process 

taking about one month on an average. Sometimes these tasks are undertaken 

by members of a single household, working an area exclusively for their own 

needs. On completion, each household broadcasts its own seed over an area 

of about half an acre. Then the soil is generally, but not invariably raked 

over with a hoe to reduce losses from birds. Subsequently, some weeding 

may be undertaken, but farmers seldom resort to watering except in unusually 

dry seasons. Normally, germination and initial growth of rice seedlings is left 

entirely to moisture in the soil and to natural rainfall 

(Ho, Robert 〔7〕：pp,49-50) 

上記の記載はパヤと呼ばれる湿地に稲を作る時の苗代の作り方を示したもの

である．これによると，湿地に植付ける稲の苗代は湿地の近くの山の斜面に作

られることになっている． しかも，それは森を焼いて毎年新しい苗代を作る こ

とになっている．焼畑が湿地に降りかけている状態をL、かにも想像させるよう

な記載である．

同じパハン河下流で，上記の Hoの報告より約30年前の別の報告はもっと明

瞭に焼畑と湿地との関係を記録している．

Paya Simbah.-The Jungle or secondary jungle growth is first felled, 

cleared and burnt during the dry season. Frequently the burning is unsatis-
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factorily done. At the commencement of the rainy season the wet seed 1s 

broadcast on to the semi-wet paya and then left entirely to the mercy of the 

weather till harvest time. Cultivation, beyond perhaps an occasional weeding, 

is never done. Usually 5 to 7 gallons of seed are required to plant up an 

acre 

This wasteful method of padi planting owes its origin to the Sakai, a great 

number of whom are found in the upper reaches of the main rivers on the 

coast. After 2 or 3 successive plantings the land is abandoned and new 

areas are acquired for the same purpose 

(Economic Branch of Dept. of Agr. of Malaya 〔3〕， p. 57) 

ここには，文字通りの焼畑が湿地で行われていたとし、う証拠がある．前節で

私はタジャックの使用を湿地生態への適応として解釈した．たしかに，タジャ

ックは議論の如く，湿地のピート地に適した有利な利器である．しかし同時

にそれは焼畑の本来的な利器である山万からの継承であるという考えも可能で

ある．あるいは，多分そうした考えのほうがより素直な受取り方なのであろう．

実際焼畑では耕起は行われない．山万で切ることが作業の総てなのである．こ

ういうふうに考えてみると，タジャックだけでなく， 2回移植のなかにも焼畑

の片鱗が残っている．例えば，第1回目の植付を第2苗代に行う時，しばしば

農民は掘棒で穴をあけて行う．焼畑における掘棒技術をこの水田耕作に見るの

である．

熱帯降雨林に最後まで、生き続けた焼畑耕作が，今最後の未利用地である湿地

に降下中である．そして，まさにその過程で行われるのが，湿地稲作というこ

とになるのであろうか．私は西マレーシアの例しか用いなかったが，サラワク

等でも，もっと大きな規模で，もっと明瞭な形でこの現象が見られるという

(14〕．そこでは，丘から湿地へ一連の稲田が続いていて， 丘の斜面では典型的

な焼畑が，そして，下位の湿地性の平地では， 森を焼いた後へ掘棒で、穴をあけ，

そこに移植を行う稲作が行われているという．これが湿地稲作の原型なのであ

ろうか．

ところで，湿地稲作は何もマラヤ世界だけに限ったことではない．タジャッ
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タやラ ニャックを湿地稲作の一つの指標と見れば，これはピルマにも，フィリ

ピンにも，いや日本でも見られる．西表には今だにラニャックの行われている

J所があるという． 湿地稲作は又，今に始まったことでもない．大昔にすでに存

在していたようである．例えば，成都揚子山から出土した「収穫画簿図」の写

真が岡崎〔17〕に掲載されているが，この図の左半分はと もかく，右半分は，

どうも私にはタジャックの類を用いた草刈りに見えて仕方がないのだが，いか

なるものであろうか．もし，この考えが正しいとすると，湿地稲作は漢代にす

でに存在していたことになる．

平原の散播中耕については，すでにそれが乾燥地の混播と何らかの関係があ

るのではなし、かということを議論した．閉じ手法は，クマオンのような北イン

ドだけでな くイ ンドほぼ全域にわたって見られるし， もっ と広い範囲にも拡が

っている．例えばつい10年程前まではカンボジアでも広く見られた．おそらく，

今でも見られるのではなかろうか．芸台類語によると18世紀の後半には安南に

も存在していたという．畏友桜井由弼雄は次の文章を私に示して くれた．

毎候芭現日，来志井起土布穀種極密，即日i鋤過，沙穀相混，不日生芽，得雨水浸滋土膏

培擁，禾菌茂美，虫日草多，再鋤之，不泥有苗也，鋤不妨苗，而能去草，熱時収穫詑，

禾根矧腐不割，其田更美，或再鋤起落地穀実，復生禾苗，不持揺種．

明らかに散播発芽後の中耕が行われている．証拠のない単なる想像であるが，

私はこうした散播中耕の拡散は紀元後のかなり早い時期に行われる東南アジア

のインド化と軌をーにしているのではなし、かと考えている．あのアンコールが

栄えた時，石造りの玉城のまわりの平原で行われていた農業は，この散播中耕

の稲作であったので、はなかろうか．この点に関しては，しかし， 資料の欠如し

ている現時点では，あまりに軽率な発言をすべきではない

デルタは19世紀の後半に始まる米プランテーションだと議論した．事実，デ

Jレタが巨大な稲作地になるのは，この時からである．しかし， デルタ稲作を特

徴づける浮稲やポ ロが全く新しい物かというとそうではない．浮稲の記録はす

でに13世紀末，周達観によ って，クメ ールのトンレサ ップから報告されている

一一例えば「耕種」の項に「又，一等野田あり．種えずして常に生ず．水の高
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さー丈に至る．市して稲亦之と倶に高し」 （周達観口9〕；なお，同書には「耕，

牛を用いず」とあり，無耕起についても述べている）とある一一ーし，パガン王朝期

(1044ー1287）のビルマからはボロと思まつれる浮稲の記録が現われている. Luce 

(1960）には J.W. Grant 

からの引用として，次の如く記されている．

Grant defines the latter (muryan), Mayin, as“spring rices with a life-period 

similar to kaukyin, which are planted around marshes about November and 

harvested abou1 the following March. ”（p. 329). 

特殊な環境のもとで細々と生き続けて来た深水地の稲は他民地経済とデルタ

開発工学の合体とし、う条件のもとに一気に爆発的にデルタを覆いつくし，主要

稲作地を形成するのである．

扇状地稲作を特徴づける濯瓶移槌が，かなり古い時期に起源をもつことは多

くの記録があるら しい．例えば，岡崎〔17〕には次の如く述べられている．

四川は秦の昭王の時その領土となったが，将軍李1*はこのゆたかな土地を開発する

ため眠江と成都のちかくをながれる郭江の聞に運河を建設した．これは稲田に濃瓶の

便をあたえ，まさに沃野千里「陸海」とも称せられるもととなった. (p. 78) 

また同論文には成都近辺から出土した水田を形どった陶製品についての記載が

あるが，水田には濯i既用かと思われる水取入口と流し口が示されている．私自

身は中国の経験は全くないのだが，地形図から，この出土品のあった成都盆地

は扇状地の一つの典型例であることはまず確実だと考えている．例の陶製水田

の一隅は小高く描かれていて，岡崎氏はそれを桑畑とされている． 桑畑と水田

の組合せは扇状地も しくは山地にもっともふさわしい組合せである．

扇状地，デルタ，平原，湿地と類型化した稲作をその系譜について云々する

ことは，今の私には，あまりに荷の勝ちすぎた仕事である． しかし，この種の

テーマは，稲作をその現断面のみで研究する私の如き地理学者にとっても避け

では通りすごすことのできない問題のようである．
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伝 統 稲 作 の 生 態 的適応

一一ビノレマの乾季稲作における諸例一一

はじめに

紀元前から今日に至る，数千年にも及ぶアジアの稲作の発展は，他の作物に

例をみない多様な生態的条件への適応の産物にほかならず，そこに，おのずか

ら特有の品種や伝統的な技術の選択を伴いつつ展開してきたものである．とこ

ろが， 今では，平坦で人工濯慨を可能とする画一的な生態的条件の水田が次第

に増加しつつあり，それに応じて品種や技術もまた平準化し，伝統的稲作の諸

様相はうすらぎつつあるのがアジア各国に共通した現状である．

しかしながら，東南アジアや南アジアの各地には，たとえ小面積にせよ，特

異な条件に対応した伝統的技術がし、まなお分布している．このような諸例をた

んねんに調査しておくことは，アジアの稲作の展開過程を明らかにするうえで

重要な試みといわねばならない．

本稿は，筆者らが1979年 1月から 2月にかけて， ピルマ各地の乾季稲作の実

態をしらベた結果の報告で、ある ll いうまでもないが， ピルマの稲作の大部分

は雨季の栽培である．その意味では，本稿は特殊例の紹介にとどまるともいえ

よう ．しかし，筆者らは，アジアの稲作の歴史のなかで，乾季作のもつ意味は

もっと注目されてよいと考えている．乾季の稲作は小面積であるがゆえに，か

えって，伝統的技術を今日に伝えるところが多いといえるからである．

ピノレマの稲作は東南アジア諸国のなかでも，とりわけその実情が知られてい

ない．特に乾季稲作の報告はほとんど見あたらないのが現状である．筆者らの

調査期間も短く ，本稿の記述にも誤りのある ことをおそれるが， ヒ．ルマ稲作。

実情の一端を理解するうえでこれが役立つならば幸いである．
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II ピルマの気候と稲の作季

ヒ・ルマの稲の作季は，収撞時期に応じでほぼ次の四つに大別される．モンス

ーンの雨季に栽培される Kaukyin,Kauklat, Kaukkyiと乾季に栽培される Mayin

である．これらの作季名はその期間に栽培される品種群をも総称 しており，

Kaukyinは 5.6月に婿種， 6,7月に移植され10月に収穫される生育日数140～

150日の早生稲を， Kauklatは11月に収穫される生育日数150～170日の中生稲を，

そして Kaukkyiは12月， ときには 1月にも収穫される生育日数170臼以上の晩

生稲をさしている. Mayinは生育日数が140～150日で， 11, 12月に移植され，

ほぼ 3, 4月に収穫される．

これらの稲が栽培される地域は栽培地の条件，なかでも水条件によって規制

されるのが一般である.Kaukyinは降水量が相対的に少なく ． したがって水の

利用期間の短い地帯で栽培されることが多く ，逆に，Kauklatや Kaukkyiは，

港紙地帯やモンスーンの降雨が終った後もかなりの期間土壌中に水分を保持し

うるような低平な地帯に栽培される.Maymは乾季でも濯瓶の可能な地帯や，

土嬢中に水分を充分に含む湿地帯の周縁部で栽培されるのが普通である．

ところで，稲はその生育に必要とされる太陽光（日射エネルギーと日長の両

側面を含む）と水および養分，それに生育反応を支える温度条件が整ってはじ

めてその生育をまっとうする．いし、かえれば，稲の要求する これらの条件が整

うところに稲の栽培立地が形成され，その条件に適合する作季と品種が成立し

ている．上述したピルマの｛乍季もこの例外ではない．そこで，ここではまず乾

季稲作の立地条件を知るために，上述の作季と気候条件との関係について検討

しよう．

ピルマの気候はモンスー ンの影響により雨季と乾季とに裁然と区分される．

すなわち，雨季は，ベンヵ・ル湾からの南西モンスーンが訪れる 5, 6月にはじ

まり， 10月末頃まで続き，その後は，これに代って大陸からの北東モンスーソ

が卓越して乾季となる．このように，雨季と乾季の交代はきわめて規則正しく
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行なわれる． しかし，南西モンスーンによる降雨の程度は地形に影響されて地

域により相当の聞きを生じるので，この違いにより． ピルマは一般的に以下の

ような地帯に区分されている．すなわち，降水量の多い地帯からこれらを順に

列記すると，アラカン海岸，テナセリム海岸，イラワジ・デルタ，北部山地，

シャン高原，中央平原，となる．

アラカン海岸とテナセリム海岸は，年間降水量が 5,000mm前後となり， ピ

ルマでもっとも多雨の地帯である．他の地帯にくらべて雨季に入るのが早く，

その期間も11月まで続く．これら両者の聞に位置するイラワジ・デルタも年間

降水量約 2,500～2,800mmの多雨地帯である．しかしこの地帯では海岸か

ら遠ざかるにしたがって降水量が減少し上部デ、ルタに位置する Henzadaで

は 2,000mm余りとなり，さらに内陸部へ移行するにつれて，南西モンスーン

がアラカン山脈にさえぎられるため，降水量が減少する．北部山地とシ ャン高

原は，内陸部に位置するのと，標高が関係するため，上記三者ほどには乾季と

雨季の区別は明瞭でない．年間降水量は両地域ともにほぼ l,500mm程度であ

る．最後の中央平原は，その西に位置するアラカン山脈によって南西モンスー

ンがさえぎられるため，降水量が年間 l,000mm以下となり，乾燥地帯を形成

している．

ヒ．ルマにおける降水量の地域的分布には，以上に示したように相当の地域差

のあることがわかったが，これらの地域における代表的な観測地点での月平均

気温と月別降雨分布を示したものが， 表 1である．この表からも明らかなよう

に，乾燥地帯の Mandalayを除くいずれの地点でも， 5月以降急速に降水量が

増大し， 7月に最高値を示したあとは徐々に減少して， 11月には雨季の終るこ

とがよく示されている．降水量には地点間で大きな差異があるものの，降雨分

布のパターンはよく似ているといえよう. Mandalayでもこの期間に降雨が集

中するが，この聞の月平均降水量は 120mm程度で，他の地域にくらべて極端

に少ない．

気温については，標高の高い Taunggyiで乾季の12月， 1月に低下すること

を除けば，いずれも年聞を通じて高温に恵まれている．気温の年較差は内陸部
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ピルマの主要観測地点における月別平均気温と降水量分布

月平均値（気温。c，降雨量mm)

観測地点 総 度 経度 標｛m高） 観年測数

1月I2月I3月 14月I5月 16月I7月I8月I9月｜叫1月ト2月

年平均

Akyab 20°08’ 92°55’ 4 60 21. 0 22. 5 25. 6 28.4 28. 8 27. 5 26. 9 26. 9 27. 6 27. 5 25. 3 22. 1 25. 8 

(Arakan Div.) 3 5 10 51 391 1151 1400 1133 577 284 130 20 5155 

Moulmein 16°30’ 97°37’ 21 32 25. 1 26. 6 28. 6 29. 8 28. 1 26. 6 25. 9 25.9 26. 5 27. 4 26. 7 25. 1 26. 9 

(Mon State) 8 5 10 76 516 904 1176 1102 714 216 53 3 4783 

Bassein 16°46’ 94°46’ 9 60 24. 3 25. 7 28. 2 30.3 29. 7 27. 6 27. 1 27.3 27. 2 25. 8 25. 2 24. 6 26. 9 

{Irrawaddy Div.) 3 6 4 29 245 583 638 602 374 193 78 13 2768 

Myitkyina 25°22’ 97°24’ 145 35 17. 1 18. 9 23. 2 25. 9 27. 5 27. 4 27. 4 27. 4 27. 5 25. 4 21. 6 17. 7 23. 9 

(Kachin State) 10 23 23 46 160 480 478 434 257 183 38 13 2145 

Taunggyi 20°47’ 97°03’ 1436 9 13. 9 16. 2 20. 3 23. 2 22. 0 21. 1 20. 8 20. 7 20. 9 20. 2 16. 7 14. 3 19. 2 

(Shan State) 10 3 33 249 198 287 330 216 173 38 15 1553 

Mandalay 21°59’ 96°06’ 74 50 20. 2 22. 8 27. 7 31. 4 31. 2 29. 8 29. 6 29.1 28. 7 27. 4 24. 1 20. 3 26. 9 

(Mandalay Div.) 5 36 150 152 74 102 147 127 64 10 873 

表 1

同
品
H

出所.M. Y. Nuttonson: The Physical Envげonmentand Agriculture of Burma, American Institute of Crop Ecology, 1963を改写．

但L.Basseinについては他の資料を重量考とした．
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の Mandalayや Myitkyina で大きく，海岸部の Akyabや Moulmeinでは小

さし＼

日射量や日照時数のデータが得られていないが， ピルマではこれら両条件と

も水稲の生育に問題となるほどではないので，以上に示した降雨および気温条

件と水稲の｛乍季の関係についてさらに検討しよう．この点については，水稲の

生育可能な温度域がまず関連しよう．水稲の発芽の最適温度は 30～32°cの範

囲であるが，発芽可能な温度域はずっと広く，ふつう 10～44°cであることが

明らかにされている．一般に，晩生稲よりも早生稲のほうが，またインディカ

種よりもジャポニカ種のほうが低温発芽性がよいので，ひとまず安全圏をとっ

て15°C以上としておこう．茎葉の発達に関しては 15～20°c以上であれば問題

はなく，幼穏の発達や出穏に関しては，20°cが限界温度といわれている．こ

うしてみると，おおまかには， 15°C以上の気温であれば水稲は生育可能であ

ると考えてよかろう．

表 1の気温の年変化から推察して， Taunggyiのような高標高の土地を除け

ば， ピノレマは 1年中稲の栽培が可能な温度条件下にあるといえよう. Taunggy~ 

でも， 2月から11月までは充分に栽培が可能である．こうしてみると，気温に

関しては，水稲の作季を規制するような条件は山地の一部を除いてまったく存

在しないと考えてよい．

次に降雨の条件と作季の関係をみるために，ソーンスウェイトの方法によ

りP 水稲の栽培可能な期聞を検討してみよう．表1に明らかなように，相

当の降雨がある地点でも，それが5月から10月の期間に偏在しているため，年

降水量が多し、からといって，必ずしも年聞を通じて水稲の栽培が可能であると

はいえなし、からである．いま，表 1に示した地点のうち，もっとも代表的な稲

作地帯である Basseinの場合を例に，年間の水収支を検討したものが表2であ

る．年間の可能蒸発散量 1.641mmに対して降水量が 2,768mmであるから，

年聞を通じれば水は過剰となるが，降雨のほとんど期待できない12月から 4月

までの期間には，水の欠乏が生じ，地中の水分蓄積量はまったくゼロとなって

いることがわかる．
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表2 Basseinにおける水収支表

同司月 14)315)3161317月Is月｜ーいJ3_J n13 J 1引年
26. 宮・

議室｛mm) 93 171 178 156 157 153 凶 123 105 98 1641 

降水量 {mm) 3 29 245 583 638 602 37 4 193 78 13 2768 

差 （mm) -90 -142 67 427 481 449 230 70 -27 -85 ll27 

地水蓄積中分量の (mm) 0 0 67 100 100 100 100 100 73 O 

水過剰j {mm) 0 0 0 394 481 449 230 70 0 O 1624• 

水不足 (mm) -90 -142 0 0 0 0 0 0 0 -12 -497 

濯概水の利用や地形的に滞水しやすい立地条件などを考慮しなければ，水l段

支表で地中に水分が蓄積されなくなる期間には水稲の栽培が不可能であると考

えられるので， Basseinの場合は， 5月から11月までが栽培可能な期間という

てよい．以上のようにして水収支表から推定される水稲の栽培可能期聞は，

Akyabと Taunggyiでは 5月から12月， Moulmeinでは 5月から11月という結

果になる．乾燥地帯の Mandalayではこの期聞がわずか10月のひと月だけで，

降雨に依存する限り，水稲の栽培は事実上不可能といわねばならない．

このようにみると，雨季作の Kaukyin,Kauklat, Kaukkyi は水稲の栽培可能

期間に対応しており，乾季作の Mayin は，逆に，栽培不可能な期間に対応し

ていることがわかる．また，ピルマの水稲栽培がこれら雨季作に集中している

こと も容易に納得できると ころである.3）すなわち，降雨に依存するだけで充

分に栽培を完遂できるとし、う好条件が，これら雨季作を成立させているのであ

る

それでは，栽培不可能な期間に相当する Mayin の栽培が成り立つためには

どのような条件が必要とされるであろう．すでにみたように， 気温については

問題はほとんどない． 日射量についても，晴天が続く乾季には，かえって雨季

作よりも好条件下にあるといってよかろう ．とすれば，降雨にかわる水さえ供

給されれば，乾季においても水稲の栽培は可能となるのである．降雨のまった
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く期待できない時期に水供給を可能とするような立地が， したがって Mayinの

栽培に不可欠の条件である．乾季でも濯概施設を備えた地域，あるいは低湿地

周縁部などが Mayinの栽培される地域である，とすでに簡単に述べたが，以

下に， Mayinの栽培地を具体的な地域に即して紹介し，乾季の稲作がそのよう

な立地条件のもとでどのように栽培されているかをみてみよう．

皿 伝統的乾季稲作の諸例

1 伝統的濯灘農業地帯の乾季稲作 ピルマの最近の統計によると稲の全

作付面積に占める濯概面積率は17%で，稲の二期作面積率は僅か 1%を占める

にすぎない．乾季の稲作を可能とするには，降雨にかわる水の供給が不可欠で

あると述べたが，現在のピルマにおいて濯慨による乾季稲作が可能な地域は上

述の数字をみても非常に限られていることがわかる．中央平原には古くから開

発された濯概稲作地帯があり，なかでも Kyaukseや Minbu,Shwebo, Mandalay 

の大規模河川濯概や， Meiktila,Yamethinの溜池濯慨は特に重要である.4）すで

にみたように，これら中央平原に位置する諸地戚は，雨季の降水量が少なく，

降雨のみでは稲作が不可能な地域であることから，雨季作を成立させるために

も濯概施設の建設は不可避の要件であったので、ある．

作付面積は雨季作にくらべてはるかに少なくなるが，濯j既水を利用した乾季

の稲作が行なわれているのが，こういった古くからひらけた濯概稲作地帯であ

る

Mandalayの市街地北方には，河川濯既による乾季稲作地帯がひろがってい

る. Shwetachaung用水や Shwelaung用水沿いの水田がそれである. Mandalay 

の北方約8kmに位置する Shwetachaung用水沿いの Taungbyone村では，筆者

らが訪れた 1月下旬でも，まだ田植が行なわれていた．すでtこ植え終った水田

は青々と繁り，移植後まだ日の浅い水田では黄変した苗がそろそろ活着しはじ

めている．この村の田植期間は12月から 1月で， 4, 5月に収穫される．

また， Meiktilaや Yamethinでは溜池から取水した乾季の稲作が行なわれ，
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なかでも Meiktila から Thazi に至る水団地帯がもっとも大規模なものである．

Yamethinから Toungooに至る間でも，小規模ながら濯瓶水を利用した乾季稲

作がみられる．このような小規模溜池による濯概地帯では，溜池の取水口直下

のわずかな面積の水田に稲が作付けられることが多く，この地帯の乾季稲作は

散在的に分布するのが普通である．

濯慨による乾季稲作の栽培方法には雨季作の移植栽培と比較してそう大きな

差異はない．もちいられる品種は生育期間の短い非感光性品種であるが， 最近

では高収量性品種が徐々に普及 しつつある．各地で聞いた， Yagyaw-tun や

Seintalay, Shwewatunなどの高収量性品種が最近になって導入されているとい

う話，あるいは，数年前から高収量性品種の二期作が行なわれはじめたという

話は，中央平原の伝統的な濯概稲作地帯が，新しい稲作技術を導入するうえで，

もっとも基盤の整った地域で、あったことを物語るものであろう．

また，この地域で‘は新たな濯瓶施設の建設により，今まで栽培されていなか

った地域にも Mayinの栽培がはじまっている. Pyinmana北方の Yezin に最

近完成した YezinDam による濯概稲作はこの好例である．濯概面積1万6,000

エーカーのこのダムの下流には，用水路沿いに乾季の稲作が行なわれ，高収量

性品種が栽培されている．雨季作が終って， 赤茶けた田面の露出している周囲

の回にくらべて， Mayinの作付けられた水田がし、かにも豊かな田園地帯を思わ

せる光景であったのが印象に残っている．

こうしてみると，伝統的濯慨システムによる乾季稲作と，水利 ・土木工学に

もとづいて政府主導のプロジェク トとして建設された新しい濯瓶システムによ

る乾季稲作とは，水稲栽培の不可能な地域においてそれを可能とする立地条件

を人為的に形成する，いわば「立地形成型」ーの技術ともいえる，本質的には同

質の稲作技術と考えてよかろう．王朝時代から続く中央平原の乾季の濯i既稲作

は， そういった意味で、は，これからもヒ’ルマの代表的な Mayinの栽培と して

受け継がれ，同時に，新たな濯概施設の建設によって可能となる Mayin の栽

培地域にもそのまま適用されていく ことであろう．したがって， ピルマの今後

の乾季稲作の発展を展望する うえで，中央平原の濯概稲作はもっとも重要であ
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るといわねばならない．

中央平原の漉班稲作が「立地形成型」の乾季稲作とするならば，これに対

℃て 「立地適応型」 ともいえる乾季の稲作を ピルマ各地でみるこ とができる．

以下にあげる 3例は，水稲栽培の不可能な期間にそれを可能とする，きわめて

ローカルな自然的立地を生かして水稲を栽培しよう とする，地域の自然、条件に

適応した乾季の稲作で、ある．

2 Kaing5> Landの減水期稲 Kaing Land （以下では Kaingとのみ記す）

とは，モンスーン雨季の河川の増水期には水没するが，降雨が少なくな り水位

が下降するにつれてふたたひ、姿をあらわし， 乾季には耕作地と して利用可能に

なる河川沿いの低地をいう． イラワジ川やその支流のチンドウィン川， ある

いはシッタ ン川に沿って，このような Kaingが広く分布している．例えば，

Rangoon と Promeの中間に位置する TharrawaddyDistrictでは，イラワジJ11 

の東を南流する Myitmaka川両岸に Kaingが分布している．この地域では，

雨季の到来により毎年その大部分が洪水に見舞われ，2フィ ートから15フィー

トの深さに水没するが，8月あるし、は 9月に洪水がひきはじめると，周縁部か

ら順次耕作がはじまり作物が栽培される.6) 

Agricultural Corporation の1975/76年次のピノレマ全土の土地類型別作付面積

資料によると，総作付面積 2,008万エーカーのう ち Kaing に作付けられた面

積は85万エーカーで，総作付面積の4.2%を占めているという．すでに示した

Tharrawaddy Districtなどを含むイラワジ ・デルタ一帯では比較的 Kaingの占

める割合は小さいが，Magwe,Myingyan, Sagaing Divisionなどの中央平原では

この割合が大きく ，これら地域のイラワジ川沿いには広大な Kaingが広がって

いる．河川の氾濫による肥沃な土援に恵まれている こと，また降雨の少ない乾

季に作物栽培が可能な土地であるこ となどの点でピルマの農業に占める Kaing

の比重はけっ して小さくないといえよう．

Kaingは河川の両岸に位置するのに対して， 河川の中に位置する同様な土地

（中洲に相当する．これも Kai時 と同様，雨季には増水に より水没し，乾季

には水上にあらわれる）は Kyunとよばれ， Kaingと区別されている.Kyu 
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拡 Kaingにくらべてさらに砂質の土壊で保水力が弱く，また，河川の流路が

変わることもあって毎年一定した位置に耕作地を確保で、きない，といった点で，

Kaingより不安定な農耕地であるといえよう．イラワジ川沿いの PaganNyaung 

U地区の農業普及員によると，この地域では，KaingKyun hrni, kyun kamg hrni 

とし、う成句があるとのことである．これは，Kaing も Kyun も河川の定期的

な増水によって形成される土地で，両者ともに河川の恵みを享受しているが，

増水がはなはだしく，流れが激しくなるような年には， Kaingも Kyun も流さ

れて耕作地として利用できなくなることを意味している．いし、かえるならば，

Kaingができる年には Kyun もでき，Kyunができる年には Kaing も大丈夫，

しかし駄目な年にはどちらも使用不可能，といった河川沿い耕地の特徴をあら

わしているのである．

図1は Mandalay付近のイラワジ川沿いの Kaingと Kyunの位置を示した

ものである，Mandalayの南西には Ava と Sagaingを結ぶ鉄橋がかかるが，

この部分はイラワジ川の狭陸部（defile）で，その上流にあたる図 1に示した地

域では，イラワジ川は5～7mも増水する.7）そ して， 8. 9月から減水しはじ

めると，徐々に Kaing と Kyunがあらわれ， 10,11月に栽培が開始されるの

である．

ところで，以上に述べた Kaing と Kyunが総て乾季稲作の舞台となるわけ

でiまない．たしかに，この土地は， 乾季にあっても他の土地に比較してより多

くの水分を含むが，全面にわたって稲が栽培できるほどには水分が充分ではな

丸、からである． したがって，Kaingと Kyunでは， 稲よりもむしろトウモロコ

シ，あるいは落花生やフジマメなどのマメ類，タパコ，ヒマワリ，ゴマなどの

畑作物および野菜類が主要な作物と して栽培されている．図2に模式的に示し

たように，稲は Kaingのうちもっとも水分の豊富な，河川に近接する部分

や，水深の浅い河川中に帯状に作付けられるのみで，Kaingの作物としては非

常にマイナーな作物といわねばならない．また， Kyunには稲はまったく栽培

されず， もっぱら畑作物のみが作付けられている.Kyunは河川中の中洲で，

河岸は通常切り立った崖となっているため，Kaingのような稲の栽培適地が形
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7 ンダレー



普通畑

乾季休閑

Kaing 
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Kyun 

図2 中央平原のイラワジ川沿いにみられる Kaing,Kyunの模式図

成きれなし、からである．
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Kaingの稲は概略次のように栽培される．播種は9月から 10月に別の場所

に設けた苗代で、行なわれ， 11月に移植がはじまる．河JI！の水位が下がるにつれ

て順次上から下へと移植されるが， それが終る噴にはすでに12月に入っている．

移植後は施肥，除草などの管理作業はいっさいなされず， 3月頃には移植の場

合と同様に，河岸の離れたところから順次河川に向かつて刈取が行なわれる．

Kaingの稲作はこのようにわずかな面積を占めるにすぎない，きわめて粗放な

稲作ではあるが，適度な水条件と豊富な日光を享受するので雨季作にくらべて

好条件下に栽培されるため，収量は優る場合もあるという ．ただし米質はよ

くないといわれており，また収穫物のマーケットが乾季には少ないこともあっ

て，雨季作のつなぎとして自家消費されるのが一般的である．いずれにせよ，

Kaingでの Mayin栽培は，乾季でも土壌中の水分状態が比較的高く保たれる

立地を最大限に生かそうとする，典型的な「立地適応型」稲作といえるのであ

る．

以上に示した Kaingにおける減水期の Mayin栽培と同様の乾季稲作が，ピ

ルマ各地に存在する.B）例えば，シッタン川流域の平野部に面した，ベグ一山

地やシャン高原の山脚部における低湿地周縁の稲作がそれである．“Burma

Gazetteer，，の PeguDistrict には，ベグ一山地山脚部の低湿地周縁における

Mayin栽培の例を次のように記している．

Daik-u Townshipの南にカ レン人によって導入された栽培法に言及しよう．



350 第血部モンスーンと農業景観

それは kaukhnaung あるいはときに mayinと呼ばれるものである．その土

地は毎年洪水に見舞われ，荒地のままで放置されていたが，いまでは洪水の

はじまる前，すなわち雨季の初めにプラウをかけ，まぐわで砕土される．そ

して洪水になると，この土地は10フィートの水深となる．丘陵周縁に沿った

やせた土嬢のかなりの面積の土地が，高い借地料で苗代用として借地される．

洪水がひく 10月に先に耕した土地に急いで田植をし，その後は丘陵の小JI！か

ら水を引し、て潜水し， 1月に刈り取る．この栽培法を確立するためには，広

範囲にわたる，かつ経費のかさむ濯慨が不可欠となり，まだ充分には定着し

ていない．の

この例では，減水ののち濯瓶水を補っているのが特徴的である. Kaingのよ

うに，土嬢中に残存する河川水に依存するのみで， 濯瓶水をまったく用いない

Mayin栽培から，この例に示したような，補助的に濯水を行なう Mayin栽培

まで，おそらく，さまざまのタイプの減水期稲栽培が存在するに違いない．

Kaingの減水期簡をこれらの代表例として紹介したが， ピルマに散在する数多

くの低湿地， イラワジ川， シッタン川などの大河川支谷部，あるいは平原上の

小さなくぼ地に，このような栽培法が実施されているものと予想される．

3 潮入河沿いの乾季稲作 ベグー管区のシッタン川河口からテナセ リム

のサルウィン川河口にかけてひろがる海岸平野は，マルタパン湾と，海岸から

約10～20kmを隔てて南北に走る山脈とに挟まれた，標高 4～6mの低平な水

田地帯である．この地帯は，すでに述べたように， 年間降水量が約 5,000mm

にも達する多雨地帯であるが，すでに雨季作の収穫も終った 1月には，乾ききっ

た水田がひろがるのみで，どんな作物もそこに栽培されていないのは他の地域

と同じである．

しかしながら，筆者らは， Hninpaleから Thatonに至る水田地帯で，一帯を

流れる小河川に，先述した Kaing の乾季稲作と同じようにして， Mayin が~

培されているのを見ることができた．水団地帯を網目状に流れる小河川が，そ

こに作付けられた稲によって緑の帯となって連なる様子は，乾き きった風景の

なかにあってひときわ爽快な景観であった．
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実線で示した海岸線は最高潮位向時的．破線で示した海岸線は最低潮位町時的海岸線を示す

図中河川に沿って宅与印を付したあたりまで潮位向影響によ O河川水位が変化しでいる

図3 タトン（Thaton）付近のマルタパン湾岸と潮入河の分布
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ところで，図3に Thaton付近の海岸線と小河川の分布を示したが，これに

よると，この地域を流れる河川のほとんどがマルタバン湾の潮汐運動に影響さ

，れる潮入河であることから，これらの稲は潮入河に栽培されていることが理解

できる．とすると，一見したところ， Kaingの減水期稲と同じように，乾季

の河川水位の下降に応じて栽培されているかにみえるこの稲作は， Kaingのそ

ーれとは別のタイプのものではなかろうかという疑問が出てくるのである．実の

ところ，これらの河川は，雨季と乾季の交代により季節的に水位が変化するの

ではなく，毎日の潮汐の干満差に応じて絶えずその水位を変化させていること

から， Thaton周辺の乾季稲作は，満潮時の河川の水位上昇を利用して乾季に

おL、ても栽培を可能たらしめている，減水期稲とは別種のシステムのもとで行

なわれる稲作であると考えられるのである．

筆者らは，この乾季稲作を Pegu から Moulmein へ向か う車窓から観察し
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えただけなので，これについてさらに述べるべきものを今はもちあわせていな

い．古い統計資料によれば，テナセリムは他の地域にくらべて Mayinの栽培

面積比率の高い地域であるが，それが，こういった潮汐の影響による河川の水

位上昇を利用した稲作がこの地方で盛んであることによるものなのか，あるい

は，雨季の降雨が甚だしく多いために乾季でも滞水し続ける地域が多いことに

よるものなのか， 詳らかではない また，このような乾季稲作が行なわれる面

積は，広大な水田にくらべればL、かにもわずかな面積を占めるにすぎないので，

栽培農家にとってどの程度の重要性があるかも不明である．このように不明の

点も多いが，特に水稲品種の耐塩性に関連して興味深い栽培法であるので，海

水の影響を受ける特殊な立地に適応した稲作の例として注目されてよいように

思われる．これもまた，Kaingの稲作とは異なった，河川沿いの「立地適応

型」乾季稲作といえるのである．

4 インレ湖畔の深水稲栽培 次に示す例は，栽培期聞が雨季の前半部に

まで及ぶので，厳密には乾季作とはL、えないものであるが，乾季の最盛期に移

植されるという意味では，これを乾季作の一例として紹介するのも許されるで

あろう．

インレ湖はシャン介｜の Taunggyi南西方に位置する面積約 145km2のピルマ

第二の湖で，湖水面の標高は約 950mである．標高 1,436mの Taunggyiから

西へ向かい，断層崖を約 500m下ればインレ湖北岸の盆地に到る.Shwenyaung 

から Nyaungshweにかけてひろがるこのインレ湖北岸の低地と， Nyaungshwe

から Nampanに至る東岸の低地には，インレ湖の湖水面より lmから 2mは

低い水田地帯がかなりの面積で分布している．湖と水田との境界は土で塗りか

ためられた柵で、で、きており，これが湖から水田への浸水を防いでいる．次に紹

介しようとするのは，このようなインレ湖畔の低湿地水田で行なわれる乾季稲

作である．

ここで栽培される水稲はいわゆる深水稲（deepwater山 e)10＞である．これは

通常の稲より深い湛水条件下でも生育可能な稲で，この地域の主な品種として

は Mungainiや Hkaoleikなどが用いられている． 1月にインレ湖の水を水田
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骨こ引き，耕起と代掻きが開始される．代掻き水は，柵の上部の一部を開けばイ

γ レ湖から簡単に引くことができる．耕起 ・代掻きは水牛 1頭で行なわれ， こ

れはシャン族の一般的な耕作法と同じである．本田準備が整う 2月には移植が

はじまり，移植後雨季の雨が降るまでは Kanueと呼ばれる揚水器具を柵上に

設置して，インレ湖の水が濯水される．雨季がはじまると水田の水位は急速に

上昇し， 7月には約 2m前後の水深となる．稲はこの水位上昇に伴って伸長し，

無事に開花成熟して水位が最高に達する 7月にポートの上から収穫される．

以上が栽培の概略であるが，こうしてみると，この稲作もまた，特殊な立地

をうまく生かした「立地適応型」の稲作であることが理解できょう．乾季には，

インレ湖の湖水面より低い立地条件を生かして水稲の生育を可能とし，雨季に

入れば，急速な水位上昇にも負けない生育を示す，浮稲的ともいえる性質を備

えた品種の特性を生かすことによって， 増水による被害を回避しているのであ

る．

図4はインレ湖周辺で行なわれるさまざまな稲作の分布を模式的に示した

ものである．この地域では，上述した深水稲の栽培期間とほぼ同じ時期に，小

河川の潅甑水を利用して高収量性品種が栽培されているが，これは最近になっ

て普及されつつある，水稲二期作の第一期作にあたるものである.Nyaungshwe 

Townshipでは，水田面積 4万2,000エーカーのうち，その 38%にあたる 1万

~.ooo エーカーにこの深水稲が栽培されており，新しく導入された二期作面積
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1. 500エーカーとくらべれば，けっして恵まれた立地条件にあるとはし、えない

この稲作が，いまもなお重要な位置を占めていることが理解できる． 図4から噂

は，乾季の稲作のみならず，雨季にも立地条件に応じたさまぎまの稲作が行な

われているのがうかがえる その点でも，インレ湖周辺はごく限られた地域に

稲作の展示場ともいえるほど変化に富んだ栽培法を観察しうる興味あるフィ ー

ルドといえよう．筆者らにとっても，今後さらに詳しくその実態を調査してみ

たい地域の一つである.11) 

N 新しい乾季稲作の導入一一動力ポンプを利用したデルタの乾季稲作

イラワジ・デルタは豊富な降雨と河川からの氾濫によって雨季には豊かな緑

の水田となるが， Kaingのような特殊な土地を除けば，乾季には一変して不毛

の土地となる，湿潤と乾燥の両極をくりかえす地帯である．そのデルタ地帯に，

いま，新しい稲作が導入されようとしている．それは，ポンプ揚水によって乾

季の稲作を導入し，水稲の二期作を普及させようとする動きである．同じイラ

ワジ・デルタにあっても，雨季と乾季の水位差の大きい上部デルタより，潮汐

の影響で比較的水位の安定している下部デルタの方が河川｜からのポンプ揚水に

適しているので，この新技術はまずこの地域から導入されているようにみうけ

られた．

Pyapon Districtの Bogalayでは，全水田面積約20万エーカーのうち0.2%に

あたる 400エーカ ーにポンプ濯慨による乾季稲作が導入されていたが，筆者ら

の訪れた78/79年度が導入初年度にあたるとのことであった．同じく， Bassein,

West地区でも約9万エーカー余の水田面積の 0.2%にあたる204エーカーで二

期作が実施されているとのことで，面積的にはわずかではあるが，各地にポン

プ濫慨がひろがりつつあるのを実見できた．また，どの地域でも，ポンプ濯甑

の導入は高収量性品種の栽培と連繋しており，米穀増産政策のーっとして今後

もデノレタ地帯にこれが奨励されようとしているのが感じられた．

しかしながら，この導入に対して農民は必ずしも積極的には対応し・n、ない－
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という印象もぬぐし、きれないものであった．政府の奨励によって，比較的大規

模な農家がこれを試みてはいるものの，なかには，濯j既しないで放置し，立枯

れの状態となっている水田もみられる有様で，この新しい乾季稲作が農民に受

容されるまでには，栽培技術的にもまだかなりの時聞をかけて改善しなければ

ならない問題があるようである また，これを受け容れ易くするような農業政

策上の条件整備も必要となってくるであろう .Bogalay では，ポンプ濯慨によ

る二期作の問題点として農民が以下のような点を指摘していた．それは，まず

第一に燃料費や機械購入費がかさむことであり，第二には，雨季作の収穫・調

製作業と乾季作の植付作業が重なるため， 12月， 1月の作業が今まで以上に忙

しくなることであった．さらに，乾季作の収穫物を乾燥するときには次のモン

スーンがくるため，乾燥作業がはかどらず，良質の米もできないと指摘する農

民もあった．

こうしてみると，さきに紹介した伝統的乾季稲作に比較して，いまデルタで

進められようとしているポンプ溜既による乾季作は，まだきわめて未熟で不安

定な段階にある技術といってよかろう．乾季作に必要とされる条件を揚水ポン

プ1台で供給しうるとし、う手軽さだけがこの稲作の長所であって，極言すれば，

雨季作主体のこの地域に強引に導入されているという印象を強くするのである．

ひとり乾季作の栽培技術上の問題だけでなく，雨季作をも含めたこの地域の稲

作総体を改善する方向で，この新しい乾季稲作の導入を再考していく必要があ

ろう．

V おわりに

本稿で紹介した稲作はごく限られた地域の事例にすぎないけれども，乾季作

一つをみても， ピルマの稲作が実に多様に営まれていることが理解できたこと

と思う．地域の立地を生かした伝統的な乾季稲作が行なわれるいっぽうで，新

たな乾季の稲作も濯j既施設の導入によって拡大しはじめているのが，ピルマの

乾季稲作の現状である．
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ところで，すでに紹介したような「立地適応型」の伝統的な乾季稲作が，近

年の高収技術の導入によって，さらにマイナーな稲作へと押しやられていき，

いずれは新しい稲作にすっかりとってかわられるのか，あるいは，このような

伝統的な稲作に徐々に新たな改良を加えていこうとするのか，いずれの道を歩

むかは， ピルマの稲作の今後の発展を考えるうえで重要な選択となろう．現在，

東南アジア各国において実施される稲作改善の方向は，高収量性品種の育成と

それを前提とした多収技術の導入へと向かつており， ピルマとてその例外では

ない．このようなおおかたの趨勢のなかで，上に述べたような特殊な立地に適

応した稲作が，今後どのように展開していくのか興味のもたれるところである．

注

l) 筆者らは，昭和53年度文部省科学研究費による海外学術調査「熱帯アジアにおける野生イネの

分布と栽培イネの生態型分化の調査」の一員としてピノレマを訪問した．訪問期間は1979年 1月13

日から 2月25日までであった．滞在中ピノレマ国教育省および各地の Agricultural Corporation 

から多大の協力を得た．記して謝意を表する．

2) ソーンスウェイトは蒸発量だけでなく，植生からの蒸散量をも含めた気候の区分を提唱した

(Thornthwait, C. W.・AnApproach toward a rational classification of climate. Geogr. 

Rev. 38, 55・94,1948). この蒸発散量は水分が十分に供給されている場合の蒸発散量を意味し，

可能蒸発散量または蒸発散位（Potentialevapotranspiration）と呼ばれる

3) 統計資料としては古くなるが， 1938/39年度のピノレマ全土の作季別の作付面積比率では， Mayin

が1.0%, Kaukyinが 1.6%で，残りは Kauklatと Kaukkyiが占めている

4) ピノレマの濯淑農業については，福田仁志編『アジアの様瓶農業』（アジア経済研究所，1976)

所収の「ピノレマの滋淑農業」（斎藤照子著）に詳しい．また， Kyaukse地方の大規模河川港紙につ

いては，斎藤照子「ピノレマ在来河川滋淑の史的考察」『アジア経済』第15巻，第9号， 1974を参照．

5) Kaingとは，河川沿いの低湿地に生育する Coelorachisstriata, Saccharum arundinaceum, 

s. sρontaneumなどの禾本科草本を総称するとともに，これらの生育地をも指している 一般

に，これらの禾本科草本が生育する河川沿い低地は，シノレトの堆積が厚く，草原を拓けば肥沃な

耕作地となる．

6) Burma Gazetteer, Tharrawaddy District, vol. A, 1959, pp. 3-4. 

η ィラワジ川の水位上昇に関しては， BurmaGazetteerに次のような記載がある. Mandalay 

の上流 Bhamoでは，「最高記録は1890年の13mであったが，今年（1908年）は9mである」（G.

W. Dawson: The Bhamo District, 1917, Reprint 1960, p.5) と． また， デノレタの Henzada 

Districtでは1877年の 28mが最高記録である（W.S. Morrison: Henzada District, vol. A, 

1915, Reprint 1963, p. 8). 

8) 雨季の増水が減衰するにつれて栽培される稲作は，ここに示した Mayinだけでなく， Kaukky1

の一部にもみることができる．これは上部イラワジ・デルタの後背湿地でよく行なわれる栽培法

である イラワジ・テツレタでは，雨季の増水が急速なため，低地では移植が間に合わないことが

ある．そのようなときには， 9月， 10月になって減水してから移植するきわめて遅植えの栽培が

行なわれ，これを YeiKya Nauk Saitと呼んでいる．収穫は12月から 1月頃である．
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9) A. J. Page: Pegu District, vol. A, 1917, Reprint, 1963, pp. 71-72. 

lO) Nyaungshwe Township Agricultural Corporationの普及員によると，このような低湿水田

で栽培される稲は浮稲（Floatingrice）であるとのことであったが，東南アジア各地のデルタで

みられる通常の浮稲とくらべれば，比較的水深の浅いところで栽培されること．また，生育の特

性などの聞きとりからは浮稲の性質がうかがえないことなと・から，ここではこの稲をひとまず深

水稲と理解することにした なお，ピノレマでは Henzada,Tharrawaddy, Peguなと．のデルタ地

帯で浮稲が栽培されるが，その面積はタイやカンボジアなどに〈らべてごく少ない．

11) インレ湖畔の深水稲栽培に関連して興味ある点は，この地域がオーストロネシア語族に属する

イソダ一族の居住する地域であることである．高谷好一氏によると，これによく似た栽培法がマ

レー半島の湿地の水田で行なわれており，この栽培法の系譜をインレ湖からサノレウィ γ川，さら

にテナセリムを経てマレ一半島へとたどってい〈ことも可能ではなかろうか，とのことである．

（渡部忠世 ・田中耕可）



西ジャワ，パγ グラ γ ゴ山山地林における

落葉落枝などの季節変化

調査方法

西クャワの最高峰，パソグランゴ山（3,019m）の標高l,600m付近の山地抹

において落葉落校量などの調査をおこなった． リタートラップを設置し，落下

して くるものを集めてみると，葉，校，花，果実，昆虫遺体，虫糞などの要素

にわけることができる．これらの落下量をとらえ，かっその量がどのような季

節変化を示すかを知るために， 1年間の要素別の変動をみた．また要素内にお

いても樹種によって季節性は変化するかもしれない．そのために落下量をで、

きるだけ細かく樹種にわけて，樹種ごとの季節性をみるようにした．同時に，

樹種ごとの季節性をひき起こす要因は何であるかを検討してみた．

熱帯林での落葉落校の測定例は大変少なく，東南アジアの山地林では，Ed-

wardsと Grubb(1977）によるニューギユア山地の例があるのみである．低地

でも小川（1974）の例があるにすぎない．

本調査で使用したトラップは lm×lmの底面積をもつもので，側面の高さ

が 20cmの板で四方を囲み，底面はビニールコーティングした 1mmの網自の

金網で作成した．このトラ ップを37個， 1 haのプロット内にランタームに設置し

た．測定開始は1969年の 4月29日から 1年間である． リターの回収は， 1週間

に1度目を決めておこなった．採集したリターは，チポ夕、ス植物園の実験室に

て数日自然、乾燥した後，葉，花，果実などはできるだけ細かく樹種ごとに分類

した．枝，地衣醇苔類，昆虫遺体，糞などは単に要素としてわけた．樹種別に

も要素別にも分類不可能なものはその他とした．

トラ ップごとにわけたこれらの試料を日本へ送り，京都大学農学部において，

熱風乾燥器によって 80。c.48時間乾操した．インドネシアから日本へ送る際
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に紛失したものは皆無であった．また，輸送期間中に腐敗などを認めたものも

なかった．秤量は，分類された試料一つ一つについて0.01グラム単位まで測定

した．

II 1年間の落葉落枝などの総量

1週間に 1度あつめられたリター量は37m2あたりの量となり，この値を 1年

間累積すると37m2あたりの 1年間のリター総量を得る．ヘクタール当りに換算

すると， 5.96ton/ha. yrという値になった．この値の信頼度95%に対する信頼

区聞は， 5.958±0. 645 ton/ha.yrとなった．熱帯山地林の落葉落枝量の一例で

ある Edwardsらは，ニューギニアの標高 2,400～2,500m付近の地上部現存量

310ton/ha.，最高樹高 37mの山地林で， 16個の 1m2の トラップを 4プロット

に計64個ならべて， 1年間のリ ター量を測定したと ころ，平均 7.55 ton/ha.yr 

の値を得たという．この値とくらべてみると，パングランゴ山での値は標高が

ずっと低いにもかかわらず，かなり小さな値となっている．

リターの内容を構成要素別にみると，表1に示したようになる．葉に分類し

た中には，高木，低木，シダ，草本，着生植物，つる植物など，プロット内に

存在するあらゆる種類の植物体の葉を含んでいる．樹皮や地衣鮮苔類などは，

落校に付着しているものは含まず，独立にトラップ内にあるもののみ分類した．

花は花弁だけの場合や，花梗のついたものもある．果実と種子も，果実だけの

場合や種子だけの場合などあるが，いっしょにした．虫糞は，その形状や色彩

によって，かなり区別できるが，どのような動物類によるものかは判定してい

ない．虫類の遺体も種にわけることはしなかった．「その他」に含まれるもの

の大部分は，粉砕の程度が著しく，原型を推定することが全くできないものの

みに限った．樹種ごとにわけたのは，葉，花，果実と種子である．これらの中

でも樹種にわけられないものは，それぞれの要素内で，分類不可能としてあっ

カミった

量的な割合をみると，葉がもっとも多く， 75.6%を占めている．小村・安藤
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表 1 権威要素別リター量

Leaves 

Branches 

Barks 

ι，chens & Mo自 由

Flowers 

Fruits & Seeds 

Feces 

Animal bodies 

Others 

Total 

ton/ha.yr 

4.504 

0.942 

0.030 

0.046 

0.189 

0.201 

0.011 

0.001 

0.034 

第E部モンスーγと賎業景観

% 

75.60 

15.80 

0.50 

0.76 

3.18 

3.38 

0.19 

0.02 

0.56 

(1970）は九州の常緑樹林で落葉量が全 リ

ター量の74.1%を占めていると報告してい

る．熱帯多雨林のマレーシア， パソ ー林で

は， 落葉量比は60%であったという．ヒノ

キ人工林では， 75.0～81.1 % （斎藤， 1972)

をしめ，いずれをみても， リター量の中で

葉の占める割合は最も大きいことを示して

いる．

落校量は15.8%を占めるが，九州照葉樹

100.00 林では11.3%，パソーで26%，ヒノキ人工

林で11.0～12.9% となる．

花と果実 ・種子の量は，後者がやや多く，両者あわせて 6.5%をしめる．九

州の照葉樹林では果実量が花の量の 3倍強を占め，両方で14.6%とかな り大き

な比率を示している． ヒノキ林では 3.4%であり．パ ソーでは 4.2% と小さい．

他の虫糞，樹皮などはすべて 1%以下である．

m 落葉落枝などの季節変化

落葉落枝などの総量ならびに構成要素が， 1年間どのような季節変化をする

かを図lに示した． 総量の季節変化をみてみると（図1(a））大変凹凸の多い動

きがみとめられる． 8～9月を中心にした一つのピークと， 12月末の大きいピ

ーク， 1～ 2月にみられるピークなどがあって，このままでははっきりした傾

向はつかめない．この総量の内容を構成要素別に分類してみると，それぞれの

要素のもつ季節変化は，それぞれ特徴をもっているこ とがかなりはっきり とわ

かる． もっとも量の多い落葉量の変化は図 l(b）にみられるように8～ 9月を中

心にした大きなピー クをもっ．他の月にも多かれ少なかれ落葉があって，量的

にはかなり変動している．季節性がさらに明確になるのは，花の落下量である．

図 l(c）に示したとおり，7 月と12～1月に二つのきわだったピークがみとめら
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(a) 
3,25 .£.. 

2.27 .'l., 

1.5 

1.0 

C.V. 

-0.5 

MJ  JASONDJFMA  

M由也

図2 変動系数の動き (a）全量

れる．この二つのピーク以外の月は，量的にずっと少なくなる．この花の季節

性と対応するのが果実の落下量である． 図 1(d）にみられるように， 8～ 9月を

中心に大きなピークがあり，次のピークは3月にみられる．これらのピー クの

’位置は，ちょうど落花量の二つのピークに引き続いて生じている．

花，葉，果実の季節性とは異なる傾向を示すのが校（図 1(e））である． 9月

拡最も大きいピークが一つあり， 11月， 12月， 2月， 3月， 4月とかなり幅の

せまいピークが林立している． 5月から 8月にかけてはピークは見られない．

f図には示さないが，他のリター構成要素のうち地衣鮮苔類などは校型を示した．

また見虫類の遺体や糞などは乾季にやや多い傾向がみられた．

全リター量の落ち方のばらつきをみるため 1週間ごとに37個のリタートラッ

プに落ちた全量をもとに変動係数を計算した．図 2(a）に変動係数の 1年間の変

イじを示した．変動係数の値は， 12月末まではほぼ0.5を中心にして上下した動
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Month 

図2 変動係数の動き (b）花と果実

きでそのうちでも 7月始めから11月中旬までは一定して 0.5以下の小さな値を

示している．ところが12月末になると変動係数の値は， 1.25とな り，それ以後

は 5回にわたり1.0を越す大きな値となる．最大値は 1月28日の3.25である．

リター全量を構成要素にわけでみると，各要素の変動係数の値は増加する

（斎藤， 1972). ここでは種名の判明 した花と果実についての37個のトラップで判

定 した毎週の変動係数の値の 1年間の変化を図2(b）に示した．全量の場合とく

らべると変動係数の値はずっと大きくなって，花では10月8日に 6.6，果実で

は4月1日に 6.2を示している．全体的な動きも全量の傾向とは異なり，凹凸

のピークの移動がかなり頻繁におこっている．

全量の場合には校などがかなり局所的な落ち方を示して，変動係数に大きな

値を与える原因になることが考えられる．花，果実については，量的に少ない

ものが，花，果実の落下量の季節変化でみたような傾向で落下する．花に関し
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図3 パチェ ット測候所における1969～1970年の月別雨量変化

ていえば， 落下量の少ない時の方が変動係数の値は大きく ，多い時ほど小さい．

果実については傾向は一定しない．

ここで， リターを測定した全期間に降雨量がどのように分布していたか，そ

の季節変化を調べてみよう．当時のチポタス植物園の雨量計は観測不能になっ

ていたので，チボタスの東約 6kmにあるパチェット（Pacet）測候所（標高1,200

m）のデータによる ことにした． 図3には1969, 70年の2カ年にわたる月別雨

量と降雨日数がかかれている．この図をみると，年聞を通じて降雨量にかなり

明瞭な差があることが読みとれる．すなわち， 1969年の 1～ 4月までと， 9～ 

12月までは降雨量が多いが， 5月から 8月にかけてはず、っと減少する傾向がみ

られる.1970年に入ると，5月までは降雨量は大きく，7月から10月にかけて

減少する. 1969年の 6～ 8月の降雨量は月100mmより少なくなる. 1970年には

100mm以下にはならないが，やはり減少傾向がみられる．西のモンスーンの

卓越する期間は多量の降雨量がみられ，この2年間での最大値は1970年の 4月

に500mmを越えた値を記録している．このような傾向をみると， リター採取を

おこなった1969年の 5月から 8月までは乾季， 9月から 4月までは雨季と考え

ることができる．

1年を乾季と雨季にわけて考えると先に構成要素で、みた傾向は，葉では乾季

から雨季の前期にかけてピークがみられ，花は乾季と雨季にそれぞれピーークが

みられ，果実は乾季から雨季の前期に大きなピークがあり，小さなピークが雨
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季後期にみられるということができる．傾向の全く異なった校の落下量はほと

んどが雨季に集中しているといえる．枝とともに地衣鮮苔類などが雨季に集中

するのは，いずれも雨や雨にともなう一時的な強風によって落下するものが多

いことを示していると考えてよいだろう．

葉，花，果実などは，校の場合のように風雨などの物理力によるだけでなく，

気候の変化にともなう値物自身がもっ内的な性質が落下量に影響していると考

えられる．このような生理一生態的な反応は，樹種ごとに特徴をもつことが考

えられる そのためには， リターを樹種ごとに分類した上で・論を進めなければ

ならない．花，果実については，落下量が少ないため，ここでは葉の落下量を

樹種ごとに分類した結果について次に述べる．

N 樹種ごとにみた落葉量の季節変化

落葉量の全リター量に対する割合は，すで、に見たように75.6%を占めている，

このすべてについて分類できるものを樹種ごとに分類した結果を，高木，低木．

草本，シ夕、類，着生小木類，つる植物にわけでみた．それぞれの中でわけられ

た種数は，高木51種，低木14種，草本 6穫，シダ類26種，着生小木類23種，つ

る植物24種であった．このプロットの種組成からみると，高木では57種のうち

51種と，約90%近い割合がリター量と して採取されている．他のグループの場

合も，草本類を除いてほぼ同じ割合或いはそれ以上の採取効率を示している．

葉リターの中では当然のことながら高木の葉が最も大きい割合をしめているの

で，ここでは高，低木について調べてみたい．落葉量が少量で季節性の判定が

不可能と思われるものについてはあえてとりあげなかったので，季節性が識別

できた高，低木類は38種類である．これらの種類の季節変化を調べると次の五

つの型にわけられる．

乾季落葉型一一乾季に落葉のピークがみられるもので，図 4(a）の Sch1ma

wallichii がこの典型である．非常に明確なピークが乾季にみられ，他の季

節はずっと落葉量が少なくなる．7種類（18%）の樹種がこの型を示して
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図4 落葉の李節型単位は g/37m1• week 
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L、る

開季前期落葉型一一図 4(b）の Cinnamomumsintocにみられるように，雨季

の中でも前半の 9,10, 11月にピークのみられるものである．この型に属

するものはもっとも多く 13種 （34%）を数える．

開季中期落葉型一一Ca山 nopsisjavanica （図 4(c））にみられるように雨季の

中頃12,1, 2月を中心に落葉量がみられるもので， 5種 （13%）がこの型を

示している

i雨季後期落葉型一一典型的なものは Engelhardiaspicata （図4(d））に示され

るように，雨季も後半の 3,4, 5月に落葉のピークがみられるものである．

この型に属するものは8種 （21%）を数える．

非季節型一一Vernonia arborea （図4(e））にみられるように 1年間通じて落

葉量の変化に大きな差がなく，明らかな季節性を示さないものである． 5 

種 （13%）がこの型に属している．

このリター量を測定した 1.600 m のプロ ットの階層構造は Io一III層にわ

｛けられた．落葉型と決定された樹種についての階層構造に占める位置もわかっ

ている．何層にもわたって分布する場合は樹冠容積の最大値をもっ階層をその

樹種の階層として，落葉季節型と階層との関係を樹種ごとに表 2に示した．

上に述べた五つの落葉型を代表する樹種はすべて上部の階層をしめるもので

あり，これらの季節性はきわめて明確に示された．一方，階層の下部を占める

下層種については，ここでは10種がみとめられている. Castanopsis argenteaは，

このプロ ットでは低木であるが，周辺部では大木となりうるので，一応除外し

て考えると 9種が本来の下層種と考えられる．これらの季節変化をしらべてみ

ると，上層種にくらべて，季節変化の度合が不明瞭で、あることがわかる．雨季

前期の Strobilanthes cernua と雨季後期の Saurauia blumian Decasperrr r n 

lfruticosumの3種は比較的明白な季節変化を示すが’他の 6種の季節変化はた

いへん不明瞭で、ある．これら6樹種の落葉量の累積図と上記の上層種5種の累

積図を比較のために並べて示した（図5）.こうしてみると，下層種の季節変化

は，むしろ，非季節型の Vernoniaarboreaに似た型をとることが示される．
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表2 階層別にみた樹種ごとの落葉型

I Io 
I Schima wallichii I Glochidi。r】 lP。lyosmailicifoli a 

Dry Season I Lithocarpus I macrocarpum I 
I rotundatus I Litsea mappacea I 

Trees and Shrubs 

I Layer II Layer III layer 

Platea latifolia Cinnamomum Litsea resinosa Symplocos 

smtoc 乱1eliosma nervosa fasciculata 

Early Persea rimosa Villebrunea 

ramy Polyosma integrifolia rubescens 

season Laplacea integernma Ardisia fuliginosa 

Syzygium Strob,lanthes cernua 

ant1sept1cum Antidesma 

tetrandrum 

Lithocarpus Castanopsis Castanopsis argentea 

Middle indutus Javamca 

ramy Prunus arborea 

season Lithocarpus 

pseudomoluccus 

Is reinwardtiana 

J Engelhardia 

Late I spicata 

rainy I 

season 1 

Non- I 

Seasonal I 

I b mm  

I m •• 

Tarrena fragram fruticosum 

Turpinia 

sphaerocarpa 

Iv .. 1:・ro :r Macropanax I 
dispermus I 

Syzygium rostratuml 
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V 落葉の季節性と伸長型

1年間の落葉量の変化をみると，樹種ごとに季節性がみられ，五つの季節型

にわけられた（表2），このうち，階層上層種の大部分が明白な季節型を示し

たのに対し， Vernoniaarboreaのみは上層種であるにもかかわらず非季節型で

あった．また，下層に属する樹種の多くは非季節型に近い動きを示した．この
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ような階層の上下に分布する樹種による落葉型の差は，林冠部と下層との徴気

象の差や，それと関連して生じる種自身のもつ内的な諸性質が相互に関連しあ

っているものと考えられる．

林冠周辺部と下層の下生え層の間で‘は気象条件が大へん異なっている（Richa-

rds 1952）.下生え層の方が，森林の上層部にくらべて，気温の変動の幅が小

さく， 空気の流れが静穏になり，相対湿度の較差も小さくなる．すなわちいろ

いろな気象条件が緩和されて安定した状態がつくられる． 熱帯では気温の較差

は小さいが，雨のあとなどには一時的に気温が低下し，それが落葉をうながす

契期となることがあると郡場（1947）は述べている．また．すでにみたように，

乾季から雨季への変化によって，かなり の上層種が落葉する傾向を示している．

しかし，これらの気象変化は林冠にさえぎられ，数層の階層をへることによっ

て，上に述べたよ うにかなり緩和された形で林床に到達する．上層に分布する

種が，気象の変化を直接にうけるのに反し下層の種は， 年中，あまり変化の

ない条件下に生育している．これらの生育潔境の差が，落葉形式に変化を与え

ることは考えうることである．

Richards (1952）は熱帯各地の階層と季節性について，い くつかの例を示し

ている．たとえば， A, B層が2回のおもな開花期をもつのに対しC層の開花

は年中おこる （英領ギアナ），森林の中心部から乾季が長くなる外縁部にむか

つて落葉樹の比率がふえる （ベルギー領コ ンゴ）， A層の半数以上の樹種が乾

季中に葉を失うのに対し， B層では大部分が常緑のままである（ナイ ジエリア

の湿潤常緑林），落葉樹の割合は上層に圧倒的に多い （トリニダード）などで

ある．これらの例からも，階層の上層と下層とでは季節性に違いがあることが・

みとめられる．

郡場（1947）は，シソガポールの植物園や島内に残存する原生林に生育する

植物について，季節と枝ののび方や，落葉の時期などをくわしく観察した結果，

熱帯樹木の周期型として，常伸，交伸，隔伸，落葉の 4型をあげた．常伸は葉

条が休みなく伸びつづけるもの，交伸は 1株の木でも枝によって発育の周期が

異なり，交互不揃いな生長をして， 株全体としてみればやすみなしに伸びてい
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るもの，隔伸はある周期に何枚かの葉を出して休み，間欠的にこれを反復する

ものである．交伸は常伸と隔伸との中間段階と考えられるので，基本的には常

伸と隔伸という二つの伸長型にわけられると郡場は述べている．

この常伸と隔伸などの伸長型と，発葉の関係をみると，常伸樹は常季発案で

あるのに対し，隔伸樹は定季，同季，無季の三つの発葉型がみられ，定季は 1

年に1～3固定季的に発葉するもの，同季は年に3～4回， 気象変化に即して一斉

に発葉するもの，無季は定まっていないものに分類できると郡場は述べている．

また落葉と発葉の関係については，離層が完成し，旧葉が離脱する ことと，新

薬の開発（発葉）とは前後完全に関連するものではなく，別々の過程である．

離層の完成が早まり，新葉の開発がおくれると落葉樹となり，その逆の関係が

常緑となるとも述べている．

すなわち，常伸型が常時発業するものではあるが，それと落葉との関係につ

いては言及されていない．また隔伸型は三つの発葉型式をもつけれども， 落葉

との関連については，これも言及されていない．従って，常伸型が常時発葉，

常時落葉型であることは保証の限りではなく，離層形成の時期のずれによって，

常伸型で常時発葉であっても常時落葉とはならないことも考えうるわけである．

しかし，たえず伸長を続け，常に新しい葉を開発している校条から，落葉だけ

に限って，ある季節性なり，周期性をもつことは，かなり考えにくいことでは

ある．やはり，常伸型のものは常時発葉し，離層の形成も常時おこなわれて旧

葉の離脱が次々と起こると考えた方が自然であろう．落葉のみが隔時性を示す

のは常伸型の中でも特殊な場合と考えた方がよいのではなかろうか．この点に

ついては，常伸樹の校条における発業と落葉の関係を調査する必要がある．今

までこのようなデータはないので，こ こでは一応このような推察によっておき

たいと思う．

隔伸型については，三つの発葉型があるのに示される ように，落葉について

も，三つ位の型があるものと考えるのが自然であろう．

このように考えると常伸型＝常時落葉型＝非季節型落葉，隔伸型＝隔時落葉

型＝季節型落葉とL、う関連性が考えられる．すなわち，常伸型のものが連続的
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な伸長により，発業と落葉をくり返すならば，季節性を示さない落葉型の樹種

は常伸型と考えられる．また隔伸型が間欠的な伸長によって，断続的な落葉を

示すならば，落葉型に季節性の認められる樹種は隔伸型の生長をするといえそ

うである．

落葉量の測定結果から得られた樹種ごとの季節性の中で乾季，雨季にかかわ

らず，ある一時期に落葉量のピークをもつものを隔伸型，季節性を示さないも

のを常伸型と考えると，表 2の大部分は隔伸型を示し，常伸性をもつのは， Io,

I層では Vernonia arborea 1種， II層 Astronia spectabilis, Macropanax dis-

permus, Syzygium rostratumの3種， III層では Saurauiapeudulaの1種がみら

れる. III層での季節性を示す Turpinia sphaerocarpa, Saurauia reinwardtiana, 

Ardisia fuliginosa, Villebrunea rubescens, Symplocos fasciculata, Antidesma 

tetrandrumなどはすでに述べたように，ひじように非季節型に近い動きを示し

ているから常伸型と考えてよいだろう．

階層との関係でみると，上層に分布の中心をもっ大部分の樹種は隔伸型を示

している．熱帯とはいえ，この山地では5月から 8月にかけて雨量の減少する

時期と，西のモンスーンによる11～3月を中心とする雨季とし、う季節がみられ

る．このような季節性が樹種の性質に影響してくると考えられる．

Vernonia arboreaは上層に分布する中の唯一の例外である．この種は分布域

が広く，倒木跡地周辺に侵入して，きわめて早い生長をとげる早成樹である．

郡場のあげた例から，常伸型の例をとり出すと， Macaranga,Mallotus, Duabanga 

などのように，伐採跡地や倒木跡地などに先駆種として優占する二次林の代表

的な樹種群がみられる.Vernonia arboreaの好む生育地を考えあわせると，こ

れらの樹種はいずれもすばやい生長をとげて，裸地をおおう性質をもっている．

このような生態的地位をもっ樹種群にとって，常｛申性の持つ意味は大きいと考

えられる．

下層の樹種については，すで、にのべたように，外的環境が樹冠を通過するこ

とによって緩和され，季節性のない一定した環境条件下にあることが常伸型を

生む要因であろう．郡場は濯木はたいてい常伸型であるとのべている.Koriba 
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(1958）は，調査した閥種がどの伸長型に属するかをまとめている．その中で，

このパングランゴ山にも出現する樹種には Symplocos fasciculata がある．

Koribaの観察では，この種は常伸型に分類されている．本調査結果からも，

この種の落葉型は一応雨季前期型にわけであるが，何度も述べたように，その

動きはきわめて非季節型的であった． この樹種はしたがって常伸型とみること

ができる．そうすると，この樹種と似たような変化を示す下層樹種は，すべて

常伸型を示すとみてよいだろう．

以上をまとめてみると，季節型にわけられた38種の高低木のうち，隔伸型を

示すものは 27種（71%に常伸型を示すものは 11種（29%）となる．階層関係

からみると，上層に分布する大部分が季節型の落葉，つまり隔伸型の生長を示

し非常に生長のよい早成樹のみが常伸型であって，ここではわずかに 1種を

みるのみであった．下層においては気象の変化が直接に影響することがないた

め，非季節型の落葉，すなわち常伸型の生長様式をもつものが出現すると推察

される．

郡場の推定では，マレー産樹木のうち，常伸性と交伸性をあわせたものが全

樹種の 5分の 1，落葉樹20分の l，残りの 4分の 3の樹種が隔伸樹となってい

る．熱帯多雨林においても常伸性の比率はそう高くはない．温帯林では，落葉

樹はいうに及ばず，常緑樹も落葉に季節性をもつことは，すべてが隔伸型であ

ることを物語っている．熱帯多雨林から温帯林への変化を伸長型で、表現するな

らば，熱帯多雨林に約20%の割合を占める常伸型が減少して，隔伸型のみにな

るということカ1で、きる．

付記 本論文は Forestecological studies of the montane forest of Mt. Pang-

rango, West Javaー IIILitter fall of the tropical montane forest near Cibodas 

（東南アジア研究14巻2号， 194～229,1976）を基礎に書き下ろしたものである．樹種ご

とのリター量の季節変化など‘については上記小論を参照されたい．
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気候変動と湿潤熱帯の農業

気候変動の農業への影響を考える際に，気候因子の平均値の変動だ

けではなく，そのバラツキの変動も重要である．また，湿潤熱帯農

地の水収支はかならずしも本来的に有利なものではなく，畑作と稲

作とでは気候変動に対する抵抗力も相違することなどを論ずる

， 
1979年2月12日から 2週間に亙ってスイスのジュネーヴで“世界気候会議，

'The World Climate Conference，，略して wccという）が聞かれる．この会

議には合計約20編の総括論文が提出され，それをめぐって論議が行なわれるこ

とになっている．この論文はそのうちの一つである ℃limate Variability and 

Agriculture-The Humid Tropics＇を簡略化したものである．

この会議は世界気象機構（WMO）が中心となって， 関連する国連機関，た

とえば国連食糧農業機構 （FAO）， 国連教育科学文化機構（UNESCO），世界保

健機構（WHO）などが協力して開催される．会議の目的とするところは，ま

ず，気候変動に関してすでに知られている事柄を完全に共通の知識とすること

であり，ついで，予想される将来の気候変動が人間生活の諸側面に及ぼす影響

の把握である．そして，より直接的には，この会議の 2カ月後に予定されてい

る WMOの最高会議（WMOCongress）に対して勧告を出すことである．そ

の結果，必要と認められれば将来の気候変動に対処するための各国大臣レベル

の会議が聞かれる．

気候変動そのものについてはこれまでにも主として気象・気候研究者らによ

って種々の機会に論議されてきている．この wccではこの種の論議を繰り返

そうとするものではなしそれらの成果の上に立って社会経済的に将来の気候

変動がどのような意味をもつか，そして予想される好ましからざる影響をどの

ようにして最小に抑えることができるかが論議される ことになっている． した

がって，気象・気候専門家以外の幅広い学問領域からの参加が必要となる．

上に述べたように wccは通常の学問的国際会議ではなし解答をせまられ
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ている緊急課題に対して関連するすべての学問分野からの専門家の参加にょう

て，政策決定者に直接的に勧告を出すベ〈組織されたものであるといえよう．

このことは十分な事前の根回しが必要であることを意味する．この根回しのー

っとして， 1978年4月にオーストリアで、総括論文発表者を含めた準備会があっ

た．この準備会で論議された事柄のうちでもっとも注目されるべきことの一つ

は，気候変動の将来予測の大枠が気象 ・気候専門家側から非専門家側に提示さ

れたことである．つまり，この枠組の中で気候変動の社会経済的諸側面に対す

る影響を論じて下さいというわけである．

気候変動の将来予測に関する大枠は概略次のようなものであった．すなわち，

(1）自然的原因による気候変動の大きさは17～19世紀に広くおこったような寒

冷化の可能性も含めて，基本的にこの先 100年聞は従来と同程度であろう．ー

(2）人為的原因による気候変動は今後全地球規模のものに増大し，この先 100

年間に自然的原因によるそれと同じか，あるいはそれを越える程度となろ

う．そして，この人為的気候変動の方向はおそらく温暖化であり，降雨分

布の顕著な変化をもたらすであろう．

気候変動に関する情報提供と農業

湿潤熱帯の農業にとってもっとも顕著な気候要因はといえば降雨である．こ

の点については論をまたないので，以下，気候変動を降雨変動とおきかえて議

論を進めることとする．ところで，気候変動のこれまでの主たる研究は高緯度

地方の温度変動をめぐって，あるいは，サハラ砂漠周辺の乾燥地帯の降雨をめ

ぐって行なわれてきた．湿潤熱帯の降雨変動に関しては限られた研究しかないh

機器測定時代以降の降雨の長期変動の研究は，実測データを種々の統計学的

方法によって分析し，長期間にわたる増減傾向や周期性を抽出することによっ

て行なわれる場合が多い．つまり，経年変動がならされてその結果はじめて宇宙

出されてくる長期変動を問題として取り上げている．したがって降雨変動は，た

とえば“何年と何年の聞の20年聞はそれに前後する 20年間より年間平均 200mm.
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J人
-k 正 ＋k

(c）平年値不変化，分散変化 (d）平年値変化，分散変化

+vf ＇＼：、＋
会q t店主二、、 r+..:<01 : I /;~ 

-k 云 ＋k -k 正’：；； +k 

図 1 気候変動の3類型と農業が被害を受ける確率
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降雨が多かった”とい

うような形で表現され

るのが普通である．

ところで農業生産は

気候条件を含む自然的

環境条件に支配される

度合が大きい．地域の

農業体系はよくその地

域の条件に適応してい

る． この場合，地域の

気候条件は長年の気候

因子の平均値，すなわ

ち，平年値によ って代

表される．平年値によ

って代表される気候へ

の適応とは，特定年の

値が平年値の前後を含

むある範囲内の値であ図2 インド（22観測点）の夏季モンスーン降雨） 6月
～9月） の異常値 〔1〕

ればその農業はほとん

ど影響されないが，その範囲外であれば相当な打撃を受けることを意味する．

てーあるから，気候変動の農業に対する影響を考えるにあたっては，平年値の変

・動だけでなく，それに当然伴うべき年々の値がある一定の確率でその中に入る

4屯囲の変動，あるいは，平年値の前後の許容範囲内に入る値を示す年の確率の

変動もあわせて必要とされることとなる．

上の議論は次のように整理されよう． 降雨量は経年変動する．ある期閣の降

荷量データを集めればその出現頻度分布図が得られる．降雨変動とはこの頻度

分布の型が変動することである．降雨量の出現頻度分布は一般に正規分布を示

．さないが，ここで・は便宜のためそれが正規分布する，あるいは，正規化された
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と仮定する．すると，降雨変動は平年値 Eと分散 σZの片方または両方が変動

することを意味し，論理上三通りの降雨変動がありうることとなる．この三つ

の型の変動と，ある農業形態にとっての許容範囲 hを合わせて図 1に示した．

図 1(a）は初期状態を示し，影の部分が当該農業が大被害を受ける確率を示

す. (b）は乏がrに変化するが，分散 a2は変化しない場合で，農業が被害を

受ける確率の増減は正または負の記号のついた面積で、示される. (c）は Zがそ

のままでポが大きくなった場合，（d）は x,a2の両方が変化した場合を示す．

降雨の平年値の変動だけでなく，そのバラツキの変動まで、含めた研究は少な

いが皆無ではない．一例としてインドのモンスーン期間中の降雨の分析を図 2

に示す． この筆者の Flohn〔1〕（以降ブラ ケット内は章末の参考文献の番号を示す）

は次のようにいっている．“1890～1919年の聞は乾湿両極端の年が多く．逆

に 1920～1942年は穏やかな年が多かった.1950年代は洪水が頻発 したが，

早魁は少なかった.1850年代はその逆であったへこれを図1に示した気候変

動の三つの型でいえば， 1890～1919年はポの増大， 1920～1942年はその減少，

1950年代と 1850年代は Zがどちらかに変化したもの，すなわち（b）にあたる．

この節の結論は以下の通り である． 気候変動の農業に対する影響を考えるに

あたって，まず．気候変動そのものについての情報が気象専門家から農業専門

家に提供されねばならない．その際，平年値の変動だけでなく ，分布の変動も

合わせて提供されるのが望ましい．でなければ，農学者は平年値と頻度分布と

の間にある関係を仮定しなくてはならない．また，平年値の変動だけに注目し

ていると平年値の変化なしに分散だけが変化する型の気候変動（図1(c）の型）

を見落してしまうかもしれない．気候変動の農業に対する影響は，分散の変化

が小さく平年値だけがわずかに変化する型の変動の場合よりも，むしろ，分散

がかなり変動する型のものが重要である．

II 気候変動に対する農業の感受性

将来の気候変動に関する情報が適切に提供されれば，その農業に対する影響
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の予測は主として農学者の任務となる．そのためのもっとも有効な方法は，過

去の気候変動一一長期の変動，経年変動を含めてーーの影響を調査研究するこ

とである． しかし過去に学ぶにあたって大きな問題がある．それは農業生産

形態の地域多様性と時間的変遷である．

地球上の農業形態は実に多種多様である．それぞれが地域の諸条件に適応し

ている．しかし 適応しているからといって，気候要因の平年値からのずれに

対する反応，あるいは感受性が同一であるわけではない．作物生育の限界に近

い地方では数年に一度の平常作といった所もある．すなわち，図 1の中の kの

値は農業形態によって大きく異なる．このことは同ーの気候変動であっても，

その農業に対する影響は農業形態ごとに異なることを意味する．

問題をさらに複雑にするものは操業形態はたえず変化しつつあるということ

である．農業の技術進歩はhの｛直の増加だけに働くものではない．伝統的在来

農法の方が近代的農法よりも不順な気候に，より抵抗性があるという例は多く

ある．このような農業形態の地域多様性と時間的変遷を十分に理解せずして気

候変動の影響を予測することは大変危険なことである．

農業の気候変動に対する感受性は，作物の生物学的抵抗力によってのみ決定

されるものではない．余剰生産力，生産資材の調達，貯蔵施設，運搬加工保存

技術などが，と きに農業の気候変動に対する感受性を顕著に左右する場合があ

る

熱帯低開発国でしばしば問題となる不作による飢餓の問題恥 作物生産自体

の問題であると同時に，輸送の問題，流通の問題，そして，富の分配の不公平

の問題でもある．したがって， 農業形態の多様性と時間的変遷というとき， 単

に作物の種類やそれらの組み合わせの多様性と変遷だけでなく，農業生産，流

通，消費を含めた全農業体系のそれとして理解されねばならない．

気候変動の農業に対する影響如何とし、う課題に対して農学者に課せられた佳

務の主たるものは，以上述べたような農業形態の気候変動に対する感受性にお

ける地理的多様性とその時間的変遷の理解であろう．もし感受性，すなわち，

hの値の将来の変化が気候要素の平年値Zや分散 a2のそれに対して圧倒的に
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図3 E. Bielによる年降雨盆の経年変動の世界分布図

文献〔2〕より引用（原図は E.Bielによる）
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大きいと考えられる場合は，その農業の将来にとって問題となるのは気候変動

ではなく，むしろ， hの値の変化である．

III 湿潤熱帯における降雨の経年変動

湿潤熱帯はその名の通り多雨である．このような多雨は温帯ではごく限られ

た地方にしかみられない．にもかかわらず湿潤熱帯の農業生産の経年変動を決

定しているもっとも重要な要因は降雨の経年変動である．この点については議

論の余地はほとんどない．湿潤熱帯の農業生産の不安定性の原因は，湿潤熱帯

における降雨の経年変動の大きさが高緯度地方のそれにくらべて大きし、からだ

とする見解がある． しかし，降雨の経年変動の大きさを地域別に比較すること

は一見想像されるより困難である. 1929年に B凶〔2〕の作成した世界の降雨変

動を示す図は今日でもしばしば引用される．図3にそれを示す．この図では経

年変動の尺度と して平年値からのずれの大きさの平均値を年降雨量の平年値の



398 

150 

, .. 
:. 

(a) 

50 200 400 600 

150 
(b) 

50議主主－
50 200 400 600 

150 (c) 

総与f

第E部モγ スーγ と農業景観

800 

800 

百分率で表わしたものを用いている．近

年出版された 2冊の熱帯気象学に関する

本で，この Bielの図を次のように読ん

で丸、る．

Riehl〔4〕は“高緯度地方は降雨量が少

ないにもかかわらず安定している．平年

値からのずれの百分率で計る場合には低

緯度地方の降雨はその他の地方に比べて

より頼りになるものではなし、”という．ま

た Nieuwolt〔5〕は，“図では湿潤熱帯は降

雨の変動が極めて小さい地域として示さ

れている．しかし，これは多少誤解を招

くおそれがある．同じ 1%でもそれに相

当する降雨量は湿潤地方では乾燥地方よ

りずっと大きし、”といっている．このよ

うに Bielが用いた尺度では，湿潤熱帯

の降雨の変動が他より特に大きいという

結論は出てきそうにないし，また，変動

50 200 400 600平均降雨量 の比較はこの尺度だけでは不完全で，つ
（阻）

図4 湿潤温帯と湿潤熱帯における月降雨量のねに降雨の絶対量とのかねあいで考えら
変動係数（CV）と平均値の関係． (a）湿潤
温・熱帯（483観測所・月）， (b）湿潤熱帯れねばならないように思われる．

(196観測所・月）' (c）湿潤温帯（287観測 近頃では変動係数（CV,coefficient of 
所，月）

var凶 ion：平均値からのずれの大きさの

平均値に対する百分率）を経年変動の大きさの物差しとするのが一般的である．

しかし， CVにも問題はある．一つは， CVが意味をもつのは正規分布に近い

分布をする母集団に対してだけであるのに，降雨の分布は必ずしもそうではな

いことである．もう一つの問題は，先の Bielの用いた尺度と同様に，平年値

の絶対値の大きさがし、つも CV の値のもつ実際的な意味に影響することであ
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る．

以上のよ うな問題点はあるにせよ， CVを用いて温帯，熱帯の降雨の経年変

動の大きさを比較してみた．世界の主たる農業地域68カ所の 1941～70年の聞

の月別降雨量のデータをもとにし， それか ら月降雨量 50mm以下，月平均気

温 10°c以下を除いた． 図4(a）はこのようにして選んだ483観測所一月の月平

均降雨量と経年変動の CVとの関係を示した ものである．図中の曲線は 483

・のデータ全部によるもので， （b), (c）図の中でも同じ曲線が示されている．

もし，熱帯の降雨の経年変動の大きさが温帯のそれと大きく違うな ら， （b)'

(c）図中の点はこの曲線の上または下側にかたよるはずである．しかし， 図に

みられるようにそのような傾向はまったく認められない．このような方法によ

っても湿潤熱帯の降雨がとくに不安定であるということは否定される．

湿潤熱帯の農業にとって皐魁が大きな問題である．ところで，早魅害を受け

るかどうかは，水の供給と需要の収支の問題である．これまでは供給の面ばか

りを論じてきた．作物の要水量は作物種，品種，栽培法などによって異なる．

乾燥地方には要水量の小さい作物が栽培される．しかし，もっとも要水量の大

きな作物を栽培したと仮定した場合の水の収支は，その土地の水に関する潜在

l的生産力，あるいは，作物選択の幅を示す指標と考えられる．最大の要水量は

潜在蒸発散量（potentialevapotranspiration, PET）によって代替でき ょう．そ

して PETは種々の数式によって温度と日射時聞から推計される．その正確さ

tこついて多くの問題があるにせよ，もっとも広く使われてい る Thornthwaite

－の PET推定の方法によって温帯と熱帯の水収支を比較してみよう．

温帯，熱帯からそれぞれ 10カ所，合計20カ所の 1941～70年の月別降雨量と

祖度のデータにも とづき，各年各月ごとの降雨量 （P）と PETとの差を計算

した．図5(a）には降雨量を，図5(b）には （P-PET）のそれぞれ平均値と， 下

5分位値 （データを大きさの順に並べ下から 5分の uこ当るデータの値）を示

した．

まず降雨量だけを図 5(a）で比較してみよう．湿潤熱帯の有利性は一目瞭然

である．ところが，水収支を示す図 5(b）に目を転ずるとどうであろう．降雨
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にみられた熱帯の有利性は

ほとんど消滅してしまう．

熱帯の中でも熱帯降雨林気

候，あるいは赤道気候と呼

ばれる気候の地方では確か

に水収支でも有利である．

しかし，湿潤熱帯全体から

みればそのような降雨地帯

は面積はかなりあるといっ

ても，人口密度が低く社会

経済的には比重が小さい．

それよりも，もっとも人口

が多く熱帯農業の大半を占

めるのは雨季乾季の区別が

明瞭なモンスーン地帯であ

る．以下にもう少し詳しく

図 5(b）をみてみよう．

温帯では降雨は 1年を通

じて比較的平均している．

冬季は一般に水収支は正で

ある．この時期には低温の
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図5(a) 湿潤熱帯，温帯の各10カ所における月降雨量の平均

健と下5分位値

ため作物の生育はないか，あっても遅い．しかし，この季節に土壌中に貯えら

れた水分がその後の生育に役立つ．夏にむかつて水収支は負となるが，盛夏時

まで、は－50mmを下回ることはない．以下のような季節的な水収支の変遷は 1

年性の畑作穀類の生育にとって理想的であると考えられる．

湿潤熱帯では温帯とちがって降雨の集中が極めて大きい．赤道気候帯以外で

は乾季は長く厳しい．雨季前には土嬢中の水分はない．したがって作物の生育

は雨季の期間中に限られる．雨季といっても水収支が正である月は少ない．多
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図5(b）湿潤熱帯，温帯各10カ所における月別水
収支（P-PET）の平均値と下5分位値
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くの地方で5年に 1回は，

水収支が正である月はまっ

たくないか，あっても2～3

カ月である．熱帯の降雨の

特徴である短期間に集中す

る豪雨，土壌有機物の分解

が速いことなどは水の利用

効率を低くする．湿潤熱帯

は水収支からみると決して

恵まれておらず，とくにそ

の中でももっとも社会経済

的に重要な地域は水に関し

ては限界地域と呼んでもよ

いほどである．

この節のはじめに湿潤熱

帯は多雨高温であるにもか

かわらずその農業生産は不

安定であると書いた．そし

て，その不安定性の原因は

かならずしも降雨自体の経

年変動の大きさにあるので

はないと論じた．そして，上の水収支からの検討によれば，湿潤熱帯の主要部

分が実は水に関しては限界に近い地域にあたっていることが不安定性の根本原

因であることがうかがわれる．

N 気候変動に対する農業の席受性 ：畑作の場合

湿潤熱帯における高混多雨が土壌中の養分の溶脱を速め，また．土壌自体の
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表1 湿潤熱帯における短期作物の収穫面積

（単位・ 100万へクタール）

年イメ生類ネ鍛なを類除，く一マ イネ
ど叫

栄主期養作と生す物長bる》短を 合計

アフリカ湿潤熱帯 37(67）＇】 4( 7)" 14(25）叫 55(100)'' 

中南米湿潤熱帯 10(50) 5(25) 5(25) 20(100) 

アジア大洋州湿潤熱帯 75(50) 66(44) 10( 7) 151 (100) 

湿潤熱帯合計 122(54) 74(33) 29(13) 226(100) 

非湿潤熱帯合計 670(86) 63( 8) 43( 6) 775(100) 

a) イネ以外の般頬．マメ類．油脂作物，ワタ

b) 叡菜類，サトウキピ．織維作物．

c) 括強内の数字はこの表に含まれる作物の合計面積を100%としたときの．各

作物類の面積の百分率．合計面積は全掛地面積のほぼ80%にあたる．

侵蝕による損失を招きやすいことは周知の通りである．この傾向は短期畑作物

を栽培する場合にとくに大きな問題となる．根菜類など，開花結実を栽培の直

接の目的としない作物の場合にはやや問題は軽減される．そして，水田におけ

る水稲栽培が湿潤熱帯の条件によく適応した農業生産体系で、あることは歴史が

よくこれを示している．

今日の世界の湿潤熱帯で以上3種の農業が占める耕地面積を表 1に示す．湿

潤熱帯のほかでは，イネ以外の一年生穀類が全耕地の86%と圧倒的に大きな比

重を占め農業の主流をなす．これに反し湿潤熱帯ではそれ以外の作物栽培も大

きな比重をもっている．と くにアジアでは稲作が44%を占める．しかし，イネ

以外の一年生穀類の畑作が湿潤熱帯でも54%と半分以上を占めているのも事実

である．さらに表2にみられるようにこの型の農業の面積が全耕地面積中に占

める割合は1954年以降増加しつつある傾向にある．このように湿潤熱帯の条件

にはも っとも適応度が低く ，したがって気候変動にもっとも感受性が高いと思

われる一年生畑作物の栽培は，近年かえって増加の傾向にあり全耕地の半分以

上を占めるにいたっている．このことは湿潤熱帯の農業が全体としてより気候

変動に対して弱し、ものにな りつつあることを意味するのであろうか．

湿潤熱帯における一年生畑作物の栽培には大きく分けて次の三つの型がある．
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表2 湿潤熱帯における短期作物面積の変化 （1954～76年） al 

（単位・ 100万へタタール｝

イネ類を除く一メ年類
生な穀ど . """ イネ 栄る養短生期長作を物主M とす 合計

アフリカ 19~：年年19 
16.917~( 
31.2 7 2.8 

5.4,23( 
6. 6 16 

23.9m~ib· 
40.5 

中 南米 1954年年
1976 

15.51吋
34. 8 68 

3.0，斗
8.0 16 

5.5，吋
8. 6 17 

24.01叫
51. 4 100 

アジア大洋州 19~：年年19 
6. 61吋
12. 5 28 

20.41吋
27. 3 61 

2.41 Bl 
4.8 11 

29. 5i100l 
44. 6 100 

湿潤熱帯合計 1954 年年
1976 78. 0 57 38. l 28 

13.31ぺ
20. 0 15 

77. 4 [tool 
136. 6 100 

a) 1954年， 1974年の両年で比較できる資料のある固だけについて合計したので，表1より函積は

少ない．

b) 表lの注と同じ．
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第一は焼畑による方法であり，第二は自給自足を主たる目的とする常畑栽培に

よるものであり，第三は近年発展のいちじるしい輸出用飼料作物の栽培による

ものである．それぞれについて検討を加えてみよう．

焼畑栽培は本来畑作には不適な湿潤熱帯で環境の劣化を最小限に抑制しつつ

食糧を得る方法であるといわれる．しかし，このことは人口密度が十分に低い

場合としづ条件下ではじめて正しい．人口庄が増えると休閑期聞が短くなり低

収となる．低収は栽培面積の鉱大，すなわち，植生破壊面積の拡大を余儀なく

させ，土地不足を招く．土地不足はさらに一層休閑期間の短縮を必要とさせる．

この悪循環にひとたびおちいると環境の劣化が急速に進み，ついにはチガヤ類

(Im伊 ・ataspp.）と疎林だけの不毛の地となる．

焼畑地帯における人口密度の増加は，生物学的人口増加だけによっておこっ

ているのではない．焼畑農耕民を定住させるための政府の方策による場合があ

る．あるいは自然発生的な人口集中もある．後者は医療 ・教育 ・現金収入の機

会を求めての場合もあるし，治安問題が原因となっている場合もある．いずれ

にせよ圏内人口移動によるある地域の人口密度の増大は，生物学的人口増によ

るそれに匹敵するか，あるいは，それを越えるほどの重要性をもっ場合が多い．

その理由如何を問わずある地域への人口集中は，従来，政治的，社会的，経
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済的に統合されていなかった焼畑耕作民を国家建設に参加させ，同時に，現代

社会のさまざまな思恵にあずから しめるのに不可欠の条件と思われる．湿潤熱

帯に多い発展途上国の近代化は，広い地域に分散して住む焼畑耕作民の生活と

両立しにくい．このことは焼畑を何らかのより集約的な農耕形態に変化させな

し、かぎり近代化と焼畑による不可逆的環境破壊の防止とが両立しえないことを

意味する．

では焼畑の常畑化が問題の解決になろうか． しかし， 常畑化が困難であるか

らこそ焼畑を続けていることから考えて，常畑化は可能かもしれないが相当の

困難を覚悟せねばなるまい．土壌劣化を招かずに常畑化する技術は存在するで

あろう．一つの問題は経済的，社会的にその技術が零細焼畑民によって適用可

能かどうかであろう．温帯でもかつては焼畑が広く行なわれていた．しかし，

人口増に伴う土地不足は農業集約化の方向に働き，そのような技術が開発，普

及して常畑化した．同じことが湿潤熱帯でもおこるかもしれない． しかし，そ

れに伴うべき技術はこれまでtこ述べた種々の理由により，より高度な，かつ，

より高価なものであろう．湿潤熱帯では一年生畑作物の常畑栽培を基盤とする

永続的な大規模人口集中はし、まだかつてみられなかつたのは偶然で

えられる．

湿潤熱帯における第二の畑作の型は自給自足のための常畑で、ある．この型は

気候の経年変動に対してもっとも影響されやすい． しばしば農村部の飢鐘の舞

台となるのもこのような型の農耕形態の地域である．自給自足を主たる目的と

する常畑栽培は少なくともアジアでは，水田耕作が不可能な土地で行なわれて

いる．人口増などによって肥沃な谷間や平野から駆逐された農村下層民が生命

維持のためやむなく行なっているのがこの型の農耕である．コメの値段が下が

るか，あるいは自らに経済的余裕ができればし、つでも米食にかわる可能性があ

る．しかし，コ メの生産増はおそらく今日の米食人口部分の人口増を大きくは

凌駕しえないであろ うから，この貧しい不安定な常畑農耕は湿潤熱帯のもっと

も弱L、部分として今後も残るであろう．

第三の型は輸出用飼料作物の栽培であるが従来，湿潤熱帯の伝統的輸出農産
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3 物といえばほとんどが永年作物

トウモロコシ生産量の推移これらの産品に対すであった．

る需要は飛躍的には増加しない

69 

月降雨量 出
一一一中央値

コニ？ヂーベご－1972年
75年73 71 

2 

制限
0
0【

また，それぞれの産品につ

いて特産地が確立されており，

新たにこれらと競争して市場に

のりだすのは容易ではない．

方，先進国の所得向上は食品の

内容に大きな変化をもたらしつ

つあり， 動物性食品に対する需

し，

「
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し

ω
∞
o
 

aa－
nru 

回
目

先進国の多要の伸びが大きい．

くは自ら飼料を生産する自力が

この機会をい

ちはやく利用して飼料作物の先

進国への大量輸出に成功してい

なくなっている．

フラジルのタ例えば，るのが，

タイの卜ウモロコイズであり，

しかし，長期的にみてこのような型の畑作は好ましいものであ

タイの トウモ ロコシ生産も大

タイのトウモロコシは 4月から8

シ栽培である．

ろうか．

1972年は世界的に天候不順であった．

打撃を受けた．図6にみられる通りである．

月にかけて雨季前半の降雨を利用する． この年は図6にみられるように5月に

この年，

キャ6月は平年並みで，7,8月も平年より少なかった．ほとんど降雨がなく，

キャッサノミでは

1972年の早魁被害はほとんどみられなかった（閣 7）.開花結実を要する一年

生作物が短期間の早魅にいかに弱し、か，それに反し，根菜類など栄養生長だけ

の作物がし、かに強いかを物語っている．

タイのトウモロコシの場合をはじめとして，湿潤熱帯の畑作地の地理的分布

しカ、し，ッサバはタイのもう一つの新興輸出畑作物である．
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キャッサパ生産量の推移

は土壌の分布との相関が高

い．塩基性の岩石，火山噴

出物を母材とする土壌地帯

に畑作が集中する．これは

これらを母材とする土壌が

風化，溶脱，侵蝕の害を受

1962 64 66 68 70 72 74 76年けに くいためである．図8

月降雨量 一一一中央値 はメコン委員会による メコ
ー－--1972年

自おナコンラチャご‘ A_ ン河下流域の土地利用将来

。，.~ぐよヌ？『戸7 ？丸ー 図である．この図で畑作適

：~：「二ふ～~
：~H 二与k汁＼

地とされているところが，

そのような土壌が分布する

地域である．自然公園や自

然保護区とされている地域

は，山岳や湖沼である．水

団地域とされているのは，

主に沖積平野である．それ

らの中間に土地利用末定の土地が広く残っている．この地域は水田にするには

図7 タイのキャッサパ生産震と1972年の月降雨量

水が不足し，畑地にするには土壊が悪い．しかし，実際には，現在でもこの地

域に貧弱な畑地や，ときには水田さえも拡がりつつある．この劣悪土援に聞か

れた畑で、は，最初数年だけはトウモロコシやソルガムが栽培されるが，その後

はケナフ，キャッサバしか育たなくなり，ついには不毛の土地だけが残されつ

つある．

輸出向け飼料作物はシカ ゴ相場より安い値段でつ くりさえすれば売れる．外

貨が少しでも欲しい湿潤熱帯の農業国にとっては大きな魅力であろう．しかし，

どんな土壌でも可能とし、うわけではない．不適な土地へのこれら作物の進出は

農業の気候変動に対する感受性を高めるばかりでなく，広範な土地の不可逆的

劣化を招くおそれが大である．
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EJ水田

町皿公園および
自然保護区

図8 メコン河下流域における暫定的土地利用構想図

メコン委員会資料より簡略化

V 気候変動に対する農業の感受性 ：水稲の場合

407 

歴史的にみて湿潤熱帯で大きな人口を永続的に支えてきた農業としては水田

農業をおいてない．水田農業の熱帯湿潤気候下での最大の利点は次の 3点に要

約されよう．第一は土地を均平化し畦畔で囲むことによって土壊侵蝕をほとん

ど無視できる水準にまで減少させうることである．第二点は湛水状態をつ くり

だすことによって養分の溶脱を補完する．すなわち，窒素固定能をもっ微生物

の活性を促進したり，還元作用によって養分の有効化を促進し，また，自然、的

氾濫水，人工的導水中に含まれる養分によって養分煩失を補充する．第三には

前節でも触れた熱帯降雨の特性，すなわち，短時間の集中的豪雨でも表面流去
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表3 主要作物収量の経年変動の国際比較〔6〕 水を抑えて有効に降水を利用で

国名 変動（C係V%数）叫 金（100生万産盈M きることである．

Y 速
このような理由で，湿潤温帯

＝ムギ 12.4 85. 8 の畑作農業にはみられない安定
イ ネ 3.6 1. 6 

アメリカ 高収が水田農業に期待できる．

コムギ 7.3 42.0 
稲作の収量についてみれば，化

イネ 3. 7 3.9 

フィリピン 学肥料出現前のヨ ーロッパの良
イネ 6. 9 4.9 

トウモロコン 6.4 2.0 業と比べてもひけをとらない．

インドネシア
畑作では休閑や輪作が土壌肥沃

イネ 4.5 18.1 

トウモロコシ 4.1 2.7 度維持に不可欠であったことを
タイ
イネ 5.1 11. 8 考え，作付面積当 り収量ではな
トウモロコシ 18.1 1. 7 

インド く，休閑地を含めた全経営面積

イネ 7.1 60.5 当り収量で比較すれば水田農業
コムギ 5.4 26.5 

オオムギ 8.8 2.5 の高収性はさらに明らかである．
トウモロコシ 9.0 5.3 

雑穀類 7. 7 8.3 今日の湿潤熱帯の水稲の収量は

a} 1960年代の前後約10年間の収量にもとづく． 温帯の畑作に劣るが，この差は
b} 1970年代初め頃の年生産量．

もっぱら生産資材や技術水準の

差によるものであって，一部の地域の高収や試験場などでの成績によれば，水

田農業の潜在的高収性は動かし難い．

水田農業の生産安定性も上述の理由で畑作に優ると期待されるが，実情はか

ならずしもそうではない． 表 3にみられるように，水稲栽培がほぼ完全な水制

御のもとに行なわれている米国やソ連ではその安定性は明らかである．しかし，

多くの湿潤熱帯の諸国ではそうではない．濯班排水がほぼ完全に整った日本で

は，水稲収量の地域差や経年変動は温度と日射量とでほぼ説明がついてしまう．

4早魁に不作なし”といわれているように，濯瓶排水が完備すれば水田農業は降

雨の変動から解放される．

このように水稲生産の安定性はーに水制御の良し悪しにかかっている．これ

は水稲にかぎらずどの作物でも同じはずである． しかし，水田農業における濯
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図9 世界76カ国における濯紙面積率と水田面積率（全耕地面積に対する）

（資料： FAOProduction Yearbook 1971) 

2プノレガリ 7, 6フラγス， 9ギリシ7, 11イタ リ7, 13ポルトガル. 14ノレーマ

ユ7,15スベイ γ. 19ソ述. 21キューパ. 22グアテマラ，23メキシコ， 247メリ

カ， 26ポリピ7,27プラジノレ， 28チ 9. 29コロソピ7,30エ !17ドル， 31ベノレ

-. 32ウルグ7イ. 33ベネズェラ.347フガニλ タγ，35ピノレマ， 36イγ ド．

37イY ドネ＇.／ 7,38イラゾ. 39イラ !1,40日本.4[9／レダγ，42タメーノレ， 43北

朝鮮，44ネパール， 45パキ旦夕γ，46フィリピγ，47ν 日7,48タイ， 50南ベ ト

ナム， 51中国.5271レジェリ 7,54エジプト，56ガーナ， 57コ』トジポ7－，レ，59 

Pピ7,60マダガλカル.63，εロッコ. 66ローデシ7,67シェラνオネ， 68南ア

フリカ， 69；，.ーダン， (A）オ－；，.トリ 7，デyマーク，フィ γラγ ド．ポーラ

Y ド. ；，.ウェーデY，カナダ，プノレンディ．エチオピ7，ケニ7，マラウイ，マ

リ，；ジェーノレ．ナイ ジェリ 7, トーゴ．タYザニ7，ウガ＇／ !I.オートボルタ．

ザYピ7, (BJハンガリー．ユーゴλラピ7，イギリ A，チュユジ7, (C)チ

ェコ旦ロパキ7，東ドイツ．西ドイツ， 71レゼγチγ． トルコ．オ－；，.トヲリ 7.

慨はその他の農業形態におけるそれとは基本的性格を異にする．この点につい

てもう少し整理してみよう．

アジア稲作圏における濯祇の特殊性は図9に端的にみられる．この図で第I

グループに入る国は水図面積，濯紙面積ともに低く，天水依存の畑作を主とす
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る．これらが世界農業の主流を占める．第Eのグループは乾燥地の濯瓶農業が

その国土の耕地のかなりの部分を占める国々からなる．水田面積が10%を越え

る国々は図中の右方の空間に広く散らばっている．このうち，中国，インド，

エジプト．パキスタンでは，その国土のかなりの部分，あるいは，ほとんどの

部分で乾燥地濯概農業が主流となっている．したがって，これらの国々では濯

紙面積の大部分が水田であるとはかぎらない．この 4カ国を除く稲作国では，

濯紙面積は濯概水図面積とほぼ等しいと考えてよい．さて，これらの水田農業

国のうち図中の対角線に近い位置を占める国々は水田面積のほぼ全部が濯j既さ

オ1ていることになる． 日本，インドネシア，マタガスカルがそうである．その

反対の極にあるのがカンボジア， ピルマ，ネパールなどである．このような水

団濯概率の相違は降雨量とまったく無関係である． ク’ループ IとEとを分ける

ものが明らかに降雨量であったのに比べると水田濯概の異質性がうかがわれる

であろう．

水田濯i既の特徴は次のように世界の農業形態を水利用の形態によって三分す

るとよくわかる．第ーは圃場に落下した降雨（直接降雨と呼ぶ）だけを給水源

とする天水依存畑作である． これが図 9の第Iクソレープで広く行なわれる．こ

の農業では水の作物根への供給を支配する主要因は，降雨以外には水分保持に

関与する土壌の物理性である．水収支は降雨， 蒸発散，地下浸透と幾分かの表

面流去水とによってほぼ決定される．第Eの形態は乾燥地濯i既袋業である．第

Iの型とは反対に直接降雨はあまり意味をもたない．水は遠方から人工的に運

ばれる．水供給を支配する主要因子はもっぱら瀧瓶工学的要因である．水田農

業は両者の中間に相当する第Eの型というべきであろう．すなわち， 幾分かは

直接降雨に，幾分かは他所からの流入水にたよる．他所からの流入水は，ある

場合にはほぼ完全に人為的に制御されるが，ある場合にはまったくの自然流入

である．実際にはこの両極端の中聞に人為的水制御のさまざまな段階がある．

このような流入水の水平移動距離はあるときには匡敷地と田圃との聞の数メー

トルにすぎず，またあるときには後背山地と海岸平野との聞の数百キロメート

ルにもおよぶ．したがって，水田における水収支は直接降雨，蒸発散，地下浸
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透，表面流去に加えて表面流入を考慮せねばならない．この表面流入を乾燥地

濯慨農業の場合と同じような人工的濯概だけであるとするのは実情に合わない．

先の図 9に示したよ うな水田濯蹴面積率と降雨の聞の相関関係の欠如は，一部

には濯概の定義が水稲栽培圏でまちまちであることにもよる．

水田を造成する場合には，そもそも最初から幾分かの流入水が期待で、きる場

所が選ばれる．以後は，この流入水が時代とともによりよく制御されてゆく．

水稲栽培のその他の技術もほとんどすべてがこの流入水制御に歩調をあわせて

改善されてゆく．水田の水文条件は濯概の有無によって表現しつくされるもの

で．主ない．乾燥地農業における濯概は土地利用を一変させるが，水田農業では

濯概の有無によるそのような大きな差はない．別のし、し、方をすれば，水田濯況

は常に補助濯瓶であって，その中味が段階を追って改良されてゆく．以上， 多

くの例外や，過度の概念化や省略はあろうが，地球全体の農業を眺めまわした

とき，水田農業における濯慨はこのように理解されるものではなかろうか．

このように水田濯慨を理解したとすると，水田はある意味ですべて濯概され

ている，あるいは，やがてはそうなると考えてもよいのだろうか．表4にアジ

ア各国の現今水田面積，現今水田濯概面積，濯概可能面積，そして， 1990年ま

でにコ メ生産を倍増するに必要とされる濯蹴面積をあげる．カンボジア，ラオ

スを除いては全水田の擢慨は決して夢ではない．この2カ国については潜在濯

紙面積が過小評価されている．もしこれが達成されれば，水田農業は日本でそ

うであるように降雨変動からほとんど解放されることになろう．

問題は，しかし，いわゆる濯概面積の拡大の速度と開墾による水図面積の拡

大の速度の両者のかねあいである．メコン河下流域の土地利用図（図 8）の説

明の際にも述べた通り，水田はより劣悪な条件の土地へと拡大しつつある．東

北タイの少なからざる水田では，数年に一度の恵まれた降雨のときだけイネが

作付される．

畑作，稲作を問わず人口増加による耕地の拡大がより劣悪な条件の土地へと

急速に伸びている． Grigg〔9〕は地球全体の耕地面積の拡大を分析し，次のよ

うに述べている．“1870～1930年の聞は耕地拡大のほとんどは中緯度の草原の
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表4 アジア稲作圏における水田の濯波面積の現況と将来予測
（単位1,000へFタール）
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9, 904 495 6, 800 6, 461 3, 370 

4,974 797 2, 753 3, 109 1. 690 

555 17 470 1, 504 780 

37, 500 16, 100 80. 940 20, 890 12, 720 

8, 537 4, 950 5, 265 4, 433 2. 900 

686 69 66 583 310 

ぬ7 287 732 (382）叫（203)•>

3, 539 l. 590 3, 189 1,953 1. 200 

680 449 1, 000 341 231 

7, 734 2, 860 4, 000 4, 418 2, 625 

74, 706 27, 614 105, 215 44,074 26, 029 

37, 206 11, 514 24, 275 23, 184 13, 309 

a）文献〔7〕による．

b）文献〔8〕による推定．

c）酉，東マレーシ7の合計．

開墾によってもたらされた．しかし， 1930年代になるとこの動きは止まった．

その理由は， 一つには移民達が新天地の開拓よりも都市生活により大きな魅力

を感じたからであり，もう一つには西欧諸国で農業革命がおこったからである．

一方，中国，インド，アフリカ，中米では 1940年代になって顕著な耕地拡大

がはじまった．これはひたすら耕作者自身の食糧を得んがためで、ある．いつま

でこの傾向が続くのかはわからないが，依然として続く人口増と土地なし農民

層の拡大は耕地拡大を当分は必要としよう． しかし， く緑の革命〉 という 集約

化の最初の徴候が現われたし，都市への人口流入もみられる．おそらく今世紀

末までに，そして，最後の潜在可耕地が開墾しつくされる以前に，この耕地拡

大の傾向は停止するであろうへ

耕地拡大が続くかぎり気候変動に対する感受性が大きくなろう．この傾向に

歯止めをかけうるのは集約化への方向転換だけで、ある，これは温帯畑作で実際

におこった．湿潤熱帯では社会経済的条件をぬきにして純粋に技術的にだけ考
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えでも，畑作の集約化は祖帯でよりもずっと困難である．しかしもう一つの

主要な農業形態である水田農業についてみれば将来はより明るい．なぜなら水

田の水制御は水田農業の不可分な一部分であって，遅かれ早かれ水制御の改良

に進むことが予想されるからである．ただし水図面積の拡大も同時に進行する

であろうから全体としては楽観を許さない．

世界気候会議提出論文を書くにあたって多くの人々から貴重な助言と協力を

頂いた．農林水産省農業技術研究所の内嶋普兵衛氏，同省東北農業試験場の坪

井八十二氏，京都大学理学部の山元龍三郎教授，同広田勇助教授，同農学部の

久馬ー剛教授，東京大学農学部の村田吉男教授，筑波大学地球科学系の吉野正

敏教授らには草稿に目を通して頂いた.FAQ の M.Frere氏からは種々の材

料の提供を受けた．東南アジア研究センターにおいては所長市村真一教授（論

文執筆当時．なお本論文は『科学』 49巻3号， 1979に掲載された）をはじめ，多くの

方々に当初から相談にのって頂いた．とくに，海田能宏，安成哲三，安田聖の

各氏は細部にわたって助言と協力を惜しまれなかった．タイのコメ生産変動に

関する部分は，京都大学農学部の小林慎太郎，内田晴夫氏との協同研究の結果

である．
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